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１ 法人の長によるメッセージ 

 

公的統計は、国民の皆様が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報です。情

報技術の急速な進歩発展により、社会には膨大な情報があふれています。そうした中で、適

正なプロセスを経て作成された公的統計の重要性は、ますます高まっています。 

独立行政法人統計センター（以下「統計センター」という。）は、長年培ってきた統計に関

する技術と経験を活かし、使命感を持って、公的統計が国民の皆様にとって有意義でかつ信

頼されるものとなるよう「弛（たゆ）まぬ技術の向上」と「適正な組織運営」の取組を積極

的に進めてきました。 

現在の統計センターの基本的な使命は、以下の３つです。 

・「統計をつくる」：人口、失業率、消費者物価指数、家計や企業活動の状況等の社会経済

の動向を示す我が国の重要な統計の作成 

・「統計を活かす」：政府統計の総合窓口（e-Stat）での使いやすい統計データの提供。調

査票情報の二次的利用等の高度な統計利活用の支援 

・「統計を支える」：政府統計共同利用システムの運用管理、汎用的集計ツールの提供等各

府省の統計作成・提供の支援 

特に、「独立行政法人統計センター法」（平成11年法律第219号。以下「統計センター法」と

いう。）の目的規定に掲げる「公的統計の信頼性」を確保するためには、正確な統計の作成と

秘密の保護の徹底が不可欠です。統計センターは、統計に関する専門的な知見を基礎にＩＣ

ＴやＡＩ等のデジタル技術も駆使した統計編成技術を有し、ＩＳＭＳ認証を取得するなど情

報セキュリティへの対応にも万全を期しています。 

統計センターは、令和２年６月に閣議決定された第Ⅲ期の「公的統計の整備に関する基本

的な計画」（以下「基本計画」という。）において、総務省の統計部局とともに中央統計機構

の一員として位置付けられました。また、令和５年３月に閣議決定された第Ⅳ期の「基本計

画」においても、我が国の公的統計の基盤的組織として各府省の統計部門を支えていくこと

が期待されています。 

このような状況を踏まえ、統計センターは、統計ユーザーの利便性や各府省の統計の品質

に関わる多くの課題への積極的な取組を行っており、統計行政全般を支える基盤的な専門組

織としての性格を今後ますます強めていくと考えています。 

このような役割を的確に果たしうる組織として、公的統計の発展に大きく貢献していくた

めには、人材の確保・育成が急務であり、「人材確保・育成方針」に基づく「人材確保・育成

実行計画」を重点的に実施しています。 

また、近年、ＡＩ技術は急速に進展する一方、特に生成ＡＩには様々なリスクも指摘され

ています。こうした状況を踏まえ、統計センターではＡＩの適切な利活用を進めていきます。 

令和７年度におきましても、「統計をつくる」、「統計を活かす」、「統計を支える」という３

つの使命を着実に果たすことができたと考えています。この場を借りて多くの関係者の皆様

の御理解と御協力に感謝申し上げます。そして、今後とも各方面との連携を深めつつ、求め

られる役割をしっかり果たしていくことをお約束して、私のメッセージとします。  
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２ 法人の目的、業務内容 

 

（１） 法人の目的 

統計センターの目的は、統計センター法第３条に定められています。内容は、以下のと

おりです。 

統計センターは、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査（総務省設置法（平成 11

年法律第 91 号）第４条第１項第 82 号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。）

の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保

及び統計技術の向上に資することを目的とする。 

 

（２） 業務内容 

統計センターの業務内容は、統計センター法第 10 条に定められています。内容は、以

下のとおりです。 

１ 国勢調査等の製表を行うこと。 

２ 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査

の製表を行うこと。 

３ 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。 

４ 前３号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。 

５ 国の行政機関又は指定独立行政法人等（統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 25 条に

規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。）の委託を受けて、

同法第 33 条の２第１項、第 34 条第１項又は第 36 条第１項の規定に基づき当該国の

行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。 

６ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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３ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

統計センターは、我が国の中央統計機構の一翼を担う機関として、国と一体となって公的

統計に係る製表事業等を実施し、我が国社会の重要な指標を遅滞なく作成・提供しています。 

また、政府統計共同利用システムの運用・管理を行う等により、公的統計の作成・提供の

基盤としての役割を果たしています。 

統計センターの統計行政機構における位置付け及び役割は、以下の図１及び図２のとおり

です。 

 

図１ 我が国の主な統計行政機構 

 
 

図２ 統計作成の流れと統計センターの役割 
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４ 独立行政法人統計センター年度目標 

 

「独立行政法人通則法」（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 35 条の９

第１項の規定に基づき、「独立行政法人統計センター令和７年度 年度目標」（以下「年度目

標」という。）が定められています。 

 

（１） 概要 

統計センターは、「３ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）」で示

したように、公的統計に係る製表事業等の実施や、政府統計共同利用システムの運用・管

理を行う等により、公的統計の作成・提供の基盤としての役割を果たしています。そのた

め、個人情報や秘密情報の取扱いの増大に伴い、統計業務に対する国民の信頼を一層確保

する必要があること等に鑑み、役職員に国家公務員身分を付与し、厳格な服務規律を課す

行政執行法人とされているところです。また、「基本計画」において、調査票情報等の提供

及び活用、政府統計共同利用システムを通じた情報提供機能の更なる充実・強化や、統計

基盤のデジタル化の推進が求められており、統計センターは中核的な役割を果たすことが

期待されています。  

以上を踏まえ、統計センターは、総務省統計局等の調査実施部門と密接な連携を図り、

国勢調査等の製表、統計利用者や調査対象者が便利に安心して活用できる統計サービスの

提供、統計作成を支えるシステムの運用管理等を一体的に行うことにより、統計の信頼性

の確保及び統計技術の向上に資するものとされています。 

詳細につきましては、年度目標を御覧ください。 

 

（２） 一定の事業等のまとまりごとの目標等 

統計センターは、年度目標における一定の事業等のまとまりごとの区分を設けています。 

具体的な区分名は、以下のとおりです。 

 １ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 

  ２ 統計データの利活用の推進に関する事項 

  ３  公的統計の発展の支援に関する事項 

  ４  統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 
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５ 経営理念・経営方針 

 

（１） 経営理念 

我が国の公的統計の作成及び提供の基盤的な専門組織として、「正確な統計の作成（統計

をつくる）」、「統計データの利活用の推進（統計を活かす）」、「公的統計の発展の支援（統

計を支える）」の３つの使命をユーザーの利便性向上を常に念頭に置きつつ適切に果たすた

め、「弛（たゆ）まぬ技術の向上」と「適正な組織運営」を進め、確かな技術と統計の信頼

性の確保によって、豊かな社会づくりのための情報基盤の整備と国民生活の向上に寄与し

ます。同時に、全ての職員が成長でき、ここで働いてよかったと思える、すばらしい組織

を追求します。 

 

図３ 統計センターの経営理念・経営方針のイメージ 
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（２） 経営方針 

 

正確な統計の作成 

社会経済情勢の変化や動向を的確に表す統計の作成に向けて、長年培ってきた製表に関する経験

と専門性を活用するとともに、近年加わった調査実施機能の充実により、徹底した秘密の保護の下

に、高い品質と信頼性が確保された統計を迅速に作成・提供し、社会経済の発展に貢献します。 

 

統計データの利活用の推進 

社会の発展を支える情報基盤である統計データについて、多様な利用者ニーズに応えるため、厳

正な情報管理の下に、ユーザー目線を踏まえた多角的なサービスを提供し、統計データ利活用の推

進に寄与します。 

 

公的統計の発展の支援 

公的統計の共通的な業務基盤・利用基盤となるサービスの安定的な提供に取り組むとともに、統

計の一層の品質向上と信頼確保を図るため、政府における中央統計機構の一員として、蓄積された

ノウハウを活かし、各府省における統計作成プロセスの適正化につながるよう、公的統計の発展を

支援します。 

 

弛（たゆ）まぬ技術の向上 

これら３つの使命を果たすため、理論に裏打ちされた統計技術、先進のＡＩ技術や情報通信技術

（ＩＣＴ）を活用したＤＸの推進を図るとともに、学術研究機関や諸外国・国際機関との連携を図

りつつ、最新の理論も導入した高度な統計技術の研究開発に取り組むことによって、弛まぬ技術の

向上を図ります。 

 

適正な組織運営 

業務の高度化・効率化に変化を恐れることなく果敢に立ち向かうとともに、公的統計機関として

の高い使命感と倫理観に基づき、職員が働きがいを持ち続けられるよう、法人価値と職員意識を共

に高めていく組織風土の醸成に取り組むほか、多様な働き方に配慮するなど、適正な組織運営を行

います。 
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６ 独立行政法人統計センター事業計画 

 

年度目標で定められた項目を着実に達成するため、通則法第 35 条の 10 第１項の規定に基

づき、「令和７年度独立行政法人統計センター事業計画」（以下「事業計画」という。）を策定

しています。 

「事業計画」に掲げる区分、項目及びその主な内容は、下表のとおりです。 

詳細につきましては、「事業計画」を御覧ください。 

 

第１

一 

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 

 (1) 人口に関する統計調査 

 
① 国勢調査 

② 労働力調査 

(2) 経済に関する統計調査 

 

① 経済センサス（基礎調査）  

② 経済構造実態調査 

③ 個人企業経済調査 

④ 科学技術研究調査 

⑤ サービス産業動態統計調査 

⑥ サービス産業動向調査 

(3) 消費に関する統計調査 

 

① 全国家計構造調査 

② 小売物価統計調査（消費者物価指数） 

③ 家計調査 

④ 家計消費状況調査 

⑤ 家計消費単身モニター調査 

２ 統計データの利活用の推進に関する事項 

 (1) 加工統計等の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理 

(2) 調査票情報の二次的利用 

(3) 統計データ利活用センターによる取組 

(4) 統計リテラシー向上のための取組 

３ 公的統計の発展の支援に関する事項 

 (1) 委託を受けて行う統計調査等の製表 

 国家公務員退職手当実態調査(内閣官房) 

国家公務員給与等実態調査(人事院) 

職種別民間給与実態調査(人事院) 

民間企業の勤務条件制度等調査(人事院) 

家計調査特別集計(標準生計費・各分位)(人事院) 

全国家計構造調査特別集計（標準生計費・各分位）（人事院） 

公害苦情調査(総務省) 

家計調査特別集計(品目分類)(財務省) 

雇用動向調査(厚生労働省) 
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賃金構造基本統計調査(厚生労働省) 

貨物自動車運送事業輸送実績調査(国土交通省) 

内航船舶輸送統計調査(国土交通省) 

船員労働統計調査(国土交通省) 

建設工事統計調査(国土交通省) 

建築着工統計調査(国土交通省) 

建築物滅失統計調査(国土交通省) 

建設総合統計(国土交通省) 

労働力調査地方別集計(都道府県) 

有償受託 

 東京都生計分析調査 

経済センサス‐活動調査 

(2) 委託を受けて行う統計調査の実施 

(企業調査支援事業) 

 経済構造実態調査 

科学技術研究調査 

サービス産業動態統計調査 

経済産業省企業活動基本調査 

(3) 政府統計共同利用システムの運用管理及び統計基盤のデジタル化の推進  

 (4) 事業所母集団データベースの整備及び運用管理 

(5) 各府省支援業務 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 

 (1) 統計に関する技術の研究 

(2) 統計活動に関する国際協力 

５ その他 

 上記１から４までに掲げる業務を行うに当たっての製表結果の精度確保、秘密の保護を徹底 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 業務運営の効率化に関する事項 

(1) 計画的な業務運営の効率化に向けた取組 

(2) 業務経費及び一般管理費の削減 

(3) 効率的な組織体制の整備及び管理 

(4) 給与水準の適正化等 

(5) 製表業務の民間委託等に向けた取組 

(6) 情報通信技術を活用した業務運営の効率化 

(7) 情報システムの整備及び管理 

２ 調達等の合理化に関する事項 

(1) 調達等合理化計画 

(2) 契約内容の監査 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

第４ 短期借入金の限度額 

第５ 不要財産等の処分に関する計画 

第６ 重要な財産の譲渡等に関する計画 
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第７ その他の業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

２ 人事に関する計画 

 (1) 人材確保・育成の推進 

(2) 人事評価制度 

(3) ワーク・ライフ・バランスの推進 

３ 積立金の処分に関する計画 

４ その他センターの業務の運営に関し必要な事項 

(1) 内部統制の充実・強化 

(2) 情報セキュリティ対策の徹底 

(3) 危機管理の徹底 

(4) 環境への配慮 

(5) 職員の安全・健康管理 
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７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

 

（１） ガバナンスの状況 

「独立行政法人統計センターに係る業務方法書」（平成 15 年４月１日統計センター規程

第 22 号。以下「業務方法書」という。）第 14 条に定めた業務の適正を確保するための体

制を整備するとともに適切に運用しています。また、業務プロセスに改善の必要が認めら

れるものについては不断の見直しを行うなど、ＰＤＣＡサイクルを確実に機能させること

により内部統制の推進に取り組んでいます。 

内部統制システムの整備の詳細につきましては、「１４ 内部統制の運用に関する情報」

及び業務方法書を御覧ください。 

 

図４ 統計センターのガバナンス体制図 

  
 

（２） 役員の状況 

役職 氏 名 任 期 担 当 経歴（主な前歴） 

理事長 佐伯 修司 
令和５年４月１日 

～令和９年３月 31 日 
 総務省統計局長 

理事 上田 聖 
令和７年４月１日 

～令和９年３月 31 日 
統計編成 総務省統計局総務課長 

理事 米山 巧一 
令和７年４月１日 

～令和９年３月 31 日 
情報システム ＮＴＴタウンページ株式会社 取締役 

理事 

（非常勤） 
南 和宏 

令和７年４月１日 

～令和９年３月 31 日 
利活用・研究 統計数理研究所 副所長（現職） 

監事 

（非常勤） 
林 奈津子 

令和５年６月 20 日から 

令和８事業年度について

の財務諸表承認日まで 

業 務 
東京都産業労働局東京障害者職業能力 

開発校長 

監事 

（非常勤） 
布施 伸枝 

令和５年６月 20 日から 

令和８事業年度について

の財務諸表承認日まで 

会 計 布施伸枝公認会計士事務所（現職） 

総 務 大 臣 独立行政法人
評価制度委員会

監 事 理 事 長

理 事

総務部 統計編成部 情報システム部 統計技術・提供部

任命 任命
目標等の
指示等

意見

代表的な委員会（※）

内部統制委員会

リスク管理委員会

契約監視委員会

※ 業務方法書において定められ
ている委員会を記載している。

経営審議役
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（３） 職員の状況

常勤職員は、令和７年度末において 641 人（うち 10 人は令和８年３月 31 日付け退職

者）であり、前年度末から ９ 人減（1.4％減）となりました。平均年齢は 43 歳（前年度末

43 歳）であり、令和７年度における総務省等国の行政機関からの出向者は 16 人となって

います。また、統計データの二次的利用や統計作成に係る技術研究等の高度な知識を有する

専門職員を育成するため、専門的知見を有する外部の者を雇用し、職員への教育を図ってい

ます。 

なお、全職員に占める女性職員の割合は 72.8％、役員に占める女性の割合は 33.3％、

女性管理職の割合は 35.5％、全職員の男女の賃金差異は 84.9％となっており、女性の職

業生活における活躍を推進しています。 

【参考:企業における課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は 13.1％、全産業にお

ける男女間の賃金差異は 76.6％（出典：令和７年賃金構造基本統計調査、令和６年度

雇用均等基本調査）】 

（４） 重要な施設等の整備等の状況

該当ありません。

（５） 純資産の状況

① 資本金の額及び出資者ごとの出資額

資本金及び出資金はありません。

② 目的積立金の申請状況、取崩内容等

目的積立金の申請は行っておりません。

（６） 財源の状況

① 財源の内訳

（単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

収入 

運営費交付金収入 9,479 84.90 

受託製表収入 32 0.29 

政府統計共同利用システム 

運用管理等収入 

1,215 10.88 

統計作成支援事業収入 9 0.08 

その他の収入 430 3.85 

合計 11,165 100 

※ 各欄と合計欄の数字は単位未満四捨五入の関係で一致しないことがある。
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② 自己収入に関する説明 

  （単位：百万円） 

区分 金額 概要 

受託製表収入 32 

国の行政機関又は地方公共団体から委

託を受けて製表業務を行うことによ

り、自己収入を得ています。 

政府統計共同利用システム 

運用管理等収入 
1,215 

政府統計共同利用システムの運用管理

や利便性向上に向けた取組を行うとと

もに、統計データの提供等確実に行う

ことにより、自己収入を得ています。 

統計作成支援事業収入 9 

調査票情報の提供、一般からの委託に

応じた統計の作成等（オーダーメード

集計）及び一般からの求めに応じた匿

名データの提供を行うことにより、自

己収入を得ています。 

その他の収入 430 前事業年度より繰越した現金等 

合計 1,686  

※ 各欄と合計欄の数字は単位未満四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

（７） 社会及び環境への配慮等の状況 

統計センターは、環境に与える影響を配慮し、適切な対応を図ることを達成するため、

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年法律第 100 号)第７条

第１項の規定に基づき、統計センターにおける「令和７年度環境物品等の調達の推進を図

るための方針」を策定しています。当該方針に掲げた目標を達成するため、業務に必要な

物品等については環境物品の調達を図り、環境への負荷の低減に寄与しました。 

また、照明を消費電力の少ないＬＥＤタイプへ一部交換しており、これにより消費電力

を抑制し、温室効果ガスの排出削減に貢献しています。 

   

（８） 法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉 

統計センターは、長年培ってきた経験と専門性を活かし、製表結果の精度確保、秘密の

保護、統計の品質の維持・向上に努めています。 

製表結果の精度確保に当たっては、製表業務の各段階において、取組状況の監視、達成

状況の評価、更なる活動内容の見直しを行い、製表業務の品質管理におけるＰＤＣＡサイ

クルを着実に実施することにより、品質の維持・向上の実現に努めています。 

また、情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）に関する認

証である「JIS Q 27001（ISO/IEC27001）」を取得しており、このＩＳＭＳに基づくマネジ

メントシステムを運用しつつ情報セキュリティ対策を確実に実施し、調査票情報、公表期

日前情報等の秘密の保護を徹底しています。 

統計センターは、理論に裏打ちされた統計技術、先進のＡＩ技術や情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）を活用したＤＸの推進を図るとともに、学術研究機関や諸外国・国際機関との連携を

図りつつ、最新の理論も導入した高度な統計技術の研究開発に取り組むことによって、「弛

（たゆ）まぬ技術の向上」を図っています。 

この結果として、「多次元クロス度数表の秘匿変換処理による個票データの匿名化装置」
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について、統計センター発足以来初の特許を取得（特許第 7442995 号）しました。今後、

匿名データを作成する技術としての利用、公表結果表から統計教育用のミクロデータを作

成する手法としての利用、特許技術の公開により、統計データの利用可能性が広がり二次

的利用の増加に貢献すること等が期待されています。 

統計センターに課せられた役割を的確に果たし、公的統計の発展に大きく貢献していく

ため、高い使命感と倫理観に基づき、全ての職員が働きがいを持ち続け、成長することが

でき、ここで働いてよかったと思えるすばらしい組織を追求することにより、法人価値と

職員意識を共に高めていく組織風土の醸成に取り組むほか、多様な働き方に配慮するなど、

適正な組織運営を行っています。 

また、男性職員の育児参加や女性職員の活躍促進を更に進めるため、両立支援制度の周

知・休暇制度の取得に関する意向確認等を進め、仕事と家庭の両立を図るとともに、災害

や感染症等のリスクへの対応等の働く職員を取り巻く環境が複雑化している状況下にお

いても全ての職員が心身ともに健康で活躍できる職場環境を整備することにより、職員の

様々な事情に応じた柔軟な働き方や時間当たりの生産性を高める働き方を推進していま

す。 

職員が働きやすい職場環境の整備の一環として、「次世代育成支援対策推進法」（平成 15

年法律第 120 号）に基づく一般事業主行動計画を策定しました。当該計画に定めた目標を

達成するなどの一定の要件を満たしたことから、行政執行法人では初の「子育てサポート

事業主」として、厚生労働大臣の認定（「くるみん」認定）を受けました。併せて「仕事と

介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマーク（愛称：トモニン）を取

得しています。 

さらに、「働きやすさ」の向上に資する措置として、同一部署の配置は５年を限度とし、

係員期には複数回の異動を経験させるなど、多様な業務経験を可能とする適切な人事ロー

テーションの実現や、「子の看護等休暇」、「ワークライフバランス休暇」及び「育児時間」

について見直しを行い、当該制度の休暇等取得者が増加しています。 

また、人材の確保・育成が急務かつ必須であると考えることから、「統計センター人材

確保・育成実行計画」を策定しました。当該計画に基づき、統計センターホームページ「採

用案内」サイトにおける情報発信の強化（育児・介護支援制度、人材確保・育成、研修制

度の紹介等）、インターンシップの実施、人事院主催のイベントへの参加、専門学校等へ

の業務説明会開催回数の増加、データサイエンスや理系関係の学部等を擁する大学を訪問

し、理系学生の国家公務員や統計・情報処理関係への就職動向等の聴取や、授業での政府

統計の利用等に関する意見交換の実施等の取組を行った結果、採用者数の増加につながっ

ています。 
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８ 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

 

（１） リスク管理の状況 

統計センターでは、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評

価し、当該リスクへの適切な対応を可能とすることを目的として、「独立行政法人統計セ

ンターリスク管理規程」（平成 27 年３月６日統計センター規程第 32 号。以下「リスク管

理規程」という。）を整備しています。リスク管理規程に基づき、リスク管理体制を整備

することにより、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図って

います。 

統計センターにおけるリスク管理体制は、図５のとおりです。 

 

図５ 統計センターにおけるリスク管理体制 

 

 

（２） 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

リスク管理規程において、リスク管理委員会は、「センターに内在するリスクを重要度、

分野別に区分、整理したリスク一覧を作成」し、「内部統制委員会に報告」することとし

ていることを踏まえ、リスク管理委員会において「課室等別リスク一覧」を作成し、内部

統制委員会に報告しています。 

リスク管理委員会では、「課室等別リスク一覧」により把握したリスクについて分析・

評価を行い、各課室等がモニタリングを実施する「日常管理項目」と、リスク管理上重要

な項目として内部統制委員会により監視を実施する「重点管理項目」に整理しています。

内部統制委員会では、日常管理項目については適宜報告を受けるとともに、重点管理項目

について、リスク監視体制（図６参照）の下、リスクの顕在化を回避するために常時監視

（モニタリング）しています。 

このほか、リスク管理委員会では、リスクに対する予防策や再発防止策を検討・策定し

ています。 

令和７年度における、リスク管理委員会及び内部統制委員会の開催状況については、「14 

内部統制の運用に関する情報」を御覧ください。 

 

経 営 審議 役

総務部長 統計編成部長 情報システム部長 統計技術・提供部長

リスク管理責任者

リスク管理総括担当者

総務部
各課室等

統計編成部
各課室等

情報システム部
各課室等

統計技術・提供部
各課室等
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図６ 統計センターにおけるリスク監視体制の概要 
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９ 業績の適正な評価の前提情報 

 

統計センターの主な業務内容は、統計センター法第 10 条に定められています（「２ 法人

の目的、業務内容」を参照）。 

令和７年度の統計センターの各事業についての理解とその評価に資するため、各事業の前

提となる主なスキームを示します。 

 

１ 統計をつくる 

ⅰ） 統計作成のスキーム 
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２ 統計を活かす 

ⅱ） 公的統計のミクロデータ（二次的利用基盤） 

 
 

 

ⅲ） オンサイト施設による調査票情報の提供 
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３ 統計を支える 

ⅳ） 政府統計共同利用システムの運用管理 

 
 

 

ⅴ） API 機能による統計データの提供 

 

 

 

ⅵ） 事業所母集団データベース 

 

 



19 

ⅶ） 統計調査の支援（オンライン回答サポート） 
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１０ 業務の成果と使用した資源との対比 

（１）  当事業年度の主な業務成果・業務実績 

令和７年度における統計センターの事業概要は以下のとおりです。なお、「９ 業績の

適正な評価の前提情報」に業績の適正な評価のための前提情報を掲載していますので、御

参照ください。 

 

 ■ 令和７年度における事業概要 

◇『正確な統計の作成』（統計をつくる）◇ 

景気動向に関心が高まる中、労働力調査、小売物価統計調査（消費者物価指数）、家

計調査等の経常調査の統計作成を行いました。これらの統計は、経済財政運営上の重

要な経済指標等として、各方面からますます注目が集まっており、急激な物価上昇等

による日本経済への深刻な影響が懸念される状況に鑑み、経営上の最優先事項として

取り組みました。 

また、大規模な周期調査として、国勢調査、経済センサス（基礎調査）、経済構造実

態調査及び全国家計構造調査の統計作成を行いました。 

令和７年度も前年度に引き続き、業務を確実かつ継続的に実施する体制を整備し、

委託者との十分な連携を図り、適切な準備、業務管理の下、全ての調査において委託

者の定める期限までに製表結果を提出しました。 

 

◇『統計データの利活用の推進』（統計を活かす）◇ 

公的統計の二次的利用（高等教育・研究等への利用）に係るサービスの効率的かつ

効果的な提供を図るため、統計調査を実施する行政機関等からの委託を受けて、調査

票情報等の保管・蓄積、匿名データ及びオーダーメード集計の作成・提供の業務サー

ビスを提供しています。特に、匿名データ及びオーダーメード集計の作成・提供につ

いては、前年度に引き続き、公的統計の利用環境の充実を図るために対象調査範囲の

拡大を行うとともに、積極的な周知・広報を行いました。 

調査票情報等の提供及び活用の推進の取組として、「基本計画」に基づき、総務省及

び各府省と連携し、令和元年５月に調査票情報等の提供及び活用に関するポータルサ

イト「miripo」を開設しました。このサイトでは、ミクロデータの二次的利用に関する

情報の一元的な提供を行っているほか、令和７年３月からは、電子申請システムの運

用が開始され、各府省の利用申出手続の一元化、提供データ抽出の自動化等により、

利便性の向上、提供の早期化、作業負担の軽減に貢献しています。 

なお、このシステムでは、15府省庁280調査2,426年次分が利用可能となっていると

ころです。 

平成30年４月から和歌山県に開設している「統計データ利活用センター」では、関

係部署と連携してオンサイト利用を支えるシステムの運用管理を行っているほか、オ

ンサイト利用の全国的な展開に向けた取組や、利便性向上策の検討等を行っています。 

社会全体の統計リテラシー向上のため、総務省等と共催する「統計データ分析コン

ペティション」において活用する「教育用標準データセット」（ Standardized 

Statistical Data Set for Education: ＳＳＤＳＥ）の整備や、統計学習支援の資料
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として当該データセットの一般への提供、各学会への広報活動、統計データ分析コン

ペティションホームページの充実等の取組を総務省と連携して実施しています。 

また、中等教育段階及び高等教育段階における数理・データサイエンス教育に活用

可能な素材等を整備し、教材として普及させる取組も行っています。 

 

◇『公的統計の発展の支援』（統計を支える）◇ 

「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成18年3月31日 各府省情報化統

括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき整備した「政府統計共同利用システム」

は、政府が電子政府の推進の一環として構築を進めてきたもので、各府省や地方公共

団体の統計業務をＩＣＴにより共通化し、公的統計を作成・提供する際の一元的な共

通システムとして、統計センターが運用管理を行っています。 

主な機能である「政府統計の総合窓口（e-Stat）」（以下「e-Stat」という。）では、

統計表データに年間約7,878万件のアクセス、統計データベースに年間約1,646万件の

アクセスがありました。 

同じく、「政府統計共同利用システム」の機能である「政府統計オンライン調査総合

窓口（e-survey）」では、20府省庁等の123の統計調査でオンライン調査の実施に御利

用いただきました。 

政府が取り組んでいるオープンデータの推進を先導するため、統計データの提供方

法を高度化し、新たな付加価値を創造するサービスや革新的な事業の創出等を支援す

る取組を、総務省と連携して実施しています。統計におけるオープンデータの高度化

については、「e-Stat」のＡＰＩ機能及び統計地理情報システム機能（「地図で見る統

計（jSTAT MAP）」（以下「jSTAT MAP」という。））の運用を確実に実施しており、令和７

年度における新規利用登録数は、ＡＰＩ機能が44,602件、jSTAT MAPが44,299件と、多

くの方々に御利用いただいています。 

また、委託を受けた統計調査の実施について、経済構造実態調査、科学技術研究調

査及び経済産業省企業活動基本調査に加えて、新たな基幹統計調査であるサービス産

業動態統計調査を実施しました。調査の実施に当たっては、企業調査支援事業のサポ

ート対象企業に対し、対象企業の担当者との信頼関係構築やサポートスタッフの人材

育成を図りつつ、滞りなく実施しました。 

さらに、「基本計画」に基づき、統計の作成等に関する各府省からの相談のうち製表

に関する事項等についての対応・支援や、各府省における統計基盤のデジタル化推進

の技術的な支援を行っています。 

 

◇『弛（たゆ）まぬ技術の向上』◇ 

令和７年度は、製表業務の高度化・効率化や製表結果の品質向上に資するため、「デ

ータエディティング」、「消費動向指数」に関する研究を、統計ニーズの多様化への対

応等に資するため、「一般用ミクロデータの作成」に関する研究を行いました。これま

での研究成果は、統計センターにおける統計編成の実務に適用するほか、国際会議や

学会等で発表し高い評価を受けるなど、公的統計の改善・発達に貢献しています。 

また、国際的な統計行政の発展及び世界における我が国の統計行政のプレゼンス向

上に貢献するため、国際会議等への職員派遣、発展途上国等への技術協力、諸外国へ

の統計データ提供環境の整備等に、総務省・統計研究研修所と連携して積極的に参画

しています。 
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◇『適正な組織運営』◇ 

公的統計の作成業務は、国民の皆様から提供いただいた情報の管理の徹底を基に、

効率的に業務を実行し、国民が統計を必要とする時期までに遅滞なく完遂しなければ

なりません。 

このため、統計センターでは、業務プロセスの改善に資する技術開発を進め、確か

な技術に裏打ちされた業務プロセスを構築することにより、統計の正確性を担保しつ

つ、業務運営の高度化・効率化を実現する業務改革の取組を進めています。 

このほか、今後においても、「事業計画」の着実な実施はもとより、公的統計の作成

及び提供の基盤的な専門組織としての役割を未来にわたって的確に果たしていくため、

組織としての短・中期的な課題に加え、５年を超え10年あるいは20年後の我が国の社

会の変化や統計センターを取り巻く環境の変化を見通してあるいは予測して対応を検

討すべき長期的な課題も取りまとめ、これを基に統計センターの在るべき方向性を示

した「統計センター未来戦略」を策定し、統計センターの未来を見据えた取組を推進

しています。 

    

今後とも、情報管理の徹底と効率的な業務運営を進め、各府省や地方公共団体の統

計整備の支援、公的統計の利用環境の充実に、組織を挙げて全力で取り組んでまいり

ます。 
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（２）  自己評価 

令和７年度においては、「事業計画」に沿って業務に取り組み、「年度目標」の着実な達

成に向け、適切な事業運営を行ってまいりました。 

  「６ 独立行政法人統計センター事業計画」における各項目の自己評価の結果について

は、以下のとおりです。 

詳細につきましては、【業務実績等報告書】を御覧ください。 

 

＜各項目の自己評価の結果＞ 

事業計画 自己評価 
行政コスト 

（百万円） 

Ⅰ 国民

に対して

提供する

サ ー ビ ス

その他の

業 務 の

質 の 向

上に関す

る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 A 

6,353 

 (1) 人口に関する統計調査  

① 国勢調査                           【重要・困難度高】 

② 労働力調査                          【重要度高】 

A 

(2) 経済に関する統計調査  

① 経済センサス（基礎調査）                           【困難度高】 

② 経済構造実態調査                   【困難度高】 

③ 個人企業経済調査  

④ 科学技術研究調査  

⑤ サービス産業動態統計調査                

⑥ サービス産業動向調査 

A 

(3) 消費に関する統計調査 

① 全国家計構造調査 

② 小売物価統計調査（消費者物価指数）           【重要度高】 

③ 家計調査                               【重要度高】                                          

④ 家計消費状況調査 

⑤ 家計消費単身モニター調査 

A 

２ 統計データの利活用の推進に関する事項 A 

760 

 (1) 加工統計等の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理 B 

 (2) 調査票情報の二次的利用                        【困難度高】 

① 調査票情報等の提供及び活用の推進 

② 調査票情報のオンサイト利用                        

③ 一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメード集計） 

④ 匿名データの作成及び提供                     

A 

 (3) 統計データ利活用センターによる取組 B 

 (4) 統計リテラシー向上のための取組 A 
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事業計画 自己評価 
行政コスト 

（百万円） 

Ⅰ 国民

に対して

提供する

サ ー ビ ス

その他の

業 務 の

質 の 向

上に関す

る事項 

 

 

３ 公的統計の発展の支援に関する事項 A 

2,748 

 (1) 委託を受けて行う統計調査等の製表 

国家公務員退職手当実態調査(内閣官房) 

国家公務員給与等実態調査(人事院) 

職種別民間給与実態調査(人事院) 

民間企業の勤務条件制度等調査(人事院) 

家計調査特別集計(標準生計費・各分位)(人事院) 

全国家計構造調査特別集計（標準生計費・各分位）（人事院） 

公害苦情調査(総務省) 

家計調査特別集計(品目分類)(財務省) 

雇用動向調査(厚生労働省) 

賃金構造基本統計調査(厚生労働省) 

貨物自動車運送事業輸送実績調査(国土交通省) 

内航船舶輸送統計調査(国土交通省) 

船員労働統計調査(国土交通省) 

建設工事統計調査(国土交通省) 

建築着工統計調査(国土交通省) 

建築物滅失統計調査(国土交通省) 

建設総合統計(国土交通省) 

労働力調査地方別集計(都道府県) 

有償受託 

東京都生計分析調査 

経済センサス‐活動調査 

B 

(2) 委託を受けて行う統計調査の実施                【困難度高】 

(企業調査支援事業) 

 経済構造実態調査 

科学技術研究調査 

サービス産業動態統計調査 

経済産業省企業活動基本調査 

S 

(3) 政府統計共同利用システムの運用管理及び統計基盤のデジタル化の推進 

【困難度高】 
B 

(4) 事業所母集団データベースの整備及び運用管理 B 

(5) 各府省支援業務                          【困難度高】 

 

A 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 A 

224  (1) 統計に関する技術の研究 
A 

(2) 統計活動に関する国際協力 

５ その他 

上記１から４までに掲げる業務を行うに当たっての製表結果の精度確保、秘密の

保護を徹底 

C 
10,085 

の内数 
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事業計画 自己評価 
行政コスト 

（百万円） 

Ⅱ  業務

運 営 の

効 率 化

に関する

目標を達

成するた

めにとるべ

き措置 

１ 業務運営の効率化に関する事項 

B 

 

(1) 計画的な業務運営の効率化に向けた取組 

(2) 業務経費及び一般管理費の削減 

(3) 効率的な組織体制の整備及び管理 

(4) 給与水準の適正化等 

(5) 製表業務の民間委託等に向けた取組 

(6) 情報通信技術を活用した業務運営の効率化 

(7) 情報システムの整備及び管理 

２ 調達等の合理化に関する事項 

B (1) 調達等合理化計画 

(2) 契約内容の監査 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 B 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額  

Ⅴ 不要財産等の処分に関する計画 

Ⅵ 重要な財産の譲渡等に関する計画 

Ⅶ  その

他 業 務

運 営 に

関する事

項 

 

１ 施設及び設備に関する計画  

２ 人事に関する計画  

 (1) 人材確保・育成の推進 A 

(2) 人事評価制度 B 

(3) ワーク・ライフ・バランスの推進 A 

３ 積立金の処分に関する計画 

 

 

B 

４ その他センターの業務の運営に関し必要な事項  

 (1) 内部統制の充実・強化 

A 

(2) 情報セキュリティ対策の徹底 

(3) 危機管理の徹底 

(4) 環境への配慮 

(5) 職員の安全・健康管理 

（注１）下線は、一定の事業等のまとまりごとの区分を表しています。 

（注２）自己評価区分 

Ｓ：法人の業績向上努力により、「事業計画」における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得ら

れていると認められる（定量的指標の対年度目標値の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られてい

ると認められる場合、又は定量的指標の対年度目標値が 100％以上で、かつ年度目標において困難度が「高」

とされており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：法人の業績向上努力により、「事業計画」における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる

（定量的指標においては対年度目標値の 120％以上、又は定量的指標の対年度目標値が 100％以上で、か

つ年度目標において困難度が「高」とされている場合）。 

Ｂ：「事業計画」における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対年度目標値の 100％

以上）。 

Ｃ：「事業計画」における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対年度目標値の

80％以上 100％未満）。 

Ｄ：「事業計画」における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定量的指

標においては対年度目標値の 80％未満、又はその業務について業務運営の改善に関する監督上必要な命令

をすることが必要と判断される場合）。 
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「正確な統計の作成“統計をつくる”」については、法人経営上の最重要事項の一つである

「労働力調査」、「小売物価統計調査 （消費者物価指数）」及び「家計調査」の製表業務を着

実に遂行しました。また、周期調査である「国勢調査」、「経済センサス（基礎調査）」、「経済

構造実態調査」及び「全国家計構造調査」においても製表業務を着実に遂行し、当初目標を

上回って達成しました。 

「統計データの利活用の推進“統計を活かす”」における統計リテラシー向上のための取組

では、ＳＳＤＳＥ（教育用標準データセット）の作成・普及及び統計データ分析コンペティ

ション実施を通じた統計教育の充実と探求的学習の推進に貢献したことにより、第 21 回日本

統計学会統計教育賞を受賞しました。また、学会等への積極的な広報活動を実施したことな

どにより、ＳＳＤＳＥのダウンロード数が約 28 万件と、前年度（約 20 万件）に比べ大幅に

増加するなどの成果を上げました。 

「公的統計の発展の支援“統計を支える”」における企業調査支援事業は、「経済構造実態

調査」、「科学技術研究調査」及び「経済産業省企業活動基本調査」の業務委託を受け、これ

らの３調査を同時一体的に実施し、調査票回収率の向上、報告者負担の軽減及び回答内容の

正確性の確保を図りました。各府省支援業務では、「基本計画」を踏まえた、各府省の統計調

査の支援を行うスキームとして、各府省からの相談のうち、製表に関する事項等に対し、「中

央統計機構」の一員として貢献しました。また、「規制改革実施計画」に基づく調査票情報の

提供の早期化及び円滑化を確保するため、各府省で実施する調査票情報データの整備に資す

ることを目的として、データ編集や整合性を確認するツールを提供しています。このほか、

集計業務の改善やオンライン調査実施に係る企画設計等の技術的な支援を着実に遂行するな

ど、成果を上げました。 

今後も、統計センターは、経営理念・経営方針に掲げられた使命に基づき、有機的なつな

がりを常に意識した業務運営への取組を進め、確かな技術と統計の信頼性の確保により、豊

かな社会づくりのための情報基盤の整備と国民生活の向上に寄与してまいります。 

 

 

（３） 主務省令期間における主務大臣による総合評定の状況 

区分 令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

評定 A A — — — 
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１１ 予算と決算との対比 

 

（単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額理由 

収入    

運営費交付金収入 9,376 9,479 令和 7 年度補正予算(１号)の配

分によるもの 

受託製表収入 32 32  

政府統計共同利用システム運用管

理等収入 

1,215 1,215  

統計作成支援事業収入 9 9  

その他の収入 - 430 前事業年度より繰越した現金等

によるもの 

   計 10,633 11,165  

支出    

業務経費 3,066 2,962 効率的な予算執行に努めたため 

経常統計調査等に係る経費 1,443 1,665 当初想定以上の予算執行となっ

たため 

周期統計調査に係る経費 1,623 1,298 効率的な予算執行に努めたため 

受託製表経費 32 32  

政府統計共同利用システム運用管

理等経費 

1,215 1,201 効率的な予算執行に努めたため 

統計作成支援事業経費 9 9  

一般管理費 289 300 当初想定以上の予算執行となっ

たため 

人件費 6,022 5,877  

   計 10,633 10,381  

（留意事項） 

※ 各欄と合計欄の数字は単位未満四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※ 詳細については、決算報告書参照。 
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１２ 財務諸表 

 

 （１） 貸借対照表 

 
 

 

（２） 行政コスト計算書 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

　流動資産 2,273   流動負債 2,299

　　現金及び預金 1,051     未払金 1,619

　　未収金 644     短期リース債務 85

　　賞与引当金見返 573 　　賞与引当金 573

　　その他の流動資産 5     その他の流動負債 23

　固定資産 9,894   固定負債 8,353

　　有形固定資産 2,921     資産見返運営費交付金 366

　　　建物附属設備 68     長期未払金 2,091

　　　工具器具備品 2,599     長期リース債務 192

　　　リース資産 255 　　退職給付引当金 5,693

　　無形固定資産 1,279     その他の固定負債 10

　　　ソフトウェア 1,279  負債合計 10,652

    投資その他の資産 5,693 純資産の部

　　　退職給付引当金見返 5,693   資本金 -

　　　その他の投資その他の資産 -   資本剰余金 -

  利益剰余金 1,515

  　前事業年度繰越積立金 764

　　当期未処分利益 751

　　（うち当期総利益751）

 純資産合計 1,515

 資産合計 12,166  負債・純資産合計 12,166

（単位：百万円）

金額

　損益計算書上の費用

　　経常費用 10,979

　　臨時損失 0

　その他行政コスト -

行政コスト合計 10,979
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（３） 損益計算書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

金額

　経常費用 10,979

　　業務費 10,070

　　　人件費 5,596

      保守料 645

　　　減価償却費 919

　　　外注委託費 1,360

　　　賞与引当金繰入 518

　　　その他の業務費 1,033

　　一般管理費 894

　　　人件費 618

      保守料 43

　　　外注委託費 72

　　　賞与引当金繰入 55

　　　退職給付費用 45

　　　その他の一般管理費 61

　　財務費用 15

　　雑損 0

　経常収益 11,135

　　運営費交付金収益等 8,626

　　賞与引当金見返に係る収益 573

　　退職給付引当金見返に係る収益 474

　　自己収入等 1,462

　臨時損失 0

　臨時利益 0

　その他の調整額 596

　　前事業年度繰越積立金取崩額 596

　当期総利益 751
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（４） 純資産変動計算書 

 
 

（５） キャッシュ・フロー計算書 

 

（参考） 資金期末残高と現金及び預金との関係 

 

（留意事項） 

※ 各欄と合計欄の数字は単位未満四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※ 詳細については、財務諸表参照。  

（単位：百万円）

　当期首残高 - 1,537

　当期変動額 - △22

　 利益の処分又は
　 損失の処理

- △177

　 その他 - 155

　当期末残高 - 1,515

- 155

- 1,515

- △177

資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計

- △22

- 1,537

（単位：百万円）

　当期資金増加額 175

　資金期首残高 877

　資金期末残高 1,051

　業務活動によるキャッシュ・フロー 996

　投資活動によるキャッシュ・フロー △750

　財務活動によるキャッシュ・フロー △72

金額

（単位：百万円）

金額

　資金期末残高 1,051

　　現金及び預金 1,051

　　定期預金 -
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１３ 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

 

（１） 貸借対照表 

 （資産） 

    令和７年度末現在の資産合計は 12,166 百万円と、前年度比 2,968 百万円増（32.3％

増）となっている。これは、固定資産（工具器具備品）の取得に伴い前年度比 2,712

百万円増（616.1％増）となったことが主な要因である。 

（負債） 

    令和７年度末現在の負債合計は 10,652 百万円と、前年度比 2,990 百万円増（39.0％

増）となっている。これは、未払金及び長期未払金が前年度比 2,254 百万円増

（154.8％増）となったことが主な要因である。 

 

（２） 行政コスト計算書 

令和７年度の行政コストは 10,979 百万円となり、内訳としては、業務費 10,070 百

万円、一般管理費 894 百万円、財務費用等 15 百万円となっている。 

 

（３） 損益計算書 

（経常費用） 

令和７年度の経常費用は 10,979 百万円と、前年度比 1,415 百万円増（14.8％増）と

なっている。これは、給与手当が前年度比 477 百万円増（9.7％増）となったことが主

な要因である。 

（経常収益） 

    令和７年度の経常収益は 11,135 百万円と、前年度比 1,128 百万円増（11.3％増）と

なっている。これは、運営費交付金収益が前年度比 999 百万円増（13.4％増）及びそ

の他経常収益（還付消費税）が前年度比 206 百万円増（84,115.8％増）となったこと

が主な要因である。 

    （当期総利益） 

令和７年度の当期総利益は 751 百万円となり、前年度比 51 百万円減（6.4％減）と

なっている。内訳としては、当期純利益 155 百万円、前事業年度繰越積立金の取崩額

596 百万円となっている。 

 

（４） 純資産変動計算書 

令和７年度の純資産は 1,515 百万円となり、前年度比 22 百万円減（1.4％減）となっ

ている。これは、当期純利益の計上による 155 百万円増に対して、国庫納付金の納付に

よる 177 百万円減となったことが要因である。 
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（５） キャッシュ・フロー計算書 

    （業務活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和７年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 996 百万円と、収入が前年度比

769 百万円増（7.6％増）となっている。これは、運営費交付金収入が 1,155 百万円増

（13.9％増）となったこと及び政府統計共同利用システム運用管理等収入が 391 百万

円減（21.5％減）となったことが主な要因である。 

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和７年度の投資活動によるキャッシュ・フローは▲750 百万円と、支出が前年度

比 328 百万円減（30.4％減）となっている。これは、固定資産の取得による支出が 334

百万円減（31.0％減）となったことが主な要因である。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    令和７年度の財務活動によるキャッシュ・フローは▲72 百万円と、支出が前年度

比 242 百万円減（77.0％減）となっている。これは、リース債務の返済による支出が

242 百万円減となったことが要因である。 
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１４ 内部統制の運用に関する情報 

 

 統計センターは、通則法、統計センター法又は他の法令のほか、業務の適切な運営に資す

ることを目的に定めた「業務方法書」に基づき業務を行っています。 

 「業務方法書」第 10 章において、内部統制システムの推進体制を整備することとしていま

す。統計センターにおける内部統制システムの推進体制は、図７のとおりです。 

 

図７ 統計センターにおける内部統制システムの推進体制 

 
 

 

 令和７年度における内部統制システムの主な運用状況は、以下のとおりです。 

 

（１） 内部統制の推進（業務方法書第 14 条、16 条） 

統計センターは、通則法、統計センター法又は他の法令に適合することを確保するた

めの体制、その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制を整備することを目

的として内部統制委員会を設置し、継続的に見直しを図るとともに、実効性のある内部

統制システムの運用に取り組んでいます。 

内部統制システム運用の取組の一環として、各部における内部統制に係る取組の確

認・見直し等を実施するため、「内部統制推進月間」（10 月～11 月）を設定し、内部統制

に関するｅラーニングの受講、重点管理項目のリスク点検、リスク共有の推進の３つの

取組を実施しました。 

また、令和７年度からは、R-Map 分析手法に基づく新たなリスク評価基準を導入し、

発生頻度を６区分、影響度を５区分で評価する方法により、課室別リスク一覧の作成及

び運用を実施しました。 

併せて、令和６年度以前のリスク一覧については、管理や活用の面で一定の制約があ

ったことから、課室別リスク一覧の様式を見直し、部や課室単位で容易に絞り込みがで

きるよう改善しました。 
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令和７年 12 月 26 日、統計センターにおいて令和７年国勢調査の調査票の紛失事案

（調査票の一部が、総務省第２庁舎敷地内での移送中に、強い突風にあおられ飛散）が

発生したことから、直ちに発見・回収に努めるとともに再発防止策の策定とリスク点検

を実施しました。 

また、統計局長から１月 21 日付で発出された「調査票等の適正な管理の徹底につい

て（指導）」に基づき、リスク管理委員会（委員長：経営審議役）を計３回開催し、全課

室長以上による事象共有・周知徹底を図るとともに、国勢調査の業務プロセス全体の再

点検等を行い、対象課室に限らず全課室で調査票等の適正な管理に係る潜在的なリスク

を確認し、必要な改善措置を講じました。併せて、その他の統計調査の調査票等の取扱

い・管理マニュアルの整備及び関連規程の改訂を進めるなどの必要な措置も講じました。 

さらに、内部統制委員会（委員長：理事長）を開催し、リスク管理委員会で取りまと

めた再点検結果等の確認や審議を行うことなどにより再発防止に努めるとともに、統計

局やＩＳＭＳ審査機関などの関係機関への報告などの対応を行いました。 

 

令和７年度における内部統制委員会の開催状況は、以下のとおりです。 

令和７年度における内部統制委員会の開催状況 

No 開催日 概要 

1 R８.３.９ ・令和７年国勢調査調査票紛失事案について 

・内部統制システムの運用について 

（令和７年度活動報告及び令和８年度内部統制システムの運用） 

 

（２） リスク評価に関する事項（業務方法書第 17 条） 

リスク管理規程において、リスク管理体制の整備（「８ 業務運営上の課題・リスク及

びその対応策」参照）や、リスク管理委員会の設置について定めています。 

令和７年度におけるリスク管理委員会の開催状況は、以下のとおりです。 

令和７年度におけるリスク管理委員会の開催状況 

No 開催日 概要 

1  R８.１.23 ・令和７年国勢調査調査票紛失事案について 

 （事案の共有及び統計局からの指導文書に基づく業務プロセスにおけ

る再点検の実施等について） 

2 R８.２.17 ・令和７年国勢調査調査票紛失事案について 

（国勢調査における業務プロセスにおける再点検結果等について） 

3 R８.３.３ ・令和７年国勢調査調査票紛失事案について 

（統計局からの指導文書に基づく業務プロセス等における再点検結果

（案）について） 

・内部統制システムの運用について 

 （令和７年度活動報告及び令和８年度内部統制システムの運用） 

 

（３） 監事及び監事監査に関する事項（業務方法書第 22 条） 

令和７年４月に、監事から令和７年度監事監査計画の通知を受けました。また、６月

には、前年度（令和６年度）の業務等に関する監査結果の提出があり、法令順守状況及

び年度目標達成状況について、年度目標の着実な達成に向け、法令等に従い効果的かつ
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効率的に実施したことや、その他の事項については指摘すべき重要な事項は認められな

かったとの報告を受けています。 

なお、会計処理に関する信頼性・透明性を高めるため、通則法第 39 条の規定に準じ

て、外部監査人による会計監査を実施し、その結果を監事に報告しています。 

 

（４） 内部監査に関する事項（業務方法書第 23 条） 

内部監査担当部門として設置している監査室において、内部監査計画に基づき業務の

執行状況を監査するとともに、監査結果及び結果に対する改善措置状況を理事長に報告

しています。 

なお、監査室は、監事へ内部監査の結果を報告するとともに、監事と随時連絡及び調

整を行っています。 

 

（５） 入札・契約に関する事項（業務方法書第 25 条） 

「独立行政法人統計センター会計規程」（平成 15 年４月１日統計センター規程第 20

号）や「独立行政法人統計センター契約事務取扱要領」等、入札及び契約に関する規程

等を整備するとともに、契約締結事務に関する事項を審査するための「独立行政法人統

計センター契約審査委員会運営要綱」の整備、監事及び外部有識者から構成される「統

計センター契約監視委員会」（以下「契約監視委員会」という。）の設置、随意契約の締

結前に妥当性等を検証する「随意契約適正化検証チーム」の設置等を行っています。 

契約監視委員会については毎年度開催し、委員からの意見を踏まえた契約事務全般の

適正化に努めているところです。令和８年度の契約監視委員会において、「令和７年度調

達等合理化計画の自己評価」、令和７年度の契約案件の手続内容等に係る事後点検の結

果について報告し、改善を必要とする意見等は特段ありませんでした。なお、令和８年

度の契約監視委員会の議事概要は、統計センターホームページに公表しています。 
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１５ 法人の基本情報 

 

（１） 沿革 

明治 ４年（1871 年） 太政官正院に政表課が置かれたとされる 

明治 18 年（1885 年） 内閣に統計局が設置される 

昭和 24 年（1949 年） 総理府設置により総理府統計局製表部となる 

昭和 59 年（1984 年） 総務庁設置に伴い統計局製表部が総務庁統計センターとなる 

平成 13 年（2001 年） 中央省庁等再編に伴い総務省統計センターとなる 

平成 15 年（2003 年） 独立行政法人として新たに発足する 

 

（２） 設立に係る根拠法 

独立行政法人統計センター法（平成 11 年法律第 219 号） 

 

（３） 主務大臣（主務省所管課等） 

総務大臣（総務省統計局総務課） 
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（４） 組織図（令和８年３月 31 日現在） 
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（５） 事務所の所在地 

東京都新宿区若松町 19-１ 

[統計データ利活用センター]  

和歌山県和歌山市東蔵前丁３-17 南海和歌山市駅ビル５階 

 

（６） 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

該当なし 

 

（７） 主要な財務データの経年比較 

 

  

（単位：百万円）

　資産 9,821 9,201 9,836 9,198 12,166

　負債 8,562 8,348 8,267 7,662 10,652

　純資産 1,259 852 1,569 1,537 1,515

　行政コスト 10,825 9,503 8,706 9,564 10,979

　経常費用 10,654 9,503 8,706 9,564 10,979

　経常収益 11,417 9,919 9,770 10,006 11,135

　当期総利益 1,007 738 1,228 803 751

令和７年度区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度



39 

（８） 翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

① 予算 

                      （単位：百万円） 

区別 合計 

収入  

運営費交付金収入 10,701 

受託製表収入 30 

政府統計共同利用システム運用管理等収入 1,084 

統計作成支援事業収入 9 

その他の収入 - 

   計 11,824 

支出  

業務経費 3,987 

経常統計調査等に係る経費 1,586 

周期統計調査に係る経費 2,401 

受託製表経費 30 

政府統計共同利用システム運用管理等経費 1,084 

統計作成支援事業経費 9 

一般管理費 334 

人件費 6,379 

   計 11,824 

（留意事項） 

※ 各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※ 詳細については、事業計画参照 
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② 収支計画 

                       （単位：百万円） 

区別 合計 

費用の部 12,473 

 経常費用 12,463 

  業務費 9,461 

  受託製表業務費 30 

  政府統計共同利用システム運用管理等経費 1,069 

  統計作成支援事業経費 9 

  一般管理費 1,152 

  減価償却費 741 

 財務費用 11 

収益の部 11,890 

 運営費交付金収益 9,728 

 受託製表収入 30 

 政府統計共同利用システム運用管理等収入 1,084 

 統計作成支援事業収入 9 

資産に係る繰延収益 83 

 賞与引当金見返に係る収益 576 

 退職給付引当金見返に係る収益 379 

 その他の収入 - 

 財務収益 - 

純利益 △583 

 総利益 △583 

（留意事項） 

※ 各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※ 詳細については、事業計画参照 
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③ 資金計画 

                       （単位：百万円） 

区別 合計 

資金支出 11,824 

 業務活動による支出 11,750 

 投資活動による支出 - 

 財務活動による支出 74 

資金収入 11,824 

 業務活動による収入 11,824 

  運営費交付金収入 10,701 

  受託製表収入 30 

  政府統計共同利用システム運用管理等収入 1,084 

  統計作成支援事業収入 9 

  その他の収入 - 

 投資活動による収入 - 

 財務活動による収入 - 

（留意事項） 

※ 各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※ 詳細については、事業計画参照 
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１６ 参考情報 

 

（１） 要約した財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表 

現金及び預金 ：現金及び預金を計上している。 

未収金 ：自己収入事業において発生した未収金等を計上している。 

賞与引当金見返 ：賞与に充てるべき財源措置が翌期以降の運営費交付金により行われ

ることが、「事業計画」で明らかにされている場合に、その相当額

を計上している。 

その他の流動資産 ：内訳は、棚卸資産、前払費用。 

有形固定資産 ：工具器具備品、建物附属設備等の独立行政法人が長期にわたって使

用又は利用する有形の固定資産を計上している。 

無形固定資産 ：ソフトウェア等の具体的な形態を持たない無形の固定資産を計上し

ている。 

退職給付引当金見返 ：退職給付に充てるべき財源措置が翌期以降の運営費交付金により行

われることが、「事業計画」で明らかにされている場合に、その相

当額を計上している。 

その他の投資その他の

資産 

：内訳は、長期前払費用。 

未払金 ：経費及び資産購入対価等の未払金（支払期日が１年以内のもの）を

計上している。 

短期リース債務 ：１年以内に支払うファイナンスリース契約に基づく未払リース料を

計上している。 

賞与引当金 ：賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を賞与引当金

として計上している。 

その他の流動負債 ：内訳は、未払費用、預り金、資産除去債務。 

資産見返運営費交付金 ：運営費交付金を財源として固定資産を購入する場合に計上する固定

資産帳簿価額に相当する負債勘定を計上している。 

長期未払金 ：支払期日が１年を超えた後に到来する未払金を計上している。 

長期リース債務 ：１年を超えて支払うファイナンスリース契約に基づく未払リース料

を計上している。 

退職給付引当金 ：当事業年度末における退職給付債務の見込額を退職給付引当金とし

て計上している。 

その他の固定負債 ：内訳は、資産除去債務。 

前事業年度繰越積立金 ：独立行政法人統計センター法により前事業年度より繰り越された積

立金を計上している。 

当期未処分利益 ：当期総利益を計上している。 

 

② 行政コスト計算書  

損益計算書上の費用 ：損益計算書における経常費用及び臨時損失。 

その他行政コスト ：政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した資産

の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の
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減少の程度を表すもの。 

行政コスト ：独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコスト

の性格を有するとともに、独立行政法人の業務運営に関して国民の

負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標としての性格を有す

るもの。 

 

③ 損益計算書  

業務費 ：独立行政法人の業務に要した費用を計上している。 

人件費 ：給与、賞与、退職手当、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要

する経費を計上している。 

減価償却費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用と

して配分する経費を計上している。 

外注委託費 ：役務の提供等を受けたときに支払う経費を計上している。 

賞与引当金繰入 ：賞与引当金の当期繰入額。 

一般管理費 ：独立行政法人の業務に間接的（管理部門経費）に要した経費を計上

している。 

財務費用 ：利息の支払に要する経費を計上している。 

雑損 ：他の費用科目に分類されない軽微な損失を計上している。 

運営費交付金収益等 ：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益を計

上している。 

賞与引当金見返に係る

収益 

：賞与引当金見返勘定に係る収益額。 

退職給付引当金見返に

係る収益 

：退職給付引当金見返勘定に係る収益額。 

自己収入等 ：受託製表収入、政府統計共同利用システム運用管理等収入、統計作

成支援事業収入等収益額を計上している。 

臨時損失 ：臨時的に発生した、固定資産除却損、減損損失、国庫納付金を計上

している。 

臨時利益 ：臨時的に発生した、固定資産売却益、資産見返運営費交付金戻入、

資産見返物品受贈額戻入を計上している。 

その他の調整額 ：前事業年度繰越積立金の取崩額を計上している。 

 

④ 純資産変動計算書 

当期末残高 ：貸借対照表の純資産の部に記載されている残高。 

  

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッ

シュ・フロー 

：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、サービ

スの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出等が該当。 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 

：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金

の状態を表し、固定資産の取得・売却等による収入・支出が該当。 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 

：リース債務の返済等による支出が該当。 
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（２） その他公表資料等との関係の説明 

「統計センターホームページ」等では、統計センターに関する情報提供を行っていま

す。また、統計センターは、e-Stat を始めとする政府統計共同利用システムの運用管理

を行っています。 

 

＜統計センターホームページ＞ 

URL：https://www.nstac.go.jp/ 

 

 

＜e-Stat＞ 

URL：https://www.e-stat.go.jp/ 
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パンフレット 

＜統計センターパンフレット＞     ＜統計データ利活用センターパンフレット＞ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細につきましては、統計センターホームページ等を御覧ください。 
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業 務 実 績 等 報 告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報

Ⅰ－１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項

業務に関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第１号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 関連する政策評価・行政

事業レビュー

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

２．主要な経年データ

①主要なアウトプット（アウトカム）情報(※) ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

製表基準適応

度 

予算額（千円） 6,169,391 5,079,692 4,664,215 5,063,505 6,226,920 

提出期限 決算額（千円） 5,861,817 4,873,886 4,290,090 4,971,979 6,217,984 

経常費用（千円） 5,937,696 4,926,451 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

経常利益（千円） 292,060 144,798 154,158 91,497 15,301 

行政コスト（千円） 6,108,521 4,927,095 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

従事人員数（人日） 125,201 97,314 77,067 91,108 94,319 

（※）主要なアウトプット（アウトカム）情報については、細分化された評価を参照 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

＜評価の視点＞ 

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項について、
適切に実施されているか。 
 
〇当該事項の評定は、以下の方法で評定区分を算出する。 
①個別評価の結果を数値に変換 

個別評価結果 Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

変換値 ０ １ ２ ３ ４ 

 
②上記①の値を用いて平均値を算出し、評定区分を当てはめる 

平均値※ 0.5未満 
0.5以上 
～1.5未満 

1.5以上 
～2.5未満 

2.5以上 
～3.5未満 

3.5以上 

評 定   Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

※小数点第二位を四捨五入 
 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項 

業務実績の状況については、Ⅰ－１－１～Ⅰ－１－３の個別評価の結果ごとに詳細を記載 

＜評定と根拠＞ 

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製
表に関する事項について、個別評価の結果は、Ａ評
価３項目であり、主な評価指標欄に掲げる方法に基
づき評定した結果、当該事項の評価をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１－１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項（人口に関する統計調査） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第１号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【重要度：高】 

以下の調査については、不測の事態が生じた場合においても業務の確実か

つ継続的な実施を特に優先的に図る必要性が高いため。 

・悉皆調査でありその結果が各種法令に基づき利用される国勢調査 

・現下の経済情勢に関する調査でありその結果が閣議において毎月報告され

社会に提供される労働力調査、小売物価統計調査（消費者物価指数）及び家計

調査 

【困難度：高】 

以下に掲げる調査の製表に当たって、高度な技術力や徹底した品質管理及

び工程管理が求められるため。 

・国勢調査 

従来の調査と比べて公表早期化するものであり、技術的な検討を経て、審

査・集計プロセスを見直し、製表業務の効率化並びに徹底した品質管理及び工

程管理の必要がある。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 
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２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※３) 

４年度 

(※３) 

５年度 

(※３) 

６年度 

(※３) 

７年度 

(※３) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） 6,169,391 5,079,692 4,664,215 5,063,505 6,226,920 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） 5,861,817 4,873,886 4,290,090 4,971,979 6,217,984 

 
       

経常費用（千円） 5,937,696 4,926,451 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

経常利益（千円） 292,060 144,798 154,158 91,497 15,301 

 
       

行政コスト（千円） 6,108,521 4,927,095 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

従事人員数（人日） 50,782 22,555 18,578 15,209 33,698 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝× （※３）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する
統計調査の製表に関する事項 
（１）総務省設置法（平成11年法律第

91号）第４条第１項第82号に規定する国
勢調査その他国勢の基本に関する統計調
査（以下「国勢調査等」という。）のう
ち、次に掲げる統計調査について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅
速かつ的確に作成するため、総務省が定
める基準に基づいて事務を進め、総務省
が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出するこ
と。 
 その際、調査票の記入不備の増加やオ
ンライン調査の導入・拡大等に伴い必要
となる対応に適切に取り組むほか、符号
格付業務において格付支援（調査票の記
入内容の統計分類符号への格付に係るソ
フトウェアによる支援をいう。以下同
じ。）システムを適用するなど、各統計
調査の特性・状況も踏まえて業務の質の
向上と効率化を図ること。 

ア 人口に関する統計調査 
① 国勢調査 
② 労働力調査 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対応・
工夫を含む。） 

 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほ
か、国勢調査等の実施に総務省が必要と
認める調査等についても総務省が定める
基準に基づいて事務を進めること。 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対応・
工夫を含む。） 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調
査の製表に関する事項 
総務省設置法（平成11年法律第91号）第４条第

１項第82号に規定する国勢調査その他国勢の基
本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）
のうち次に掲げる統計調査について、社会・経済
情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作
成するため、総務省が定める基準に基づいて適切
に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出す
る。 
その際、調査票の記入不備の増加やオンライン

調査の導入・拡大等に伴い必要となる対応に適切
に取り組むほか、格付支援システム等の情報通信
技術の活用など、業務改善への積極的な取組によ
り、業務の効率化と品質の維持・向上を図る。 
また、これらの統計調査のほか、国勢調査等の

実施に総務省が必要と認める調査等についても
総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 
なお、感染症拡大や大規模災害等の不測の事態

（以下「不測の事態」という。）が生じた場合、
製表業務を始めとする業務の確実かつ継続的な
実施を図るため、過去の不測の事態の下で講じた
対策も参考に業務体制を変更する等の措置を講
じる。また、その時々の情勢や法人の状況等の変
化に応じて各業務の在り方や重要性に影響が生
じる場合は、その影響の度合いも踏まえて、法人
全体としてマネジメントを含め柔軟かつ的確に
対応する。 

 
（１）人口に関する統計調査 

 

統計調

査名等 
事務の範囲 

予定製表 

結果 

業務終了 

予定時期 

国 勢 調

査 

令和７年調査

に関する製表

事務 

人口速報集計 

結果表 

人口等基本集計 

結果表 

令和８年度に

継続 

令和8年度に

継続 

労 働 力

調査 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月

から令和８年

２月調査に関

する製表事務 

基本集計 

月次 結果表 

 

 

調査月の翌月

下旬 

 

 

 

 

 

令和７年１月

から令和７年

12月調査に関

する製表事務 

四半期平均 

結果表 

 

 

年平均 結果

表 

令和７年４月

、７月、10月、

令和８年１月

の下旬 

令和８年１月

下旬 

 令和６年４月

から令和７年

３月調査に関

年度平均 結

果表 

令和７年４月

下旬 

＜評価の視点＞ 
統計調査等の製表に関

する業務については、以下

の方法により達成状況を

評価する。 

(1)製表基準への適応度に

よる評価 

○：製表基準に適応 

×：製表基準に不適応 

(2)提出期限の遵守による

評価 

○：期限どおり提出 

×：期限超過 

(3)効率化（要員投入量）の

達成状況による評価 

≪年度評価配点と要員増

減率（達成状況）≫ 

<100点> 

▲20％以上▲25%未満 

<75点> 

▲15％以上▲20%未満 

<50点> 

▲10％以上▲15%未満 

<25点> 

▲５％以上▲10%未満 

<0点> 

▲５％未満＋５%未満 

<▲25点> 

＋５％以上＋10%未満 

<▲50点> 

＋10％以上＋15%未満 

<▲75点> 

＋15％以上＋20%未満 

<▲100点> 

＋20％以上＋25%未満 

※分母（計画値）は、事後

的な業務増減を織り込

んだ要員投入量 

※要員投入量の計画と実

績の要員数の差が±

５％増減幅ごとに±25

点とし、上下限なし  

※増減率については、小

数点以下を切り捨てて

算出 

※業務量に変更等があっ

たことにより、要員投

＜製表業務の実施状況＞ 

【人口に関する統計調査】 

（１）国勢調査 
ア  製表基準の適応度１ 

総務省統計局（以下「総務省」という。）から提示された製表基準書に基づ
き、事務処理マニュアル（製表事務手続、操作の手引等。以下同じ。）を適切に
作成し、製表を行った。 

イ  製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和７年調査 

 人口速報集計 結果表 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 人口等基本集計 結果表 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ  要員投入量 
国勢調査に係る実績は、30,124人日（計画30,001人日）で、対計画123人日

（０％）となった。 

エ 満足度アンケート２の結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
令和７年国勢調査の業務改善の取組 
⑤ 調査票のデータ化プロセス 

令和６年度に実施した検証結果を踏まえ、「ＡＩ技術を用いた文字認識」
を令和２年国勢調査で導入した産業・職業自由記入欄に加え、国名欄、５
年前の居住地（前住地）欄、従業地・通学地欄にも適用範囲を拡大した。 
これにより、機械的な格付処理が可能となり、令和２年調査から約15％の
事務を削減し、効率化を推進した。 
その他、調査世帯一覧及び調査区要図の市区町村番号、調査区番号にも

同文字認識を適用し、当該調査書類を使用するデータチェック審査事務等
における検索を容易とした。 

⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) 仮設建物内の受付整理事務の改善 

受付整理事務期間中に、仮設建物内の調査関係書類の滞貨数が予定
数量を超過しないよう、これまで受付時にも人手で行っていた調査関
係書類の提出漏れなどの審査をシーケンスチェック・審査事務で機械
的に行うこととし、受付整理事務の事務効率化を図った。加えて、総務
省に対して未使用調査票を速やかに外部倉庫へ搬出するよう依頼し、
調査関係書類が仮設建物内に滞留しないよう対策を講じた。 
全国で約76,000箱あった輸送箱を統計センターで受け付けるに当た

っては、地方公共団体から提出スケジュールの変更等が求められ、流
動的な滞貨数管理が強いられたが、この対策を講じていたことにより、
予定滞貨数を超過させることなく、受付整理事務を仮設建物内で完結
させ、スケジュールどおりの完了を実現した。 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

以下の各統計調査の仮評価結果

及び「主な評価指標」に掲げる「評

価の方法」に基づき、所期の目標の

水準を上回って達成していること

から、当該事項の評定をＡとした。 

 

（１）国勢調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ０% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

ＡＩ技術を用

いた文字認識

の適用範囲の

拡大 

25点 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

 ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

仮設建物内の

受付整理事務

の改善 

25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

・不詳補完処

理の導入準備 

 

・不詳補完処

理前と不詳補

完処理後の二

系統の結果表

作成・審査 

 

25点 

 

 

25点 

 

 

その他 

産業・職業記

入欄に係る地

方公共団体の

審査業務負担

軽減 

25点 

計 225点 

 
以上のことから、当該項目の仮

評定をａとした。 

 

 

 

 
１適応度：統計センターが、委託元から提示された基準及び手続に基づいて製表業務を適切に行ったかを判断するもの 
２満足度アンケート:委託元が、統計センターから提出された製表結果について、誤りや期限の遅れなどがなかったかを判断したもの 
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する製表事務 

  

令和７年１月

から令和７年

12月調査に関

する製表事務 

 

詳細集計 

四半期平均 

結果表 

 

年平均 結果

表 

 

 

令和７年５月

、８月､11月、

令和８年２月 

令和８年２月 

 
 

入量の効率化実績に影

響を及ぼす場合には、

考慮しない。 

※要員投入量（計画）が

100人日未満の場合に

は、効率化（要員投入量

等）による評価を行わ

ない。 

(4)満足度アンケートの結

果による評価 

ア 各府省に対して、以下

の設問及び回答区分

でアンケートを実施 

〈設問項目〉 

1.製表結果の出来栄え

（正確性） 

2.各府省等への対応

（各府省等との連

絡・相談・問合せ・電

話対応等） 

3.委託された業務に対

する統計センターの

取組あるいは姿勢 

〈回答区分〉 

1.満足 

2.おおむね満足 

3.どちらとも言えない 

4.やや不満 

5.不満 

イ アンケートの実施 

アンケートの回答結

果を数値化※した上

で、アンケート結果平

均点を算出して評価

する。 

※満足100点、おおむね満

足50点、どちらともい

えない0点、やや不満▲

50点、不満▲100点 

≪年度評価配点とアンケ

ート結果平均点≫ 

<100点> 

88点以上 

<75点> 

63点～87点 

<50点> 

38点～62点 

<25点> 

13点～37点 

<0点> 

▲12点～12点 

<▲25点> 

▲37点～▲13点 

<▲50点> 

▲62点～▲38点 

<▲75点> 

▲87点～▲63点 

<▲100点> 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 不詳補完処理の導入準備 

結果表利用者の利便性向上に寄与するため、調査票の記入不備等に
より、増大している集計結果の「不詳」を補完した結果表を作成する準
備として、令和６年度に引き続き、総務省と連携を図りながら、前回調
査のデータを活用した不詳補完処理の膨大なシミュレーションを行
い、妥当な補完結果が得られるよう検証を行った。 
その検証結果を踏まえ、人口等基本集計を始め、就業状態等基本集

計、抽出詳細集計の各集計区分に係る不詳補完処理の定義作成等を行
った。 

(ｲ)  不詳補完処理前と不詳補完処理後の二系統の結果表作成・審査 
令和７年国勢調査において、不詳補完処理前と不詳補完処理後の二

系統の結果表を作成することから、結果表作成に係る製表スケジュー
ル短縮に向けた効率的な運用方法についての検討を行った。 
また、不詳補完結果の時系列分析に期するため、総務省から令和２

年国勢調査における不詳補完結果表の作成依頼があり、不詳補完処理
の妥当性の早期確認を兼ねて、令和７年国勢調査に先行して結果表を
作成・審査し、令和７年11月に送付した。 

カ その他 
(ｱ) 産業・職業記入欄に係る地方公共団体の審査業務負担軽減 

地方公共団体による調査票の記入内容審査の負担軽減を図るため、調査
実査期間中の令和７年９月から11月までの間、オンライン回答データの産
業・職業記入欄に対し、統計センターが使用する「格付支援システム」を、
世帯の回答があり次第、即時に適用し、格付できなかったデータのみを地
方審査対象として選定する運用を行ったことで、審査対象データの削減を
実現した。 
また、記入に不備があるデータが的確に審査・訂正されたことに伴い、統

計センターにおける格付支援率向上及び格付符号精度向上にもつながっ
た。 

(ｲ) 耐震改修工事を踏まえた仮設建物の設営 
調査書類を保管する仮設建物を設営するに当たり、庁舎の耐震改修工事

中のため、調査書類保管スペースや運送用トラックの待機場所の制約が想
定されたことから、令和６年度から設営スケジュールや設備機器等の検討
に着手し、仮設建物の延べ床面積拡大やトラック搬入口数増大などの対応
策を講じた。 
設営は、予定どおり令和７年10月に完了させ、遅滞なく12月から調査票

受付整理事務に着手した。 

（２）労働力調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

基本集計 

毎月 調査月の翌月下旬 調査月の翌月下旬に終了 

四半期平均 ４､７､10､１月の下旬 ４､７､10､１月の下旬に終了 

年平均 令和８年１月下旬 令和８年１月29日 

年度平均 令和７年４月下旬 令和７年５月１日※ 

詳細集計 
四半期平均 ５､８､11､２月 ５､８､11､２月の中旬に終了 

年平均 令和８年２月 令和８年２月12日 

（※基本集計の年度平均について、暦の関係上、所管省庁（総務省）と提出時期の調整を行った。） 

ウ 要員投入量 
労働力調査に係る実績は、3,574日（計画3,772人日）で、対計画▲198人日

（▲５％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働力調査 
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲５% 25点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセス 

調査票用紙の製

品規格の変更へ

の対応 

25点 

(6)統計分類符

号格付プロセス 

日本標準産業分

類改定への対応 
25点 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 
 

― ― 

(8)結果表作成・

審査プロセス 

メタ情報付き結

果表作成に向け

た対応 
25点 
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▲88点以下 

 

 

(5)質の向上に資するプロ

セスの達成状況による

評価 

・「調査票のデータ

化」、「統計分類符号格

付」、「データチェッ

ク・審査」、「結果表作

成・審査」ごとに、質

の向上に資する取組

の達成状況を評価 

≪年度評価配点と達成指

標≫ 

＜100点＞ 

質の向上に係る顕著な

成果を実現（※成果の定

量的説明が必須） 

＜50点＞  

質の向上に係る一定の

成果を実現 

＜25点＞ 

質の向上に係る軽微な

成果を実現 

（質の向上に係る取組

例） 

業務のデジタル化・機械

化による精度向上、業務

工程の改善・廃止による

精度向上、民間委託の活

用等による精度向上、状

況変化への機動的対応 

(6)各調査の評定の決定 

＜基礎評定の決定＞ 

① 「(1)製表基準への

適応度」及び「(2)提

出期限の遵守」の両

方が「〇」となってい

るか。 

・達成：基礎評定を

「ｂ」とし、困難度

高の場合は「ａ」と

する。 

・未達成：基礎評定を

「ｃ」とする。※ 

※未達成の場合で、自責

による再集計があった

場合は、国民生活への

影響度を考慮して以下

の基礎評定とする。 

・利用上重大な影響が

生じないと考えられ

る場合は、基礎評定

「ｂ－」とし（「(2)提

減少の主な要因は、産業・職業分類符号格付事務の習熟度が向上したことに
より、集計業務能率が想定より高かったことが挙げられる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑤ 調査票のデータ化プロセス 
  調査票用紙の製品規格の変更に伴い、紙質の変更が生じることとなった。
これにより、ＯＣＲ機器で読み取ったスキャンデータの精度に大きな影響を
及ぼす可能性があるため、結果精度及び製表事務スケジュールに支障が生じ
ないよう、新旧用紙を織り交ぜるなど、各種読み取りデータの確認テストを
漏れることなく確実に実施し、用紙変更への対応を問題なく行った。 

⑥ 統計分類符号格付プロセス 
(ｱ) 日本標準産業分類改定に伴う業務 

日本標準産業分類改定（第14回）に伴う改定符号について、令和８年２
月集計（１月調査分）からの適用に向け、製表システムの改修や各種製表
関係書類の更新等を行い、予定どおり２月集計から適用を開始した。 

(ｲ) 産業・職業中分類符号格付の効率化推進 
格付支援システムに用いる辞書について、毎月、調査票の回答内容に応

じて見直し整備を行い、オンライン回答データに格付支援システムで産
業・職業中分類符号格付を実施した結果、格付率は、産業43.9％、職業
42.2％（目標値各40％以上）、正解率は、産業100.0％、職業99.8％（目標
値各98％以上）と全て目標値を上回った。 

⑦ データチェック・審査プロセス 
令和７年12月から国勢調査の製表事務が開始されたことにより、労働力調

査に従事する製表要員数を、これまで同様に確保することが難しくなった。
要員が確保できない中であっても、スケジュールどおりに毎月の集計を滞り
なく行うため、必要な訂正事例の追加など製表事務手続の充実により事務効
率化を図るとともに、必要に応じ超過勤務を実施することで、遅滞なく毎月
の集計事務を終えた。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
メタ情報3付き結果表の作成に向け、製表基準書の内容確認やスケジュー

ル調整等の準備事務を着実に実施した。 
 毎月の集計スケジュールに基づき、製表業務の進捗状況を適切に把握・管
理し、円滑に実施した。 

 

計 200点 

 
以上のことから、当該統計調査

の仮評定をａとした。 

 

 
３メタ情報データ：統計数値そのものではなく、統計データに付随し、データの利用や解釈、効率的な管理や検索に資する情報 
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出期限の遵守」が「×」

の場合は「ｃ」）、次の

仮評定の決定の際に、

評価点の合計から100

点を差し引く 

・利用上重大な影響が

生じると考えられる

場合、基礎評定「ｃ－」

とし、次の仮評定の

決定の際に、評価点

の合計から100点を

差し引く 

＜仮評定の決定＞ 

②(3)～(5)の評価点を合

計し、評価点が＋200点

以上の場合は、基礎評

定から一段階上げるこ

とについて考慮する。

なお、「ｓ」評定への引

き上げは、「ａ」評定か

ら更に特筆すべき点が

あった場合に考慮す

る。 

(例:評定の引き上げ） 

「ｂ」⇒「ａ」、「ｃ」⇒

「ｂ」 

(例:評定の引き下げ) 

「ｂ」⇒「ｃ」、「ｃ」⇒

「ｄ」 

【評定の決定】 

各統計調査の仮評価結

果を基に、以下の手順に

より、評定を決定する。 

①統計調査ごとの仮評定

を数値に変換 
仮評定 変換値 

ｓ ４ 

ａ ３ 

ｂ ２ 

ｃ １ 

ｄ ０ 

 
②上記①の統計調査ごと
の数値に対して、以下
のア～ウの性質に応じ
た値を乗じ、重み付け 
ア 統計調査の位置付け 
基幹統計 
（を含む業務） 

左記以外 

２ １ 

 
イ 要員規模（計画値） 

大 
（１万人日以上） 

２ 

中 
（１千人日以上） 

１.５ 

小 

（１千人日未満） 
１ 

 
ウ 年度目標における重
要度の設定 

重要度高 左記以外 

２ １ 
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③上記②の値を用いて加
重平均を算出し、評定
区分を当てはめる 
加重平均値 

※ 
評 定 

3.5以上 Ｓ 

2.5以上 
～3.5未満 

Ａ 

1.5以上 

～2.5未満 
Ｂ 

0.5以上 

～1.5未満 
Ｃ 

0.5未満 Ｄ 

※小数点以下第二位を四捨五入 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１－２ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項（経済に関する統計調査） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第１号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【困難度：高】 

以下に掲げる調査の製表に当たって、高度な技術力や徹底した品質管理及

び工程管理が求められるため。  

・経済センサス‐基礎調査 

前回調査から調査方法、調査対象等を変更して実施するものであり、調査の

品質を確保するため、技術的な検討を経て、審査・集計プロセスの構築をする

必要がある。 

・経済構造実態調査 

報告された調査事項に係る情報を他の経済統計調査（経済センサス‐基礎

調査、科学技術研究調査及び経済産業省企業活動基本調査）へデータ移送を行

うものであり、データ移送先の各統計調査の結果公表に影響を及ぼさないよ

う、徹底した品質管理及び工程管理が必要である。また、新たに経済センサス

‐基礎調査の結果も活用して集計を行うことに伴い、技術的な検討を経て、審

査・集計プロセスの構築をする必要がある。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 
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２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※３) 

４年度 

(※３) 

５年度 

(※３) 

６年度 

(※３) 

７年度 

(※３) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） 6,169,391 5,079,692 4,664,215 5,063,505 6,226,920 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） 5,861,817 4,873,886 4,290,090 4,971,979 6,217,984 

 
       

経常費用（千円） 5,937,696 4,926,451 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

経常利益（千円） 292,060 144,798 154,158 91,497 15,301 

 
       

行政コスト（千円） 6,108,521 4,927,095 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

従事人員数（人日） 28,334 31,947 22,773 23,115 13,392 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝× （※３）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する
統計調査の製表に関する事項 
（１）総務省設置法（平成11年法律第91
号）第４条第１項第82号に規定する国勢
調査その他国勢の基本に関する統計調査
（以下「国勢調査等」という。）のう
ち、次に掲げる統計調査について、社
会・経済情勢に対応した統計データを迅
速かつ的確に作成するため、総務省が定
める基準に基づいて事務を進め、総務省
が集計区分ごとに定める期限までに当該
区分の製表結果を総務省に提出するこ
と。 
 その際、調査票の記入不備の増加やオ
ンライン調査の導入・拡大等に伴い必要
となる対応に適切に取り組むほか、符号
格付業務において格付支援（調査票の記
入内容の統計分類符号への格付に係るソ
フトウェアによる支援をいう。以下同
じ。）システムを適用するなど、各統計
調査の特性・状況も踏まえて業務の質の
向上と効率化を図ること。 

イ 経済に関する統計調査 
① 経済センサス（基礎調査） 
②  経済構造実態調査 
③  個人企業経済調査  
④  科学技術研究調査  
⑤  サービス産業動態統計調査  
⑥  サービス産業動向調査 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対応・
工夫を含む。） 

 
（２）上記（１）に掲げる統計調査のほ
か、国勢調査等の実施に総務省が必要と
認める調査等についても総務省が定める
基準に基づいて事務を進めること。 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対応・
工夫を含む。） 

 
 
 

 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調
査の製表に関する事項 
総務省設置法（平成11年法律第91号）第４条第

１項第82号に規定する国勢調査その他国勢の基
本に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）
のうち次に掲げる統計調査について、社会・経済
情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作
成するため、総務省が定める基準に基づいて適切
に事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期
限までに当該区分の製表結果を総務省に提出す
る。 
その際、調査票の記入不備の増加やオンライン

調査の導入・拡大等に伴い必要となる対応に適切
に取り組むほか、格付支援システム等の情報通信
技術の活用など、業務改善への積極的な取組によ
り、業務の効率化と品質の維持・向上を図る。 
また、これらの統計調査のほか、国勢調査等の

実施に総務省が必要と認める調査等についても
総務省が定める基準に基づいて事務を進める。 
なお、感染症拡大や大規模災害等の不測の事態

（以下「不測の事態」という。）が生じた場合、
製表業務を始めとする業務の確実かつ継続的な
実施を図るため、過去の不測の事態の下で講じた
対策も参考に業務体制を変更する等の措置を講
じる。また、その時々の情勢や法人の状況等の変
化に応じて各業務の在り方や重要性に影響が生
じる場合は、その影響の度合いも踏まえて、法人
全体としてマネジメントを含め柔軟かつ的確に
対応する。 

（２）経済に関する統計調査 

統計調

査名等 
事務の範囲 

予定製表 

結果 

業務終了 

予定時期 

経済 セ

ンサス 

（基 礎

調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年調査

に関する製表

事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲調査 

速報集計 

事業所に関

す る 集 計 

結果表 

企業等に関

す る 集 計 

結果表 

確報集計 

事業所に関

す る 集 計 

結果表 

企業等に関

す る 集 計 

結果表 

乙調査 

事業所の活

動状況に関

す る 集 計 

結果表 

新規把握事

業所に関す

 

 

令和７年５月 

 

 

令和７年５月 

 

 

 

令和７年12月 

 

 

令和７年12月 

 

 

 

令和７年５月 

 

 

 

令和７年５月 

 

 

＜評価の視点＞ 

Ⅰ－１－１と同様 

 

＜製表業務の実施状況＞ 

【経済に関する統計調査】 

（１）経済センサス（基礎調査） 
ア  製表基準の適応度 

総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作
成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和６年調査（基礎調査）甲調査 

 速報集計 

  事業所に関する集計 令和７年５月 令和７年５月14日 

  企業等に関する集計 令和７年５月 令和７年５月14日 

 確報集計 

  事業所に関する集計  令和７年12月 令和７年12月10日 

  企業等に関する集計 令和７年12月 令和７年12月10日 

令和６年調査（基礎調査）乙調査 

  
事業所の活動状況に関す

る集計 
令和７年５月 令和７年５月14日 

  
新規把握事業所に関する

集計 
令和７年５月 令和７年５月14日 

令和６年調査（基礎調査） 

参考表集計  
令和７年12月 令和７年12月10日 

令和７年調査（基礎調査）乙調査 

  
事業所の活動状況に関す

る集計 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

  
新規把握事業所に関する

集計 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
経済センサス（基礎調査）に係る実績は、3,211日（計画3,421人日）で、対

計画▲210人日（▲６％）となった。 
減少の主な要因は、結果表審査の準備事務において、監督数の作成方法の見

直しに伴い、自動審査のコンスタント作成の負担が軽減出来たことによる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑤ 調査票のデータ化プロセス 
(ｱ) 日本標準産業分類の改定に伴う産業分類の組替処理 

日本標準産業分類の改定が令和５年６月に行われたため、令和６年調査
（基礎調査）において新分類の適用を行う必要があった。 

令和６年調査速報結果の組替前の産業分類を基に、令和７年７月から８
月にかけて組替処理を実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 
 以下の各統計調査の仮評価結果
及び「主な評価指標」に掲げる「評
価の方法」に基づき、所期の目標の
水準を上回って達成していること
から、当該事項の評定をＡとした。 

 

（１）経済センサス（基礎調査） 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲６% 25点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

日本標準産業分

類の改定に伴う

産業分類の組替

処理 

25点 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

総務省への疑義

照会の効率化対

応 
25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

結果表審査事務

の効率化対応 
25点 

計 200点 

 
以上のことから、当該項目の仮

評定をａとした。 
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 る集計 結

果表 

参考表集計 結

果表 

 

 

令和７年12月 

 

 

令和７年調査

に関する製表

事務 

乙調査 

事業所の活

動状況に関

す る 集 計 

結果表 

新規把握事

業所に関す

る集計 結

果表 

 

令和８年度に

継続 

 

 

令和８年度に

継続 

 

経済 構

造実 態

調査 

 

令和６年調査

に関する製表

事務 

二次集計 結果

表 

三次集計 結果

表 

四次集計 結果

表 

令和７年７月 

 

令和７年10月 

 

令和７年12月 

 令和７年調査

に関する製表

事務 

一次集計 結果

表 

二次集計 結果

表 

三次集計 結果

表 

四次集計 結果

表 

令和８年３月 

 

令和８年度に 

継続 

令和８年度に 

継続 

令和８年度に 

継続 

個人 企

業経 済

調査 

令和７年調査

に関する製表

事務 

結果表 令和８年１月

下旬 

科学 技

術研 究

調査 

令和７年調査

に関する製表

事務 

結果表 令和７年12月

上旬 

サー ビ

ス産 業

動態 統

計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月

から令和８年

１月調査に関

する製表事務 

令和７年１月

から令和７年

12月調査に関

する製表事務 

 

 

令和７年１月

から令和７年

10月調査に関

する製表事務 

 

令和７年１月

から令和７年

９月調査に関

する製表事務 

速報集計 

月次 結果表 

 

 

 

四半期平均

結果表 

 

 

年平均 結果

表 

確報集計 

月次 結果表 

 

 

 

四半期平均

結果表 

 

 

 

調査月の翌々

月下旬 

 

 

令 和 ７ 年 ５

月、８月、11

月、令和８年

２月の下旬 

令和８年２月

下旬 

 

調査月の５か

月後下旬 

 

 

令 和 ７ 年 ８

月、11月、令和

８年２月の下

旬 

＜産業分類組替処理＞ 
企業 10,596件、事業所 442,073件 
製表要員 326人日（疑義処理を含む。） 

(ｲ) 経済構造実態調査間のデータ移送（基礎・甲調査） 
経済構造実態調査との同時・一体的実施に伴い、調査間で同一の調査項

目について経済構造実態調査へのデータ移送を実施した。 
データ移送に当たっては、スケジュールの綿密な調整や移送対象データ

の検討等、調査間の連携を適切かつ確実に行うことで、両調査の集計スケ
ジュールに影響なく実施した。 

＜データ移送状況＞ 
・令和７年９月 

経済構造実態調査の三次集計結果データを確報集計に反映 
・令和７年12月 
確報集計結果データを経済構造実態調査の四次集計へ移送 

⑦ データチェック・審査プロセス 
データチェック・審査事務における経済構造実態調査対象において、移送

項目の訂正の可能性があるデータは、総務省へ疑義照会とするケースが多数
発生することが見込まれた。そのため、総務省と協議の上、当該データ2,146
企業を審査リストへ出力し、疑義票の代わりとした。これにより、疑義票を
作成する負担が軽減され、効率的に審査を進めることができ、遅滞すること
なく業務を完了した。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
結果表審査事務の形式審査において、審査担当で作成したマトリックスコ

ード作成システム、企業情報付与システム及びマトリックスコードチェックシス
テムの３つのシステムを用いて審査用データを作成していたところを、「SQL 
Server Management Studio」を活用し、全ての集計用個別データをSQLのクエリ
を用いて確認する仕様に変更した。これにより、演算時間は前回調査の100時間か
ら30分程に短縮され、効率的に審査が行えた。 

（２）経済構造実態調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和６年調査 

 二次集計 令和７年７月 令和７年８月19日※ 

 三次集計 令和７年10月 令和７年10月９日 

 四次集計 令和７年12月 令和７年12月３日 

令和７年調査 

 一次集計 令和８年３月 令和８年３月13日 

 二次集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 三次集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 四次集計※ 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

  （※経済産業省におけるデータ訂正による結果表公表延期のため） 

 ウ 要員投入量 
経済構造実態調査に係る実績は、5,328人日（計画5,496人日）で、対計画▲

168人日（▲３％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）経済構造実態調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲３% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

・サービス分野

への生産物分類

の適用における

対応 

 

・2024年集計に

おける改定値作

成に伴う結果集

計及び結果表審

査への対応 

 

・製造業事業所

調査のデータ訂

25点 

 

 

 

25点 

 

 

 

50点 
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サー ビ

ス産 業

動向 調

査 

 

 

令和６年11月

から令和６年

12月調査に関

する製表事務 

 

令和６年10月

から令和６年

12月調査に関

する製表事務 

 

令和６年１月

から令和６年

12月調査に関

する製表事務 

確報集計 

月次 結果表 

 

 

 

 

四半期平均

結果表 

 

 

 

年平均 結果

 表 

 

調査月の５か

月後下旬 

 

 

 

令和７年５月

下旬 

 

 

 

令和７年５月 

下旬  

 

 オ 質の向上 
⑤  調査票のデータ化プロセス 
(ｱ) プレプリント基盤データの作成 

調査対象者の記入負担軽減に資するため、あらかじめ調査票に企業の名
称や所在地等の印字を行うための情報を含むプレプリント基盤データを作
成した。作成に当たっては、最新の企業情報を反映する必要があるため、
2025年調査では、①2024年調査の経済構造実態調査の集計結果（データチ
ェック・審査済データ）、②企業調査支援事業の名簿情報、③令和６年経済
センサス‐基礎調査で把握された情報（速報集計データ）を用いて、段階
的に最新情報を反映しながらプレプリント基盤データを作成した。 

2025年調査は事業所・企業照会業務と同時実施のため、事前に総務省（事
業所情報管理課、経済統計課）と主な課題及び作成方針を協議しながら整
理した。その上で、作成段階において、統計センターも①～③のマッチン
グ結果等を可能な限り確認し、企業の廃業状況や名称・所在地等の情報が
一致しないなど、エラーパターンを整理した結果を総務省へ確認し、整備
結果や調査対象選定結果の反映等を行った。 

それにより、調査対象の選定や調査用品の作成までにプレプリント基盤
データを作成することができた。 

(ｲ) 科学技術研究調査へのデータ移送 
３統計調査同時・一体的実施に伴い、調査間で同一の調査項目について

は、経済構造実態調査で回答し、調査票回収後に他の統計調査へのデータ
移送を実施した。 

データ移送に当たっては、科学技術研究調査の集計スケジュールに合わ
せて処理する必要があるため、綿密な調整やデータ移送方法などの検討等、
調査間連携を適切かつ確実に行うことで、他の統計調査も含めた集計スケ
ジュールに影響なく実施した。 

＜データ移送状況＞ ※調査実施年の６月～10月 
2025年調査 産業横断 71.0％、製造業事業所 90.1％ 
2024年調査 産業横断 70.5％、製造業事業所 91.7％ 

(ｳ) 経済センサス‐基礎調査間のデータ移送 
2024年調査では、３統計調査同時・一体的実施に加え、令和６年経済セ

ンサス‐基礎調査と同時・一体的実施を行った。それに伴い、双方で回答
を得られたデータを用いて修正を行うため、集計スケジュールを綿密に調
整し、データ移送のタイミングや方法などの検討等、調査間連携を適切か
つ確実に行うことで、他の統計調査も含めた集計スケジュールに影響なく
実施した。 

＜データ移送状況＞ 
・令和７年９月 

三次集計結果データを経済センサス‐基礎調査の確報集計へ移送 
・令和７年12月 

経済センサス‐基礎調査の確報集計結果データを四次集計結果に
反映 

(ｴ) 総務省が調査実施業務を委託した民間事業者からの調査票データ提出に
おける平準化 
総務省が調査実施業務を委託した民間事業者が回収した調査票データ

は、記入内容を確認した上で、必要に応じた企業への内容照会を経て、統
計センターに調査票データを提出することとしている。 

また、架電をしても内容照会の回答が得られない企業の調査票データに
ついては、これまで統計センターのデータチェック・審査事務を行ってき
た中で、エラー率が総じて高いことが判明しており、最終提出期限間際に
一斉に納品された場合には、集計スケジュールに影響を与えることが想定
された。 

このため、総務省と調整を行い、①何度か架電したが回答が得られてい
ない企業、②集計結果や次回調査の名簿選定に影響の低い調査項目のみ確
認ができていない企業等のデータは、最終期限を待たずに統計センターへ
の提出を行うこととした。 

これにより、前回調査よりも提出数やエラー率が平準化され、データチ
ェック・審査事務の効率化が図られた。 

＜民間事業者からの調査票データ提出状況＞ 
2025年調査 10月末時点 80.6％、最終(12月上旬) 87.9％ 
2024年調査 10月末時点 79.6％、最終(12月上旬) 88.4％ 

正に伴う産業横

断調査結果の再

作成及び再集計 

計 200点 

 
以上のことから、所期の目標の

水準を上回って達成しているこ
と、当該項目の困難度が高である
ことを踏まえ、当該項目の評定を
ａとした。 
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＜民間事業者対象企業分のデータチェック・審査事務完了率＞ 
2025年調査 ９月末時点 63.5％ 
2024年調査 ９月末時点 61.0％ 

⑥  統計分類符号格付プロセス 
(ｱ) 分類符号格付の効率化推進 

産業小分類符号格付に令和７年６月から12月まで格付支援システムを適
用し、格付率は34.8％（目標値35％以上）、正解率は99.7％（目標値97％以
上）と正解率は定められた目標値を上回ったが、格付率は目標値を下回っ
た。事業の内容以外の記載や単に「建設業」、「介護サービス」等格付支援
では判断が難しかった記載が原因と思われる。引き続き未格付の分析を行
い、格付率の向上に努める。 

⑦  データチェック・審査プロセス 
(ｱ) サービス分野の生産物分類の適用における対応 

2025年調査のデータチェック・審査事務において、事務開始前に、2024
年調査の審査状況及び疑義照会状況を分析し、産業分類と生産物分類の組
合せの注意点や活用事例を含めた審査資料（研修資料）の充実を行った。 

また、審査期間中においては、総務省と分担を分けた上で、審査事務担
当者からの疑義照会に対して、可能な限り考え方等を加えた形で生産物分
類担当から疑義回答を示すことにより、審査事務担当者の能力向上に努め
るとともに、生産物分類の妥当性の審査を適切かつ効率的に実施すること
ができた。 

＜生産物分類に伴うデータチェックの実施結果＞ 
審査対象数     （2025年）4,183件 （2024年）4,792件 
うち疑義処理件数   （2025年）  662件 （2024年） 984件 

(ｲ) 民間企業情報の活用 
企業調査支援事業の対象企業は、公開されているＥＤＩＮＥＴ（金融商

品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システ
ム）情報や企業のホームページなどで財務情報を確認することができるた
め、データチェックでエラーとなった際、企業の情報が確認できる。 

一方で、企業調査支援事業の対象企業以外の企業は、企業規模が小さい
などにより、企業のホームページなどに財務情報の掲載がなく、検索時間
を要しても審査に必要な参考情報のない状況が生じていた。 

そのため、2022年調査から継続して2025年調査においても、企業の売上
金額が大きいなど、結果への影響のある企業に限定して、民間企業が保有
する最新の財務情報を活用した。活用に当たっては、①審査・訂正システ
ム上に情報の有無を表示し、情報がある場合は、システム上に財務情報が
すぐ表示できる仕組み、②法人番号から検索し、企業情報を閲覧できる仕
組みの２つの方法を構築し、検索時間の短縮を図っている。 

2025年調査では、必須データの見直しを行い、「創業年」は「開設時期」
を確認するための参考情報として「その他項目」へ移行した。また、「製造
原価」は製造小売業を行っている場合、「商品売上原価」に含めるため、商
品売上原価の審査の参考情報として追加をし、審査の正確性を図った。 

(ｳ) 法人番号の重複審査対応 
2023年調査に引き続き、2024年調査においても、提出された調査票情報

間で法人番号が重複している企業及び事業所について、データチェック・
審査事務完了後に当該データを審査リストへ出力し、人手による確認を行
うことで、調査結果の精度向上に努めた。 

⑧  結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 製造業事業所の推計処理における対応 

2022年調査より、都道府県における事務の負担軽減等のため、製造業事
業所調査の方法を、全数から産業別の売上金額上位９割を用いて調査し、
残り１割は推計処理を行うことになった。 

そのため、総務省及び経済産業省との協議の結果、統計センターにおけ
る産業横断調査の伸び率を用いた推計処理の知見を活かしたプログラムを
統計センターが開発するとともに、経済産業省調査統計システムの審査済
データと前年値からの伸び率を用いた推計処理も統計センターで行ってお
り、事務の効率化や製造業事業所調査の集計結果の精度向上を図っている。 

2025年調査では、経済センサス‐基礎調査結果との同期に伴い、調査区
番号付与が未付与のデータについては、推計処理の際に地域区分として用
いることから統計センターで付与を行った（913件）。 
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なお、推計処理は、暫定値データ（令和７年12月～令和８年１月）と審
査済データ（令和８年２月～３月）を受領し、①推計対象となる１割の事
業所、②調査対象（９割）のうち未回収の調査票を対象に推計処理※を実
施した。 

また、製造業事業所調査データは、産業横断調査の結果集計で使用する
ことから、統計センターにおいて推計処理済データを用いて産業横断調査
データへの移送処理を行った。 

※ 推計処理：前回情報を用いた伸び率の作成、欠測値補定処理、データ
補完処理 

(ｲ) サービス分野への生産物分類の適用における対応 
総務省の要望に伴い、2024年調査から継続して2025年調査においても企

業の産業分類を可能な限り早期に確定し、2025年調査名簿情報への反映を
行うため、本来は二次集計で公表予定である産業分類と関連する生産物分
類等、他の調査項目との表章のある結果表の審査を一次集計の審査時に実
施した。 

2025年一次集計に係る結果表審査では、産業分類も含めた疑義照会が184
件発生し、100件のデータ訂正（疑義照会の約６割）を行った上で、期限内
に審査を完了した。 

(ｳ) 基礎調査結果反映後の2024年集計における改定値作成に伴う結果集計及
び結果表審査 
2024年調査においては、同時実施する経済センサス‐基礎調査結果を反

映した集計値を公表することとしており、四次集計結果への反映後、二次
集計（改定値）及び三次集計（改定値）として、これまでの結果集計と同
様にそれぞれ集計用個別データと結果表の作成を実施している。 

集計に当たっては、基礎調査で把握していない調査項目に対するデータ
補完処理が新たに追加され、令和７年１月～10月までの間、基準書の内容
調整、基礎調査の仮集計用データを用いた分析等を行い、令和７年11月～
12月にかけて結果集計及び結果表審査を実施した。 

なお、2025年結果との比較に伴うデータ訂正が想定されており、本集計
データの作成及び結果表審査は、令和８年４月～10月までの間、実施予定
となっている。 

(ｴ) 製造業事業所調査のデータ訂正に伴う産業横断調査結果の再作成及び
再集計 
2024年の製造業事業所調査において、結果数値の再精査が必要となり、

経済産業省で確認した結果、2024年調査のほか、2022年調査と2023年調査
にも影響があることが判明した。 

上記に伴い、産業横断調査の集計で使用する「製造品出荷額等の合計」
に影響が生じたことから、３調査年分の集計用個別データ及び結果表作成
を再び行った。 

なお、2024年二次集計結果の公表は、令和７年７月29日公表予定であっ
たが、８月19日に延期となった。 

＜影響の範囲＞ 
・2024年調査二次集計（企業等に関する集計） 第１表、第２表、第４
表、第５表 

・2023年調査三次集計（事業所に関する集計①）第１表 
      四次集計（事業所に関する集計）  第１表 
・2022年調査三次集計（事業所に関する集計①）第１表 

          四次集計（事業所に関する集計） 第１表 
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（３）個人企業経済調査 
ア  製表基準の適応度 

総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作
成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

 区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和７年調査 令和８年１月下旬 令和８年１月27日 

ウ 要員投入量 
個人企業経済調査に係る実績は、838人日（計画910人日）で、対計画▲72人

日（▲７％）となった。 
減少の主な要因は、データチェック・審査において、習熟度の高い職員によ

り審査が効率的に行われたことによる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑧ 結果表作成・審査プロセス 

一部の審査表について、過去２年分の結果との時系列比較が可能な様式へ
変更した。これにより分析的審査を効率的に進めることができた。 
 

（４）科学技術研究調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和７年調査 令和７年12月上旬 令和７年12月２日 

ウ 要員投入量 
科学技術研究調査に係る実績は、1,818人日（計画1,824人日）で、対計画▲

６人日（０％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) 製表システムの改修による業務効率化 

データ登録における画面構成を機能別から処理手順に沿った構成に改
修したことで、操作性が向上し、円滑に業務を進めることが可能となった。 
また、従来、製表担当が行っていた疑義回答の入力作業を見直し、総務

省が訂正値を入力した『訂正データファイル（Excelファイル）』を直接調
査票データに反映する仕組みを構築した。これにより利便性が向上した。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
結果表審査事務における個別データ検索及び疑義票作成の効率化を図る

ため、疑義票作成補助機能付き個別データ検索システムの開発及び導入を行
った。これにより処理手順が短縮され、業務の効率化に繋がった。 
 
 
 

（３）個人企業経済調査 
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲７% 25点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

分析的審査事務

の効率化 
25点 

計 150点 

 
以上のことから、当該統計調査

の仮評定をｂとした。 

（４）科学技術研究調査 
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ０% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

製表システムの

改修による業務

効率化 
25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

個別データ検索

及び疑義票作成

の効率化 

25点 

計 150点 

 
以上のことから、当該統計調査

の仮評定をｂとした。 
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（５）サービス産業動態統計調査 
ア  製表基準の適応度 

総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作
成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

速報集計 月次 調査月の翌々月下旬 調査月の翌々月下旬に終了 

 
四半期

平均 

令和７年５月、８月、11

月、令和８年２月の下旬 

令和７年５月、８月、11月、

令和８年２月の下旬に終了 

 年平均 令和８年２月下旬 令和８年２月19日 

確報集計 月次 調査月の５か月後下旬 調査月の５か月後下旬に終了 

 
四半期

平均 

令和７年８月、11月、令和

８年２月の下旬 

令和７年８月、11月、令和８

年２月の下旬に終了 

ウ 要員投入量 
サービス産業動態統計調査に係る実績は、2,187人日（計画2,324人日）で、

対計画▲137人日（▲５％）となった。 
減少の主な要因は、結果表審査において、審査経験が豊富な職員により効率

的な審査を行ったことによる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
  新たな統計調査（基幹統計）の製表業務を実施するため、新たに、以下の製
表システム等の構築・改修や特別集計の追加を行った。 
⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) データチェック要領の改修による業務効率化 

基幹統計化に伴い、提出率及びエラー率が計画を上回ったことにより審
査処理数が増加したため、過去の実績からデータ訂正が生じない項目や訂
正内容が固定されているチェック項目について改修を行った。これにより
僅かではあるがエラー件数が減少し、精度を維持しつつ遅滞することなく
業務を完了した。 
更なるエラー率の低減を目指し、令和８年度内にエラー率の特に高い備

考欄に係るチェック要領の改修を予定している。 
このほか、令和９年からの公表早期化に向けて事務の検討・調整を行い

集計スケジュールを決定した。 
 

（６）サービス産業動向調査 
ア  製表基準の適応度 

総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作
成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

確報

集計 

月次 調査月の５か月後下旬 調査月の５か月後下旬に終了 

四半期平均 令和７年５月下旬 令和７年５月23日 

年平均 令和７年５月下旬 令和７年５月23日 

ウ 要員投入量 
要員投入量（計画）が100人日未満のため、効率化（要員投入量等）による評

価を行わない。 
 

（５）サービス産業動態統計調査
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲５% 25点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

データチェック

要領の改修によ

る業務効率化 
25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

公表時期の１週

間程度早期化に

向けた対応 
50点 

計 200点 

 
以上のことから、当該統計調査

の仮評定をａとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）サービス産業動向調査 
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 ― ― 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 
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エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 100点 

 
以上のことから、当該統計調査

の仮評定をｂとした。 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１－３ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項（消費に関する統計調査） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第１号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【重要度：高】 

以下の調査については、不測の事態が生じた場合においても業務の確実か

つ継続的な実施を特に優先的に図る必要性が高いため。 

・現下の経済情勢に関する調査でありその結果が閣議において毎月報告され

社会に提供される労働力調査、小売物価統計調査（消費者物価指数）及び家計

調査 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※３) 

４年度 

(※３) 

５年度 

(※３) 

６年度 

(※３) 

７年度 

(※３) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） 6,169,391 5,079,692 4,664,215 5,063,505 6,226,920 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） 5,861,817 4,873,886 4,290,090 4,971,979 6,217,984 

 
       

経常費用（千円） 5,937,696 4,926,451 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

経常利益（千円） 292,060 144,798 154,158 91,497 15,301 

 
       

行政コスト（千円） 6,108,521 4,927,095 4,457,136 5,162,475 6,353,154 

 
       

従事人員数（人日） 37,755 38,853 35,716 52,784 47,229 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝× （※３）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関す
る統計調査の製表に関する事項 
（１）総務省設置法（平成11年法律第
91号）第４条第１項第82号に規定する
国勢調査その他国勢の基本に関する統
計調査（以下「国勢調査等」とい
う。）のうち、次に掲げる統計調査に
ついて、社会・経済情勢に対応した統
計データを迅速かつ的確に作成するた
め、総務省が定める基準に基づいて事
務を進め、総務省が集計区分ごとに定
める期限までに当該区分の製表結果を
総務省に提出すること。 
 その際、調査票の記入不備の増加や
オンライン調査の導入・拡大等に伴い
必要となる対応に適切に取り組むほ
か、符号格付業務において格付支援
（調査票の記入内容の統計分類符号へ
の格付に係るソフトウェアによる支援
をいう。以下同じ。）システムを適用
するなど、各統計調査の特性・状況も
踏まえて業務の質の向上と効率化を図
ること。 

ウ 消費に関する統計調査 
① 全国家計構造調査 
②  小売物価統計調査 

（消費者物価指数） 
③  家計調査  
④ 家計消費状況調査  
⑤ 家計消費単身モニター調査 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対
応・工夫を含む。） 

 
（２）上記（１）に掲げる統計調査の
ほか、国勢調査等の実施に総務省が必
要と認める調査等についても総務省が
定める基準に基づいて事務を進めるこ
と。 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況
（不測の事態が生じた場合の対
応・工夫を含む。） 

 
 
 
 
 
 

１ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査
の製表に関する事項 
総務省設置法（平成11年法律第91号）第４条第

１項第82号に規定する国勢調査その他国勢の基本
に関する統計調査（以下「国勢調査等」という。）
のうち次に掲げる統計調査について、社会・経済
情勢に対応した統計データを迅速かつ的確に作成
するため、総務省が定める基準に基づいて適切に
事務を進め、総務省が集計区分ごとに定める期限
までに当該区分の製表結果を総務省に提出する。 
その際、調査票の記入不備の増加やオンライン

調査の導入・拡大等に伴い必要となる対応に適切
に取り組むほか、格付支援システム等の情報通信
技術の活用など、業務改善への積極的な取組によ
り、業務の効率化と品質の維持・向上を図る。 
また、これらの統計調査のほか、国勢調査等の

実施に総務省が必要と認める調査等についても総
務省が定める基準に基づいて事務を進める。 
なお、感染症拡大や大規模災害等の不測の事態

（以下「不測の事態」という。）が生じた場合、製
表業務を始めとする業務の確実かつ継続的な実施
を図るため、過去の不測の事態の下で講じた対策
も参考に業務体制を変更する等の措置を講じる。
また、その時々の情勢や法人の状況等の変化に応
じて各業務の在り方や重要性に影響が生じる場合
は、その影響の度合いも踏まえて、法人全体とし
てマネジメントを含め柔軟かつ的確に対応する。 
 

（３）消費に関する統計調査 
 

統計調査名等 事務の範囲 
予定製表 

結果 

業務終了 

予定時期 

全国家計構造

調査 

令和６年調査に

関する製表事務 

家計収支に

関する集計 

結果表 

 

所得に関す

る集計 結

果表 

家計資産・負

債に関する

集計 結果

表 

個人的な収

支に関する

集計 結果

表 

年間収入・資

産分布等に

関する集計 

結果表 

準調査世帯

に関する集

計 結果表 

日本標準職

業分類によ

る集計 結

果表 

 

令和７年12

月（令和８

年度に一部

継続） 

令和８年度

に継続 

 

令和８年度

に継続 

 

 

令和８年３

月 

 

 

令和８年度

に継続 

 

 

令和８年度

に継続 

 

令和８年度

に継続 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

Ⅰ－１－１と同様 

 

＜製表業務の実施状況＞ 

【消費に関する統計調査】 

（１）全国家計構造調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

2024年調査 

 家計収支に関する集計 
令和７年12月（令和８

年度に一部継続） 

令和７年12月２日 

（令和８年度に一部

継続） 

 所得に関する集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 家計資産・負債に関する集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 個人的な収支に関する集計 令和８年３月 令和８年２月17日 

 
年間収入・資産分布等に関する

集計 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 準調査世帯に関する集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 日本標準職業分類による集計 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
全国家計構造調査に係る実績は、16,364人日（計画17,194人日）で、対計画

▲830人日（▲４％）となった。 

エ 満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑤ 調査票のデータ化プロセス 

データチェック実行前を含む訂正対応 
過去の実績と同様に、一部のオンライン回答データにおいて、提出後に記

入漏れや記入誤りが判明するケースがあった。こうしたデータを把握した総
務省からの依頼を受け、データチェック実行前の時点から回答情報の補完を
行うことにより、後工程での差戻しや修正を抑制することで、総務省及び統
計センターの業務効率化が図れたことや、データの完全性・整合性を確保し
た。 

⑥ 統計分類符号格付プロセス 
(ｱ) 収支項目分類符号格付の効率化推進 

オンライン調査票の収支項目分類符号格付に、前回調査で適用したルー
ルベース型格付支援システムに加え、機械学習型格付支援システムを組み
合わせたハイブリッド型の格付支援システムを適用した。 
格付率は82.4％（目標値70％以上）、正解率は99.7％（目標値97％以上）

と目標値を上回った。 

(ｲ) 民間委託の活用 
民間事業者において格付・入力されたデータ等について検査を行い、そ

の結果、全てのブロックが合格（合格基準：収支項目分類符号は誤り率５％
以下、金額等入力文字は誤り率0.05％以下）であり、全体の平均誤り率は

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

以下の各統計調査の仮評価結果

及び「主な評価指標」に掲げる「評

価の方法」に基づき、所期の目標の

水準を上回って達成していること

から、当該事項の評定をＡとした。 

 

（１）全国家計構造調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲４% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

データチェック

実行前を含む訂

正対応 

25点 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

・製表システム

の改修による業

務効率化 

 

・データチェッ

ク要領の改修に

よる業務効率化 

25点 

 

 

25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

製表基準書の変

更対応 
25点 

計 200点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をａとした。 
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誤差集計 令和８年度

に継続 

小売物価統計

調査 

(消費者物価

指数) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月

から令和８年

３月調査に関

する製表事務 

動向編 

月次 

東京都

区部 

結果表 

全国 

結果表 

全国ガ

ソリン 

結果表 

 

 

調査月の下

旬 

 

調査月の翌

月中旬 

調査月の翌

月上旬 

令和６年１月

から令和６年

12月調査に関

する製表事務 

 

年平均 

結果表 

 

 

令和７年４

月 

令和７年３月

から令和８年

３月調査によ

り作成される

消費者物価指

数に関する製

表事務 

 

月次 

東京都

区部 

結果表 

全国 

結果表 

 

 

調査月の下

旬 

 

調査月の翌

月中旬 

 

令和７年１月

から令和７年

12月調査によ

り作成される

消費者物価指

数に関する製

表事務 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月

から令和８年

３月調査によ

り作成される

消費者物価指

数に関する製

表事務 

 

令和６年４月

から令和７年

３月調査によ

り作成される

消費者物価指

数に関する製

表事務 

 

令和６年１月

から令和６年

12月調査に関

する製表事務 

令和７年１月

から令和７年

12月調査に関

する製表事務 

四半期平

均 結果

表 

 

 

年平均 

東京都

区部 

結果表 

全国 

結果表 

 

年度平均 

東京都

区部 

結果表 

 

 

 

 

 

全国 

結果表 

 

 

 

 

 

構造編 

消費者物

価地域差

指 数  結

果表 

消費者物

価地域差

指数 結

果表 

 

令和７年４

月、７月、10

月、令和８

年１月の中

旬 

 

令和７年12

月下旬 

 

令和８年１

月中旬 

 

 

令和８年３

月下旬 

 

 

 

 

 

 

令和７年４

月中旬 

 

 

 

 

 

 

令和７年６

月 

 

 

令和８年度

に継続 

 

  

収支項目分類符号が0.6％、金額等入力文字等が0.01％であった。 

⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) 製表システムの改修による業務効率化 

製表システムにおいて、家計調査で開発実績のある疑義・補助情報シス
テムや家計簿入力・訂正システムなどを改修の上で適用した。これにより、
疑義の一元的な登録・管理やデータの訂正が可能となったことから、より
一層の疑義の抜け漏れ防止と審査の一貫性が確保されたことや、データ審
査の精度が向上した。 

(ｲ) データチェック要領の改修による業務効率化 
データチェックにおいて、金額レンジの見直しや金額合計欄が未記入や

誤記入等、総務省の指示に基づき機械化処理の拡大を図った。これにより、
個別対応が必要な疑義件数を抑制することができ、総務省及び統計センタ
ーの業務効率化を図ることができた。 

(ｳ) 総務省の指示に基づく製表実務の変更対応 
総務省から提示された製表基準書に基づき製表実務を準備していたが、

年度途中に総務省からの変更依頼があり、調整の上、可能な限りの対応を
行った。 
具体的には、集計除外とする世帯や、オンライン回答のうちレシートか

ら入力された一部データの取扱いなどに関する変更依頼に対応した。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
今年度に公表した家計収支に関する結果及び個人収支に関する結果にお

いて、結果表のe-Stat登録を製表業務の一環として行うなどにより、総務省
及び統計センターの業務効率化を図ったことや、メタ情報付き結果表の作成
などによる結果表利用者の利便性向上の取組を行った。 
また、家計収支に関する結果においては、総務省からの製表基準書の差替

えが発生したが、統計センターにおいても並行して内容確認を行い、誤りの
防止に努めたことにより、結果表の精度を確保した。 
なお、差替えの提示後、速やかに対応し、滞りなく審査を完了することが

できた。 

（２）小売物価統計調査（消費者物価指数） 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

動 

向 

編 

小売物価統

計調査製表

事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に終了 

全国 調査月の翌月中旬 調査月の翌月中旬に終了 

全国 ガソリン 調査月の翌月中旬 調査月の翌月中旬に終了 

年平均 令和７年４月 令和７年４月15日 

消費者物価

指数に関す

る製表事務 

東京都区部 調査月の下旬 調査月の下旬に終了 

全国 調査月の翌月中旬 調査月の翌月中旬に終了 

四半期平均 
４､７､10､１月 

の中旬 

４､７､10､１月の 

中旬に終了 

年平

均 

東京都区部 令和７年 12月下旬 令和７年12月24日 

全国 令和８年１月中旬 令和８年１月20日 

年度

平均 

東京都区部 令和８年３月下旬 令和８年３月27日 

全国 令和７年４月中旬 令和７年４月15日 

構 

造 

編 

小売物価統

計調査製表

事務 

2024年消費者物価

地域差指数 
令和７年６月 令和７年６月17日 

2025年消費者物価

地域差指数 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）小売物価統計調査 

（消費者物価指数） 
【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ０% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

・小売物価統計

調査システム更

改への対応 

 

・2025年基準改

定への対応※ 

50点 

 

 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

・授業料の集計

に関する変更へ

の対応 

 

・2025年基準改

定への対応※ 

25点 

 

 

25点 

計 200点 
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家計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月か

ら令和８年２月

調査に関する製

表事務 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月か

ら令和７年12月

調査に関する製

表事務 

 

 

 

令和６年４月か

ら令和７年３月

調査に関する製

表事務 

 

令和６年11月か

ら令和７年10月

調査に関する製

表事務 

 

 

 

 

令和６年10月か

ら令和７年９月

調査に関する製

表事務 

 

令和６年１月か

ら令和６年12月

調査に関する製

表事務 

令和６年調査準

調査世帯集計に

関する製表事務 

 

 

令和７年調査準

調査世帯集計に

関する製表事務 

家計収支編 

月次 

二人以

上の世

帯 結

果表 

単身世

帯結果

表 

総世帯 

結果表 

四半期平

均 結果

表 

 

 

年平均 

結果表 

年度平均 

結果表  

 

 

貯蓄・負債編 

月次 

二人以

上の世

帯 結

果表 

 

 

 

四半期平

均 結果

表 

 

 

年平均 

結果表 

 

 

二人以上の

世帯 結果

表 

単身世帯 結

果表 

二人以上の

世帯 結果

表 

単身世帯 結

果表 

 

 

調 査 月 の

翌々月上旬 

 

 

調 査 月 の

翌々月上旬 

 

調 査 月 の

翌々月上旬 

令和７年５

月、８月、11

月、令和８

年２月の上

旬 

令和８年２

月上旬 

令和７年５

月上旬 

 

 

 

調査月の５

か 月 後 上

旬。ただし、

12、３、６、

９月は調査

月の４か月

後下旬 

  

令和７年５

月中旬、７

月、10月、令

和８年１月

の下旬 

令和７年５

月中旬 

 

 

令和７年10

月下旬 

 

令和７年10

月下旬 

令和８年度

に継続 

 

令和８年度

に継続 

家計消費状況

調査 

 

令和７年２月か

ら令和８年２月

調査に関する製

表事務 

令和７年１月か

ら令和７年12月

調査に関する製

表事務 

 

 

 

令和６年４月か

ら令和７年３月

調査に関する製

表事務 

月次 結果

表 

 

 

四半期平均 

結果表 

 

 

 

年平均 結

果表 

年度平均 

結果表 

調 査 月 の

翌々月上旬 

 

 

令和７年５

月、８月、11

月、令和８

年２月の上

旬 

令和８年２

月上旬 

令和７年５

月上旬 

家計消費単身

モニター調査 

令和７年２月分

から令和８年２

月分調査に関す

る製表事務 

月次 結果

表 

調 査 月 の

翌々月上旬 

 

ウ 要員投入量 
小売物価統計調査（消費者物価指数）に係る実績は、6,828人日（計画6,772

人日）で、対計画56人日（０％）となった。 
 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) 高等学校（公立・私立）の授業料無償化への対応 

高等学校授業料無償化に伴う補助費コンスタントの変更について、４月
調査分の審査開始までに完了した。 

(ｲ) 学校給食無償化の拡大への対応 
データチェックにおいて、学校給食が０円の報告の場合は毎回エラーと

していたが、全国的に無償化が進み、０円（無料）の報告が増えたため、
前回も０円（無料）の報告であればエラーとならないようデータチェック
要領を変更し、内容審査事務の効率化を図った。 

(ｳ) 2025年基準改定への対応 
令和８年８月からの2025年基準消費者物価指数の公表に向け、令和７年

８月から2025年基準の比較時価格作成事務を開始した。2020年基準の経常
業務と並行して実施する中で、2020年基準システムと2025年基準システム
の併用に伴う取扱いの相違や入力誤り等のリスクを踏まえ、作業手順の明
確化や進行管理（スケジュール調整）を徹底した。これにより、２基準の
作業が重複・混在しないよう管理し、比較時価格作成等の正確性を確保し
た上で遅滞なく対応した。 

(ｴ) 小売物価統計調査システム更改への対応 
小売物価統計調査システム更改への対応のため、製表システムの改修及

びデータチェック要領の修正を行った。また、総務省との間で外部連携テ
スト・受入れテストを実施し、各種機能（調査管理システムからのダウン
ロード、バックエンドＤＢ登録、疑義候補登録等）の動作・連携を確認し
た。問題点については速やかに総務省に対応を依頼し、令和７年12月の先
行稼働までに完了した。 
当初提示された変更以外の変更が先行稼働中に判明して追加の対応が

必要となったが、速やかに分析を行い対応した。また、先行稼働後も不具
合が多発したが、その都度状況をよく確認して総務省に詳細な情報提供を
行い、総務省での対応が迅速にできるようサポートし、遅滞なく対応した。 

(ｵ) 家計簿文字情報入力事務への対応 
消費者物価指数に関する基礎資料に資することを目的とする「家計簿の

文字情報入力事務」（以下「入力事務」という。）では、セル内の「改行」
を禁止している。しかし、入力事務の基データとなる家計簿データには、
家計調査におけるリスト審査で「改行」が入力されていることがあり、入
力事務完了後のＣＳＶ形式変換時においてエラーとなるため、セル内に
「改行」が入力されている場合は削除し、ＣＳＶデータを作成するようシ
ステム改修を行った。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 授業料の集計に関する変更への対応 

授業料の小売価格の算出について、令和７年４月調査分から従来の生徒
数ウエイトを用いた加重平均から単純平均に変更となった。一方で、消費
者物価指数の算出については、2020年基準では集計が終了する８年12月調
査分まで生徒数ウエイトを用いた加重平均により比較時価格を作成し、
2025年基準では単純平均により比較時価格を作成することとなった。これ
らについては基準書類の書きぶりや提示のタイミング、製表システムの修
正や適用など細やかな調整を行い、それぞれのスケジュールに遅滞なくプ
ログラムの修正等の作業を完了した。 

(ｲ) 2025年基準改定への対応 
令和８年８月からの2025年基準消費者物価指数の公表に向け、2025年基

準の改定（調査品目の改定、モデル式の改定、公表系列等の充実、季節調

※一連の対応のため(7)、(8)を合わせて25

点とし、(8)に計上 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をａとした。 
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 整に用いるソフトウェアの切り替え）に対応するため、システム及びプロ
グラム開発を遅滞なく行った。７年８月から2025年基準の比較時価格審査
を行うにあたり、毎月の通常業務（2020年基準速報及び確報結果表審査）
に加えて、令和６年度から引き続き、準備事務を行った。また、2025年基
準の比較時価格審査事務についても通常業務と並行しながら審査を行う
こととなったが、スケジュールを調整し遅滞なく完了した。 

（３）家計調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

家計収支編 

二人以上の世帯 調査月の翌々月上旬 
調査月の翌々月上旬

に終了 

単身世帯 調査月の翌々月上旬 
調査月の翌々月上旬

に終了 

総世帯 調査月の翌々月上旬 
調査月の翌々月上旬

に終了 

四半期平均 ５､８､11､２月の上旬 
５､８､11､２月の上

旬に終了 

年平均 令和８年２月上旬 令和８年２月５日 

年度平均 令和７年５月上旬 令和７年５月８日 

貯蓄・負債編 

二人以上の世帯 

12、３、６、９月は調

査月の４か月後下旬 

上記以外の月は調査

月の５か月後上旬 

12、３、６、９月は調

査月の４か月後下旬 

上記以外の月は調査

月の５か月後上旬に

終了 

四半期平均 
 ５月中旬､ 

７､10､１月の下旬 

５､７､10､１月の 

中～下旬に終了 

年平均 令和７年５月中旬 令和７年５月８日 

令和６年調査 

準調査世帯集計 

二人以上の世帯 令和７年10月下旬 令和７年10月22日 

単身世帯 令和７年10月下旬 令和７年10月22日 

令和７年調査 

準調査世帯集計 

二人以上の世帯 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

単身世帯 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
家計調査に係る実績は、24,009人日（計画24,823人日）で、対計画▲814人日

（▲３％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑤ 調査票のデータ化プロセス 
(ｱ) オンライン回答における任意帳票画像からの格付への対応 

総務省のオンライン回答システム機能の一つである任意帳票の代行入
力について、令和３年度から、統計センター職員が毎月平均で約145帳票、
約1,460項目の代行入力を実施（給与明細や公共料金の帳票等、情報が複雑
かつプライバシー度が高く民間委託できないため）している。 
代行入力は、任意帳票に記載された内容を収支項目分類符号名や附帯情

 
 
 
 
 
 

（３）家計調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲３% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

家計簿の入力・

格付業務の改善 
25点 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

・製表システム

の機能向上に向

けた改修 

・影響率リスト

の出力本数の削

減 

 25点 

 

25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

家計調査年報掲

載用結果表の作

成 

25点 

計 200点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をａとした。 
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報（財形貯蓄の種別等）に格付入力した上で、世帯に確認する必要があり、
迅速な実施が求められることから、総務省のオンライン回答システムと統
計センター基盤に構築したＡＰＩサーバ間で連携を行うＡＰＩデータ連
携機能のシステムの運用を行っている。運用にあたっては、世帯からの代
行入力依頼の受信をメールで通知するなど、業務が遅滞することがないよ
う対応した。また、調査対象月以外の明細やレシートなど、そのままでは
集計に反映できない画像が送信されてきた場合は、対応できない理由と対
応できるように正しい操作方法等を世帯に伝えるなど、丁寧な対応を徹底
した。 
統計センター職員が代行入力した文字情報が、オンライン調査票の格付

支援システムによる収支項目分類符号格付時に利用されることになるた
め、格付支援率及び正解率の向上も図られた。 

(ｲ) 携帯電話料金の購入履歴自動取得（Webスクレイピング）への対応 
総務省のオンライン回答システムの機能の一つである携帯電話料金の

明細書の自動取得機能について、取得した明細書の品目を収支項目分類符
号名に振り分けるための辞書整備が総務省だけでは困難であるため、令和
３年度から統計センターが協力している。毎週、取得した明細書の記載項
目と振り分け辞書の情報が不一致であった場合にその情報が統計センタ
ーに照会され、振り分け辞書に追加登録する内容の整備を行うなど、円滑
な調査実施に貢献した。 

⑥ 統計分類符号格付プロセス 
(ｱ) 収支項目分類符号格付の効率化推進 

オンライン調査票の収支項目分類符号格付に適用している格付支援シ
ステムの運用に当たり、家計簿の記入状況や格付支援結果を分析し、毎月、
格付ルールの整備や教師モデルの更新を行うことで、格付支援率及び正解
率の維持向上を図った。この結果、令和７年度を通じた格付率は76.7％（目
標値75％以上）、正解率は99.9％（目標値97％以上）と目標値を上回り、高
い精度を達成しつつ業務の効率化が図られた。 

(ｲ) 家計簿の入力・格付業務の改善 
   家計調査の製表業務のうち、特に業務量が多い家計簿（冊子）の格付・

入力に係る人手作業の効率化を図るため、家計簿スキャニングの作業工程
の検証等を実施（※業務効率化に向けた検討のほか、災害や感染症の蔓延
等が発生した場合においてもリモートワークを可能とする仕組みを構築
し、業務の継続性の確保も図る。）するなど、着実に検討を推進していると
ころ。 

⑦ データチェック・審査プロセス 
(ｱ) 製表システムの機能向上に向けた改修 

格付入力後の検査を行うための「検証リスト」の見直しや仕様の調整等、
製表システムの操作性の向上を図り、円滑な業務を遂行するために、デー
タチェック要領の修正及び製表システムの改修を行い、８年１月分から適
用した。 

(ｲ) 影響率リストの出力本数の削減 
毎月、47都道府県で合計約1000本の影響率リスト審査を行っており、事

務負担の軽減を図るため、コンスタントの金額設定について検証した。15
品目について金額設定の見直しを行い、一か月当たり約160本削減したこ
とにより、結果精度への影響なく、業務効率化を図ることができた。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 家計調査年報（冊子）掲載用結果表の作成 

年報（家計収支編）掲載用の結果表について、年平均の結果表を作成し
ている統計センターが同様に作成することにより正確性の確保ができる
ため、令和７年報から統計センターで作成することとなった。開発及びフ
ァイナルテスト等の準備事務を適切に行い、集計を完了した。 
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（４）家計消費状況調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

月次 調査月の翌々月上旬 調査月の翌々月上旬に終了 

四半期平均 ５､８､11､２月の上旬 ５､８､11､２月の上旬に終了 

年平均 令和８年２月上旬 令和８年２月５日 

年度平均 令和７年５月上旬 令和７年５月８日 

ウ 要員投入量 
 要員投入量（計画）が100人日未満のため、効率化（要員投入量等）による評
価を行わない。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
 ⑧ 結果表作成・審査プロセス 

毎月の集計スケジュールに基づき、製表業務の進捗状況を適切に把握・管
理し、円滑に実施した。 

（５）家計消費単身モニター調査 

ア  製表基準の適応度 
総務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作

成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

月次 調査月の翌々月上旬 調査月の翌々月上旬に終了 

ウ 要員投入量 
要員投入量（計画）が100人日未満のため、効率化（要員投入量等）による評

価を行わない。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑧ 結果表作成・審査プロセス 

毎月の集計スケジュールに基づき、製表業務の進捗状況を適切に把握・管
理し、円滑に実施した。 

 

（４）家計消費状況調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 ― ― 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 100点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 

（５）家計消費単身モニター調査 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 ― ― 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 100点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 統計データの利活用の推進に関する事項 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第５号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 
(※) 

４年度 
(※) 

５年度 
 

６年度 
 

７年度 

 

         予算額（千円） － － 898,502 771,606 655,704 

 
       

決算額（千円） － － 580,146 813,794 673,626 

 
       

経常費用（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

経常利益（千円） － － 52,289 167,648 △41,104 

 
       

行政コスト（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

＜評価の視点＞ 

統計データの利活用の推進に関する事項について、適切に実施されているか。 
 
〇当該事項の評定は、以下の方法で評定区分を算出する。 
①個別評価の結果を数値に変換 

個別評価結果 Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

変換値 ０ １ ２ ３ ４ 

 
②上記①の値を用いて平均値を算出し、評定区分を当てはめる 

平均値※ 0.5未満 
0.5以上 
～1.5未満 

1.5以上 
～2.5未満 

2.5以上 
～3.5未満 

3.5以上 

評 定   Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

※小数点第二位を四捨五入 
 
 

２ 統計データの利活用の推進に関する事項 

業務実績の状況については、Ⅰ－２－１～Ⅰ－２－４の個別評価の結果ごとに詳細を記載 

＜評定と根拠＞ 

統計データの利活用の推進に関する事項につい
て、個別評価の結果は、Ａ評価２項目、Ｂ評価２項
目であり、主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評
定した結果、当該事項の評価をＡとした。 
 

 

 

４．その他参考情報 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－１ 統計データの利活用の推進に関する事項（加工統計等の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 
 (※３) 

４年度 
(※３) 

５年度 
(※４) 

６年度 
(※４) 

７年度 
(※４) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） － － 898,502 771,606 655,704 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） － － 580,146 813,794 673,626 

 
       

経常費用（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

経常利益（千円） － － 52,289 167,648 △41,104 

 
       

行政コスト（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

従事人員数（人日） － － 2,835 1,575 1,988 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝× （※３）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが

困難なため。（※４）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 統計データの利活用の推進に関す
る事項 
（１）加工統計等の作成及び利用に必
要な情報の蓄積、加工その他の処理 
地域メッシュ統計、社会生活統計指

標、人口推計、消費動向指数（ＣＴ
Ｉ）、住民基本台帳人口移動報告等の
統計の作成及び利用に必要な情報の蓄
積、加工その他の処理について、総務
省が定める基準に基づいて適切に事務
を行うこと。 

【指標】 
・製表基準への適応状況（100％） 
・提出期限の遵守状況（100％） 
・業務の質の向上及び効率化の状況 

（不測の事態が生じた場合の対
応・工夫を含む。） 
 
 

２ 統計データの利活用の推進に関する事項 
（１）加工統計等の作成及び利用に必要な情報の
蓄積、加工その他の処理 
次に掲げる統計の作成及び利用に必要な情報の

蓄積、加工その他の処理について、総務省が定め
る基準に基づいて適切に事務を行う。 
 

業務名 事務の範囲 
予定製表結

果等 

業務終了 

予定時期 

地域メッ

シュ統計 

令和７年国勢調査

に関する地域メッ

シュ統計 

人口分布点等の

整備 

 

 

 

納品データ 

 

 

 

 

令和７年８月 

 

社会生活

統計指標 

 

令和６年度データ

の収集・整備・報告

書結果表の作成 

令和７年度データ

の収集・整備・報告

書結果表の作成 

市 区 町 村

データ 

 

都 道 府 県

データ 

市 区 町 村

データ 

令和７年５月 

 

 

令和８年２月 

 

令和８年度に

継続 

人口推計 

 

各月１日現在人口 

 

各年10月１日現在

人口 

基礎人口連

絡表 

結果表 

毎月中旬 

 

令和８年３月 

消費動向

指数（Ｃ

ＴＩ） 

消費動向指数を作

成するための結果

表出力 

結果表 調査月の翌々

月上旬 

住民基本

台帳人口

移動報告 

結果表出力 月次結果表 

 

年次結果表 

調査月の翌月

中旬 

令和８年度に

継続 

 

 

＜評価の視点＞ 

「Ⅰ－１－１ 国勢調

査その他国勢の基本に

関する統計調査の製表

に関する事項」の統計

調査の仮評価の方法を

準用して評価する。 

２ 統計データの利活用の推進に関する事項 

（１）加工統計等の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理 

ア  製表基準の適応度 
加工統計の作成については、総務省及び政策統括官（統計制度担当）から提

示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に作成し、製表業務
を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

地 域 メ

ッ シ ュ

統計 

令和７年国勢

調査に関する

地域メッシュ

統計 

人口分布点等の

整備 
令和７年８月 令和７年８月25日 

社 会 生

活 統 計

指標 

令和６年度市区町村データの収

集・整備・報告書結果表の作成 
令和７年５月 令和７年４月21日 

令和７年度都道府県データの収

集・整備・報告書結果表の作成 
令和８年２月 令和８年２月17日 

令和７年度市区町村データの収

集・整備・報告書結果表の作成 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

人 口 推

計 
人口推計集計 毎月中旬 毎月中旬に終了 

人口推計年報 令和８年３月 令和８年３月９日 

消 費 動

向指数 
消費動向指数を作成するための結

果表 

調査月の翌々月 

上旬 

調査月の翌々月 

上旬に終了 

住 民 基

本 台 帳

人 口 移

動報告 

月次結果表 調査月の翌月中旬 
調査月の翌月中旬

に終了 

年次結果表 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
加工統計等に係る実績は、1,988人日（計画2,299人日）で、対計画▲311人日

（▲13％）の減少となった。 
減少の主な要因は、開発業務等の準備事務における要員の削減、及び基準改

定における作業工数が減少したことによる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアン

ケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
④ 結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 消費動向指数 

毎月の集計スケジュールに基づき、製表業務の進捗状況を適切に把握・管
理し、円滑に実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲13% 50点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 150点 

 
以上のことから当該項目の評定

をＢとした。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－２ 統計データの利活用の推進に関する事項（調査票情報の二次的利用） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第５号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【困難度：高】 

府省共通の調査票情報の提供に関する新システムの導入による

申出窓口の一元化により集中する利用者及び府省からの問合せの

対応に当たっては、調査票情報の二次的利用や新システムに関する

広範かつ専門的な知識をもって、迅速かつ適切な対応が求められる

ため。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※１) 

４年度 

(※１) 

５年度 

(※２) 

６年度 

(※２) 

７年度 

(※２) 

         予算額（千円） － － 898,502 771,606 655,704 

 
       

決算額（千円） － － 580,146 813,794 673,626 

 
       

経常費用（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

経常利益（千円） － － 52,289 167,648 △41,104 

 
       

行政コスト（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の項目により区分した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（２）調査票情報の二次的

利用 

統計法第37条の規定に基
づき国の行政機関から委託
を受けた事務を含む以下ア
～ウの調査票情報の二次的
利用に関する事務を適切に
行うとともに、政府共通の
基盤として、調査票情報等
の保管を行う中央データ管
理施設並びに調査票情報等
の提供及び活用に関するポ
ータルサイトの運用・管理
を適切に行うこと。 
府省共通の調査票情報の

提供に関する新システムの
導入による申出窓口の一元
化により集中する利用者及
び府省からの問合せに適切
に対応すること。また、国
勢調査等のうち総務省が指
定する統計調査について、
統計調査の結果公表後速や
かに提供を開始するため
に、調査票情報の提供用デ
ータの作成を行うこと。 
公的統計基本計画に基づ

き、総務省及び各府省と連
携して、調査票情報等の利
用者の利便性向上や利用可
能な統計調査の拡充に資す
る取組を行い、提供及び活
用を推進すること。推進に
当たっては、利用相談等を
通じたニーズの把握、広報
活動による周知・普及促
進、学会等と密接な連携な
どの取組を行い、平成30年
度から令和４年度までの平
均以上の提供実績となるよ
う努めること。 

 
ア 調査票情報のオンサイ
ト利用 
オンサイト利用に係る統

計法第32条の規定に基づく
調査票情報の二次利用及び
同法第33条の規定に基づく
調査票情報の提供を適切に
行うこと。また、同法第37
条の規定に基づき国の行政
機関から委託を受ける同法
第33条の２の規定に基づく
一般からの求めに応じた調
査票情報の提供について

（２）調査票情報の二次的利用 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 37 条の規定に基づ

き国の行政機関から委託を受けた事務を含む以下ア～ウ

の調査票情報の二次的利用に関する事務を適切に行うと

ともに、政府共通の基盤として、調査票情報等の保管を

行う中央データ管理施設並びに調査票情報等の提供及び

活用に関するポータルサイトの運用・管理を適切に行

う。 

府省共通の調査票情報の提供に関する新システムの導

入による申出窓口の一元化により集中する利用者及び府

省からの問合せに適切に対応する。また、国勢調査等の

うち総務省が指定する統計調査について、統計調査の結

果公表後速やかに提供を開始するために、調査票情報の

提供用データの作成を行う。 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和５年３

月28日閣議決定。以下「公的統計基本計画」という。）に

基づき、総務省及び各府省と連携して、調査票情報等の

利用者の利便性向上や利用可能な統計調査の拡充に資す

る取組を行い、提供及び活用を推進する。推進に当たっ

ては、利用相談等を通じたニーズの把握、広報活動によ

る周知・普及促進、学会等と密接な連携などの取組を行

い、平成30年度から令和４年度までの平均以上の提供実

績となるよう努める。 

以下の学術研究機関等と連携協力し、公的統計の二次

的利用に関する研究・開発、普及・啓発の推進及び研究

者等に向けた二次的利用サービスの充実を図る。 

 

法人名 組  織 
連携協力 
締結年度 

一橋大学 

 

経済研究所附属社会科学統計

情報研究センター 

平成20年度 

 

神戸大学 大学院経済学研究科 平成21年度 

法政大学 日本統計研究所 平成21年度 

情報・シ

ステム研

究機構 

統計数理研究所 平成22年度 

滋賀大学 
データサイエンス教育研究セ

ンター 
平成28年度 

 

ア 調査票情報のオンサイト利用 

オンサイト利用に係る統計法第32条の規定に基づく調

査票情報の二次利用及び同法第33条の規定に基づく調査

票情報の提供を適切に行う。また、同法第37条の規定に

基づき国の行政機関から委託を受ける同法第33条の２の

規定に基づく一般からの求めに応じた調査票情報の提供

についても、受益者負担の原則の下、適切に行う。 

 

イ 一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメ

ード集計） 

統計法第37条の規定に基づき国の行政機関から委託を

＜評価の視点＞ 

・各府省からの委

託を受けて、調査

票情報等の提供

事務や管理事務

が適切に行われ

ているか。 

 

・中央データ管理

施設及びポータ

ルサイトの運用

管理が適切に行

われているか。 

 

・申出窓口の一元

化により集中す

る利用者及び府

省からの問合せ

に適切に対応し

ているか。 

 

・総務省が指定す

る統計調査につ

いて、統計調査の

結果公表後速や

かに提供を開始

するために、調査

票情報の提供用

データの作成を

適切に実施して

いるか。 

 

・調査票情報の提

供及び活用の推

進が適切に行わ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査票情報の二次的利用 

ア  調査票情報等の提供及び活用の推進 

① 二次的利用に係る行政機関等からの事務の委託 
統計センターは、統計法（平成19年法律第53号）第37条の規定に基づいて、国の行政機関等が委託

する調査票情報の二次的利用（オンサイト利用による調査票情報の提供、委託による統計の作成等、
匿名データの提供）に関する事務の全部を実施している。 

公的統計整備の基本的な指針となる「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和５年３月28日
閣議決定。以下「公的統計基本計画」という。）において、匿名データやオーダーメード集計について、
利用者のニーズを踏まえつつ、提供する統計調査の種類や年次の追加等を行うことが求められてい
る。 

令和７年度は事務委託済みの府省庁等から新たな調査・年次の追加を受け、過去に委託された調査・
年次と合わせて調査票情報の保管を行い、二次的利用サービスを実施した。 

また、消費者庁と個人情報保護委員会から調査票情報の提供事務について、新たに事務の全部委託
を受けた。 

令和８年度における事務の委託については、令和７年度中に各府省庁の統計所管部局に対して新た
に希望する統計調査及び年次追加の要望照会を行うこととしており、その結果、オーダーメード集計
については、５府省８統計調査、匿名データの提供については、１省２統計調査の年次追加の要望が
あった。 

 
令和７年度末の調査票情報等の保管及び提供事務の受託状況は、下表のとおり。 

 
オンサイト利用 リモートアクセス・媒体 オーダーメード集計 匿名データ提供 

調査数 年次数 調査数 年次数 調査数 年次数 調査数 年次数 

内閣府 19 67 27 90 2 36   

消費者庁   1 1     

こども家庭庁 12 34 12 34     

個人情報保護委

員会 
1 1 1 1     

総務省 22 338 22 339 10 160 6 66 

法務省 3 3 3 3     

財務省 2 21 4 90     

外務省 1 1 1 1     

文部科学省 3 14 19 29 1 7   

厚生労働省 31 466 55 543 1 19 1 5 

農林水産省 6 33 41 316     

経済産業省 24 428 25 436     

国土交通省 58 498 58 498 1 16   

環境省 7 19 9 21 2 8   

防衛省 1 2 1 2     

合計 190 1,925  279 2,404 17 246 7 71 

 
 
 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 
匿名データやオー

ダーメード集計につ
いて、利用者のニーズ
を踏まえつつ、提供す
る統計調査の種類・年
次の追加の受託や調
査票情報の保管を行
った。 
また、新たに、消費

者庁、個人情報保護委
員会事務局から、調査
票情報の二次的利用
提供事務を受託した。 
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も、受益者負担の原則の
下、適切に行うこと。 

 
イ 一般からの委託に応じ
た統計の作成等（オーダー
メード集計） 
統計法第37条の規定に基

づき国の行政機関から委託
を受ける同法第34条に規定
する一般からの委託に応じ
た統計の作成等について
は、受益者負担の原則の
下、履行期限までに適切に
行うこと。 

 
ウ 匿名データの作成及び
提供 
国勢調査等のうち総務省

が指定するもの及び国の行
政機関から事務の委託を受
ける統計調査について、統
計法第35条に規定する匿名
データの作成を行うほか、
同法第37条の規定に基づき
国の行政機関から委託を受
ける同法第36条に規定する
一般からの求めに応じた匿
名データの提供について受
益者負担の原則の下、適切
に行うこと。 

【指標】 
・各府省からの受託状況 
・中央データ管理施設及
びポータルサイトの運
用・管理状況 

・調査票情報等の提供及
び活用の推進に資する
取組状況 

・調査票情報等の適切な
提供状況 

・参考指標：調査票情報
の二次的利用に関する
利用相談件数、提供件
数、手数料収入 

 
 
 
 

受ける同法第34条に規定する一般からの委託に応じた統

計の作成等について、受益者負担の原則の下、履行期限

までに適切に行う。 

令和７年度においては、次に掲げる統計調査のオーダ

ーメード集計を行うことを予定している。 

 
統計調査名及び対象範囲 対象年次 

国勢調査（総務省） 

 

 

 

昭和55年、60年 

平成２年、７年、12年、17年、22

年、27年 

令和２年 

学校基本調査（文部科学

省） 

大学、大学院、短期大学 

小学校、中学校 

 

平成20～26年度 

平成20～22年度 

賃金構造基本統計調査 

（厚生労働省） 

個人票に係る集計 

 

 

平成18年～令和６年 

建築着工統計調査 

（国土交通省） 
平成21年４月～令和７年３月  

全国家計構造調査（旧全国

消費実態調査）（総務省） 

平成６年、11年、16年、21年、26年

令和元年 

社会生活基本調査（総務

省）※ 
昭和56年、61年、平成３年、８年  

 調査票Ａ  
平成13年、18年、23年、28年 

令和３年 

就業構造基本調査（総務

省） 

 

 

 

昭和54年、57年、62年 

平成４年、９年、14年、19年、24

年、29年 

令和４年 

住宅・土地統計調査 

（総務省） 

 

 

昭和53年、58年、63年 

平成５年、10年、15年、20年、25

年、30年 

令和５年 

労働力調査（総務省） 

基礎調査票 

特定調査票 

 

昭和55年１月～令和６年12月 

平成14年１月～令和６年12月 

家計調査（総務省） 昭和56年１月～令和６年12月 

家計消費状況調査（総務

省） 
平成14年１月～令和６年12月 

消費動向調査（内閣府） 平成16年４月～令和７年３月 

企業行動に関するアンケー

ト調査（内閣府） 
平成18年度～令和２年度  

経済センサス 

基礎調査（総務省） 

活動調査（総務省及び経済

産業省） 

平成26年、令和元年 

平成24年、28年 

地方公務員給与実態調査

（総務省） 

平成30年 

 

経済産業企業活動基本調査

（経済産業省） 

2023年 

 

家庭からの二酸化炭素排出

量の推計に係る実態調査全

国試験調査（環境省） 

平成26～27年 

  

家庭部門のCO2排出実態統

計調査（環境省） 
平成29年度～令和５年度  

※社会生活基本調査（総務省）は、平成13年調査から、２種類の調査

票（調査票Ａ及び調査票Ｂ）に変更。平成13年以降は調査票Ａのみ

が提供対象 

 
ウ 匿名データの作成及び提供 

① 国勢調査等のうち総務省が指定するもの及び国の
行政機関から事務の委託を受ける統計調査につい
て、統計法第 35 条に規定する匿名データの作成を
行う。 

 
② 統計法第 37条の規定に基づき国の行政機関から委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中央データ管理施設及びポータルサイトの整備 
「公的統計基本計画」に基づいて調査票情報の利用を推進するため、中央データ管理施設の管理者

として適切に管理を行い、統計センターが実施する調査票情報の二次的利用業務（オーダーメード集
計、匿名データの提供）と一体的に運営している。 
調査票情報等の提供及び活用に関するポータルサイト（miripo）に申出窓口を一元化したことに伴

い、問合せ件数が608件となり前年度の70件と比べて約８倍以上に増加した。 
調査票情報の利用申出時の法的根拠の選択や調査研究で使用する項目に関する問合せについては、

「調査票情報の提供に関するガイドライン」（平成20年12月24日総務省政策統括官（統計基準担当）決
定）や対象調査の符号表を基に利用者へ案内した。 
また、必要に応じて申出内容を関係部署と共有し、問合せに回答するなど、連携をとりつつ、適切

に対応している。そのほか、問合せの多かったミクロデータ利用電子申出窓口(e-Micro)の利用手続に
必要となる二要素認証や調査票情報の学生利用について等、適宜FAQページの更新などの改善を図っ
た。 
ポータルサイト（miripo）へのアクセスは、令和７年３月のミクロデータ利用電子申出窓口(e-

Micro)の実装により令和７年度合計1,376,601ページビュー（月間平均114,717ページビュー）に上り、
前年度の合計333,922ページビュー（月間平均27,827ページビュー）を大きく上回り、合計ページビュ
ーは前年度と比べて約312％となった。 

③ 公的統計の二次的利用の広報等 
公的統計の二次的利用の普及・啓発を図るため、学会の大会、研究集会等において、公的統計の二

次的利用制度、利用手続、利用可能な統計調査等について広報を行った。 
令和７年度は、以下の広報活動を実施した。 

(ｱ) 研究集会「公的統計ミクロデータ利活用に関する研究集会」の開催 
例年、統計センターとサテライト機関が共同開催している研究集会「公的統計ミクロデータ利活

用に関する研究集会」を令和７年11月20日に開催（オンライン開催）し、二次的利用による有用な
研究成果や参加者への二次的利用サービスの利用方法の紹介等を行い、61名の参加があった。 

(ｲ) 統計関連学会連合大会における広報活動 
令和７年度統計関連学会連合大会が、関西大学（大阪府吹田市）及びオンライン併用のハイブリ

ッド方式で開催された。 
連合大会のホームページにバナー広告を掲載し、効果的な広報を行った。 

(ｳ) 公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム シンポジウム2025における講演 
公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム事務局からの依頼を受け、公的統計ミクロデータ研

究コンソーシアム シンポジウム2025(令和７年11月18日)において「公的統計利活用の最新の話題」
の講演を行った。 

(ｴ) 日本統計学会等のメーリングリストを用いた二次的利用サービスの周知 
オーダーメード集計及び匿名データ提供のサービスにおいて、新たに利用可能となった統計調

査やその年次等について、日本統計学会等のメーリングリストを用いてサービス開始の周知を図
った。 

④ 学術研究機関との連携 
公的統計の二次的利用制度の充実と学術研究の発展を図るため、次の学術研究機関と連携協力協

定を締結し、当該機関の施設を統計センターのサテライト機関として、匿名データの提供サービスを
行うなど、官学連携の取組を進めた。 

法人名 サテライト機関名 連携協定締結 

一橋大学 経済研究所附属社会科学統計情報研究センター H21. 3.30 

神戸大学 大学院経済学研究科・経済経営研究所 H21.11.13 

法政大学 日本統計研究所 H22. 3.30  

情報・システム研究機

構 

データサイエンス共同利用基盤施設社会データ構造化セ

ンターオンサイト解析室 
H22. 7. 6 

滋賀大学 データサイエンス教育研究センター H28.12. 9 

 

 
 
 
 
 

調査票情報の利用
を推進するため、中央
データ管理施設の管
理者として適切に管
理を行うとともに、調
査票情報の二次的利
用業務（オーダーメー
ド集計、匿名データの
提供）と一体的に運営
した。 
また、新たに、消費

者庁、個人情報保護委
員会事務局から、調査
票情報の二次的利用
提供事務を受託した。 
調査票情報等の提

供及び活用に関する
ポ ー タ ル サ イ ト
（miripo）において、
申出窓口を一元化し
たことに伴い、問い合
わせ件数が前年度と
比べて約 869％とな
った。 
ポータルサイト

（miripo）へのアクセ
スは、令和７年３月の
ミクロデータ利用電
子申出窓口(e-Micro)
の実装により、前年度
と比べて約 312％と
なった。 

 
公的統計の二次的

利用の普及・啓発を図
るための周知・広報に
ついては、研究集会の
開催や統計関連学会
連合大会等における
広報活動等を積極的
に取り組んだ。 
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託を受ける同法第 36条に規定する一般からの求めに
応じた匿名データの提供について、受益者負担の原
則の下、適切に行う。 

令和７年度においては、次に掲げる統計調査の匿
名データを提供することを予定している。 

 
統計調査名 対象年次 

全国家計構造調査（旧全国消

費実態調査）（総務省） 

平成元年、６年、11年、16年、21年、

26年 

令和元年 

就業構造基本調査（総務省） 平成４年、９年、14年、19年、24年、

29年 

令和４年 

社会生活基本調査（総務省）
※ 

平成３年、８年 

 

 

調査票Ａ 平成13年、18年、23年、28年 

調査票Ｂ 令和３年 

住宅・土地統計調査（総務省） 平成５年、10年、15年、20年、25年、

30年 

労働力調査（総務省） 平成元年１月～令和５年12月 

国勢調査（総務省） 平成12年、17年、22年、27年 

令和２年 

賃金構造基本統計調査（厚生

労働省） 

平成27年、28年、29年、30年 

令和元年 
※社会生活基本調査（総務省）は、平成 13 年調査から、２種類の調査票

（調査票Ａ及び調査票Ｂ）に変更。平成 13 年以降は調査票ごとに提供 

 

＜評価の視点＞ 
◎調査票情報等の

適切な提供状況 

・調査票情報のオ

ンサイト利用に

関する事務は、以

下の【評価指標】

に基づき適切に

行われているか。 

 

【評価指標】 

（１）利用相談 

（２）申出の承諾 

（３）調査票情報の

提供 

上記（１）、（２）

及び（３）の【評

価指標】につい

て、適切に事務

が実施されてい

れば「Ｂ」評価と

し、実施されて

いなければ「Ｃ」

評価とする。 

 

【参考指標】 

・利用相談件数、提

供件数、手数料収

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 調査票情報のオンサイト利用 
(ｱ) オンサイト利用に関する業務の適切な遂行 

統計センターでは、国の行政機関等からの委託を受けて、統計法第32条、同第33条及び同第33条
の２に規定された行政機関及びこれと同等の公益性を有する申出、学術研究及び高等教育の発展に
資すると認められた申出等に、情報セキュリティが確保されたオンサイト施設での調査票情報の利
用（以下、「オンサイト利用」という。）サービスの提供を令和元年５月から実施している。 
サービスの提供に当たっては、「調査票情報の提供に関するガイドライン」にのっとり、申出者が

要望する提供期限までに調査票情報の提供を行ったほか、オンサイト利用に係る相談、申出書類の
審査等、調査票情報の提供までの一連の事務を適切に行った。 
また、オンサイト利用（施設利用を含む）及びオンサイト利用により作成された分析結果等の提

供においては、承認を適切に行うよう、申出書等の内容確認を徹底するとともに、必要に応じ速や
かに検証を行えるよう、実施した審査内容・過程を保管している。 
オンサイト施設を訪問した利用者については、なりすましなど不正利用防止のため、初回利用時

に身分証明書による本人確認を徹底し、併せてカードキーによるオンサイト施設への入退室管理、
監視カメラなどによるアクセス管理を行った。 
さらに、オンサイト利用で提供する調査票情報、分析結果、利用者情報等の紛失、漏えいなどを

防止するため、各種情報を取り扱う作業手順の明確化、確認・保管作業の手順の徹底、各種情報へ
のアクセス管理の徹底等の措置を行った。 

府省庁等からの事務委託に関しては、委託府省庁等が中央データ管理施設に随時登録している
190調査1,925年次分（令和７年度末時点）について、提供事務を実施できるように準備を行った。 
一般等へのサービス提供に関しては、令和７年度における調査票情報のオンサイト利用に関す

る、861件の質問・相談に適切に対応した。なお、利用申出件数は、以下のとおり。 

統計法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用による提供件数： ０件（前年度０件） 
第33条に基づく調査票情報の無償提供： 14件（前年度20件） 
第33条の２に基づく有償提供： 16件（手数料収入51万円） 

（前年度13件（手数料収入166万円）） 

そのほか、利用者がオンサイト施設において作成する分析結果等のうち、一般によく用いられる
が標準的なチェック内容の記載がない四分位数・中央値の提供ニーズに対応するため、安全性の確
認に必要なチェック基準の試験運用に向けた手続を進めている。 
 

令和７年度における調査票情報のオンサイト利用の提供実績 

所
管
府
省
庁
等 

統計調査名 利用相談件数 
申出の 

承諾件数*1 

調査票情報の 

提供件数 

内
閣
府 

人々のつながりに関する基礎調査 15   

高齢者の生活と意識に関する国際比較調査 ７ １ １ 

企業行動に関するアンケート調査 ９   

消費動向調査 １   

こ
ど
も
家
庭
庁 

子供の生活状況調査 ３   

総
務
省 

国勢調査 71 ７ ７ 

住宅・土地統計調査 28 ３ ３ 

労働力調査 18 ３ ３ 

就業構造基本調査 23 ２ ２ 

社会生活基本調査 69 ４ ４ 

事業所・企業統計調査 14   

経済センサス‐基礎調査 23 １ １ 

「調査票情報のオン
サイト利用」サービス
の提供に当たっては、
オンサイト利用に係
る相談、申出書類の審
査等、調査票情報の提
供に係る一連の事務
を適切に行った。 
なお、不適切な承認

を行うことがないよ
う、本人確認やアクセ
ス管理等を徹底する
とともに、情報の紛
失、漏えいなどを防止
するための取組も実
施するなど、徹底した
情報管理及び運用監
視を行った。 
令和７年度におけ

る調査票情報のオン
サイト利用について
は、質問・相談を延べ
861件受付け、第 33条
に基づく調査票情報
の無償提供が 14件、
第 33条の２に基づく
有償提供が 16件であ
った。 
そのほか、利用者が

オンサイト施設にお
いて作成する分析結
果等のうち、一般によ
く用いられるが標準
的なチェック内容の
記載がない四分位数・
中央値の提供ニーズ
に対応するため、安全
性の確認に必要なチ
ェック基準の試験運
用に向けた手続を進
めた。 
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経済センサス‐活動調査 44 ３ ３ 

経済構造実態調査 16 １ １ 

家計調査 24 ２ ２ 

全国家計構造調査（旧全国消費実態調査） 19 ２ ２ 

家計消費状況調査 11 １ １ 

全国単身世帯収支実態調査 １ １ １ 

文
部
科
学
省 

学校基本調査 ３   

厚
生
労
働
省 

人口動態調査 83 ６ ６ 

21 世紀出生児縦断調査（平成 13 年出生児） ２   

21 世紀出生児縦断調査（平成 22 年出生児） 47 ２ ２ 

21 世紀成年者縦断調査（平成 24 年成年者） １   

国民生活基礎調査 87 ２ ２ 

雇用動向調査 ７   

賃金構造基本統計調査 16 ３ ３ 

国民健康・栄養調査 43   

経
済
産
業
省 

経済構造実態調査 10   

経済センサス-活動調査 23 １ １ 

工業統計調査 37 １ １ 

経済産業省企業活動基本調査 35 ３ ３ 

海外事業活動基本調査 14   

中小企業実態基本調査 １ １ １ 

国
土
交
通
省 

内航船舶輸送統計調査 ９ １ １ 

全国都市交通特性調査 ８   

宿泊旅行統計調査 16 １ １ 

環
境
省 

家庭部門の CO2 排出実態統計調査 21 １ １ 

オンサイト利用全般への問合せ、提供していない統計調査に係る問

合せ等 
２   

計*2 861 30 30 

＊1) 申出の承諾件数について、統計法第32条の規定に基づくオンサイト利用の申出の承諾は統計センターにおいて行っていないため、件数に

含めない。 

＊2) 調査票情報のオンサイト利用では、利用者が一度に複数の統計調査を利用する場合があるため、各件数の計は調査別の合計と必ずしも一

致しない。 
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＜評価の視点＞ 
◎調査票情報等の

適切な提供状況 

・オーダーメード

集計の実施に関

する事務は、以下

の【評価指標】に

基づき適切に行

われているか。 

 

【評価指標】 

（１）利用相談 

（２）委託申出の承

諾 

（３）統計成果物の

提供 

 

上記（１）、（２）

及び（３）の【評

価指標】につい

て、適切に事務

が実施されてい

れば「Ｂ」評価と

し、実施されて

いなければ「Ｃ」

評価とする。 

 

【参考指標】 

・利用相談件数、

提供件数、手数

料収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 結果表公表と同時期の提供 
令和６年経済センサス－基礎調査を始めとする総務省所管の９調査について、結果表の公表日と

同時期にオンサイト利用等で調査票情報等の提供を行うため、提供用データの作成を行い、納品期
限までに納品した。 

(ｳ) 調査票情報の提供に資するデータ整備等の各府省庁への支援 
総務省（政策統括官）が実施している府省庁等支援として実施されている調査票情報の二次的利

用のためのメタデータ（以下、「二次メタ」という。）整備に関して協力を行い、外注業者及び府省
庁等に対して作成に関するアドバイスや作成された二次メタの確認等を実施。７府省40調査125フ
ァイルについて対応した。 
また、相談窓口を設置し、16府省等からの76件の照会に対応し、よくある問い合わせをとりまと

め、政府統計共同利用システムの利用機関総合窓口に掲載した。 

ウ 一般からの委託に応じた統計の作成等（オーダーメード集計） 
統計センターでは、国の行政機関等からの委託を受けて、統計法第34条に規定された学術研究及び教

育の発展に資すると認められた申出等に、利用者の要望に応じた様式により集計表を作成するオーダ
ーメード集計サービスを、平成21年４月から実施している。 
サービス提供に当たっては、「委託による統計の作成等に関するガイドライン」（平成21年２月17日総

務省政策統括官（統計基準担当）決定）にのっとり、申出から諾否決定まで、全て21日以内に行い、契
約書または請書に記載された履行期限までに統計成果物を申出者に提供を行ったほか、統計の作成等
に係る利用相談から、申出書類の審査、統計の作成・審査、提供までの一連の事務を適切に行った。 
府省庁等からの事務委託に関しては、各府省庁等の統計所管部局に対して、オーダーメード集計の実

施に係る委託要望の照会を行い、サービス提供の拡大を図っている。令和７年度は、新たに５府省７統
計調査 (内閣府１、総務省３、厚生労働省１、国土交通省１、環境省１)の年次追加があり、データ整
備及び事前準備を実施の上で、過去の委託分と合わせて６府省17調査246年次分の提供事務に対応でき
るよう準備を行った。 
一般へのサービス提供に関しては、令和７年度は、オーダーメード集計に関する288件の質問・相談

に適切に対応した。 
なお、提供件数は22件、手数料収入は約714万円となった（前年度はそれぞれ285件、22件、455万円）。 
令和７年度のオーダーメード集計による提供件数は、平成30年度から令和４年度までの平均提供実

績（21件）以上となるよう努めることとされており、目標を１件上回る22件であった。 
そのほか、オーダーメード集計サービスの利用者に対して、サービス向上及び業務の改善に資するこ

とを目的としてアンケートを実施したところ、総合的な評価としては、非常に高い満足度であった。  
アンケートでは、利用者の要望等についても把握することとしており、把握した要望等はオーダーメ

ード集計サービスに係る業務の参考とするとともに、調査の実施府省に情報提供を行っている。 
令和７年度の提供実績は、以下のとおり。 

令和７年度におけるオーダーメード集計の提供実績 

所管

府省 
統計調査名 提供対象年次 

利用相談

件数 

委託申

出の承

諾件数
*2 

統計成果物の提供件数
*2 

(ﾌｧｲﾙ数) 

内

閣

府 

消費動向調査 平成16年４月～令和７年３月 14 1 1(15) 

企業行動に関するアンケート調

査 

平成18年度～令和２年度 
   

総

務

省 

地方公務員給与実態調査 平成30年    

国勢調査 昭和55年、60年 

平成２年、７年、12年、 

17年、22年、27年、令和２年 

59 5 5(35) 

経済センサス 

基礎調査 

活動調査 

 

平成26年、令和元年 

平成24年、平成28年 

4 
 

 

 

  

    

全国家計構造調査（全国消費実

態調査） 

平成６年、11年、16年、 

21年、26年、令和元年 
1   

社会生活基本調査 

 

昭和56年、61年 

平成３年、８年、13年、 

18年、23年、28年、令和３年 
11 1 １(2) 

就業構造基本調査 昭和54年、57年、62年 

平成４年、９年、14年、 

19年、24年、29年、令和４年 

62  5 5(24) 

住宅・土地統計調査*1 昭和53年、58年、63年 

平成５年、10年、15年、 
14 1 1(1) 

総務省所管の９調
査について、結果表の
公表日と同時期にオ
ンサイト利用等で調
査票情報等の提供を
行うため、提供用デー
タの作成を行い、納品
期限までに納品した。 
調査票情報の提供

に資するデータ整備
等の各府省庁への支
援に関して、外注業者
及び府省庁等に対し
て二次メタ作成に関
するアドバイスや作
成された二次メタの
確認等について、７府
省 40調査 125ファイ
ルを対応した。 
 
一般からの委託に

応じた統計の作成等
（オーダーメード集
計）について、申出か
ら諾否決定まで、全て
21 日以内に行い、契
約書又は請書に記載
された履行期限まで
に統計成果物を申出
者に提供を行った。ま
た、統計の作成等に係
る利用相談から、申出
書類の審査、統計の作
成・審査、提供までの
一連の事務を適切に
行った。 
 
一般へのサービス

提供について、オーダ
ーメード集計に関す
る 288件の質問・相談
に適切に対応した。 
オーダーメード集

計サービスの利用者
に対して、サービス向
上及び業務の改善に
資することを目的と
してアンケートを実
施したところ、総合的
な評価は、非常に高い
満足度であった。 
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＜評価の視点＞ 
◎調査票情報等の

適切な提供状況 

・匿名データの提

供に関する事務

は、以下の【評価

指標】に基づき適

切に行われてい

るか。 

 

【評価指標】 

（１）利用相談 

（２）提供依頼申出

の承諾 

（３）匿名データの

提供 

 

上記（１）、（２）

及び（３）の【評

価指標】につい

て、適切に事務

が実施されてい

れば「Ｂ」評価と

し、実施されて

いなければ「Ｃ」

評価とする。 

 

【参考指標】 

・利用相談件数、

提供件数、手数

20年、25年、30年 

労働力調査 

基礎調査票 

特定調査票 

 

昭和55年１月～令和６年12月 

平成14年１月～令和６年12月 
27 2 2(7) 

家計調査 昭和56年１月～令和６年12月 22 1 1(12) 

家計消費状況調査 平成14年１月～令和６年12月 2   

文

部

科

学

省 

学校基本調査 

大学・大学院・短期大学 

 小学校・中学校 

 

平成20年度～26年度 

 

平成20年度～22年度 

   

厚

生

労

働

省 

賃金構造基本統計調査 平成18年～令和６年 

40 4 4(40) 

国

土

交

通

省 

建築着工統計調査 平成21年４月～令和７年３月 

32 2  2(40) 

環

境

省 

家庭からの二酸化炭素排出量の

推計に係る実態調査 全国試験

調査 

平成26年～27年 

   

家庭部門の CO2排出実態統計調

査 

平成29年度～令和５年度 
   

計 288 22 22(176) 

＊1）平成５年以前は、住宅統計調査 

＊2) 複数調査をまとめて提供する場合があるため、承諾件数及び提供件数の計は調査別の合計と必ずしも一致しない。 

＊3) 下線は新たに提供を開始した調査の年次。 

エ 匿名データの作成 
統計センターでは、統計データの利用促進を図るため、統計法第35条に基づく匿名データの作成事務

を実施している。令和７年度は、総務省からの委託を受け、労働力調査、全国家計構造調査及び就業構
造基本調査について、調査票情報及び匿名データ作成仕様書の提示を受け、匿名データの作成を行っ
た。 

オ 匿名データの提供 
統計センターでは、国の行政機関等からの委託を受けて、統計法第36条に規定された学術研究及び教

育の発展に資すると認められた申出等に、匿名データを提供するサービスを、平成21年４月から実施し
ている。 
匿名データの提供サービスの実施に当たっては、「匿名データの作成・提供に関するガイドライン」

（平成21年２月17日 総務省政策統括官（統計基準担当）決定）にのっとり、申出から諾否決定まで、
全て14日以内に行い、承諾通知書に記載された提供期限までに匿名データの提供を行ったほか、匿名デ
ータの提供に係る相談から、申出書類の審査、匿名データの複製・提供までの一連の事務を適切に行っ
た。 
府省庁等からの事務委託に関しては、各府省庁等の統計所管部局に対し、匿名データの提供の実施に

係る委託要望の照会を行い、サービスの拡大を図っている。令和７年度は新たに２省３統計調査（総務
省２、厚生労働省１）の年次追加があり、事前準備を実施の上で、過去の委託分と合わせて２省７調査
71年次分の提供事務に対応できるよう準備を行った。 
一般へのサービス提供に関しては、令和７年度は、匿名データの提供に関する140件の質問・相談に

適切に対応した。なお、提供件数は25件、手数料収入は約73万円となった。（前年度は、それぞれ225件、
33件、約82万円） 
令和７年度の匿名データ提供による提供件数は、平成30年度から令和４年度までの平均提供実績（26

件）以上となるよう努めることとされており、目標を１件下回る25件であった。 
そのほか、匿名データの提供サービスを終了した利用者に対して、サービス向上及び業務の改善に資

することを目的としたアンケートを実施したところ、総合的な評価としては、概ね高い満足度であっ
た。 
アンケートでは、利用者の要望等についても把握することとしており、把握した要望等は匿名データ

の提供サービスに係る業務の参考とするとともに、統計調査の実施府省に情報提供を行っている。 
令和７年度の提供実績は、以下のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 匿名データの提供
に当たっては、申出か
ら諾否決定まで、全て
14 日以内に行い、承
諾通知書に記載され
た提供期限までに匿
名データの提供を行
ったほか、匿名データ
の提供に係る相談か
ら、申出書類の審査、
匿名データの複製・提
供までの一連の事務
を適切に行った。 
 匿名データの提供
については、質問・相
談を 140件受付け、提
供件数は 25件、手数
料収入は 73万円であ
った。 
そのほか、匿名デー

タ提供サービスの利
用者に対してアンケ
ートを実施したとこ
ろ概ね高い満足度で
あった。 
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料収入 

       

 

令和７年度における匿名データの提供実績 

所管府

省 
統計調査名 提供対象年次 

利 用 相

談件数 

提供

依頼 

申出

の承

諾件

数*2 

匿名データ

の提供件数

*2 

(ﾌｧｲﾙ数) 

総
務
省 

全国家計構造調査（旧全国消費実

態調査） 
平成元年､６年､11年､16年、21年、26年、令和元年 

26 ４ ４(21) 

就業構造基本調査 平成４年､９年､14年､19年、24年、29年 15 ２ ２(８) 

社会生活基本調査 平成３年､８年､13年､18年、23年、28年、令和３年 43 13 13(79) 

住宅・土地統計調査*1 平成５年､10年､15年、20年、25年、30年 19 ４ ４(12) 

労働力調査 
平成元年１月～令和４年12月、令和５年１月～12

月 

８ ２ ２(6) 

国勢調査 平成12年、17年、22年、27年、令和２年 
16 ３ 

 

３(11) 

厚生労

働省 
賃金構造基本統計調査 平成27年，28年、29年、30年、令和元年 

13 ２ ２(６) 

計 140 25 25（143） 

＊1 平成５年以前は、住宅統計調査 

＊2 複数調査をまとめて提供する場合があるため、承諾件数及び提供件数の計は調査別の合計と必ずしも一致しない。 

＊3 下線は新たに提供を開始した調査の年次。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上のことから、匿

名データやオーダー
メード集計について、
利用者のニーズを踏
まえつつ、提供する統
計調査の種類・年次の
追加の受託や調査票
情報の保管を適切に
行ったこと。 
中央データ管理施

設の管理者として適
切に管理を行ったこ
と。 
新たに、消費者庁、

個人情報保護委員会
事務局から、調査票情
報の二次的利用提供
事務を受託したこと。 
「調査票情報のオ

ンサイト利用」サービ
スの提供に当たって
は、オンサイト利用に
係る相談、申出書類の
審査等、調査票情報の
提供に係る一連の事
務を適切に行ったこ
と。 
さらに、調査票情報

等の提供及び活用に
関するポータルサイ
ト（miripo）において、
申出窓口の一元化に
伴い、問い合わせ件数
が前年度と比べて約
869％にもなったが適
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切に対応したこと。ポ
ー タ ル サ イ ト
（miripo）へのアクセ
スは、令和７年３月の
ミクロデータ利用電
子申出窓口(e-Micro)
の実装により、前年度
比約 312％となった
こと。 
これらのことなど

から、所期の目標を上
回って達成している
ことから、当該項目の
評定をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－３ 統計データの利活用の推進に関する事項（統計データ利活用センターによる取組） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※１) 

４年度 

(※１) 

５年度 

(※２) 

６年度 

(※２) 

７年度 

(※２) 

         予算額（千円） － － 898,502 771,606 655,704 

 
       

決算額（千円） － － 580,146 813,794 673,626 

 
       

経常費用（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

経常利益（千円） － － 52,289 167,648 △41,104 

 
       

行政コスト（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（３）統計データ利活用センターによる取

組 

統計データ利活用センターにおいて、総

務省と連携して以下の取組を含む統計ミ

クロデータの提供等の業務を行うこと。  

① ＩＣＴを活用し情報セキュリティを

確保しつつ高度なデータ解析を可能と

するオンサイト施設の円滑な運用管理

を行うこと。  

② 全国の大学等へのオンサイト利用に

よる有用性等について周知・広報を積極

的に行うなどオンサイト利用の全国的

な展開に向けて必要となる取組を行う

こと。  

③ オンサイト利用促進のために更なる

利便性向上策等の検討を進めること。 

【指標】 

・オンサイト利用に係る周知・広報等の

取組状況 

 

（３）統計データ利活用センターによる取組 

統計データ利活用センターにおいて、総務省と

連携して以下の取組を含む統計ミクロデータの

提供等の業務を行う。 

① ＩＣＴを活用し情報セキュリティを確保し

つつ高度なデータ解析を可能とするオンサイ

ト施設の円滑な運用管理を行う。 

② 全国の大学等へのオンサイト利用による有

用性等について周知・広報を積極的に行うなど

オンサイト利用の全国的な展開に向けて必要

となる取組を行う。 

③ オンサイト利用促進のために更なる利便性

向上策等の検討を進める。 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・オンサイト利用に係る

周知・広報等の取組を

適切に実施している

か。 

 

（３）統計データ利活用センターによる取組 

統計センターは、総務省と連携して統計データ利活用センター（和歌山県和歌
山市）を運営している。統計データ利活用センターでは、総務省第二庁舎（東京
都新宿区）の統計センター関係部署と連携してオンサイト施設の利用を支えるシ
ステムの運用管理を行っているほか、オンサイト施設の利用の全国的な展開に向
けた取組や、利便性向上策の検討等を行っている。 

ア オンサイト施設の運用管理 
情報セキュリティを確保しつつ、オンサイト施設の運用管理を実施してい

る。 
令和７年度は、岡山大学のオンサイト施設の移転（令和７年４月）や情報・

システム研究機構と多摩大学のシステム機器変更（令和８年３月）に伴い、実
地検査を行った。また、令和７年３月のシステム移行に伴い、利用者からの問
い合わせを受けた機能などに対して、操作マニュアルを更改し利用者や大学等
への周知を図り、特段の問題なく、運用を行っている。 

イ オンサイト施設の普及、周知・広報 
統計ミクロデータのオンサイト施設の利用を推進するため、全国にオンサイ

ト施設を設置する取組を行っている。 
令和７年度は、施設設置を希望していた次の大学とのスケジュール調整を適

切に実施し、１つの大学にオンサイト施設を新たに開設した。 
大学１施設：九州大学（令和７年６月） 
また、兵庫県立大学や宇都宮大学へのオンサイト設置に係る説明や、九州大

学のオンサイト施設開設キックオフセミナーにおいて、行政関係者や公的統計
ミクロデータ利用に関心を持つ研究者に向けて、オンサイト利用の紹介を行っ
た。 
令和７年度末の時点で設置しているオンサイト施設は、次の 25 施設となっ

ている。 

大学・研究機関 22施設（開設順に、神戸大学、一橋大学、滋賀大学、多摩大
学、群馬大学、新潟大学、情報・システム研究機構、
京都大学、香川大学、いのち支える自殺対策推進セ
ンター、名古屋大学、金沢大学、長崎総合科学大学、
岡山大学、東京大学、東北大学、広島大学、慶應義
塾大学、立正大学、筑波大学、信州大学、九州大学、） 

行政機関３施設（独立行政法人統計センター、統計データ利活用センター、
総務省（中央合同庁舎２号館）） 

オンサイト施設を利用することの有用性等に関する周知・広報を行うため、
福岡県庁において県庁職員を対象としたオンサイト利用を含めた公的統計ミ
クロデータの利活用についての研修を実施した。また、岡山大学において大学
内の教員を対象としたオンサイトの利用に関する講演を行った。このほか、統
計データ利活用センターの取組の紹介や、統計データ利活用の状況や課題につ
いて全国の都道府県統計データ利活用担当職員との意見交換を行うため、総務
省と連携し、統計データ利活用担当者会議を開催した。 
これらの活動を通じ、令和７年度は、オンサイト施設の利用により 30 件の

調査票情報の提供を行った（詳細は、Ⅰ－２－２（２）イ 調査票情報のオン
サイト利用を参照）。 

ウ オンサイト利用の利便性向上 
調査票情報等の提供及び活用に関するポータルサイト（miripo）に受けた問

合せから、適宜FAQページを更新し、利用者が必要な情報を正確に理解できる
よう利便性の向上を図った。 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 
 オンサイト施設の運用管理につ
いては、昨年度に引き続き、情報セ
キュリティを確保した。 
 
オンサイト施設の普及について

は、岡山大学のオンサイト施設の
移転（令和７年４月）や情報・シス
テム研究機構と多摩大学のシステ
ム機器変更（令和８年３月）に伴
い、実地検査を行った。 
オンサイト施設の周知・広報に

ついては、施設設置を希望してい
た次の大学とのスケジュール調整
を適切に実施し、１つの大学にオ
ンサイト施設を新たに開設した。 
また、兵庫県立大学や宇都宮大

学へのオンサイト設置に係る説明
や、九州大学のオンサイト施設開
設キックオフセミナーにおいて、
行政関係者や公的統計ミクロデー
タ利用に関心を持つ研究者に向け
て、オンサイト利用の紹介を行っ
た。 
さらに、福岡県庁において県庁

職員を対象としたオンサイト利用
を含めた公的統計ミクロデータの
利活用についての研修を実施し
た。また、岡山大学において大学内
の教員を対象としたオンサイトの
利用に関する講演を行った。この
ほか、統計データ利活用センター
の取組の紹介や、統計データ利活
用の状況や課題について全国の都
道府県統計データ利活用担当職員
との意見交換を行うため、総務省
と連携し、統計データ利活用担当
者会議を開催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 調査票情報等の提供及び活用に
関するポータルサイト（miripo）に
受けた問い合わせから、適宜FAQペ
ージを更新し、利用者が必要な情
報を正確に理解できるよう利便性
を向上した。 
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これらのことから、所期の目標
を達成していることから、当該項
目の評定をＢとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２－４ 統計データの利活用の推進に関する事項（統計リテラシー向上のための取組） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※１) 

４年度 

(※１) 

５年度 

(※２) 

６年度 

(※２) 

７年度 

(※２) 

 
       

 予算額（千円） － － 898,502 771,606 655,704 

 
       

決算額（千円） － － 580,146 813,794 673,626 

 
       

経常費用（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

経常利益（千円） － － 52,289 167,648 △41,104 

 
       

行政コスト（千円） － － 575,654 653,636 759,828 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（４）統計リテラシー向上のための取組 

統計データ利活用の発展に資するデ
ータ分析の好事例の表彰行事における
各種資料の作成、統計学習支援のための
広報活動、好事例の普及展開など社会全
体の統計リテラシー向上のための取組
について、総務省と連携して進めるこ
と。 
また、データセットの提供等により、

中等教育段階及び高等教育段階におけ
る数理・データサイエンス教育の普及・
展開などの取組に資すること。 

【指標】 
・データ分析の好事例の普及展開に向
けた取組状況 

・統計学習支援のための広報活動の実
施状況 

・参考指標：データ分析の好事例の表
彰行事のエントリー数、応募論文数 

 
 

（４）統計リテラシー向上のための取組 

総務省と共催する「統計データ分析コンペテ
ィション」において活用する「教育用標準デー
タセット」（Standardized Statistical Data 
Set for Education: SSDSE）の整備や、統計学
習支援の資料として当該データセットの一般
への提供、各学会への広報活動、統計データ分
析コンペティションホームページの充実など
社会全体の統計リテラシー向上のための取組
を総務省と連携して実施する。 
また、中等教育段階及び高等教育段階におけ

る数理・データサイエンス教育に活用可能な素
材等を整備し、教材として普及させる取組を行
う。 

 

 

＜評価の視点＞ 

・統計リテラシー向上に

資するための広報活動

等（データ分析の好事

例の普及展開、統計学

習支援のための広報活

動等）の取組を適切に

実施しているか。 

 
【参考指標】 

・データ分析の好事例

の表彰行事のエント

リー数、応募論文数 

・SSDSE のダウンロー

ド数 

 

（４）統計リテラシー向上のための取組 

ア SSDSEの整備・普及等 
データ分析のための汎用素材として、平成30年度からSSDSE（教育用標準データセ

ット）＊1を作成・公開している。 
公的統計の利活用の拡大や統計の重要性の理解のための人的な素地を作り、統計

の専門人材を安定的に確保していくためには、中等・高等教育段階における数理・
データサイエンス教育の一層の普及・展開が非常に重要であると考えられる。 
「公的統計基本計画」においても、「統計リテラシーの向上、また、国民や事業者

の統計調査に対する協力意識の醸成や統計人材の育成の観点から、（中略）よりきめ
細やかな習熟度別や業務別といった様々な切り口での学習コンテンツなどを作成
し、それらの更なる充実を図る」こととされている。これを踏まえ、学習者のレベ
ルに合わせた具体的な実データの提供とその普及を図ることを目的として、下表の
SSDSEの作成、データ更新等の整備を継続的に進めている。 

 

種類 基になる統計 更新頻度 更新年月日 

SSDSE-市区町村(SSDSE-A) 社会・人口統計体系 毎年 令和７年６月30日 

SSDSE-県別推移(SSDSE-B) 社会・人口統計体系 毎年 令和７年４月25日 

SSDSE-家計消費(SSDSE-C) 家計調査 毎年 令和７年４月25日 

SSDSE-社会生活(SSDSE-D) 社会生活基本調査 ５年 本年度は更新なし 

SSDSE-基本素材(SSDSE-E) 社会・人口統計体系 毎年 令和７年４月25日 

SSDSE-気候値 (SSDSE-F) 地上気象観測統計 10年 本年度は更新なし 

令和７年度は、SSDSE-県別推移、SSDSE-家計消費及びSSDSE-基本素材の2025年版
を４月25日に公開した。さらに、SSDSE-市区町村2025年版を６月30日に公開した。 
また、SSDSEの作成・普及及び統計データ分析コンペティション実施を通じた統計

教育の充実と探求的学習の推進に貢献したことにより、第21回日本統計学会統計教
育賞を受賞した。併せて、日本数学教育学会春期大会でのポスター発表、大学共同
利用機関法人情報・システム研究機構主催の「公的統計ミクロデータ研究コンソー
シアムシンポジウム」や日本統計学会主催の「統計・データサイエンス教育の方法
論ワークショップ」や「NEW EDUCATION EXPO2025」等のイベントにおいて積極的な
広報活動を行ったことにより、SSDSEのダウンロード数は、令和６年度20.6万件から
７年度は28.0万件と増加しており、統計リテラシーの向上に大きく貢献した。 

イ 統計データ分析コンペティションの開催 
我が国の次世代を担う高校生、大学生等の統計の有用性への理解と統計データの

利活用拡大を図るとともに、統計リテラシー向上に資するため、教育用標準データ
セットを用いた「第８回統計データ分析コンペティション」を総務省等と共同開催
した（エントリー期間５～８月、論文締切り９月）。 
令和７年度は、統計データ分析コンペティションの広報活動等の取組として、ポ

スターを製作し、都道府県を通じて全国の国公立高校等の約4,000校に配布し、周知
を図った。また、統計センターのホームページに開催案内等を掲載し、スーパーサ
イエンスハイスクール（SSH）、スーパーグローバルハイスクール（SGH）等に開催を
周知した他、学会等のメーリングリストを通じて広報活動を行った。 
統計データ分析コンペティションの応募実績は以下のとおり。[ ]は前年度 

・エントリー数：338(うち高校生163、大学生・一般175)[309(170,139)] 
・応募論文数 ：216(うち高校生123、大学生・一般93) [186(124,62)] 

エントリー数、応募論文数（大学生・一般）で前年度に比べ増加傾向を維持し、
統計リテラシーの向上に確実に寄与している。 
なお、応募論文を審査した結果、受賞者及び受賞論文は以下のとおりとなった（令

和７年10月公表、11月「全国統計大会」（代々木オリンピックセンター）にて表彰）。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

公的統計の利活用の拡大や、統
計の専門人材の安定的確保のた
めには、高等教育段階における数
理・データサイエンス教育の普
及・展開が重要であることから、
実データの提供と普及を図るこ
とを目的として、平成30年度から
「 教 育用 標準 デー タセ ッ ト
（SSDSE）」を作成・公開している。 
令和７年度においても、各種

SSDSEのデータ更新版を公開し
た。 
SSDSEの作成・普及及び統計デ

ータ分析コンペティション実施
を通じた統計教育の充実と探求
的学習の推進に貢献したことに
より、第21回日本統計学会統計教
育賞を受賞した。 
また、学会等における積極的な

広報活動により、SSDSEのダウン
ロード数は、令和６年度の20.6万
件に対し令和７年度は28.0万件
（対前年度比136％）と大幅に増
加しており、統計リテラシーの向
上に大きく貢献した。 
 
 
 
 

統計の有用性への理解と統計
データの利活用拡大を図るとと
もに、統計リテラシーの向上に資
するため、「統計データ分析コン
ペティション」を総務省等と共同
開催した。 
広報活動等については、学会等

のメーリングリストを通じた広
報活動を行うとともに、ポスター
を製作し、都道府県を通じて全国
の高校等約4,000校に配布し周知
を行った。 
上記の取組の結果、「統計デー

タ分析コンペティション」へのエ
ントリー数が338件（令和６年度：
309件）、応募論文数については、
216件（６年度：186件）であり、

 
＊1教育用標準データセット（ＳＳＤＳＥ: Standardized Statistical Data Set for Education）: データサイエンス教育のための汎⽤素材として、作成・公開しているデータで、公的統計の地域別データを手軽に利用できるよう、縦に地域、横にデータ項目を並べた、２次元

の表形式データに編集して提供している。 
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受賞論文については、受賞者の高校生及び指導教諭らと共に「第23回 統計・デー
タサイエンス教育の方法論ワークショップ」（令和８年３月28日、29日開催 日本統
計学会統計教育分科会、日本統計学会統計教育委員会、情報・システム研究機構統
計数理研究所主催）において教育実践例として報告した。 

～ 高校生の部 ～ 

受賞者 受賞論文 

【総務大臣賞】 

 加藤 篤 

（名古屋大学教育学部附属高等学校） 

医師数偏在の要因と医師数偏在の診療科偏在への影響 

【優秀賞】 

杉野 瑠美 

（雲雀丘学園高等学校） 

都市類型別にみる所得格差のメカニズム 

―主成分分析とクラスター分析による都市分析― 

【統計数理賞】 

水本 優希 

（鳥取県立鳥取湖陵高等学校） 

山口 晃 

（角川ドワンゴ学園 S 高等学校）  

地方移住の決定要因に関するパネルデータ分析 

―ラグ効果の検証を通じて― 

【統計活用奨励賞】 

 勝田 花梨 

（江戸川学園取手高等学校）   

介護職の離職率に影響する地域要因の分析と介護人材確

保策の推進 

【審査員奨励賞】 

 佐々木 雄規 

（開成高等学校） 

小中高生の自殺要因についての統計的検討 

―地域差に着目したパネルデータ分析― 

【審査員奨励賞】 

椎名 惇気 

（慶應義塾湘南藤沢高等部）  

自己肯定感を高める要因となる共通特徴の探求 

【審査員奨励賞】 

 関根 悠大 

（早稲田大学系属早稲田実業学校高等部）   

消滅可能性自治体を救うには 

【審査員奨励賞】 

竹内 稜 

（早稲田大学系属早稲田実業学校高等部） 

５つの視点に基づく不登校の原因究明と対策 

【審査員奨励賞】 

成清 嵩憲、安部 航平、岩本 瀬璃、 

矢方 大獅 

（大分工業高等専門学校）  

都市性と医師密度・年齢調整死亡率の関連性の解析 

【審査員奨励賞】 

松本 春飛 

（京華高等学校）  

合計特殊出生率の変動要因分析 

【学校表彰】 

 慶應義塾湘南藤沢高等部、早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ン トリ ー数 （ 対 前年 度 比
109％）、応募論文数（対前年度比
116％）それぞれ増加となり、統計
リテラシーの向上に寄与した。 
 
教育用標準データセットの更

新や、学会等における積極的な広
報活動を実施することにより、ダ
ウンロード件数が増加しており、
教材として着実に普及してきた。 
また、「統計データ分析コンペ

ティション」においては、都道府
県や学会等を通じた広報活動を
行うことにより、エントリー数及
び応募論文数が昨年度と比較し
て増加するなど、社会全体の統計
リテラシー向上のための取組を
積極的に行った。 
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～ 大学生・一般の部 ～ 

受賞者 受賞論文 

【総務大臣賞】 

永渕 真緒 

（津田塾大学総合政策学部総合政策学科） 

何が女性議員比率を左右するのか 

―東京特別区議会を対象にしたパネルデータ分析― 

【優秀賞】 

大野 恒平 

（新潟大学経済科学部総合経済学科） 

教員の精神疾患休職の要因と教育政策への示唆 

【統計数理賞】 

新井 陽登、陸 家傑、宮下 真翔 

（上智大学大学院理工学研究科） 

岡田 蒼未、柴田 悠生 

（上智大学理工学部情報理工学科） 

クラスタリングを用いた男子中学生の持久力低下の要因

特定 

【統計活用奨励賞】 

川村 結愛、磯﨑 結希、鍛治 和香、 

濱田 侑弥、宮脇 渉多 

（大阪経済大学経済学部経済学科） 

日本における MRI 設置の現状と過剰導入の実証的検証 

【審査員奨励賞】 

小松原 早貴 

（独立行政法人国際観光振興機構） 

CO₂排出特性による市区町村の類型化と地域特性の関係

に関する研究  

―2017 年度と 2022 年度の CO₂排出量データを用いた分

析― 

【審査員奨励賞】 

小村 涼太郎、杉山 航太、伊藤 諒、 

後藤 隼人 

（上智大学大学院理工学研究科） 

飯泉 匠朗、竹浪 悠人 

（上智大学理工学部情報理工学科） 

女性の社会進出を支援する環境要因分析と改善案の提言 

【審査員奨励賞】 

立花 れい菜 

（上智大学大学院応用データサイエンス学

位プログラム） 

デジタル教科書は学力にプラスかマイナスか？ 

：機械学習×SHAP 解析による検証 

【審査員奨励賞】 

遠山 修生、降籏 直二郎、 

HOANG THI MY LINH 

（信州大学経法学部応用経済学科） 

日本の人口変動の要因分析 

（パネルデータ分析とランダムフォレストを用いて） 

【審査員奨励賞】 

山形 陽生 

（武蔵精密工業株式会社） 

人口動態の地域差に着目した基礎的分析 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上のことから、都道府県や学

会等を通じた積極的な広報活動
を行うことにより、SSDSEのダウ
ンロード数は対前年度比136％、
「統計データ分析コンペティシ
ョン」のエントリー数は前年比
109％、応募論文数は、前年比
116％と、ダウンロード数、エント
リー数及び応募論文数いずれも
昨年度と比較して増加するなど、
社会全体の統計リテラシー向上
のための取組を積極的に行った
こと。さらに、SSDSEの作成・普及
及び統計データ分析コンペティ
ション実施を通じた統計教育の
充実と探求的学習の推進に貢献
したことにより、第21回日本統計
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学会統計教育賞を受賞したこと
から、所期の目標を上回って達成
していることから、当該項目の評
定をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３ 公的統計の発展の支援に関する事項 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第２号 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 

 

 
関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報(※１) 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※２) 

４年度 

(※２) 

５年度 

 

６年度 

 

７年度 

 

製表基準適応

度（※１） 
       

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

提出期限（※

２） 
       

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

 
       

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － 13,442 16,782 17,517 

（※１）主要なアウトプット（アウトカム）情報については、細分化された評価を参照 

（※２）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

＜評価の視点＞ 

公的統計の発展の支援に関する事項について、適切に実施されているか。 
 
〇当該事項の評定は、以下の方法で評定区分を算出する。 
①個別評価の結果を数値に変換 

個別評価結果 Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

変換値 ０ １ ２ ３ ４ 

 
②上記①の値を用いて平均値を算出し、評定区分を当てはめる 

平均値※ 0.5未満 
0.5以上 
～1.5未満 

1.5以上 
～2.5未満 

2.5以上 
～3.5未満 

3.5以上 

評 定   Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

※小数点第二位を四捨五入 
 

３ 公的統計の発展の支援に関する事項 

業務実績の状況については、Ⅰ－３－１～Ⅰ－３－５の個別評価の結果ごとに詳細を記載 

＜評定と根拠＞ 

委託を受けて行う統計調査の実施又は統計調査の
製表に関する事項について、個別評価の結果は、Ｓ
評価１項目、Ａ評価１項目及びＢ評価３項目であり、
主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定した結
果、当該事項の評価をＡとした。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－１ 公的統計の発展の支援に関する事項（委託を受けて行う統計調査等の製表） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第２号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 

 

 
関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※３) 

４年度 

(※３) 

５年度 

(※４) 

６年度 

(※４) 

７年度 

(※４) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

 
       

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － 5,946 4,859 5,928 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝×  

（※３）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※４）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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１適応度：統計センターが、委託元から提示された基準及び手続に基づいて製表業務を適切に行ったかを判断するもの 
２満足度アンケート:委託元が、統計センターから提出された製表結果について、誤りや期限の遅れなどがなかったかを判断したもの 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

３ 公的統計の発展の支援に関する事項 

（１）委託を受けて行う統計調査等の製表 
ア 次に掲げる統計調査等について、国
の行政機関及び地方公共団体からの委
託を受けて製表業務を迅速かつ的確に
行うこと。受託製表を行うに当たって
は、上記１の国勢調査等の製表業務を
圧迫しないようにするとともに、コス
ト管理を徹底すること。 

① 国家公務員退職手当実態調査 
（内閣官房） 

② 国家公務員給与等実態調査 
（人事院） 

③ 職種別民間給与実態調査 
（人事院） 

④ 民間企業の勤務条件制度等調査 
（人事院） 

⑤ 家計調査特別集計 
（標準生計費・各分位）(人事院） 

⑥ 全国家計構造調査特別集計(標準生計
費・各分位)(人事院） 

⑦ 公害苦情調査（総務省） 
⑧ 家計調査特別集計（品目分類） 

(財務省） 
⑨ 雇用動向調査（厚生労働省） 
⑩ 賃金構造基本統計調査 

（厚生労働省） 
⑪ 貨物自動車運送事業輸送実績調査

（国土交通省） 
⑫ 内航船舶輸送統計調査 

（国土交通省） 
⑬ 船員労働統計調査（国土交通省） 
⑭ 建設工事統計調査（国土交通省） 
⑮ 建築着工統計調査（国土交通省） 
⑯ 建築物滅失統計調査（国土交通省） 
⑰ 建設総合統計（国土交通省） 
⑱ 労働力調査地方別集計（都道府県） 
 
イ 上記アの受託製表のほか、国の行政
機関及び地方公共団体の行う公的統計
の整備を支援するため、上記１の国勢
調査等の製表業務を圧迫しない範囲内
で、国の行政機関又は地方公共団体か
ら委託を受けて製表業務を迅速かつ的
確に行うこと。 
 なお、これらの製表業務の受託に当
たっては、実費に相当する費用の徴収
を原則とし、コスト管理を徹底するこ
と。 

【指標】 

・製表基準への適応状況（100％） 

・提出期限の遵守状況（100％） 

３ 公的統計の発展の支援に関する事項 

（１）委託を受けて行う統計調査等の製表 
ア 年度目標において受託が指示されている
統計調査等の受託製表 

次に掲げる統計調査等について、国の行
政機関及び地方公共団体からの委託を受け
て、委託者が明示する基準に基づき製表業
務を迅速かつ的確に行う。 

 
統計調査名

等 
事務の範囲 

予定製表 

結果 

業務終了 

予定時期 

国家公務員

退職手当実

態調査 (内

閣官房) 

令和７年調

査に関する

製表事務 

結果表 

 

令和７年11月 

国家公務員

給与等実態

調査 ( 人事

院) 

令和７年調

査に関する

製表事務 

 

結果表 

 

 

 

令和７年８月 

 

 

 

職種別民間

給与実態調

査(人事院) 

令和７年調

査に関する

製表事務 

結果表 

 

令和７年７月 

 

民間企業の

勤務条件制

度 等 調 査

(人事院) 

令和７年調

査に関する

製表事務 

 

 令和８年２月 

 

家計調査特

別集計 (標

準生計費・

各分位)(人

事院) 

 

令和６年調

査の特別集

計に関する

製表事務 

令和７年調

査の特別集

計に関する

製表事務 

結果表 

 

 

 

結果表 

 

令和７年４月 

 

 

 

令和８年度に

継続 

 

 

全国家計構

造調査特別

集計（標準

生活費・各

分位）（人事

院） 

令和６年調

査の特別集

計に関する

製表事務 

結果表 令和８年度に

継続 

公害苦情調

査(総務省) 

令和６年度

調査に関す

る製表事務 

結果表 令和７年10月 

家計調査特

別集計 (品

目分類)(財

務省) 

令和６年調

査の特別集

計に関する

製表事務 

結果表 

 

 

令和７年12月 

 

 

雇用動向調

査 (厚生労

働省) 

 

 

 

 

 

 

令和６年調

査に関する

製表事務 

令和７年調

査に関する

製表事務 

 

 

 

下半期調査 

結果表 

年計 結果表 

上半期調査

結果表 

下半期調査 

結果表 

年計 結果表 

 

令和７年５月 

 

令和７年５月 

令和７年11月 

 

令和８年度に

継続 

令和８年度に

継続 

賃金構造基

本統計調査

令和７年調

査に関する

製表事務 

結果表 

報告書用結

果表 

令和７年12月 

令和８年３月 

 

＜評価の視点＞ 

統計調査等の製表に関
する業務については、以下
の方法により達成状況を
評価する。 

 
(1)製表基準への適応度に

よる評価 

○：製表基準に適応 
×：製表基準に不適応 

 
(2)提出期限の遵守による

評価 

○：期限どおり提出 
×：期限超過 

 
(3)効率化（要員投入量）の

達成状況による評価 

≪年度評価配点と要員増減
率（達成状況）≫ 

<100点> 

▲20％以上▲25%未満 
<75点> 

▲15％以上▲20%未満 

<50点> 
▲10％以上▲15%未満 

<25点> 

▲５％以上▲10%未満 
<0点> 

▲５％未満＋５%未満 

<▲25点> 
＋５％以上＋10%未満 

<▲50点> 

＋10％以上＋15%未満 
<▲75点> 

＋15％以上＋20%未満 

<▲100点> 
＋20％以上＋25%未満 

※分母（計画値）は、事後的

な業務増減を織り込んだ要
員投入量 

※要員投入量の計画と実績

の要員数の差が±５％増減
幅ごとに±25点とし、上下
限なし  

※増減率については、小数点
以下を切り捨てて算出 

※業務量に変更等があった

ことにより、要員投入量の
効率化実績に影響を及ぼす
場合には、考慮しない。 

※要員投入量（計画）が100人
日未満の場合には、効率化
（要員投入量等）による評

価を行わない。 
 

(4)満足度アンケートの結
果による評価 

ア 各府省に対して、以下の
設問及び回答区分でアン

ケートを実施 

【年度目標において受託が指示されている統計調査の受託製表】 

（１）内閣官房内閣人事局委託業務（国家公務員退職手当実態調査） 
ア  製表基準の適応度１ 

内閣官房内閣人事局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュ
アルを適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 予 定 実 績 

令和７年調査 令和７年11月 令和７年10月29日 

ウ 要員投入量 
内閣官房内閣人事局委託業務に係る実績は、346人日（計画347人日）で、対

計画▲１人日（▲０％）となった。 

エ 満足度アンケート２の結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

（２）人事院給与局委託業務（国家公務員給与等実態調査、職種別民間給与実態調
査、家計調査特別集計（標準生計費・各分位））、全国家計構造調査特別集計（標
準生活費・各分位）） 

ア  製表基準の適応度 
人事院給与局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを

適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 予 定 実 績 

国家公務員給与等実態調査 
令和７年調査 令和７年８月 令和７年８月22日 

令和８年調査 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

職種別民間給与実態調査 令和７年調査 令和７年７月 令和７年７月８日 

家計調査特別集計 

（標準生計費・各分位） 

令和６年調査 令和７年４月 令和７年３月27日 

令和７年調査 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

全国家計構造調査特別集計

（標準生活費・各分位） 
令和６年調査 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
人事院給与局委託業務に係る実績は、921人日（計画959人日）で、対計画▲

38人日（▲４％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

 

オ 質の向上 
⑦ データチェック・審査プロセス 

(ｱ) 国家公務員給与等実態調査におけるデータチェックへの対応 
データチェック完了後に生じた正データ訂正の量が想定より多く、人

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 

以下の各統計調査の仮評価結果

及び「主な評価指標」に掲げる「評

価の方法」に基づき、所期の目標を

達成していることから、当該事項の

評定をＢとした。 

 

（１）内閣官房内閣人事局委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ０% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 100点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（２）人事院給与局委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲４% ０点 

(4)満足度  100点 

100



 

・業務の質の向上及び効率化の状況 

（不測の事態が生じた場合の対応・工
夫を含む。） 

 

 

(厚生労働

省) 

 

貨物自動車

運送事業輸

送実績調査

(国土交通

省) 

令和５年度

調査に関す

る製表事務 

令和６年度

調査に関す

る製表事務 

結果表 

 

 

結果表 

 

令和７年６月 

 

 

令和８年度に

継続 

内航船舶輸

送統計調査

(国土交通

省) 

令和６年度

調査に関す

る製表事務 

令和７年１

月から令和

７年12月調

査に関する

製表事務 

自家用船舶

輸送実績調

査 結果表 

内航船舶輸

送実績調査  

月次 結果

表 

精度

計算 

令和６年度

計 結果表 

令和７年６月 

 

 

 

 

毎月中旬頃 

 

毎月中旬頃 

 

令和７年６月 

船員労働統

計調査 (国

土交通省) 

令和６年調

査に関する

製表事務 

令和７年調

査に関する

製表事務 

 

 

第二号調査

（漁船）結

果表 

第一号調査

（ 一 般 船

舶） 

結果表 

精度計算 

結果表 

第三号調査

（特殊船）

結果表 

令和７年６月 

 

 

 

 

 

令和７年12月 

令和７年12月 

 

令和７年12月 

建設工事統

計調査 (国

土交通省)  

令和７年度

調査に関す

る製表事務 

令和７年３

月から令和

８年２月調

査に関する

製表事務 

建設工事施

工統計調査

結果表 

建設工事受

注動態統計

調査 

月次 結果

表 

令和６年度

計 結果表 

令和６年度

報 結果表 

令和７年計 

結果表 

令和８年３月 
 

 

 

 

 

毎月上旬頃 

 

令和７年５月 

 

令和７年５月 

 

令和８年２月 

建築着工統

計調査 (国

土交通省) 

 

 

令和７年３

月から令和

８年２月調

査に関する

製表事務 

月次 結果

表 

令和６年度

計 結果表 

令和７年計 

結果表 

毎月下旬頃 

 

令和７年４月 

 

令和８年１月 

 

建築物滅失

統 計 調 査

(国土交通

省) 

 

令和７年２

月から令和

８年１月調

査に関する

製表事務 

 

月次 結果

表 

 

 

令和６年度

計 結果表 

令和７年計 

結果表 

調査票持込み

から１か月以

内 

 

令和７年６月 

 

令和８年３月 

建設総合統

計 (国土交

通省) 

 

令和７年２

月から令和

８年１月調

査に関する

製表事務 

月次 結果

表 

令和６年度

計 結果表 

令和７年計 

結果表 

毎月中旬頃 

 

令和７年５月 

 

令和８年２月 

労働力調査

地方別集計

(都道府県) 

令和７年調

査に関する
製表事務 
 

四半期平均 

結果表 

年平均 結

果表 

四半期末月の

翌月下旬 

令和８年１月 

イ 年度目標において受託が指示されている

〈設問項目〉 

1.製表結果の出来栄え（正
確性） 

2.各府省等への対応（各府

省等との連絡・相談・問
合せ・電話対応等） 

3.委託された業務に対す

る統計センターの取組
あるいは姿勢 

〈回答区分〉 

1.満足 
2.おおむね満足 
3.どちらとも言えない 

4.やや不満 
5.不満 

イ アンケートの実施 

 アンケートの回答結果を
数値化※した上で、アンケー
ト結果平均点を算出して評

価する。 

※満足100点、おおむね満足
50点、どちらともいえない0

点、やや不満▲50点、不満▲
100点 

≪年度評価配点とアンケー

ト結果平均点≫ 
<100点> 

88点以上 

<75点> 
63点～87点 

<50点> 

38点～62点 
<25点> 

13点～37点 

<0点> 
▲12点～12点 

<▲25点> 

▲37点～▲13点 
<▲50点> 

▲62点～▲38点 

<▲75点> 
▲87点～▲63点 

<▲100点> 

▲88点以下 
 

(5)質の向上に資するプロ
セスの達成状況による
評価 

・ 「調査票のデータ化」、「統

計分類符号格付」、「データ
チェック・審査」、「結果表
作成・審査」ごとに、質の向

上に資する取組の達成状況
を評価 

≪年度評価配点と達成指標

≫ 

＜100点＞ 

質の向上に係る顕著な成

果を実現（※成果の定量的
説明が必須） 

＜50点＞  

質の向上に係る一定の成
果を実現 

＜25点＞ 

質の向上に係る軽微な成
果を実現 

（質の向上に係る取組例） 

業務のデジタル化・機械
化による精度向上、業務工
程の改善・廃止による精度

向上、民間委託の活用等に
よる精度向上、状況変化へ
の機動的対応 

事院による審査に時間を要したため、５月中旬完了予定のデータチェッ
ク・審査期間が６月中旬まで後ろ倒しになったが、他調査の要員・スケジ
ュールを調整して対応し、予定の期日までに結果表を送付した。 
データチェック実績は、前回調査と比較して、実行回数が40.2％、エラ

ー数が206.5％、要員は14.8％（４人日）それぞれ増加した。 

(ｲ) 職種別民間給与実態調査におけるデータチェックへの対応 
ファイナルテストにおいて、人事院から受領したテストデータ（本集計

用データの一部）に、規定コード外データが混在していたため人事院に確
認したところ、新たに追加されたコードが基準書に記載されていなかっ
たことが判明した。 
基準書の差し替えを基にデータチェックプログラムを修正後、再度フ

ァイナルテストを行い、依頼の期日までに完了した。 

（３）人事院職員福祉局委託業務（民間企業の勤務条件制度等調査） 
ア  製表基準の適応度 

人事院職員福祉局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュア
ルを適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
予 定 

（変更後） 
実 績 

令和７年調査 令和８年２月 令和８年２月25日 

ウ 要員投入量 
人事院職員福祉局委託業務に係る実績は、427人日（計画391人日）で、対計

画36人日（９％）となった。 
増加の主な要因は、調査項目の変更が多かったことにより基準書の確定ま

でに想定より時間を要したことなどが挙げられる。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

（４）公害等調整委員会事務局委託業務（公害苦情調査） 

ア  製表基準の適応度 
公害等調整委員会事務局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マ

ニュアルを適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

 予 定 実 績 

令和６年度調査 令和７年10月 令和７年10月17日 

ウ 要員投入量 
公害等調整委員会事務局委託業務に係る実績は、119人日（計画115人日）

で、対計画４人日（３％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑧ 結果表作成・審査プロセス 

結果表自動審査コンスタントの内容を検証し、複数行に分けて記述して
いた繰り返しや類似比較の指示を１行にまとめたことにより、コンスタン
トの更新・検査に係る効率化を図った。 

 
 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

国家公務員給与

等実態調査にお

けるデータチェ

ックへの対応 

25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 125点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（３）人事院職員福祉局委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ９% ▲25点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 75点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（４）公害等調整委員会事務局委託

業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ３% ０点 

(4)満足度  100点 
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統計調査以外の受託製表 
上記アの受託製表のほか、国の行政機関

及び地方公共団体の行う公的統計の整備を
支援するため、上記第１の１の国勢調査等
の製表業務を圧迫しない範囲で、国の行政
機関又は地方公共団体から委託を受けて製
表業務を迅速かつ的確に行う。なお、これ
らの製表業務の受託に当たっては、実費に
相当する費用の徴収を原則とし、コスト管
理を徹底する。 
令和７年度においては、次に掲げる統計

調査の製表について受託することを予定し
ている。 

 
統計調査名

等 
事務の範囲 

予定製表 

結果 

業務終了 

予定時期 

東京都生計

分析調査（東

京都） 

令和７年２

月から令和

８年１月調

査に関する

製表事務 

月次 結果表 

 

 

年平均 結果

表 

調査票持込み

の翌月中旬 

 

令和８年２月 

経済センサ

ス‐活動調

査（東京都） 

令和３年調

査の再編加

工に関する

製表事務 

結果表 令和８年３月 

 

 

(6)各調査の評定の決定 

＜基礎評定の決定＞ 
①「(1)製表基準への適応度」
及び「(2)提出期限の遵守」
の両方が「〇」となってい

るか。 
・達成：基礎評定を「ｂ」
とし、困難度高の場合は

「ａ」とする。 
・未達成：基礎評定を「ｃ」
とする。※ 

※未達成の場合で、自責によ
る再集計があった場合は、
国民生活への影響度を考

慮して以下の基礎評定と
する。 
・利用上重大な影響が生

じないと考えられる場
合は、基礎評定「ｂ－」と
し（「(2)提出期限の遵

守」が「×」の場合は
「ｃ」）、次の仮評定の決
定の際に、評価点の合計

から100点を差し引く 
・利用上重大な影響が生

じると考えられる場合、

基礎評定「ｃ－」とし、
次の仮評定の決定の際
に、評価点の合計から

100点を差し引く 

＜仮評定の決定＞ 
②(3)～(5)の評価点を合計

し、評価点が＋200点以上
の場合は、基礎評定から一
段階上げることについて

考慮する。なお、「ｓ」評定
への引き上げは、「ａ」評定
から更に特筆すべき点が

あった場合に考慮する。 

(例:評定の引き上げ） 
「ｂ」⇒「ａ」、「ｃ」⇒「ｂ」 

(例:評定の引き下げ) 
「ｂ」⇒「ｃ」、「ｃ」⇒「ｄ」 
 

 
 
【評定の決定】 

各統計調査の仮評価結
果を基に、以下の手順に
より、評定を決定する。 
①統計調査ごとの仮評定
を数値に変換 
仮評定 変換値 

ｓ ４ 

ａ ３ 

ｂ ２ 

ｃ １ 

ｄ ０ 

 
②上記①の統計調査ごと
の数値に対して、以下
のア～ウの性質に応じ
た値を乗じ、重み付け 
ア 統計調査の位置付け 
基幹統計 
（を含む業務） 

左記以外 

２ １ 

イ 要員規模（計画値） 
大 

（１万人日以上） 
２ 

中 

（１千人日以上） 
１.５ 

（５）財務省委託業務（家計調査特別集計（品目分類）） 

ア  製表基準の適応度 
財務省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切に

作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 予 定 実 績 

令和６年調査  令和７年12月 令和７年９月29日 

ウ 要員投入量 
要員投入量（計画）が100人日未満のため、効率化（要員投入量等）による

評価を行わない。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

（６）厚生労働省委託業務（雇用動向調査、賃金構造基本統計調査） 

ア  製表基準の適応度 
厚生労働省から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適

切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
予 定 

（変更後） 
実 績 

雇用動向調査 

令和６年調査 
下半期 令和７年５月 令和７年５月７日 

年計 令和７年５月 令和７年５月19日 

令和７年調査 

上半期 
令和７年11月 

(令和７年12月) 
令和７年12月10日 

下半期 
令和８年度に継続 令和８年度に継続 

年計 

賃金構造基本

統計調査 
令和７年調査 

結果表 令和８年１月※ 令和８年１月９日 

報告書 令和８年３月 令和７年12月26日 

※令和７年度事業計画では、令和６年調査までと同じ同年12月を予定していたが、厚生労働省の意

向により翌年１月までに変更された。 

ウ 要員投入量 
厚生労働省委託業務に係る実績は、489人日（計画477人日）で、対計画12人

日（２％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑧ 結果表作成・審査プロセス 

令和７年雇用動向調査（上半期）の厚生労働省における結果表審査中に、
データ訂正の必要が生じ、再作成の依頼を受けた。 
このため、要員及びスケジュール等を調整して結果表を再作成し、当初予

定の時期までに送付したが、再度、厚生労働省の結果表審査でデータ訂正の
必要があることが判明したため、あらためてスケジュールを調整し、変更後
の依頼期日までに完了した。 

 
 
 
 
 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

結果表自動審査

コンスタントの

効率化 
25点 

計 125点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（５）財務省委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 ― ― 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 100点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（６）厚生労働省委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ２% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 
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小 

（１千人日未満） 
１ 

 
ウ 年度目標における重

要度の設定 

重要度高 左記以外 

２ １ 

 
③上記②の値を用いて加
重平均を算出し、評定
区分を当てはめる 
加重平均値 

※ 
評 定 

3.5以上 Ｓ 

2.5以上 
～3.5未満 

Ａ 

1.5以上 
～2.5未満 

Ｂ 

0.5以上 
～1.5未満 

Ｃ 

0.5未満 Ｄ 

※小数点以下第二位を四捨五入 

 

 

（７）国土交通省物流・自動車局委託業務（貨物自動車運送事業輸送実績調査） 

ア  製表基準の適応度 
国土交通省物流・自動車局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マ

ニュアルを適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 予 定 実 績 

令和５年度調査 令和７年６月 令和７年６月24日 

令和６年度調査 令和８年度に継続 令和８年度に継続 

ウ 要員投入量 
国土交通省物流・自動車局委託業務に係る実績は、369人日（計画382人日）

で、対計画▲13人日（▲３％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
⑧ 結果表作成・審査プロセス 

令和５年度調査について、調査票の最終持ち込み日が一か月以上後ろ倒
し（３月中旬→４月下旬）になったことに伴い、スケジュールの再調整の必
要が生じた。 
集計完了期限は変更されなかったため、他調査の要員・スケジュールを調

整して当該調査の事務を優先するとともに、タイムロスが生じないように
国土交通省及び関係各課との連携を図ったことにより、当初予定の期日ま
でに完了した。 

（８）国土交通省総合政策局委託業務（内航船舶輸送統計調査、船員労働統計調査、
建設工事統計調査、建築着工統計調査、建築物滅失統計調査、建設総合統計） 

ア  製表基準の適応度 
国土交通省総合政策局から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニ

ュアルを適切に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 
予 定 

（変更後） 
実 績 

内航船舶輸

送統計調査 

自家用船舶輸

送実績調査 
令和６年度調査 令和７年６月 令和７年６月27日 

内航船舶輸送

実績調査 

月次 毎月中旬頃 毎月中旬頃に終了 

精度計算 毎月中旬頃 毎月中旬頃に終了 

令和６年度計 令和７年６月 令和７年６月23日 

船員労働統

計調査 

第二号調査 

(漁船) 
令和６年調査 令和７年６月 令和７年６月23日 

第一号調査 

(一般船舶) 

令和７年調査 令和７年12月 令和７年12月８日 

精度計算 令和７年12月 令和７年12月８日 

第三号調査 

(特殊船) 
令和７年調査 令和７年12月 令和７年12月８日 

建設工事統

計調査 

建設工事施工

統計調査 
令和７年度調査 

令和８年３月 

（令和８年４

月） 
令和８年度に継続 

建設工事受注

動態統計調査 

月次 毎月上旬頃 毎月上旬頃に終了 

令和６年度計 令和７年５月 令和７年５月12日 

令和６年度報 令和７年５月 令和７年５月21日 

令和７年計 令和８年２月 令和８年２月９日 

建築着工統計調査 月次 毎月下旬頃 毎月下旬頃に終了 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

・令和７年雇用

動向調査におけ

る再作成依頼へ

の対応 

25点 

計 125点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（７）国土交通省物流・自動車局委

託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ▲３% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

スケジュール調

整による統計表

作成・審査対応 
25点 

計 125点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（８）国土交通省総合政策局委託業

務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 １% ０点 

(4)満足度  50点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ
― ― 
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令和６年度計 令和７年４月 令和７年４月22日 

令和７年計 令和８年１月 令和８年１月21日 

建築物滅失統計調査 

月次 
調査票持込から 

１か月以内 

調査票持込から 

１か月以内に終了 

令和６年度計 令和７年６月 令和７年５月27日 

令和７年計 令和８年３月 令和８年２月27日 

建設総合統計 

月次 毎月10日頃 毎月10日頃に終了 

令和６年度計 令和７年５月 令和７年５月14日 

令和７年計 令和８年２月 令和８年２月10日 

ウ 要員投入量 
国土交通省総合政策局委託業務に係る実績は、1,696人日（計画1,669 人日）

で、対計画27人日（１％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「50点」である。 

オ 質の向上 
⑦ データチェック・審査プロセス 

(ｱ) 令和６年船員労働統計調査（第二号調査）における対応 
船舶名簿データに、データチェック要領では許容されていない船舶番

号の重複（船舶名は異なる）が検出されたため国土交通省に照会すると、
調査上起こり得る事象との回答であったが、変更による影響の分析が十
分にできないため次回調査への課題とし、便宜、一方の船舶番号を付け替
えたデータを受領してデータチェックを行った。 
前回調査と比較して調査票データ数は10.0％少なかったものの、デー

タチェックにおける疑義照会件数が10.8％増加し、調査票の除外が
833.3％増加（３→28）となったこと等により、要員が9.1％（３人日）増
加したが、スケジュールどおりにデータチェックを完了した。 

(ｲ) 令和７年建設工事施工統計調査における対応 
令和７年調査からオンライン回答が原則とされたことに伴い、委託元

及び統計センターの双方において対応するシステム構築を行っていた
が、回答率の低下に加えてオンライン回答データのチェック・審査（委託
元にて実施）が不十分であったこと等により調査票データの確定に時間
を要したため、統計センターへの調査票データの送付に遅延が生じた。 
国土交通省と調整し、オンライン回答データの仕様についても、統計セ

ンターで逆提示した仕様に変更するとともに、集計スケジュールの見直
しを行い、変更スケジュールの期日どおりに結果表の送付を行ったが、国
土交通省の審査において、個別データの誤りが判明したため再集計を行
うこととなった（令和８年度に継続）。 

⑧ 結果表作成・審査プロセス 
(ｱ) 令和６年度 建築物滅失統計調査における対応 

表側可変結果表の審査に対応するため、課内で作成した独自マクロを
用いていたが、将来的なメンテナンスの不安を考慮して汎用ツール（条件
集計プログラム及び結果表自動審査システム）を用いた審査に変更を行
った。 

(ｲ) 再集計への対応 
国土交通省から受領する調査票データ及び訂正データの誤り等により

発生した以下の調査の再集計の対応を行った。 
再集計を行うにあたっては、目前に迫った公表対象の納品に向けた集

計日程の調整（訂正データを反映する月から最新の月まで）に加えて、遡
った時点以降に行われたシステム改修の有無の確認（改修がある場合は
集計当時のバージョンへの置き換え）及び使用するデータの確認等、細心
の注意を払う必要があるため、誤りのないよう慎重に対応を行った。 

①建築着工統計調査 ：１件 
・令和７年３月分、令和６年度計 

ス 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

・船舶番号の重

複への対応 
25点 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

・表側可変結果

表の審査への対

応 

 

・結果表再集計

への対応 

 

・結果表再作成

への対応 

 

・建設系統計調

査 の 業 務 改 善

（BPR）への対応 

25点 

 

 

25点 

 

 

25点 

 

 

50点 

計 200点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をａとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104



 

②建設総合統計 ：１件 ※①に起因 
・令和７年３月分、令和６年度計 

③建築物滅失統計調査 ：１件 
・令和５年４月分～令和７年３月分（令和５年５月分及び令和５年８
月分を除く。）、令和５年計、令和５年度計、令和６年計、令和６年
度計 

④建設工事受注動態統計調査 ：２件 
・平成26年４月分～平成27年12月分、令和３年４月分～令和６年11月
分、平成26年度計・年度報、平成27年計、令和３年度計・年度報、
令和４年計、令和４年度計・年度報、令和５年計、令和５年度計・
年度報、令和６年計、令和６年度計・年度報 

・令和７年11月分 

⑤建設工事施工統計調査 ：１件 ※対応は令和８年度に継続。 
・令和７年調査 

(ｳ) 再集計への対応 
国土交通省から受領する調査票データ及び訂正データの誤り等により

発生した以下の調査の再集計の対応を行った。 

①建築着工統計調査 ：１件 
・令和７年９月分 

②建設総合統計 ：４件  
・令和７年３月分（遡及集計） 
・令和４年４月分～令和７年３月分（遡及集計） 
・令和７年４月分、令和７年３月分（遡及集計） 
・令和７年11月分 

③建築物滅失統計調査 ：２件 
・令和７年２月分、３月分、令和６年度計 
・令和７年４月分 

(ｴ) 建設系統計調査の業務改善（BPR）への対応 
国土交通省において、統計作成プロセスの見直しによる業務改善（BPR）

を実施しており、統計センターで受託している建設系統計も改善の対象
となっているため、積極的な支援を行っている。 
令和７年度は、建設工事施工統計調査における原則電子調査票への移

行に伴うスケジュール変更及び国土交通省新システムによるデータ持ち
込みに対応するため、業務フローの再構築を行った。 
また、令和６年度に対応した建築着工統計調査について、国土交通省か

らの要望により、結果表及び一部納品物の変更を行った。 

（９）都道府県委託業務（労働力調査地方別集計(36都府県)） 

ア  製表基準の適応度 
都道府県から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切

に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 予 定 実 績 

四半期平均 四半期末月の翌月下旬 四半期末月の翌月下旬に終了 

年平均 令和８年１月 令和８年１月30日 

ウ 要員投入量 
要員投入量（計画）が100人日未満のため、効率化（要員投入量等）による

評価を行わない。エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「75点」である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（９）都道府県委託業務 

【評定根拠】 

(1)適応度 ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 ― ― 

(4)満足度  75点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 
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４．その他参考情報 

特になし。 

 

【年度目標において受託が指示されている統計調査以外の受託製表】 

（１）有償受託製表 

ア  製表基準の適応度 
東京都等から提示された製表基準書に基づき、事務処理マニュアルを適切

に作成し、製表を行った。 

イ 製表結果の提出状況（提出期限） 

区 分 委託元 予 定 実 績 

東京都生計分析調査 
月次 

東京都 

調査票持込の 

翌月中旬 

調査票持込の 

翌月中旬に終了 

年平均 令和８年２月 令和８年２月20日 

令和３年経済センサス 

‐活動調査特別集計 
再編加工 東京都 令和８年３月 令和８年２月13日 

ウ 要員投入量 
有償受託製表に係る要員投入量は、1,536人日（計画1,541人日）で、対計画

▲５人日（▲０％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った製表業務に対して、委託元府省等の満足度を計るア

ンケートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき
評定した結果、満足度における評価点は「75点」である。 

 
 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 75点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 
 
 

（１）有償受託製表 

【評定根拠】 

(1)適応度 〇 

(2)提出期限 〇 

 

(3)要員投入量 増減率 ０% ０点 

(4)満足度  75点 

(5)調査票のデ

ータ化プロセ

ス 

― ― 

(6)統計分類符

号格付プロセ

ス 

― ― 

(7)データチェ

ック・審査プロ

セス 

― ― 

(8) 結 果 表 作

成・審査プロセ

ス 

― ― 

計 75点 

 
以上のことから、当該統計調査の

仮評定をｂとした。 

106



  

独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－２ 公的統計の発展の支援に関する事項（委託を受けて行う統計調査の実施） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第２号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【困難度：高】 

企業調査支援事業は、複雑な企業形態の大企業が対象となり、経済統計

調査の結果に及ぼす影響が大きいことから、継続的な信頼関係の構築に努

め、調査票の確実な回収並びに企業会計の知識に基づく徹底した品質管

理、工程管理及び情報管理により、各調査の統計的品質を確保することが

求められるため。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※３) 

４年度 

(※３) 

５年度 

(※４) 

６年度 

(※４) 

７年度 

(※４) 

製表基準適応

度(※１) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

提出期限(※２) 
  ○ ○ ○ ○ ○ 

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

 
       

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － 7,496 11,923 11,589 

（※１）製表基準に適応＝○、製表基準に不適応＝× （※２）期限どおり提出＝○、期限超過＝×  

（※３）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※４）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（２）委託を受けて行う統計調査の実施 

次に掲げる統計調査について、調査実
施者からの委託を受けて、定められた期
限までに的確に実施すること。 
① 経済構造実態調査 

（総務省及び経済産業省） 
② 科学技術研究調査（総務省） 
③ サービス産業動態統計調査 

（総務省） 
④ 経済産業省企業活動基本調査 

（経済産業省） 
また、従前の製表業務において蓄積さ

れた知見などを活用しつつ、報告者ごと
に専任の職員が積極的な回答の支援（以
下「企業調査支援事業」という。）を実
施し、効果的かつ効率的に業務を進めな
がら調査結果の質を確保すること。特
に、サービス産業動態統計調査について
は、令和７年１月から新たに実施した基
幹統計調査であり、かつ、企業調査支援
事業として初めての月次の統計調査であ
る。令和７年度以降においては、毎月の
調査依頼、回収、督促、疑義照会等の業
務が輻輳することも踏まえ、経常的に迅
速かつ確実に実施すること。 
あわせて、調査実施者からの委託を受

けて、令和８年度に実施する調査に係る
企業調査支援事業の準備を進めること。 

【指標】 
・業務委託に関する仕様書への適応状
況（100％） 

・提出期限の遵守状況（100％） 
・専任職員による回答の支援状況、業

務の質の向上及び効率化の状況（不
測の事態が生じた場合の対応・工夫
を含む。） 

 
 

（２）委託を受けて行う統計調査の実施 

次に掲げる統計調査について、調査実施者か
らの委託を受けて、委託者が明示する基準に基
づき、定められた期日までに的確に実施する。 
 

統計調査名

等 

事務の範囲 予定成果物 業務終了 

予定時期 

経済構造実

態調査（総

務省及び経

済産業省） 

調査依頼、調査用

品の配布、調査票

の回収・受付、簡

易検査、疑義照

会、未提出企業へ

の督促等 

納品データ 令和８年

３月 

科学技術研

究調査（総

務省） 

調査依頼、調査用

品の配布、調査票

の回収・受付、簡

易検査、未提出企

業への督促等 

納品データ 令和８年

３月 

サービス産

業動態統計

調査（総務

省） 

調査依頼、調査用

品の配布、調査票

の回収・受付、簡

易検査、疑義照

会、未提出企業へ

の督促等 

納品データ 令和８年

３月 

経済産業省

企業活動基

本調査（経

済産業省） 

調査依頼、調査用

品の配布、調査票

の回収・受付、簡

易検査、未提出企

業への督促等 

納品データ 令和８年

３月 

 
また、従前の製表業務において蓄積された知

見などを活用しつつ、報告者ごとに専任の職員
が積極的な回答の支援（以下「企業調査支援事
業」という。）を実施し、効果的かつ効率的に
業務を進めながら調査結果の質を確保する。特
に、サービス産業動態統計調査については、令
和７年１月から新たに実施した月次の基幹統計
調査であり、令和７年度以降においては、毎月
の調査依頼、回収、督促、疑義照会等の業務が
輻輳することも踏まえ、経常的に迅速かつ確実
に実施する。 
あわせて、調査実施者からの委託を受けて、

令和８年度に実施する調査に係る企業調査支援
事業の準備を進める。 

 

＜評価の視点＞ 

統計調査等の製表に関
する業務については、以
下の方法により達成状況
を評価する。 

 
(1)製表基準への適応度に

よる評価 

○：製表基準に適応 
×：製表基準に不適応 

 
(2)提出期限の遵守による

評価 

○：期限どおり提出 
×：期限超過 

 
(3)効率化（要員投入量）

の達成状況による評価 

≪年度評価配点と要員増減

率（達成状況）≫ 
<100点> 

▲20％以上▲25%未満 

<75点> 
▲15％以上▲20%未満 

<50点> 

▲10％以上▲15%未満 
<25点> 

▲５％以上▲10%未満 

<0点> 
▲５％未満＋５%未満 

<▲25点> 

＋５％以上＋10%未満 
<▲50点> 

＋10％以上＋15%未満 

<▲75点> 
＋15％以上＋20%未満 

<▲100点> 

＋20％以上＋25%未満 

※分母（計画値）は、事後的
な業務増減を織り込んだ要

員投入量 

※要員投入量の計画と実績の

要員数の差が±５％増減幅

ごとに±25点とし、上下限
なし  

※増減率については、小数点

以下を切り捨てて算出 

※業務量に変更等があったこ

とにより、要員投入量の効

率化実績に影響を及ぼす場
合には、考慮しない。 

※要員投入量（計画）が100

人日未満の場合には、効率
化（要員投入量等）による
評価を行わない。 

 
(4)満足度アンケートの結

果による評価 
ア 各府省に対して、以下

の設問及び回答区分で
アンケートを実施 

〈設問項目〉 
1.製表結果の出来栄え

【年度目標において受託が指示されている統計調査の実施】 

（１）企業調査支援事業 
ア  基準の適応度 

統計局及び経済産業省から提示された基準書に基づき、事務処理マニュア
ルを適切に作成した上で、業務を実施した。 

イ 予定成果物の提出状況（提出期限） 

区 分 
提 出 状 況 

予 定 実 績 

令和７年調査の実施事務 

 経済構造実態調査 令和８年３月 令和８年３月31日 

 科学技術研究調査 令和８年３月 令和８年３月31日 

 サービス産業動態統計調査 令和８年３月 令和８年３月31日 

 経済産業省企業活動基本調査 令和８年３月 令和８年３月31日 

ウ 要員投入量 
企業調査支援事業に係る実績は、11,589人日（計画11,355人日）で、対計

画234人日（2％）となった。 

エ  満足度アンケートの結果 
統計センターが行った業務に対して、委託元府省等の満足度を計るアンケ

ートを実施し、アンケート結果を主な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定
した結果、満足度における評価点は「100点」である。 

オ 質の向上 
＜令和７年統計調査の実施＞ 
⑤ 実施準備プロセス 
(ｱ) ３統計調査（経済構造実態調査（産業横断調査及び製造業事業所調

査）、科学技術研究調査、経済産業省企業活動基本調査）の同時・一体
的実施 
企業調査支援の対象となる企業（サポート対象企業）は、「３統計調

査」いずれの対象となるかが企業ごとに異なり、調査関係書類の発送が
全12パターンに及ぶこととなるが、これらを誤ることなく着実に発送す
るためのきめ細かい封入作業や繰り返しの確認等を行ったほか、調査対
象企業からの再送依頼への迅速な対応方法や３統計調査ごとに提出時期
が異なる場合の調査票の受付管理方法、３統計調査全てに対する着実な
督促方法についての検討等、円滑な調査の実施に向けた入念な準備作業
を行った。 
また、調査の実施に当たっては、調査ごとのそれぞれの実施府省のほ

か、サポート対象企業以外の企業への調査の実施を受託する事業者がお
り、データチェック審査や疑義照会に係る事項、その他の各種連絡事項
等多岐にわたる情報を適切に整理し、全体で連携を図る必要があること
から、関係者と緊密な調整を行い、これらに対応するための適切な準備
作業を行った。 
さらに、これらの準備に当たっては、前回調査での課題を踏まえた事

務処理マニュアルの改善や業務研修の見直しを行うとともに、新任者に
対するきめ細かいＯＪＴを行うなどして、サポートスタッフの育成と理
解力の向上を図った。 

(ｲ) サービス産業動態統計調査の実施 
企業調査支援事業における初の月次調査として、令和７年１月から開

始したところではあるが、毎月の調査を積み重ねていく中で、業務の更
なる効率化及び改善策案を業務の実施と並行しながら迅速に検討し、そ
の効果が見込まれるものについては、早速、令和８年１月以降の業務シ
ステムへの実装や事務処理マニュアルへの反映を行うなど、短期のサイ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

【評定根拠】 

(1)適応度  ○ 

(2)提出期限 ○ 

 

(3)要員投入量 増減率 ２% ０点 

(4)満足度  100点 

(5)準備プロセ

ス 

・サービス産業

動態統計調査の

実施準備 
25点 

(6)実施プロセ

ス 

・企業からの問

合せ対応 

 

・調査票回収率 

25点 

 

50点 

(7)実施後サポ

ートプロセス 

・督促業務 

 

・審査業務 

25点 

 

25点 

計 250点 

 
以上のことから、所期の目標の

水準を上回って達成しているこ
と。 
さらに、３統計調査の実施につ

いて、総務省・経済産業省からの
委託仕様書にある「令和７年 10 月
末時点の回収率 85％以上」（科学
技術研究調査のみ９月末日）の要
件は、求められた期日よりも大幅
に早く達成し、最終的な回収率も
99％以上となった。また、サービ
ス産業動態統計調査について、総
務省からの委託仕様書において、
目標回収率は速報で 65％、確報で
75％、目標オンライン回答率は
80％とされており、目標回収率及
び目標オンライン回答率を毎月達
成するなど顕著な成果を達成して
いること、当該項目の困難度が高
であることを踏まえ、当該項目の
評定をＳとした。 
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（正確性） 

2.各府省等への対応（各
府省等との連絡・相
談・問合せ・電話対応

等） 
3.委託された業務に対す
る統計センターの取組

あるいは姿勢 

〈回答区分〉 
1.満足 

2.おおむね満足 
3.どちらとも言えない 
4.やや不満 

5.不満 

イ アンケートの実施 
アンケートの回答結果

を数値化※した上で、ア
ンケート結果平均点を
算出して評価する。 

※満足100点、おおむね
満足50点、どちらと
もいえない0点、やや

不満▲50点、不満▲
100点 

≪年度評価配点とアンケー

ト結果平均点≫ 
<100点> 

88点以上 

<75点> 
63点～87点 

<50点> 

38点～62点 
<25点> 

13点～37点 

<0点> 
▲12点～12点 

<▲25点> 

▲37点～▲13点 
<▲50点> 

▲62点～▲38点 

<▲75点> 
▲87点～▲63点 

<▲100点> 

▲88点以下 
 

(5)質の向上に資するプロ
セスの達成状況による
評価 
・「調査の準備」、「調

査の実施」、「調査
実施後のサポートご
とに、質の向上に資

する取組の達成状況
を評価 

≪年度評価配点と達成指標

≫ 

＜100点＞ 

質の向上に係る顕著な成

果を実現（※成果の定量的
説明が必須） 

＜50点＞  

質の向上に係る一定の成
果を実現 

＜25点＞ 

質の向上に係る軽微な成
果を実現 

（質の向上に係る取組例） 

業務のデジタル化・機械
化による精度向上、業務工
程の改善・廃止による精度

向上、民間委託の活用等に
よる精度向上、状況変化へ
の機動的対応 

クルで業務プロセスの最適化を図った。 
また、サービス産業に属する企業の特徴や注意点、最新の動向などの

情報をとりまとめた資料を作成のうえ、新任者を含めたサポートスタッ
フ全員に対して研修を行うなど、業務遂行能力の更なる向上を図った。 

(ｳ) 実施体制 
サポートスタッフは、サービス産業動態統計調査の実査開始時点の配

置を継続し、全５係、各係７名体制とした。 
また、各係の業務負担の更なる平準化を図るため、３統計調査とサー

ビス産業動態統計調査の特性や調査周期、年間業務スケジュールに加
え、個別企業の直近の対応状況等を十分に考慮したうえで、１人当たり
延べ担当企業数が150前後となるように再配分を行った。 

(ｴ) 広報活動 
３統計調査の実施に先立ち、３統計調査の同時・一体的実施、政府統

計オンラインサポートシステムへの担当者登録及び登録情報の更新につ
いての事前告知として、これらに関する書類を同封した「調査実施のお
知らせ」を令和７年４月14日にサポート対象企業に郵送するとともに、
政府統計オンラインサポートシステムの特設ページにリーフレットなど
を掲載するなどして、調査関係書類の送付先の確認、調査回答率及びオ
ンライン回答率向上のための広報を行った。 
また、サービス産業動態統計調査については、令和８年１月より新た

に調査対象となった３企業に対し、令和７年12月10日に、事前告知とし
ての書類を同封した「調査実施の事前お知らせ」を郵送するとともに、
政府統計オンラインサポートシステムにリーフレットなどを掲載し、新
たに調査が実施されることの周知を行った。 
さらに、12月17日までに、これらの企業に架電を行い、企業の担当者

に対してサポートスタッフから更なる説明を行うとともに、調査関係書
類の送付先や回答方法の確認等を行った。 

(ｵ) 政府統計オンラインサポートシステムのアカウント登録率 
上記の広報活動等を行うことにより、令和７年４月以降134企業の新

規アカウントが登録され、アカウント登録率は96.5％となり、前回調査
までの95.5％から登録率を1.0ポイント向上させることができた。 

⑥ 調査の実施プロセス 
(ｱ) オンライン回答の促進 

３統計調査における調査関係書類の発送に当たっては、政府統計オン
ラインサポートシステムの利用を促進するため、企業調査支援事業の独
自の取組として、紙調査票は、前年調査を紙調査票で回答した企業及び
紙調査票の再送履歴のある企業にのみ同封とし、オンライン回答を行っ
た企業には同封はせず、システムを利用した電子調査票によるオンライ
ン回答を依頼した。 
サービス産業動態統計調査については、オンライン回答を行っている

企業には、調査関係書類は一切送付せず、システムへのログインＵＲＬ
を添付したメールを送信することにより、政府統計オンラインサポート
システムでの電子調査票によるオンライン回答を依頼した。 
また、紙の調査票による回答となっている企業についても、引き続

き、オンライン回答への誘導を行っている。 

(ｲ) 企業からの問合せ対応 
サポート対象企業からの問合せは、平日9:00～18:00までの電話受付の

ほか、政府統計オンラインサポートシステムによる受付を随時行った。 
３統計調査では、調査関係書類の発送後、2,092件（令和８年３月31日

時点）の問合せに対応した。 
さらに、最大ピーク時（令和７年７月３日の週）には、１週間に367件

の問合せがあったが、滞留させることなく適切に対応した。 
サービス産業動態統計調査では、令和７年４月１日以降439件（令和８

年３月31日時点）の問合せに対応した。 

(ｳ) 調査票の回収率 
３統計調査における総務省・経済産業省からの委託仕様書にある「令

和７年10月末時点の回収率85％以上」（科学技術研究調査のみ９月末
日）の要件は、求められた期日よりも大幅に早く、経済構造実態調査は
８月15日、科学技術研究調査は８月12日、経済産業省企業活動基本調査
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(6)各調査の評定の決定 
＜基礎評定の決定＞ 
①「(1)製表基準への適応
度」及び「(2)提出期限の

遵守」の両方が「〇」と
なっているか。 
・ 達 成 ： 基 礎 評 定 を

「ｂ」とし、困難度高
の場合は「ａ」とす
る。 

・未達成：基礎評定を
「ｃ」とする。※ 

※未達成の場合で、自責に

よる再集計があった場合
は、国民生活への影響度
を考慮して以下の基礎評

定とする。 

・利用上重大な影響が生

じないと考えられる場
合は、基礎評定「ｂ－」

とし（「(2)提出期限の
遵守」が「×」の場合
は「ｃ」）、次の仮評

定の決定の際に、評価
点の合計から100点を差
し引く 

・利用上重大な影響が生

じると考えられる場
合、基礎評定「ｃ－」

とし、次の仮評定の決
定の際に、評価点の合
計から100点を差し引く 

＜仮評定の決定＞ 
②(3)～(5)の評価点を合計
し、評価点が＋200点以上

の場合は、基礎評定から
一段階上げることについ
て 考 慮 す る 。 な お 、

「ｓ」評定への引き上げ
は、「ａ」評定から更に
特筆すべき点があった場

合に考慮する。 

(例:評定の引き上げ） 
「ｂ」⇒「ａ」、「ｃ」⇒

「ｂ」 
(例:評定の引き下げ) 
「ｂ」⇒「ｃ」、「ｃ」⇒

「ｄ」 
 
注）「製表基準書類」とあ

る の は 、 「 委 託 仕 様
書」、「製表基準」とあ
るのは「委託仕様書」、

「製表結果」とあるのは
「成果物」と読み替る。 

 

【指標】 
・専任職員による回答の支
援状況 

 
(2)評定の決定 

上記(1)の各統計調査
の仮評価結果を基に、以
下の手順により、評定を
決定する。 
①統計調査ごとの仮評定
を数値に変換 
仮評定 変換値 

ｓ ４ 

ａ ３ 

ｂ ２ 

ｃ １ 

は８月19日にそれぞれ達成した。 
さらに、その後も督促業務を継続しており、経済構造実態調査の回収

率（回答企業数/調査対象数、以下同じ）99.9％、オンライン回答率（オ
ンライン回答企業数/回答企業数、以下同じ）89.6％、科学技術研究調査
の回収率99.7％、オンライン回答率88.5％、経済産業省企業活動基本調
査の回収率99.9％、オンライン回答率89.3％（いずれも令和８年３月31
日時点）となった。 
サービス産業動態統計調査については、総務省からの委託仕様書にお

いて、目標回収率は速報で65％、確報で75％、目標オンライン回答率は
80％とされており、目標回収率及び目標オンライン回答率を毎月達成し
た。 

⑦ 調査実施後サポートプロセス 
(ｱ) 督促業務 

３統計調査については、回答期限（令和７年６月30日）の12日前とな
る６月18日に回答期日を通知（リマインド）し、回答期限を過ぎても未
回収となっている企業には、７月以降、架電、文書及び政府統計オンラ
インサポートシステムへのメッセージ掲載の手段を組み合わせて督促を
行った。 

具体的には、計３回の督促状発出とシステムへのメッセージ掲載及び
サポートスタッフによる架電を組み合わせて丁寧に回答を促すととも
に、回答期限の延期を求められた場合には、企業の担当者の事情に合わ
せて新たな期限を設定するなど、企業に寄り添いながら回答を支援する
ことで回収率の向上に努めた。 

サービス産業動態統計調査については、毎月下旬における未回収企業
のうち、主に企業の担当者と接触できない企業に対して督促はがきを発
送するとともに、経常的に実施する月次調査であることを勘案し、企業
の状況に応じて適切なタイミングで随時督促架電を行った。 

このほか、更なる回収率の向上を目指し、令和７年１月から９月まで
の全ての月において未回収であった17企業について、総務省と連携して
督促状を発送したり、また、企業担当者へのヒアリングを行ったりし
て、最終的に令和８年１月８日をもって全17企業からの回収が完了し
た。これにより、サービス産業動態統計調査の全てのサポート対象企業
から、少なくとも一度は調査票の回収が完了した。今後、企業への継続
的なアプローチを行うことにより、安定的な回収を図っていく。 

(ｲ) 審査業務 
３統計調査において回収した調査票データの審査は、記載内容の簡易

なチェック（目検等）、機械による調査項目単体でのチェック、調査項
目間のクロスチェック、産業分類や生産物分類と調査項目間のクロスチ
ェックと段階的に複雑な内容になっていくが、その際に発見されたエラ
ーに関する企業への疑義照会の回数を可能な限り少なくするため、サポ
ートスタッフは、あらかじめデータチェックロジックの全体像を頭に入
れた上で、エラーとなった調査項目に加えて関連する項目もまとめて企
業に確認するなどして効率的・効果的に作業を行い、予定どおり令和７
年12月５日に全ての審査を完了することができた。 

なお、12月６日以降に回収した調査票については、総務省及び経済産
業省と連携しながら、集計に反映できるよう対応している。 

経常的な月次調査であるサービス産業動態統計調査については、各企
業の特性に応じた毎月の数字の変化を迅速に確認することが重要となる
ことから、各企業を担当するサポートスタッフが数値の前月比・前年同
月比をチェックし、速やかに企業への疑義照会を行うなどして、遅滞す
ることなく着実に審査を行った。 

(ｳ) 疑義照会 
企業への疑義照会においては、システム内の安全な環境でのメッセー

ジやファイルのやりとりを可能とする政府統計オンラインサポートシス
テムの疑義照会機能を活用し、これに架電による照会を組み合わせて効
率的に作業を行うとともに、やりとりの履歴を全て保存して疑義内容と
データ修正のプロセスを明確にすることで、回答内容についての正確性
を確保している。 
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ｄ ０ 

 
②上記①の統計調査ごとの

数値に対して、以下のア
～ウの性質に応じた値を
乗じ、重み付け 

ア 統計調査の位置付け 

基幹統計 
（を含む業務） 

左記以外 

２ １ 

イ 要員規模（計画値） 
大 

（１万人日以上） 
２ 

中 
（１千人日以上） 

１.５ 

小 
（１千人日未満） 

１ 

 
ウ 年度目標における重要

度の設定 

 
③上記②の値を用いて加重
平均を算出し、評定区分

を当てはめる 

加重平均値 

※ 
評 定 

3.5以上 Ｓ 

2.5以上 
～3.5未満 

Ａ 

1.5以上 
～2.5未満 

Ｂ 

0.5以上 
～1.5未満 

Ｃ 

0.5未満 Ｄ 

※小数点以下第二位を四捨五入 

 

 

重要度高 左記以外 

２ １ 

＜令和８年統計調査の実施＞ 
⑤ 準備プロセス 
(ｱ) 事務処理マニュアルの整備 

令和８年調査では、経済センサス－活動調査、科学技術研究調査及び
サービス産業動態統計調査の実施を受託する。経済センサス－活動調査
については、前回の令和３年調査及び直近の経済構造実態調査の実施で
得られた改善点を反映した事務処理マニュアルの整備を進めている。科
学技術研究調査及びサービス産業動態統計調査は令和７年調査の実施で
得られた改善点を反映した事務処理マニュアルの整備を進めている。 

(ｲ) 調査対象企業名簿の更新・整備 
サポート対象企業の合併・分割等による開廃、名称・所在地変更等の

状況を経常的に把握し、それを反映した調査用名簿の更新を着実に行う
とともに、調査関係書類発送のための送付先情報（企業の担当部署等の
情報）の更新も併せて実施した。 

(ｳ) 調査用品の作成 
令和８年経済センサス－活動調査及び科学技術研究調査の調査票の配

布・回収を同時に行うため、調査ごとに封入する調査関係書類を一つの
封筒に収めて送付するための一括送付用封筒・一括送付状、政府統計オ
ンラインサポートシステム利用ガイドなどの調査用品を作成するととも
に、Excel形式の電子調査票を内製した。 

なお、電子調査票の作成に当たっては、令和８年経済センサス－活動
調査の事業所調査票が産業ごとに異なるうえ、調査事項も複雑多岐に渡
る点等を踏まえ、開発期間及び確認・検証期間を十分に確保したうえで
計画的に進めるとともに、一部の企業ではセキュリティ上の制約により
マクロ機能付きの電子調査票が利用できないことから、Excel関数を活用
した入力制御を実装することで利便性の向上を図った。 

(ｴ) サポート対象企業への訪問 
令和８年経済センサス－活動調査では、公表早期化に加え、地域別の

集計結果が作成されることから、調査票の早期回収及び事業所単位の正
確な回答が求められる。このため、2025年経済構造実態調査において調
査票の提出が著しく遅れた企業や事業所単位の回答が不十分だった企業
（計21企業）を対象として総務省統計局の担当者とともに往訪のうえ、
調査票提出期限の遵守や事業所ごとの調査項目への確実な回答を依頼す
ることにより、令和８年調査の実施事務及び審査事務の円滑化を図っ
た。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－３ 公的統計の発展の支援に関する事項（政府統計共同利用システムの運用管理及び統計基盤のデジタル化の推進） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10 条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10 条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【困難度：高】 

政府統計共同利用システムは、国民、企業等の秘密を含む調査票情報や市場に

影響を与える公表前の統計情報を扱っており、新たに調査票情報の二次的利用

に関する新システムも加わることから、より一層の確実なセキュリティの確保

及び徹底した情報管理が求められる上、政府等が実施する統計調査等業務を行

うための各種機能を備えた政府統計の中心となる重要なシステムであることか

ら、その運用管理には高いシステム稼働率の達成が求められるため。 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※１) 

４年度 

(※１) 

５年度 

(※２) 

６年度 

(※２) 

７年度 

(※２) 

システム稼働

率 

国民向け 
サービス：
99.75％以上 
行政向け 
サービス： 
99.5％以上 

 国民向け 
サービス： 
100.00％ 
行政向け 
サービス： 
99.99％ 

国民向け 
サービス： 
100.00％ 
行政向け 
サービス： 
99.99％ 

国民向け 
サービス： 
100.00％ 
行政向け 
サービス： 
99.77％ 

国民向け 
サービス： 
99.96％ 
行政向け 
サービス： 
99.76％ 

国民向け 
サービス： 
99.67％ 
行政向け 
サービス： 
99.81％ 

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政サービス実施コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（３）政府統計共同利用システムの運用
管理及び統計基盤のデジタル化の推進 
「政府統計共同利用システム基本規

程」（令和５年５月 31 日統計基盤デジタ
ル化推進会議決定）に基づき、政府統計共
同利用システムの適正かつ円滑な運用管
理や利用者が同システムの各機能を円滑
に利用するために必要な支援等を行うと
ともに、統計データの提供を確実に行う
こと。なお、政府統計共同利用システムの
システム稼働率は、保守作業等（回線工事
等の外部要因を含む。）による計画停止時
間を除き、国民向けサービスについては
99.75％以上、行政向けサービスについて
は 99.50％以上を目標とすること。 
公的統計基本計画等に基づき、統計基

盤のデジタル化の推進を図るため、利用
者の利便性向上に資する取組を進めると
ともに、引き続き高度利用型統計データ
化を図るための取組を進めること。また、
政府統計共同利用システムの更改に向
け、関係する各種政府決定等を踏まえつ
つ、現状のシステム機能や運用面におけ
る諸課題を整理した上で、課題解決策を
整理するための調査を実施すること。 

【指標】 
・政府統計共同利用システムの運用管
理状況 

・国民向けサービスに係るシステム稼
働率（計画停止期間を除く。）
（99.75％以上） 

・行政向けサービスに係るシステム稼
働率（計画停止期間を除く。）（99.50%
以上） 

・政府統計共同利用システムの利便性
の向上及び統計基盤のデジタル化の
推進に向けた取組状況 

・参考指標：政府統計の総合窓口（e-
Stat）、地図で見る統計（jSTAT MAP）
及び政府統計オンライン調査総合窓
口（e-Survey）のシステム利用実績 

 

（３）政府統計共同利用システムの運用管理
及び統計基盤のデジタル化の推進 
「政府統計共同利用システム基本規程」

（令和５年５月31日統計基盤デジタル化推進
会議決定）に基づき、政府統計共同利用シス
テムの適正かつ円滑な運用管理や利用者が同
システムの各機能を円滑に利用するために必
要な支援等を行うとともに、統計データの提
供を確実に行う。なお、政府統計共同利用シ
ステムのシステム稼働率は、保守作業等（回
線工事等の外部要因を含む。）による計画停
止時間を除き、国民向けサービスについては
99.75％以上、行政向けサービスについては
99.50％以上を目標とする。 
公的統計基本計画等に基づき、統計基盤の

デジタル化の推進を図るため、利用者の利便
性向上に資する取組を進めるとともに、引き
続き高度利用型統計データ化を図るための取
組を進める。また、政府統計共同利用システ
ムの更改に向け、関係する各種政府決定等を
踏まえつつ、現状のシステム機能や運用面に
おける諸課題を整理した上で、課題解決策を
整理するための調査を実施する。 
 
 
 

＜評価の視点＞ 

・政府統計共同利用シス

テムの運用管理は、適

切に行われているか。 

 

・国民向けサービスに係

るシステム稼働率（計

画停止期間を除く。）

（99.75％以上） 

 

・行政向けサービスに係

るシステム稼働率（計

画停止期間を除く。）

（99.50%以上） 

 

・政府統計共同利用シス

テムの利便性の向上及

び統計基盤のデジタル

化の推進に向けた取組

は、適切に行われてい

るか。 

 

・政府統計共同利用シス

テムの更改に向け、課

題解決策を整理するた

めの調査を適切に実施

しているか。 

 

【参考指標】 

・政府統計の総合窓口

（e-Stat）、地図で見

る統計（jSTAT MAP）

及び政府統計オンライ

ン調査総合窓口（e-

Survey）のシステム利

用実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）政府統計共同利用システムの運用管理及び統計基盤のデジタル化の推進 
ア サービスの提供 

政府統計共同利用システムは、一般の国民が利用する「政府統計の総合窓口(e-
Stat)及び「政府統計オンライン調査総合窓口(e-Survey)」と、行政機関が利用す
る「利用機関総合窓口（業務ポータル）」の２種類のサービスに大別され、24時間
365日のサービス提供を行っている。 

イ 情報セキュリティ対策 
システムの情報セキュリティ対策については、システム内にある不正アクセス遮

断機能及びファイアウォール機能が出力するログの監視を24時間365日行うととも
に、専門業者による情報セキュリティ監査を実施した。情報セキュリティ監査の結
果において指摘を受けた部分に関しては、速やかに対応を行った。また、システム
の運用管理に係る情報セキュリティ対策の更なる確保・向上を目的として、第三者
によるリスク分析・評価を実施し、常に最新の脆弱性情報を確認しながら必要なセ
キュリティ対策を講じている。 

ウ 統計地理情報システムなどのデータ整備及び登録 
政府統計共同利用システム利用要領に基づいて、行政機関からの依頼により運用

管理機関である統計センターが、「地域統計分析システム」に係る項目定義等及び
「統計地理情報システム」に係る以下の統計調査等データの登録を行った。 

・令和２年国勢調査-（JGD2000及びJGD2011） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ、250mメッシュ 
  ５歳階級別人口 
  労働力状態、産業分類及び職業分類別人口（15歳以上） 
  住宅の所有及び建て方 
  ５年前の常住地及び従業地・通学地等 

・平成27年国勢調査-（JGD2000） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ、250mメッシュ 
  ５歳階級別人口 
  労働力状態、産業分類及び職業分類別人口（15歳以上） 
  住宅の所有及び建て方 
  ５年前の常住地及び従業地・通学地 

・令和２年国勢調査（JGD2000及びJGD2011）及び平成27年国勢調査-（JGD2000） 
125mメッシュ 
  参考表 

・令和２年国勢調査（JGD2000及びJGD2011）及び平成27年国勢調査-（JGD2000） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ、250mメッシュ、125mメッシュ 
 都道府県別データ 

・令和６年経済センサス-基礎調査／都道府県・市区町村 

・令和３年経済センサス‐活動調査‐世界測地系（JGD2000及びJGD2011） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ  

都道府県別データ 

・平成28年経済センサス‐活動調査‐世界測地系（JGD2000） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ （第１次区画別） 
  産業（中分類）別事業所数及び従業者数 
  産業（小分類）別事業所数及び従業者数 
  従業者規模、経営組織、開設時期別事業所数及び従業者数 
  企業産業、経営組織、企業常用雇用者規模、資本金階級別企業数 

・平成28年経済センサス‐活動調査‐世界測地系（JGD2000） 
１kｍメッシュ、500ｍメッシュ  

都道府県別データ 

・平成28年経済センサス-活動調査／小地域（町丁・大字）再登録分 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評価根拠】 

 情報セキュリティにおいては、
以下の対策により、情報セキュリ
ティの確保、更なる向上に努め
た。 
・セキュリティ装置等のログを24
時間365日監視 
・情報セキュリティ監査を実施
し、指摘を受けた部分については
速やかに対応を実施 
・第三者によるリスク分析・評価
を実施し、常に最新の脆弱性情報
を収集し必要な対策を実施 
 
地理情報システムなどのデー

タ整備及び登録については、デー
タの整備、登録を確実に実施し
た。 
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・令和６年人口動態調査／都道府県 

・2023年漁業センサス／都道府県・市町村 
「標準地域コード管理システム」については、令和８年３月31日官報告示分ま
での廃置分合等のデータの整備及び登録を行った。 

エ システム稼働 
令和７年度のシステム障害によるサービス停止については、国民向けサービス及

び行政機関向けサービスのそれぞれにおいて、次の状況であった。 

【国民向けサービス】 
サービス停止回数：３件 
サービス停止時間合計：29時間5分 
システム稼働率：99.67％（前年度99.96％） 

【行政機関向けサービス】 
サービス停止回数：２件 
サービス停止時間合計：16時間20分 
システム稼働率：99.81％（前年度99.76％） 

サービス停止となったシステム障害の内容と対策については、以下のとおり。 

【国民向けサービス】 
(ｱ) 令和７年４月、クラウド基盤で提供される基幹データベースにおいて障害

が発生し、e-Stat及びe-Surveyに接続できない状態が約15時間30分発生し
た。機器障害とデータベース制御ソフトウェアの不具合が原因であり、機器
交換と修正パッチを適用し、恒久的な対策を実施した。 

(ｲ) 令和７年10月、利用するクラウド基盤に障害が発生し、e-Stat及びe-Survey
に接続できない状態が約50分発生したが、クラウド基盤の対応により、サー
ビス復旧となった。クラウドベンダからは当該事象に対する再発防止対策を
行った旨の報告を受けている。 

(ｳ) 令和８年３月、利用するクラウド基盤のネットワークサービスに障害が発
生し、e-Statに接続できない状態が約12時間45分発生したが、クラウド基盤
の対応により、サービス復旧となった。クラウドベンダからは当該事象に対
する再発防止対策を行った旨の報告を受けている。 

【行政機関向けサービス】 
(ｴ) 令和７年４月、上記(ｱ)の事象により、利用機関総合窓口に接続できない状

態が約15時間30分発生し、同様の対応を行った。 

(ｵ) 令和７年10月、上記(ｲ)の事象により、利用機関総合窓口に接続できない状
態が約50分発生し、同様の対応を行った。 

 
国民向けサービスは目標システム稼働率99.75％を達成することができなかった

が、行政機関向けサービスに関しては目標システム稼働率99.5％を達成した。上記
のとおり、いずれもサービス停止の原因はクラウド基盤の障害に起因したものであ
るが、クラウド基盤利用のリスクを踏まえ、サービスの稼働状況をリアルタイムで
監視し障害を早期に検知できる体制を進めるとともに、障害発生時における迅速な
復旧対応、利用者への速やかな周知及び問合せ対応等、サービス障害時の適切な対
応を実施していく。 

オ 機能改修 
行政機関や利用者等からの要望を踏まえ、更なる利便性の向上を図るため継続的

にシステムの機能改修を行っている。 
オンライン調査システムにおいては、調査対象者の負担軽減及び利便性向上を図

るため、ユーザーインターフェイスの見直しなどの機能の追加・改善を行った。 
オンサイト利用システムに関しては、令和７年３月に運用を開始したこともあっ

て、利用者からは多くの改修要望を受けており、調査票情報の早期提供に資する機
能改修を優先的に行い、利便性の向上を図っている。 

カ 利用者支援 
(ｱ) 広報活動等 

政府統計共同利用システムの利用促進を図るため、自治体総合フェア等に参加
し、e-Statや地図で見る統計（jSTAT MAP）等の紹介、パンフレット配布等を行
った。 

 
 
 
 
 

 システム稼働率は、国民向けサ
ー ビ ス が 99.67 ％ （ 前 年 度
99.96％）、行政機関向けサービス
が99.81％（前年度99.76％）であ
った。国民向けサービスは目標の
99.75％を0.08ポイント下回った
が、行政機関向けサービスは目標
の99.5％を0.31ポイント上回っ
た。 
サービス停止は国民向けサー

ビスで３件、行政機関向けサービ
スで２件発生した。 
全５件の障害は、クラウド基盤

で提供される基幹データベース
の機器障害及びソフトウェア不
具合、並びにクラウド基盤自体の
障害に起因するものであった。 
対策として、機器交換や修正パ

ッチの適用といった恒久対策を
実施し、クラウドベンダから再発
防止対策の報告を受けた。 
国民向けサービスは目標未達

となったものの、行政機関向けサ
ービスは目標を達成した。 
全ての障害がクラウド基盤に

起因したことから、クラウド利用
特有のリスクを認識し、障害発生
時の迅速な対応、利用者への迅速
な周知、適切な問合せ対応等、サ
ービス障害時の対応を実施して
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政機関や利用者等からの要
望を踏まえ、更なる利便性の向上
を図るため、オンライン調査シス
テムやオンサイト利用システム
の機能改修を実施した。 
 
 
 

利 用 者 支 援 に つ い て は 、
CEATEC2025等に参加し一般利用
者への広報活動、地方公共団体や
各種団体からの依頼を受けた研
修の実施により利活用の促進を
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(ｲ) 地方公共団体等への支援 
利活用促進の観点から、地方公共団体や各種団体からの依頼による地図で見る

統計（jSTAT MAP）の研修を行っている。令和７年度においては、以下の研修を
実施した。 

 

(ｳ) オンライン調査に係る照会対応 
システム操作方法、テスト環境・本番環境構築手順、電子調査票の開発方法等

に係る行政機関や調査対象者からの問合せに対し、回答・提案を行った。令和７
年度は、e-Surveyを利用する123の統計調査のほか、８年度以降に利用が予定さ
れている調査のうち８府省の16調査への照会対応を行った。行政機関や調査対象
者からの問合せ件数は806件（電話350件、メール456件）であった。 

＜参考＞年度別実施調査数・うち新規調査数 

年度 実施調査数 うち新規調査 
平成29年度 73 ５ 
平成30年度 70 ６ 
令和元年度 90 24 
令和２年度 94 10 
令和３年度 90 ５ 
令和４年度 102 11 
令和５年度 117 17 
令和６年度 119 13 
令和７年度 123 ６ 

(ｴ) 行政機関に対する研修 
令和７年度の行政機関に対する研修は、「統計表管理システムの操作方法」、「統

計情報データベースの操作方法」、「オンサイト利用システムの操作方法」、「オン
ライン調査システムの操作方法」、「汎用集計システムの操作方法」等の11コース
を５月及び11月に集合形式で実施し、延べ329名（前年度215名）が受講した。操
作演習を行う際は、受講者をサポートするための人員を配置し、受講者のフォロ
ーを行うことで研修の習熟度向上に努めた。 
オンライン調査システムの研修コースでは過去の研修受講者からの要望を踏

まえ、令和７年度においてはオンライン調査システム利用実施経験がある行政機
関の職員に対して、事前アンケートにてシステムを活用する上で考慮するポイン
ト、改善した点や留意点等について情報収集し、その内容を「事例紹介」として
講義を行うことで、研修内容の充実化を図った。また、受講者ニーズに応えるた
めの取組として、講師の案内に沿って受講者全員で演習を進める方式と自習中心
で受講者のペースで演習を進める方式の２種類を実施しており、受講者からは好
評を得ている。 

 
 

日付 研修名等 来場者数 
R7.06.05～07 New Education Expo 2025 

（TFTビル（東京ファッションタウン）） 
8,459人 

R7.06.13～14 New Education Expo2025 
（OMM（大阪マーチャンダイズ・マート）） 

4,819人 

R7.07.16～18 自治体総合フェア2025 
（東京ビックサイト 西３・４ホール） 

8,648人 

R7.10.08～9 地方自治情報化推進フェア2025 
（幕張メッセ 国際展示場 展示ホール９～11） 

7,698人 

R7.10.14～17 CEATEC2025 
（幕張メッセ 国際展示場 展示ホール４ 

地方創生2.0特設パビリオン） 

98,884人 

日付 研修名等 研修方式 受講者数 
R7.05.26 
   05.27 

佐賀県主催「令和７年度 統計データ利活
用推進研修（実務入門編）」（佐賀県） 

対面 63名 
47名 

R8.01.21 jSTAT MAPに関する講習会（川崎市） 対面 11名 

図った。また、システム操作方法、
テスト環境・本番環境構築手順、
電子調査票の開発方法等に係る
行政機関や調査対象者からの問
合せに対して回答・提案を行った
ことにより、政府統計共同利用シ
ステムの利用促進を図った。 
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キ 利用実績 
e-Statにおいて、令和７年度末における統計表管理システムに登録されている統

計表データ（Excel、CSV等）は、744統計、1,472,100ファイル（前年度末734統計、
1,408,257ファイル）で、前年度末に比べて10統計調査、63,843件（4.5％）増加し
た。また、統計情報データベースに登録されているデータベース化された統計は、
294統計（前年度292統計）で、前年度末に比べて２統計が増加した。 
７年度における統計表管理システムの統計表ダウンロード数（クローラ除く）は、

78,783,016件（前年度66,527,751件）で、前年度から12,255,265（18.4％）増加し
た。また、統計情報データベースの利用件数（クローラ除く）は、16,455,273件（前
年度10,886,070件）で、前年度から5,569,203件（51.2%）増加した。 
また、e-Surveyにおいては、「民間企業の勤務条件制度等調査（人事院）」、「企業

行動に関するアンケート調査（内閣府）」、「労働力調査（総務省）」、「法人企業統計
調査（財務省）」、「学校基本調査（文部科学省）」、「毎月勤労統計調査（厚生労働省）」、
「農業物価統計調査（農林水産省）」、「海外事業活動基本調査（経済産業省）」、「建
築物リフォーム・リニューアル調査（国土交通省）」、「民間事業者等における内部
通報制度の実態調査」（消費者庁）、「こどもの福祉と保健に関する状況報告」（こど
も家庭庁）、「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調
査」（個人情報保護委員会）、「民間給与実態統計調査（国税庁）」、「エネルギー消費
統計調査（資源エネルギー庁）」、「知的財産活動調査（特許庁）」、「中小企業実態基
本調査（中小企業庁）」、「旅行・観光消費動向調査（観光庁）」、「環境保健サーベイ
ランス調査（環境省）」、「全国企業短期経済観測調査（日本銀行）」、「東京都財政収
支調査（東京都）」等、20府省庁等の123統計調査（前年度19府省庁等の119統計調
査）で利用され、利用統計調査の総回答件数は約330万件であった。 

令和７年度における統計表管理システムの利用状況 
単位：件,％ 

 令和６年度 令和７年度 増減率 
トップページアクセス数 14,657,966 14,409,191 98.3％ 
統計表登録数 1,408,257 1,472,100 104.5％ 
統計表ダウンロード数 66,527,751 78,783,016 118.4％ 
データベース登録数 216,094 223,401 103.4％ 
データベース利用件数 10,886,070 16,455,273 151.2％ 

ク ＡＰＩ*1機能及び統計地理情報システム機能の確実な運用 
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年６月７日閣議決定）等に基づ

き、統計データのオープン化の推進・高度化を図るため、「政府統計の総合窓口（e-
Stat）」のＡＰＩ機能及び統計地理情報システム機能の地図で見る統計（jSTAT MAP）
の運用を引き続き実施している。 
ＡＰＩ機能の提供については、国勢調査等の主要な統計データをアプリケーショ

ンから手軽に取得できるようになり、地方公共団体や民間企業において独自にアプ
リケーションを開発し、新しいサービスを提供するなど、統計データの利用が広が
っている。 
統計地理情報システム機能の地図で見る統計（jSTAT MAP）については、公共機

関において、公共施設の適正配置の検討、地域振興施策の立案、防災計画、都市計
画の策定、無人航空機の飛行許可申請等様々な行政施策立案の基礎資料として利用
されている。 
なお、新規利用登録数は、ＡＰＩ機能が44,602件、jSTAT MAPが44,299件となっ

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-Stat統計データの登録状況
について、令和７年度末時点で統
計表管理システムには744統計、
1,472,100ファイルが登録され、
前年度比で10統計、63,843ファイ
ル（4.5％）増加した。 
統計情報データベースには294

統計が登録され、前年度比2統計
増加した。 
利用状況については、統計表ダ

ウンロード数は78,783,016件で
前年度比12,255,265件（18.4％）
増加し、統計情報データベースの
利用件数は16,455,273件で前年
度比5,569,203件（51.2％）増加し
た。 
いずれも大幅な利用増を示し、

統計データへのアクセス需要が
拡大している。 
e-Surveyについては、20府省庁

等の123統計調査（前年度比4統計
調査増）で利用され、総回答件数
は約330万件に達した。人事院、内
閣府、各省庁の基幹統計調査をは
じめ、幅広い統計調査において利
用が定着し、オンライン調査シス
テムとしての役割を果たしてい
る。 
 
 
 
 
 
ＡＰＩ機能及び統計地理情報

システム機能の地図で見る統計
（jSTAT MAP）の運用を確実に行っ
たことにより、新規利用登録数
は、ＡＰＩ機能は44,602件、jSTAT 
MAPは44,299件となった。令和２
年度から６年度までの新規利用
登録数平均（34,397件、33,962件）
に比べ、ＡＰＩ機能は対平均比
129.7％、jSTAT MAPは対平均比
130.4％となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1ＡＰＩ（Application Programming Interface）：ＯＳ（基本ソフトウェア）などが提供している機能を他のプログラム（アプリケーション・ソフトウェアなど）から呼び出す際の取り決め、仕様のこと。  
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単位：件 

 
令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

5か年度

平均

（A） 

７年度 

（B） 

増減比 

（B)/(A) 

API機
能利用
登録数 

28,317 30,775 34,290 37,398 41,205 34,397 44,602 129.7 

jSTAT 
MAP利
用件数 

799,842 515,870 719,054 705,630 720,030 692,085 754,228 109.0 

jSTAT 
MAP利
用登録
数 

28,446 31,033 34,765 38,165 37,399 33,962 44,299 130.4 

ケ ＬＯＤ*2による統計データの提供 
e-Stat内の統計ＬＯＤ機能により、オープンデータの最上位レベルであるＬＯＤ

による統計データの提供を実施している。なお、令和８年３月末現在の累計利用件
数*3は169,151,477件（７年３月末現在累計利用件数125,859,018件）である。 

コ システム更改に向けた検討 
令和10年１月に予定しているシステム更改について、外部委託事業者を活用し、

現状の課題を整理した上で、解決策の検討を実施した。 
運用・保守の効率化、コスト削減を図るため、現在のパブリッククラウドからデ

ジタル庁が運用するガバメントクラウドへの移行も視野に入れつつ、クラウドサー
ビスの更なる活用の検討及び投資対効果の検証を実施した。ガバメントクラウドの
利用要件となるアプリケーションのモダン化（コンテナ化やオートスケール化）を
16のサブシステム全てで対応した場合では、経済合理性が著しく低い結果となった
が、国民向けサービスであるe-Stat及びe-Surveyのみを対象にモダン化を行うこと
が最も投資対効果が高い結果となった。このため、今回のシステム更改においては、
ガバメントクラウドへの移行は見送り、現行システムと同様にパブリッククラウド
でe-Stat及びe-Surveyのモダン化とクラウドサービスの活用範囲拡大を行う方針
とした。 
また、e-Statについては、「公的統計基本計画」を踏まえ、多様な利活用ニーズ

や高度な分析ニーズに応えるため、利便性・検索性の向上の検討を行った。e-Stat
の利用頻度が少ないライトユーザをペルソナ（具体的な状況を想定して設定する架
空のユーザ像）として現状の課題と評価を実施するとともに、諸外国10機関の統計
データ提供サイトをユーザーインターフェイス／ユーザエクスペリエンスの観点
から調査を実施し、次期e-Statに有用と考えられる機能と画面構成を整理した。更
なる改善を図るため、この結果を踏まえつつ、総務省と連携して次期e-Statの利便
性・検索性向上に向けた見直しの検討を継続して行っている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＬＯＤによる統計データの提

供については、令和８年３月末現
在の累計利用件数169,151,477件
（前年度末125,859,018件）とな
り、対前年度比134.4％となった。 
 
令和10年１月のシステム更改

に向け、外部委託事業者を活用し
て現状課題の整理と解決策を検
討した。 
ガバメントクラウドへの移行

も含め投資対効果を検証した結
果、全16サブシステムのモダン化
は経済合理性が低く、e-Stat及び
e-Surveyに限定したモダン化が
最も効果的であることから、e-
Stat及びe-Surveyのモダン化と
クラウドサービスの活用範囲拡
大を行う方針とした。 
この分析に基づき、パブリック

クラウドでの両システムのモダ
ン化とクラウドサービス活用範
囲拡大という合理的な方針を決
定した。 
また、e-Statについては、ライ

トユーザをペルソナとした現状
評価と諸外国10機関のサイト調
査を実施し、次期システムに有用
な機能と画面構成を整理した。こ
の成果を基に総務省と連携して
継続的な改善検討を推進してい
る。 
 
以上のことから、行政機関や利

用者等からの要望を踏まえ、利便
性の向上を図るためのシステム
機能の改修を進めた。 
システムの稼働については、障

害等が発生したが、速やかに復旧
したことなどにより、利用者への
影響を最小限にとどめた。 
なお、システム稼働率は、国民

向けサービスが99.67％で目標を

 
*2ＬＯＤ（Linked Open Data）：誰でも利用可能な全てのデータ同士がリンクしたデータ。星の多さでオープンデータの公開レベルを示す５スターオープンデータの考え方で、最上級のデータ形式と位置付けられている。  
*3利用件数は SPARQL クエリー（LOD などの RDF を用いて定義されたデータを取得するためのクエリー言語）の実行された件数を計上している。 
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0.08ポイント下回り、行政機関向
けサービスが99.81％で目標を
0.31ポイント上回った。 
ＡＰＩ機能及び地理情報シス

テム機能（jSTAT MAP）等のさまざ
まなデータの運用を確実に行っ
たことにより、新規利用登録数
は、ＡＰＩ機能は44,602件、jSTAT 
MAPは44,299件となり、それぞれ
令和２年度から６年度までの間
における利用登録数平均と比べ
て Ａ Ｐ Ｉ 機 能 は 対 平 均 比
129.7％、jSTAT MAPは対平均比
130.4％となった。 
ＬＯＤによる統計データの提

供については、令和８年３月末現
在の累計利用件数169,151,477件
（前年度末125,859,018件）とな
り、対前年度比134.4％となった。 
e-Statについては、「公的統計

の整備に関する基本的な計画（令
和５年３月28日閣議決定）」を踏
まえ、多様な利活用ニーズや高度
な分析ニーズに応えるため、利便
性・検索性の向上の検討を行った
こと。 
これらのことから、所期の目標

を概ね上回る成果で達成してい
るものの、国民向けサービスのシ
ステム稼働率が目標を下回った
ことから、当該項目の評定をＢと
した。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

118



 

独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－４ 公的統計の発展の支援に関する事項（事業所母集団データベースの整備及び運用管理） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※１) 

４年度 

(※１) 

５年度 

(※２) 

６年度 

(※２) 

７年度 

(※２) 

  
      

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

 
       

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

 
       

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（４）事業所母集団データベースの整備及
び運用管理 
統計法第27条に規定する事業所母集団

データベースの整備について、総務省が定
める基準に基づき、事業所母集団情報の登
録、更新等の整備業務を実施するととも
に、事業所母集団データベースシステムを
用いて、各府省等に対する事業所母集団デ
ータベースに記録されている情報の提供
や調査対象者の重複是正の支援、統計調査
の調査履歴の登録管理等の運用管理を行
うこと。また、公的統計基本計画における
指摘を踏まえ、総務省が行う、母集団情報
の効果的かつ効率的な整備を推進するた
めの検討に対して、技術的な面からの支援
を行うこと。 

【指標】 
・事業所母集団データベースの整備状             
況 

・事業所母集団データベースの運用管
理状況 

・総務省が行う検討に対する技術的な
面からの支援状況 

 

（４）事業所母集団データベースの整備及び運用
管理 
統計法第27条に規定する事業所母集団データ

ベースの整備について、総務省が定める基準に基
づき、事業所母集団情報の登録、更新等の以下の
整備業務を適切に実施するとともに、事業所母集
団データベースシステムを用いて、各府省等に対
する事業所母集団データベースに記録されてい
る情報の提供や調査対象者の重複是正の支援、統
計調査の調査履歴の登録管理等の運用管理を適
切に行う。 

① 企業調査支援事業で把握する情報を用い
たデータ整備 

② EDINET（金融商品取引法（昭和23年法律第
25号）に基づく有価証券報告書等の開示書類
に関する電子開示システム）情報、各府省が
実施する事業所・企業に関する統計調査の情
報等を用いたデータ整備 

また、公的統計基本計画における指摘を踏ま
え、総務省が行う、母集団情報の効果的かつ効率
的な整備を推進するための検討に対して、技術的
な面からの支援を行う。 
 
 
 
 
 
 

 

＜評価の視点＞ 

・事業所母集団データベ

ースの整備・運用管理

に関する事務は適切に

行われているか。 

 

・総務省が行う検討に対

する技術的な面からの

支援が、適切に行われ

ているか。 

（４）事業所母集団データベースの整備及び運用管理 
事業所母集団データベースは、事業所・企業を対象とする母集団情報を整備し、

各府省等からの申請に基づき母集団情報を提供するとともに、各府省が行う統計
調査対象者の重複是正を支援し、実施した統計調査の調査履歴を管理する。 

ア 事業所母集団データベースの整備 
(ｱ) 事業所母集団データベースのデータ整備に係る照会業務に関する製表

登録事務 
事業所母集団データベースに登録されている事業所・企業のうち、傘下事

業所を複数有する法人企業（経済構造実態調査の企業調査支援事業の対象事
業所・企業を除く）、労働保険情報及び商業・法人登記簿情報に基づく新設・
廃業候補事業所を対象に、令和７年６月１日現在で総務省が実施した照会結
果から得られた情報について、受付チェック、産業分類符号格付及びデータ
チェック・審査を行い、令和８年度のデータベースへの更新に向けて、デー
タ整備を行った。 

(ｲ) 企業調査支援事業による事業所・企業情報の把握及びデータ整備 
国税庁法人番号公表サイトの変更情報や有価証券報告書等の情報を定期

的に確認するとともに、民間商用データベースの合併・分割等情報を基にし
て企業のウェブサイトを確認する等により、サポート対象約5,000企業の開
廃、名称・所在地変更等の情報を把握し、令和８年３月31日に令和７年次フ
レーム用データ及び令和８年度サポート対象企業名簿用データを作成した。 

(ｳ) 経済センサス情報の登録 
令和７年６月に令和６年経済センサス‐基礎調査の乙調査、令和８年１月

に甲調査の結果を登録し、データベースの更新を行った。 

(ｴ) 市区町村の配置分合等におけるデータ更新 
データベースに登録された情報について、令和８年３月までに施行される

市区町村の廃置分合に対応する所在地名、郵便番号及び市外局番の変更に対
応した所在地情報の更新を行った。 

(ｵ) 行政記録情報の登録 
令和７年８月に令和６年次ＥＤＩＮＥＴ情報（令和５年６月～６年５月決

算情報）を登録し、データベースの更新を行った。 

イ 事業所母集団データベースの運用管理 
(ｱ) 母集団情報の抽出 

各府省等の事業所を対象とした統計調査の実施等に当たり、対象選定等に
必要となる母集団情報の抽出処理について、287件（前年度303件）に対応し
た。 
平成30年６月の統計法改正により、母集団情報の提供範囲が拡大され、地

方公共団体や独立行政法人等においても利用が可能となった。これにより、
令和７年度における地方公共団体の抽出処理は235件で全体の82％を占めて
おり、統計法改正以前よりも利用が拡大している。 

(ｲ) 重複是正の処理及び調査履歴の登録 
各府省から提出された調査対象名簿について、母集団データベースの情報

との照合により、１年間に実施可能な統計調査回数を超えた事業所・企業を
検出し、該当する事業所に重複是正対象フラグを付加する処理を行い、94名
簿、52統計調査、1,448,764事業所（前年度：81名簿、43統計調査、1,429,571
事業所）に対応した。 

また、各府省から調査実施後に提出された調査結果名簿の情報を用いて、
母集団データベースの調査履歴情報の更新作業を行い、230名簿、134統計調
査、2,512,456事業所（前年度：183名簿、121統計調査、2,314,487事業所）
に対応した。 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 

ア 事業所母集団データベースの
整備 
総務省が実施した照会結果から

得られた情報について、傘下事業
所を複数有する法人企業等を対象
に、受付チェック、産業分類符号格
付及びデータチェック・審査を実
施し、令和８年度のデータベース
更新に向けたデータ整備を実施し
た。 
企業調査支援事業においては、

国税庁法人番号公表サイト、有価
証券報告書、民間商用データベー
ス等、多様な情報源を活用し、サポ
ート対象約5,000企業の開廃、名
称・所在地変更等の情報を的確に
把握した上で、令和７年次フレー
ム用データ及び令和８年度サポー
ト対象企業名簿用データを期限内
に作成した。 
令和６年経済センサス-基礎調査

の乙調査及び甲調査の結果を適時
に登録し、データベースの更新を
行った。 
市区町村の廃置分合に対応した

所在地情報の更新、令和６年次Ｅ
ＤＩＮＥＴ情報の登録についても
計画どおり実施し、母集団情報の
正確性と最新性を確保した。 
 
イ 事業所母集団データベースの
運用管理 
各府省等からの母集団情報抽出

処理については、287件の依頼に対
応し、円滑に処理を完了した。 
重複是正処理については、各府

省から提出された調査対象名簿と
母集団データベースの情報を照合
し、１年間に実施可能な統計調査
回数を超えた事業所・企業を検出
する処理を実施した。調査履歴の
登録についても、各府省から提出
された調査結果名簿の情報を用い
て母集団データベースの調査履歴
情報の更新作業を適切に行った。 
また、提供用母集団情報の登録

については、令和６年経済センサ
ス-基礎調査の調査票情報を基礎と
し、令和６年次ＥＤＩＮＥＴ情報
により整備した令和６年次フレー
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(ｳ) 提供用母集団情報の登録 
新たな提供用母集団情報として、令和６年経済センサス‐基礎調査の調査

票情報を基礎として、令和６年次ＥＤＩＮＥＴ情報により整備した令和６年
次フレーム（令和６年６月１日基準時点）を作成し、令和８年３月13日から
提供を開始した。 

 ウ 総務省が行う検討に対する技術的な面からの支援 
母集団情報の効果的かつ効率的な整備を推進するための検討に対して、総

務省から技術的な面の支援依頼はなかったが、事業所母集団データベースの
整備・運用管理を行う際には、必要に応じて技術的な支援を行った。 

 

ムを令和８年３月から提供開始す
るなど、計画的かつ適切に業務を
遂行した。これらの取組により、各
府省等に対する事業所母集団デー
タベースに記録されている情報の
提供、調査対象者の重複是正の支
援、統計調査の調査履歴の登録管
理等を適切に行った。 
 
ウ 総務省が行う検討に対する技
術的な面からの支援 
令和７年度において、事業所母

集団データベースの整備・運用管
理を行う際には、必要に応じて技
術的な支援を行う体制を整備し、
総務省との連携体制を維持した。 
 
これらの取組により、総務省が

定める基準に基づく事業所母集団
データベースの整備・運用管理を
適切に実施し、所期の目標を達成
していることから、当該項目の評
定をＢとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３－５ 公的統計の発展の支援に関する事項（各府省支援） 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
【困難度：高】 

政府全体の公的統計の品質向上につながる業務であり、各府省が

実施している多種多様な統計の作成を支援するための広範かつ専

門的な知識が求められるため。 

 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
② 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

（※１） 

４年度 

（※１） 

５年度 

（※２） 

６年度 

（※２） 

７年度 

（※２） 

  
      

 予算額（千円） － － 2,770,842 2,576,631 2,513,938 

 
       

決算額（千円） － － 3,230,654 2,598,138 2,431,724 

 
       

経常費用（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

経常利益（千円） － － 668,138 153,296 △73,841 

 
       

行政コスト（千円） － － 2,700,015 2,624,534 2,747,507 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

（５）各府省支援 

公的統計基本計画に基づき、以下のとお
り各府省の統計作成を支援すること。 

・統計の作成等に関する各府省からの相
談のうち、製表に関する事項等につい
て、支援を行うこと。 

・統計基盤のデジタル化の推進に当たり、
総務省が定める基準に基づき、各府省に
対して技術的な支援を行うこと。 

【指標】 
・各府省に対する支援状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）各府省支援業務 

公的統計基本計画に基づき、以下のとおり各
府省の統計作成を支援する。 

① 統計の作成等に関する各府省からの相談
のうち、製表に関する事項等について、支援
を行う。 

② 統計基盤のデジタル化の推進に当たり、総
務省が定める基準に基づき、各府省に対して
技術的な支援を行う。 

 

＜評価の視点＞ 

・各府省に対する製表に

関する事項等について

の支援が、適切に行わ

れているか。 

 

・統計基盤のデジタル化

の推進に当たり、各府

省に対して技術的な支

援が適切に行われてい

るか。 

（５）各府省支援業務 

ア 統計の作成等に関する各府省からの相談 

総務省統計研究研修所（統計作成支援センター）において、統計に関する各府

省等からの相談を受け付けており、総務省政策統括官、統計局、統計研究研修所、

独立行政法人統計センターが連携して対応している。 

統計センターでは主に製表に関する事項等の相談に対応しており、令和７年度

は、府省等からの２件の相談に対応した。また、他の機関が主に担当する相談内

容についても共有を受け、必要に応じて製表等の観点から助言等を行い、関係者

と連携して適切に対応した。 

イ 各府省に対する技術的な支援 

「公的統計基本計画」に記載された統計基盤のデジタル化の推進に資する取組

として、総務省が定める基準に基づき、各府省に対して以下の技術的な支援を実

施した。 
(ｱ)  オンライン調査の利用促進 

政府統計オンライン調査総合窓口（e-Survey）を利用したオンライン調査
を実施するために必要となる企画設計作業等において、統計調査ごとの状況
及び要望に合わせたオンライン調査の実施方法や電子調査票の仕様検討等技
術的な支援を７府省21統計調査に実施した。そのうち、４統計調査が新たに
オンライン調査を導入した。 
また、令和８年度以降に、新たに導入支援を希望する４府省４統計調査に

対しては、各府省を訪問して、支援要望や問題点等の事前ヒアリングを行う
とともに、ホームページに掲載された調査情報等を確認し、作業量等を踏ま
え、支援の検討を行っている。 

(ｲ)  各府省の集計業務支援 
汎用集計システムを利用するために必要となる設定作業等において、統計

調査ごとの状況及び要望に合わせた技術的な支援を７府省26調査に実施し
た。そのうち、２統計調査が新たに汎用集計システムを導入した。 
また、令和８年度以降に、新たに導入を希望する２府省２統計調査に対し

ては、各府省を訪問して、支援要望や問題点等の事前ヒアリングを行うとと
もに、ホームページに掲載された調査情報や政府統計の総合窓口（e-Stat）
に掲載されている統計表及びデータベースを確認し、作業量等を踏まえ、支
援の検討を行っている。 
「規制改革実施計画」（令和５年６月16日閣議決定）を踏まえ、調査票情報

の提供の迅速化等を図るために各府省で調査票情報データの整備にあたり、
15府省15統計調査が汎用集計システムを利用した。 
また、この調査票情報データ等の整備について、特に技術的な面で各府省

の疑問点や不明な点について、個別に対応することにより、各府省における
円滑なデータ整備を支援している。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

ア 統計の作成等に関する各府省
からの相談 
総務省統計研究研修所（統計作

成支援センター）と連携し、各府省
等からの統計に関する相談に適切
に対応した。令和７年度において
は、府省等からの２件の相談に対
し、主に製表に関する事項等につ
いて専門的な支援を実施した。 
 
イ 各府省に対する技術的な支援 
(ｱ) オンライン調査の利用促進 
７府省 21統計調査に対して、オ

ンライン調査の実施方法の検討か
ら電子調査票の仕様設計に至るま
で、統計調査ごとの状況に即した
企画設計作業等の技術的支援を提
供した結果、４統計調査が新たに
オンライン調査を導入した。 
さらに、令和８年度以降の新規

導入を希望する４府省４統計調査
に対しては、各府省への訪問によ
る丁寧な事前ヒアリングを実施
し、支援要望や課題を詳細に把握
するとともに、ホームページ掲載
情報等の事前調査を通じて作業量
を精査するなど、計画的かつ効率
的な支援体制の構築に向けた準備
を進めた。 
 
(ｲ) 各府省の集計業務支援 
汎用集計システムの利用支援に

おいて、７府省 26調査に対して統
計調査ごとの状況及び要望に応じ
た技術的支援を実施し、２統計調
査が新たに汎用集計システムを導
入した。 
また、令和８年度以降の新規導

入希望２府省２統計調査に対して
も、訪問ヒアリング及び公開情報
の精査を通じて、実効性の高い支
援計画の策定を進めた。 
さらに、「規制改革実施計画」を

踏まえた調査票情報の提供迅速化
への対応が挙げられる。15府省 15
統計調査において汎用集計システ
ムを活用した調査票情報データの
整備を実現するため、統計センタ
ーにおいては技術的な疑問点や不
明点に対して個別対応を行うこと
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などにより、各府省における円滑
なデータ整備を支援した。 
 
これらの取組は、各府省の多様

なニーズや政府の政策課題に柔軟
かつ積極的に対応し、統計基盤の
デジタル化という重要な政策目標
の実現に向けて実効性の高い支援
を展開したものであり、支援実績
等の観点から、所期の目標を上回
って達成していることや、当該項
目の困難度が高であることを踏ま
え、当該項目の評定をＡとした。 

*1 メタデータ：統計数値そのものではなく、統計データに付随し、データの利用や解釈、効率的な管理や検索に資する情報 

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第４号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 

 

 
関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報(※１) 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※２) 

４年度 

(※２) 

５年度 

 

６年度 

 

７年度 

 

製表基準適応

度（※１） 
       

 予算額（千円） － － 156,089 167,896 175,443 

提出期限（※

２） 
       

決算額（千円） － － 155,449 203,072 212,660 

 
       

経常費用（千円） － － 144,756 203,874 224,480 

 
       

経常利益（千円） － － 7,156 11,794 7,477 

 
       

行政コスト（千円） － － 144,756 203,874 224,480 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）主要なアウトプット（アウトカム）情報については、細分化された評価を参照 

（※２）令和４年度年度目標以前における区分が令和５年度年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

＜評価の視点＞ 

統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項について、適切に実施
されているか。 
 
〇当該事項の評定は、以下の方法で評定する。 
①個別評価の結果を数値に変換 

個別評価結果 Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

変換値 ０ １ ２ ３ ４ 

 
②上記①の値を用いて平均値を算出し、当該事項を評定 

平均値※ 0.5未満 
0.5以上 
～1.5未満 

1.5以上 
～2.5未満 

2.5以上 
～3.5未満 

3.5以上 

評 定   Ｄ Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 

※小数点第二位を四捨五入 
 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 

業務実績の状況については、Ⅰ－４－１の個別評価の結果に詳細を記載 

＜評定と根拠＞ 

統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事
項について、個別評価の結果は、Ａ評価であり、主
な評価指標欄に掲げる方法に基づき評定した結果、
当該事項の評価をＡとした。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４－１ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10 条第４号 

独立行政法人統計センター法第 10 条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

（※１） 

４年度 

（※１） 

５年度 

（※２） 

６年度 

（※２） 

７年度 

（※２） 

 
       

 予算額（千円） － － 156,089 167,896 175,443 

 
       

決算額（千円） － － 155,449 203,072 212,660 

 
       

経常費用（千円） － － 144,756 203,874 224,480 

 
       

経常利益（千円） － － 7,156 11,794 7,477 

 
       

行政コスト（千円） － － 144,756 203,874 224,480 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※１）令和４年度目標以前における区分が令和５年度目標の開始に伴い改訂されたことから、令和４年度目標以前の区分により作成した情報を開示することが困難なため。 

（※２）予算額～行政コストについては、セグメント単位の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協
力に関する事項 
（１）統計に関する技術の研究 
製表業務の高度化・効率化や製表結果の

品質の向上及び統計ニーズの多様化への
対応などに資するための研究等に積極的
に取り組み、その研究成果を業務運営に十
分に活用すること。 
令和７年度は、データエディティングに

関する研究及び消費動向指数に関する研
究を行うとともに、一般用ミクロデータの
作成に関する研究など、目標を明確にした
研究を行うこと。 

【指標】 
・各種研究の取組状況 
・研究成果の業務運営への活用状況 

（２）統計活動に関する国際協力 
国際的な統計の発展への貢献及び統計

技術の向上を図るため、国際機関及び各国
における統計活動への協力、国際的な動向
等に関する情報収集、国際会議等への参
加、諸外国の統計データを利用するための
環境整備等に、総務省と連携して取り組む
こと。 

【指標】 
・国際機関及び各国における統計活動
への協力の実施状況 

・国際的な動向等に関する情報収集、国
際会議等への参加の状況 

・諸外国の統計データを利用するため
の環境整備の実施状況 

 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関
する事項 
（１）統計に関する技術の研究 

ア 製表業務の高度化・効率化や製表結果の
品質向上に資するための研究 

① データエディティングに関する研究 
令和８年経済センサス‐活動調査に

向けた欠測値補完に関する研究を行う。 

② 消費動向指数に関する研究 
消費動向指数の作成にビッグデータ

を活用する手法など、指数の改善に向
け、更なる研究を行う。 

イ 統計ニーズの多様化への対応などに資す
るための研究 

広く一般的に活用可能な一般用ミクロデ
ータの作成に関する研究を行う。なお、令和
７年度においては、高等教育やプログラム
テスト等に資する一般用ミクロデータを総
務省統計局所管調査について作成する。 

ウ 研究成果の普及及び研究活動の推進 
統計技術や研究成果の普及を図る観点か

ら、研究報告書などの各種資料の刊行や学
術誌等への投稿、関連学会等における発表
を推進する。また、外部の研究者等を招へい
した研究会又は講演会を開催するほか、製
表業務の高度化・効率化や製表結果の品質
向上に資するために必要な国内外における
統計技術や公的統計に関する情報の収集を
実施するとともに、必要に応じて統計研究
研修所や大学等の研究機関、国際機関や諸
外国の統計機関等との間で技術協力や連携
も併せて実施し、研究活動を推進する。 

（２）統計活動に関する国際協力 
国際的な統計の発展への貢献及び統計技術の

向上を図るため、国際機関及び各国における統計
活動への協力、国際的な動向等に関する情報収
集、国際会議等への参加、諸外国の統計データを
利用するための環境整備等に、総務省と連携して
取り組む。 
 
 

＜評価の視点＞ 

・データエディティング、

消費動向指数、一般用

ミクロデータの作成に

関する研究など、製表

業務に適用可能な研究

が重点的に行われてい

るか。 

 

・研究成果を業務運営に、

適切に活用している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項 

（１）統計に関する技術の研究 

ア 製表業務の高度化・効率化や製表結果の品質向上に資するための研究 

① データエディティングに関する研究 
総務省からの依頼に基づき、令和８年経済センサス‐活動調査における

生産物分類の欠測値を補完する方法の検討に資するため、前回調査等（令
和３年経済センサス‐活動調査及び2022年経済構造実態調査）のデータを
利用して、欠測値補完のシミュレーションを行う実証的な分析を行った。
補完のシミュレーションは、前回調査等において実施された補完方法を基
として、条件等を変更した異なる補完方法をいくつか想定し、それらによ
り集計表を作成して比較・検討する手順で行った。これにより作成した集
計表及び分析数値等の結果は、令和８年経済センサス‐活動調査の基準書
作成のスケジュールを考慮し、当初依頼の期限は12月だったところ、経済
産業省には依頼よりも早く７月に提供した。総務省には依頼の期限どおり
12月に提供した。    

② 消費動向指数に関する研究 
前年度に引き続き総消費動向指数（ＣＴＩマクロ）について、その推定

に使用されている公的統計結果のうち、公表時期の遅い「サービス産業動
向調査」及び「第３次産業活動指数」における「広義対個人サービス」に
ついて、クレジットカード情報等を用いた一期（一月）先予測の試算を行
っている。 
令和７年度は、当該予測試算に用いている予測式の一部見直しを行っ

た。また消費動向指数研究協議会の研究評議会で指摘されていた民間デー
タ等に特殊な変動が生じた場合の対応として、「ベイジアンモデル平均化
法」を利用して複数の民間データ等を使った予測値を統合する研究を行っ
た。予測値の統合に関する研究成果については、令和８年３月の日本統計
学会春季集会及び総務省統計研究研修所主催の「ビッグデータの利活用に
関する研究会」において報告した。 

  イ 統計ニーズの多様化への対応等に資するための研究 
統計センターでは、大学等の高等教育での利用を想定した一般用ミクロデー

タの作成に関する研究を行っており、高度な匿名化措置を必要としない作成手
法、元となる統計の分布に可能な限り近似するようなデータ作成の検討を行い
作成している。 
作成された一般用ミクロデータは、主にデータサイエンス教育の素材として

大学等における演習用データに活用されており、高い評価を得ている。 
令和７年度は、住宅・土地統計調査の一般用ミクロデータについて、データ

分析、作成方法等の検討を行い、平成10年、15年、20年、25年、30年、令和５
年の６年次分の作成・提供を行った。 
また、大学等の授業やプログラムテストなど、広く一般での活用を可能とす

る一般用ミクロデータは、無償で提供を行っており、令和７年度の利用件数は、
817件（前年度824件）であった。 

ウ 国勢調査電子調査票回答補足機能の調査研究 
我が国の国勢調査では、産業・職業分類の格付作業に多くの人手と費用を要

していることから、その効率化策として、オーストラリア統計局が導入してい
る「ターゲット補足質問（以下「ＴＳＱ」という。）」について、新規に調査研
究を実施した。 
ＴＳＱは、オンライン調査において回答内容に応じて追加質問を表示し、よ

り詳細な情報を取得する仕組みであり、職業・産業分類の精度向上に活用され
ている。 
オーストラリア統計局ＨＰからの情報収集、質問票及びＷｅｂミーティング

等を実施した結果、オーストラリアでは我が国よりも調査項目数や分類体系が
大幅に細かく、ＴＳＱは分類の詳細化を目的として導入されていることが判明
した。一方で、ＴＳＱを導入してもオートコーディング率や人手による格付作

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

（１）統計に関する技術の研究 
ア 製表業務の高度化・効率化や
製表結果の品質向上に資するため
の研究 
①データエディティングに関す
る研究 
令和８年経済センサス-活動調

査における生産物分類の欠測値補
完方法の検討について、前回調査
等において実施された補完方法を
基として、条件等を変更した複数
の補完方法を想定し、それらによ
り集計表を作成して比較・検討す
るシミュレーションを行った。こ
の成果は、令和８年経済センサス-
活動調査の基準書作成スケジュー
ルを考慮し、経済産業省には依頼
よりも早期の７月に、総務省には
依頼期限どおり12月に提供するな
ど、円滑かつ適時の情報提供を実
現した。これらの取組により、令和
８年調査の実施に向けた製表業務
の効率化及び品質向上に資する研
究成果を計画どおり提供した。 

②消費動向指数に関する研究 
令和７年度は、予測試算に用い

ている予測式の一部見直しを行う
とともに、複数の民間データ等を
使った予測値の統合に関する研究
を新たに展開した。これらの研究
成果については、令和８年３月の
日本統計学会春季集会及び総務省
統計研究研修所主催の「ビッグデ
ータの利活用に関する研究会」に
おいて報告し、外部への知見の共
有と評価を得る機会を設けた。こ
れらの取組により、指数の改善に
向けた更なる研究を計画どおり推
進した。 
 

イ 統計ニーズの多様化への対応
等に資するための研究 
住宅・土地統計調査の一般用ミ

クロデータについて、データ分析
及び作成方法等の検討を行い、平
成10年、15年、20年、25年、30年、
令和５年の６年次分の作成・提供
を実現した。これにより、時系列で
の分析を可能とする充実したデー
タ環境を整備した。また、大学等の
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業の削減効果は見込めない等の知見が得られたため、統計センターでの国勢調
査における分類符号格付業務の効率化への適用可能性について、検証を行っ
た。 
調査研究では、オーストラリア統計局ＨＰに掲載された情報では不明な点が

多かったことから、Ｗｅｂミーティングでの意見交換で詳細な情報のやり取り
を行った。オーストラリア統計局における調査及び製表に対しての考え方や構
造など日本とは異なる定義や解釈も見受けられたが、今回、意見交換を行うこ
とにより、両国の調査や製表方法について、より理解を深められたことは大変
有益であった。引き続き今後のオーストラリア統計局との交流にも活かしてい
く。 

エ 外部機関との連携及び研究成果の普及等 

① 外部機関その他との連携 
津田塾大学の依頼により、「多変量解析と公的統計」の講師を１名派遣し

た。 

② 統計技術及び研究成果の普及等 
(ｱ) 学会等における研究発表 

統計センターでは、日本統計学会等、統計技術との関連がある６学会に
団体加入し、学会の情報を収集するとともに、定期的に開催される会合に
おいて研究発表を行い、研究成果の普及を図っている。 
令和７年度は、以下の研究発表を行った。 
 

令和７年度 学会等における研究発表実績 

年月日 会議等の名称 発表内容 開催地 開催場所 

R7. 9. 7 

～11 

2025年度統計関

連学会連合大会 

・企業調査支援事業について 

・国勢調査を対象にした差分プライバシ

ーの実用性に関する検討 

 ―Zero Concentrated Differential 

Privacy (zCDP)に着目して― 

大阪府 

吹田市 

関西 

大学 

R7.10.15

～17 

UNECE Expert 

Meeting on 

Statistical 

Data 

Confidentiality

（統計データの

秘匿に関する専

門家会議）  

・On Security of Non-deterministic 

Algorithms for Cell Suppression 

Problem Against a Matching Attacks 

 （マッチング攻撃に対する非決定論的

セル秘匿アルゴリズムの安全性につい

て） 

・The Potential of Differential 

Privacy for Japanese Population 

Census Data 

 （国勢調査を対象にした差分プライバ

シーの実用性に関する検討） 

 

スペイン 

バルセロナ 

ポンペウ 

ファブラ  

大学 

R8.3.7 
第20回日本統計

学会春季集会 

・総消費動向指数（CTIマクロ）作成にお

ける民間データ等の利活用について 

～ベイジアンモデル平均化法を用いた公

的統計の予測～ 

  京都府 

京都市 

同志社 

大学 

(ｲ) 統計センター実務検討会 
統計センター業務についての研究・開発の成果及び事務改善に関する情

報等を共有し、その活用を一体的かつ効果的に推進するとともに、職員の
人材育成及び専門性の継承を図るため、統計センター実務検討会を３回開
催した。 

令和７年度 統計センター実務検討会開催実績 

回 開催年月日 発表内容 

第124回 R7. 8.27 
・令和７年国勢調査 産業・職業分類符号格付事務の効率化につい

て 

第125回 R7.11.13 ・会議室リノベーションから始める会議事務の効率化 

授業やプログラムテストなど、広
く一般での活用を可能とする一般
用ミクロデータを無償で提供して
おり、令和７年度の利用件数は817
件（前年度824件）となった。高等
教育や研究等における幅広い活用
を支援し、統計リテラシーの向上
及び統計ニーズの多様化への対応
に資する取組を継続して実施し
た。 

 

ウ 国勢調査電子調査票回答補足
機能の調査研究 
 オーストラリア統計局が2016年
国勢調査から導入しているターゲ
ット補足質問（ＴＳＱ）について、
統計センターにおける分類符号格
付業務の効率化策に資するものあ
るか新規に調査研究を実施した。
また、今後においてもオーストラ
リア統計局との定期的な交流を行
うこととなった。 
 
エ 外部機関との連携及び研究成
果の普及等 
津田塾大学からの依頼により、

「多変量解析と公的統計」の講師
を１名派遣し、高等教育機関との
連携を通じた統計技術の普及に貢
献した。国内外の学会・国際会議
で、差分プライバシーやセル秘匿、
CTIマクロに関する発表を行い、統
計技術の高度化に資する知見を外
部発信した。関連６学会への団体
加入により最新動向の収集と発表
機会の確保を図り、組織内では実
務検討会を３回開催し、製表効率
化やプログラミング等の知見を共
有・継承した。統計技術講演会も開
催し、関係機関職員が聴講する形
で先端理論と実務の橋渡しを行っ
た。 
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＜評価の視点＞ 

・国際機関及び各国にお

ける統計活動への協力

は、適切に行われている

か。 

・国際的な動向等に関す

る情報収集、国際会議

等への参加に関する取

組は、適切に 行われて

いるか。 

・諸外国の統計データを

利用するための環境整

備等は、適切に行われて

いるか。 

 

第126回 R8. 2.18 
・令和６年全国家計構造調査 家計収支に関する集計を終えて 

・Ｒ に学ぶ「宣言型」プログラミング 

 注）回は平成20年度からの一連番号 

③ 外部研究者の採用 
統計学の研究に携わっている研究者を非常勤研究員として平成30年度から

採用しており、消費動向指数に関する研究等の研究業務に資する取組を行っ
ている。 
令和７年度は、消費動向指数のうちＣＴＩマクロにおいて、民間データ等

の利活用方法等について助言を受けたほか、令和８年３月の日本統計学会春
季集会において、令和７年度の研究成果について、共同研究者としてポスタ
ー発表予定である。 
また、令和８年経済センサス‐活動調査に向けた欠測値補完に関する研究

においても、そのシミュレーション方法等について助言を受けた。 

④ 統計技術講演会の開催 
製表業務の高度化や製表結果の品質の向上、統計ニーズの多様化への対応

等に資するため、先進的な理論や実際の応用事例を学ぶ場として、統計セン
ターの役職員に加え、総務省、政策統括官（統計制度担当）及び統計研究研
修所の職員を対象とした外部有識者による「統計技術講演会」を開催し、約
70名が聴講した。 

令和７年度 統計技術講演会開催実績 

開催年月日 議    題 

R8.3. 4 
・AI・データの時代を支える「安全で信頼できる」大規模統計データの

確立に向けて 

（２）統計活動に関する国際協力 

ア 国際的な動向等に関する情報収集 

国際的な動向等に関する情報収集については、国際会議に職員を参加させ、
国際的な動向等に関する情報収集を行うとともに、会議において発表を行うこ
とで、統計センターの知見の共有を行い相互の統計技術の深化を図った。 
また、海外の研究者と交流を行うことにより、情報収集及び統計技術の深化

を図った。 
令和７年度における国際的な動向等に関する情報収集の取組は、次のとおり

である。 

〇 国際会議等への参加 
時 期 国際会議名 開催地 目的等 

R7.10.5～9 第 65 回国際統計協会世界大会

（ISI2025） 

オランダ 国際会議への参加 

R7.10.15～17 UNECE Expert Meeting on 

Statistical Data 

Confidentiality  

（統計データの秘匿に関する専門

家会議） 

スペイン 国際会議への参加 

（発表） 

・マッチング攻撃に対

する非決定論的セル秘

匿アルゴリズムの安全

性について（ポスター

セッション） 

・国勢調査を対象にし

た差分プライバシーの

実用性に関する検討

（論文） 

R7.11.24～26 公的統計におけるRの利用に関す

る国際会議（uRos2025） 

ルーマニア 国際会議への参加 

R8.3.2～6 第 57 回国連統計委員会 アメリカ 国連統計委員会におけ

る重要課題等の把握 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）統計活動に関する国際協力 
ア 国際的な動向等に関する情報
収集 
国際統計協会世界大会、UNECE

専門家会議、公的統計におけるR
の利用に関する国際会議、国連統
計委員会の４つの国際会議に職員
を派遣した。特に、U UNECE専門
家会議においては、マッチング攻
撃に対する非決定論的セル秘匿ア
ルゴリズムの安全性及び国勢調査
を対象にした差分プライバシーの
実用性に関する２件の研究発表
（ポスターセッション及び論文）
を行い、統計センターの先進的な
取組を国際的に発信した。これら
の取組により、国際的な動向等に
関する情報収集を適切に行うとと
もに、海外の研究者との交流を通
じて統計技術の深化を図った。 
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イ 海外への技術協力 

海外への技術協力については、総務省実施の二国間交流（視察団派遣、来訪
対応）に参加し、発表等を行うとともに、公益財団法人統計情報研究開発セン
ター（Sinfonica）及び国際連合アジア太平洋統計研修所（SIAP）の研修実施に
積極的に協力した。 
令和７年度における海外への技術協力への取組は、次のとおりである。 

① 日本統計視察団・代表団への職員派遣 
実施日 件 名 用務地 内容等 

R7.9.22 

～9.26 

 

第３回訪ベトナム・日本統

計代表団 

ベトナム（ハノ

イ、ニンビン） 

統計調査実施上の課題、ICTに

関する最新の取組に関する意

見交換（発表） 

R7.10.20 ～

10.24 

第 32 回訪中・日本統計視

察団 

中国（北京、成

都） 

統計人材育成、オンライン調

査の推進、経済構造統計の体

系的整備の進展・実施体制の

効率化等に関する意見交換

（発表） 

② 訪日統計視察団の来訪への対応 
実施日 件 名 内容等 

R7.6.10 

 

第 31 回訪日・韓国統計視

察団 

理事長表敬、意見交換 

R8.3.10 第５回訪日・モンゴル統計

代表団 

理事長表敬、意見交換 

③ その他の来訪への対応 
実施日 件 名 内容等 

R7.4.16 第３回アフリカ諸国統計

職員招聘事業（金丸三郎記

念国際交流事業） 

理事長表敬、業務説明（統計センターの概要） 

※統計情報研究開発センター（Sinfonica）によ

る事業 

R7.8.27、8.2

8、 

9.1 

 

第５回アセアン・南アジア

諸国統計職員招聘事業（石

橋信夫記念国際交流事業） 

（8.27）理事長表敬、 

業務説明（統計センターの概要）、 

施設見学（オンサイト室、ＯＣＲ室） 

（8.28）企業支援調査業務の概要 

（9.1）家計調査の審査・集計方法の概要 

※統計情報研究開発センター（Sinfonica）によ

る事業 

R7.9.26 

 

国際連合アジア太平洋統

計研修所（SIAP） 

「持続可能な開発目標

（SDGs）のモニタリングの

ための公的統計の理論と

実務」コース研修員の訪問 

（9.26）業務説明（統計センターの概要） 

（３）ＬＩＳ*2のデータベース利用に関する支援 

ＬＩＳが整備しているデータベースの利用について、平成21年10月から統計セ
ンターとＬＩＳで利用協定を締結している。 
令和７年11月に、加盟機関事務局として、令和８年における拠出金支出に関す

る合意書の締結（2026年）を行い、日本の政府機関の職員、その他国内の大学や
非営利機関の研究者が引き続きＬＩＳのデータベースを利用するための支援を
行っている。 

イ 海外への技術協力 
第３回訪ベトナム・日本統計代

表団及び第32回訪中・日本統計視
察団への職員派遣を行い、統計調
査実施上の課題、ICTに関する最新
の取組、統計人材育成、オンライン
調査の推進、経済構造統計の体系
的整備の進展・実施体制の効率化
等に関する意見交換及び発表を実
施した。また、第31回訪日・韓国統
計視察団及び第５回訪日・モンゴ
ル統計代表団の来訪に際しては、
理事長表敬及び意見交換を行っ
た。 
さらに、Sinfonicaによる第３回

アフリカ諸国統計職員招聘事業及
び第５回アセアン・南アジア諸国
統計職員招聘事業においては、理
事長表敬、業務説明（統計センター
の概要、企業支援調査業務の概要、
家計調査の審査・集計方法の概
要）、施設見学（オンサイト室、Ｏ
ＣＲ室）を実施した。また、SIAPの
「持続可能な開発目標（SDGs）のモ
ニタリングのための公的統計の理
論と実務」コース研修員の訪問に
際しても、業務説明を行った。これ
らの取組により、多様な国際協力
事業に積極的に参画し、統計セン
ターの知見を広く共有するととも
に、諸外国の統計機関との連携を
強化した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ＬＩＳのデータベース利用
に関する支援 
令和７年11月に、加盟機関事務

局として、令和８年における拠出
金支出に関する合意書の締結を行
い、日本の政府機関の職員、その他
国内の大学や非営利機関の研究者
が引き続きＬＩＳのデータベース
を利用するための支援を継続的に
実施した。 
 
以上のことから、令和８年経済

センサス-活動調査における生産
物分類の欠測値補完方法の検討等
の製表業務に適用可能な研究の実

 
*2ＬＩＳ（CROSS-NATIONAL DATA CENTER in Luxembourg）：各国の政府機関等の協力・支援を得て、家計所得に関係する各国の調査データを収集し、国際比較研究に利用可能なデータベースを整備しているプロジェクト。現在、約 50 か国から家計所得に関するデータ提供を受け

ている。ＬＩＳのデータは、所得分布に関する国際的なデータベースとして有名なものであり、各国の経済学者や社会学者に幅広く使われている。  
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施、新規にオーストラリア統計局
が導入している「ターゲット補足
質問」に関する調査研究の実施す
るとともにオーストラリア統計局
との交流も継続することとなった
こと、研究成果の業務運営への適
切な活用、国内外の学会における
積極的な発表、外部専門家との連
携、国際会議への参加及び発表、二
国間交流への参画、国際協力事業
への協力、諸外国の統計データ利
用環境整備を適切に実施してお
り、所期の目標を上回って達成し
ていることから、当該項目の評定
をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－５ その他 

業務に関連する政策・施策 
 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

独立行政法人統計センター法第 10条第１号 

独立行政法人統計センター法第 10条第２号 

独立行政法人統計センター法第 10条第３号 

独立行政法人統計センター法第 10条第４号 

独立行政法人統計センター法第 10条第５号 

独立行政法人統計センター法第 10条第６号 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 
①主要なアウトプット（アウトカム）情報 

 
②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度   令和３年度 

(※) 

４年度 

(※) 

５年度 

(※) 

６年度 

(※) 

７年度 

(※) 

 
       

 予算額（千円） 10,317,641 

の内数 

9,015,708 

の内数 

8,489,648 

の内数 

8,579,637 

の内数 

9,572,005 

の内数 

 
       

決算額（千円） 9,547,125 

の内数 

8,591,745 

の内数 

8,256,338 

の内数 

8,586,984 

の内数 

9,535,995 

の内数 

 
       

経常費用（千円） 9,710,092 

の内数 

8,710,150 

の内数 

7,877,561 

の内数 

8,644,519 

の内数 

10,084,969 

の内数 

 
       

経常利益（千円） 707,552 

の内数 

299,058 

の内数 

881,741 

の内数 

424,236 

の内数 

△92,167 

の内数 

 
       

行政コスト（千円） 9,880,917 

の内数 

8,710,794 

の内数 

7,877,561 

の内数 

8,644,519 

の内数 

10,084,969 

の内数 

 
       

従事人員数（人日） － － － － － 

（※）Ⅰ－１国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の製表に関する事項～Ⅰ－４統計に関する技術の研究及び国際協力に関する事項の額を計上 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

５ その他 

 上記１から４までに掲げる業務を行う
に当たっては、製表結果の精度確保、秘
密の保護、統計の品質管理等のために必
要な措置を講じること。 

【指標】 
・製表結果の精度確保、秘密の保護、
統計の品質管理に係る取組状況 

５ その他 

上記第１の１から４までに掲げる業務を行う
に当たっては、製表結果の精度確保に努めるとと
もに秘密の保護を徹底する。特に、製表結果の精
度確保に当たっては、製表業務の各段階におい
て、取組状況の監視、達成状況の評価、更なる活
動内容の見直しを行い、製表業務の品質管理にお
けるＰＤＣＡサイクルを着実に実施することに
より、品質の維持・向上に努める。 
また、ＩＳＭＳに基づくマネジメントシステム

を運用しつつ情報セキュリティ対策を確実に実
施し、調査票情報、公表期日前情報等の秘密の保
護を徹底する。 

＜評価の視点＞ 

・製表結果の精度確保、秘

密の保護、品質の維持・

向上、統計の品質管理

等に努めているか。 

 

５ その他 

上記第１の１から４までに掲げる業務を行うに当たっては、製表結果の精度確保
及び秘密の保護に努めていたが、令和７年国勢調査の調査票保管・管理業務におい
て、調査票を紛失する事案が発生した。 
製表業務の各段階における品質管理活動を着実に実施し、製表結果の精度確保に

努めるとともに、情報技術に関する各種事務においても品質の維持・向上に努めた。 
また、情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）に関

する認証である「JIS Q 27001（ISO/IEC27001）」を取得しており、ＩＳＭＳに基づ
くマネジメントシステムを運用しつつ情報セキュリティ対策を確実に実施し、調査
票情報、公表期日前情報等の秘密の保護を徹底した（「詳細は、Ⅶ-４（２） 情報セ
キュリティ対策の徹底」を参照）。 

（１）令和７年国勢調査調査票紛失事案への対応 
ア 事案の概要 

令和７年12月26日、令和７年国勢調査の記入済み調査票の紛失事案が発生
した。具体的には、総務省第２庁舎敷地内で調査票を台車で移送中に強い突
風にあおられたことにより一部の調査票が飛散した。即時に発見・回収に努
めたものの、計６枚の調査票が紛失した。その後、紛失していた６枚の調査
票のうち２枚が、近隣住民から統計センターに届けられた。 
本事案の主な原因は、調査票を収納したダンボール製ケースの結束バンド

による台車への固定が不十分であったことや、強風時の安全対策が不適切で
あったことである。このため、速やかに、再発防止策等の対応を実施した。 
また、本事案については、適切な情報公開を行うため、以下のとおり、ホー

ムページに順次情報を掲載した。 

・令和７年12月29日 
 国勢調査の調査票の紛失について、第一報を掲載 

・令和８年１月７日 
  調査票の紛失について、経緯、原因、再発防止策等を掲載 

・１月８日 
  調査票が一部発見された旨を掲載 

・１月23日 
  紛失してしまった世帯への訪問、謝罪を行った旨を掲載 

イ 主な再発防止策 
事案発生後、積荷のケースの隙間を空箱・空ケースで埋めた上で、伸縮性

のある台車用ネットで積荷を台車に固定し、その上から丈夫な防風防水カバ
ーで積荷全体を覆う運用方法に改めたほか、以下の対応等も実施した。 

・安全対策の作業エリア、安全対策用品の置き場を確保し、屋内での作業を
徹底 

・運搬時の役割体制を明確化し、安全対策が確実に行われているか職員によ
るチェックを徹底 

・業務マニュアルに運搬時の安全対策を細かく明記するとともに、改めて職
員の安全対策意識を徹底し派遣職員へ追加研修を実施 

・全課室長以上を招集してリスク管理委員会を開催し、組織全体で本事案の
情報共有を図るとともに、国勢調査業務プロセスの再点検及び国勢調査以
外の調査票運搬の再点検を行い、必要な安全対策を実施 

・全課室を対象に調査票等の取扱い・管理（マニュアル・規程、連絡体制等）
を点検・見直し、内部統制委員会で点検結果を審議 

 
 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｃ 

【評定根拠】 

（１）令和７年国勢調査調査票紛
失事案への対応 
 令和７年12月26日、令和７年国
勢調査の記入済み調査票の紛失事
案が発生したことから、事案発生
後速やかに、運搬時における調査
票の台車への固定方法の改善、職
員によるチェック体制の強化、マ
ニュアルの見直しなどの再発防止
策を実施した。また、本事案に関す
る組織全体での情報共有を行うと
ともに、国勢調査以外の業務プロ
セス全体の再点検を実施するなど
の対応を実施した。 
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（２）品質管理に係る取組 
統計センターの経営理念に掲げられた「正確な統計の作成（統計をつくる）」、

「統計データの利活用の推進（統計を活かす）」、「公的統計の発展の支援（統計を
支える）」の３つの使命の下、品質の高いサービスを提供するために、統計の品質
管理等に努めている。令和７年度の品質管理に係る取組としては、令和７年９月
を品質管理推進月間として、統計センターイントラネット（C-NET）に品質管理に
関する注意喚起や品質管理の学習用資料の掲載等の職員の意識向上を図る取組
を行うとともに、各部において品質管理推進連絡会を開催し、上半期における品
質目標・管理項目の実施状況の確認を行った。 

また、令和８年２月から３月にかけては、各部の品質管理推進連絡会、役員等
を構成員とする品質管理推進会議を開催し、年度を通した品質目標・管理項目の
実施状況の確認を行うとともに、令和７年度の実施状況を踏まえた令和８年度の
品質目標・管理項目を決定するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づいた品質管理に取
り組んでいる。 

（３）製表業務等に関する品質管理活動 
品質管理項目について、チェックシートなどを活用した日常管理を実施するこ

とにより、製表業務の品質の維持・向上を図るとともに、製表結果の精度確保に
当たっては、次表に示す製表業務の各段階における品質管理活動を行った。また、
民間委託による業務においても委託を受けた民間事業者との連絡体制の整備を
行い、単に納品物の合否通知を行うだけではなく、納品検査結果を還元（資料の
発行）するなど適切な指導を行うことで、精度の維持・向上に努めた。 

さらに、平成29年１月から実施している「ヒヤリ･ハット事例からの重大な事
件・事故の防止活動」を継続して行い、毎月の事例収集及び防止に向けた取組に
ついて職員への情報共有を図った。 

なお、品質目標の１つとしていた「自責による再集計*1件数の抑制及び再集計
における迅速な対応」では、８件（うち自責０件）の再集計が発生したが、いず
れも製表委託元とスケジュールなどを調整し、速やかに対応を行った。これらの
品質目標の達成状況等を品質管理推進連絡会等に報告するとともに、結果を踏ま
え８年度の品質目標・管理項目の見直しを行った。 

製表業務等に関する品質管理活動内容 
区 分 内 容 

製表業務にお

ける品質管理

活動 

受付整理 ・提出された調査書類の検査、管理 

データの入力 

・調査票に記入されているマーク及び文字の読取精度を確

保するため、読取テスト、不読文字修正の精度検証及び

誤読管理 

符号格付 
・符号の検査・検証 

・検査結果の還元（中間研修、資料の発行） 

データチェック 

・システムによる内容検査 

・システム又は職員による補完 

・チェック審査事務の検証 

結果表審査 ・正確性・妥当性の観点から、様々なデータを用いた審査 

民間委託にお

ける品質管理

活動 

受付整理 ・提出された調査書類の検査、管理 

データ入力 ・文字入力業務における入力誤り検査 

符号格付 
・符号の検査 

・検査結果の還元（資料の発行） 

プログラム開発における品質管理

活動 

・システム開発業務の管理 

・開発におけるスケジュール管理 

製表業務全体

にわたる品質

管理活動 

マニュアルの整備 ・各製表事務における製表事務手続の整備 

職員の教育 

・マニュアルに基づいた業務研修 

・新人職員や期間業務職員に対する研修 

・業務途中での中間研修 

問題解決の専門 

チームによる指導 

・製表事務における疑義を解決するための体制 

・解決方法を資料配布やミーティング・研修等により職員

等にフィードバック 

 
 
 

（２）品質管理に係る取組 
統計センターの経営理念に掲げ

られた使命に基づき、品質の高い
サービス提供に向けた体系的な品
質管理活動を実施した。また、令和
７年９月を品質管理推進月間と定
め、C-NETを活用した職員への注意
喚起や学習用資料の掲載により、
組織全体の品質管理意識の向上を
図った。 
各部における品質管理推進連絡

会を開催し、上半期の品質目標・管
理項目の実施状況を確認するとと
もに、令和８年２月から３月にか
けて、役員等を構成員とする品質
管理推進会議を開催し、年度を通
した実施状況の確認等を行った。 
さらに、令和７年度の実施状況

を踏まえた令和８年度の品質目
標・管理項目を決定するなど、ＰＤ
ＣＡサイクルに基づいた継続的な
品質管理を着実に運用した。これ
らの取組により、組織全体として
品質管理の重要性を共有し、実効
性のある品質管理活動を推進し
た。 
 
（３）製表業務等に関する品質管
理活動 
製表業務の各段階において、チ

ェックシート等を活用した日常管
理を実施し、製表結果の精度確保
と品質の維持・向上を図った。 
受付整理から結果表審査に至る

まで、各工程で適切な品質管理活
動を実施するとともに、民間委託
業務においても委託事業者との連
絡体制を整備し、納品検査結果を
還元するなど適切な指導を行い、
精度の維持・向上に努めた。 
平成29年１月から継続実施して

いる「ヒヤリ・ハット事例からの重
大な事件・事故の防止活動」を通じ
て、毎月の事例収集及び防止に向
けた取組について職員への情報共
有を図り、予防的な品質管理を推
進した。 
品質目標の一つである「自責に

よる再集計件数の抑制及び再集計
における迅速な対応」については、
６件の再集計が発生したものの、
自責によるものは０件であり、い
ずれも製表委託元とスケジュール
などを調整し速やかに対応した。 
これらの品質目標の達成状況等

を品質管理推進連絡会等に報告す
るとともに、結果を踏まえて８年
度の品質目標・管理項目の見直し
を行うなど、継続的な改善活動を
実施した。 

 
*1 再集計：結果公表後に結果の再作成を行うことをいう。 
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（４）情報システムに関する品質管理活動 
情報システムに関する各種業務の品質の維持・向上を図るため、各業務の日常

管理項目*2及び品質管理項目*3に基づいた品質管理活動を行うとともに、品質管理
実施状況等について各種会議等を通して共有することにより、情報システム部内
における品質管理活動の充実及び実施の徹底を図った。 

具体的には、情報システムの開発及び運用の観点から情報システムに関する品
質目標を定め、各課においてチェックシートや実績表等を活用した日常管理活動
の推進を行った。また、業務の品質が部外にまで影響を及ぼすような業務につい
ては、定量的な指標を設定して品質管理を行った。 

調査票情報、公表前情報等の秘密に係る情報の保全に当たっては、ＩＳＭＳに
基づくマネジメントシステムを運用する情報セキュリティ対策を確実に実施し、
調査票情報等の秘密の保護を徹底した。 

また、令和７年度の「デジタル化推進支援室」の新設に伴い、各府省支援業務
における品質目標を新たに定め、品質管理活動の推進を行った。 

情報システムに関する品質管理活動内容 

区 分 内 容 

情報システムの開発における品質管理活動 
・システム開発業務の管理 
・機能改修の管理 

情報システムの運用における品質管理活動 
・ＯＣＲ機の読取精度の管理 
・問い合わせ対応の管理 
・利用機関担当者の業務研修 

各府省支援業務における品質管理活動 
・サンプル提供の精度管理 
・問い合わせ対応の管理 

（５）統計技術・提供部の事務に関する品質管理活動 

統計技術・提供部における各業務の品質の維持・向上を図るため、各事務の品
質目標及び品質管理項目に基づき、品質管理活動を実施した。 

なお、品質目標の１つとしていた「管理シート等により調査票情報等の適切な
管理を徹底する」では、突風による調査票の紛失（自責）が発生したが、台車で
の調査票等の搬送時の手順、ルール等の明確化及びネットカバー等の購入など調
査票飛散防止の対策を速やかに行った。 

この品質目標の達成状況等を品質管理推進連絡会等に報告するとともに、結果
を踏まえ、８年度の品質管理項目の見直しを行った。 

 

（４）情報システムに関する品質
管理活動 
情報システムに関する各種業務

において、日常管理項目及び品質
管理項目に基づく体系的な品質管
理活動を展開した。特に、システム
の開発及び運用の両面から品質目
標を設定し、チェックシートや実
績表等を活用することにより、定
量的な評価が可能な管理体制を構
築している。 
また、業務の品質が部外にまで

影響を及ぼす可能性のある業務に
ついては、定量的指標を設定した
品質管理を実施し、より厳格な管
理を行った。 
「デジタル化推進支援室」の新

設に伴い、各府省支援業務におけ
る品質目標を定め、品質管理活動
を推進した。 
情報セキュリティに関しては、

ISMSに基づくマネジメントシステ
ムを適切に運用し、調査票情報、公
表前情報等の秘密の保護を徹底し
た。 
 
（５）統計技術・提供部の事務に関
する品質管理活動 
突風による調査票の紛失事案が

発生したが、速やかに台車での調
査票等搬送時の手順・ルールの明
確化ネットカバー等の購入による
飛散防止対策を実施し、問題の再
発防止と継続的改善に向けた取組
を実施した。 
 
ＰＤＣＡサイクルに基づく品質

管理推進月間の設定、各部の品質
管理推進連絡会及び品質管理推進
会議の開催を通じて、組織全体で
品質管理意識の向上と実施状況の
検証を行った。 
製表業務の各段階におけるきめ

細やかな品質管理活動、民間委託
業務における検査結果の還元や資
料発行による指導、ヒヤリ・ハット
事例の収集・共有によるリスク管
理の強化など、計画に掲げた内容
を確実に実施した。 
情報システムに関しては、日常

管理項目及び品質管理項目に基づ
く体系的な管理を実施するととも
に、ＩＳＭＳに基づく情報セキュ
リティ対策により秘密の保護を徹
底した。「「デジタル化推進支援室」
の新設に伴い、各府省支援業務に
おける品質目標を定め、品質管理
活動を推進した。 
突風により調査票が紛失する事

 
*2 日常管理項目：各業務の作業工程において確認すべきチェックポイントをいう。  
*3 品質管理項目：日常管理項目のうち、特に当該業務の品質の状況を確認するための重要なチェックポイントをいう。  
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案が発生したが、速やかに組織全
体での情報共有や再発防止策を講
じるとともに、国勢調査以外の業
務プロセス全体の再点検を実施す
るなど、問題への適切な対応と継
続的改善を実施したが、所期の目
標を下回っているものとして、当
該項目の評定をＣとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－１ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

業務経費及び一般管理費
の削減（※） 

3.2％以上の減 前年度予算額 3.2％減 3.2％減 3.2％減 3.2％減 3.2％減 
 

（※）業務経費及び一般管理費に係る運営費交付金については、新規追加、拡充部分等を除く。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

１ 業務運営の効率化に関する事項 

（１）調査別・工程別投入量、コスト構造
等を分析し、統計作成に関する業務を確
実・正確に遂行するとともに、適切なＰ
ＤＣＡサイクルの実施により、業務運営
の効率化を推進すること。その際、ＡＢ
Ｃ／ＡＢＭ（活動基準原価計算／活動基
準管理）を基礎としたコスト管理を行う
こと。 

【指標】 
・調査別要員投入量、コスト構造等の
分析状況 

・ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎としたコスト
管理の状況 

（２）業務経費及び一般管理費（情報シ
ステム関係経費、庁舎維持管理費、製表
業務アウトソーシング等推進費、各種法
令等により生じる義務的な経費等の所要
額計上を必要とする経費及び周期統計調
査に係る経費を除く。）について、新規追
加及び拡充部分を除き、業務の質の確保
に留意しつつ、令和５年度から令和９年
度までの５年間で、令和４年度の該当経
費相当に対する割合を 85％以下とするこ
と。 
 令和７年度においては、上記目標を達
成するため、経費の効率的な執行に努め、
当該経費について対前年度比 3.2％の削
減を図ること。 

【指標】 
・該当経費の削減状況（対前年度比
3.2％） 

（３）業務運営に必要な人員については、
業務の質の低下を招かないよう配慮しつ
つ、引き続き業務の効率化を図り、不断
の見直しを行うこと。その上で、令和５
年度から９年度末までの常勤役職員数に
ついては、平成 30 年度から令和４年度ま
での実績を上回る削減に努めること。 
 令和７年度においては、既存業務に係
る常勤役職員数を１人削減すること。 

【指標】 
・常勤役職員の削減数（１人） 
・機能的な組織体制の整備や人員配置
に向けた取組状況（不測の事態が生
じた場合の対応・工夫を含む。） 

１ 業務運営の効率化に関する事項 

（１）計画的な業務運営の効率化に向けた取組 
統計作成の全プロセスについて、取組状況の

監視、達成状況の評価、更なる活動内容の見直
しを行い、品質管理におけるＰＤＣＡサイクル
を着実に実施する。これにより、品質の維持・
向上に努めるとともに、業務改善への積極的な
取組を行い、業務運営の効率化の推進を図る。
また、ＡＢＣ／ＡＢＭ（活動基準原価計算／活
動基準管理）を基礎としたコスト管理を推進す
る。 

（２）業務経費及び一般管理費の削減 
業務経費及び一般管理費（情報システム関係

経費、庁舎維持管理費、製表業務アウトソーシ
ング等推進費、各種法令等により生じる義務的
な経費等の所要額計上を必要とする経費及び
周期統計調査に係る経費を除く。）に係る運営
費交付金について、新規追加及び拡充部分を除
き、業務の質の確保に留意しつつ、令和５年度
から令和９年度までの５年間で、令和４年度の
該当経費相当に対する割合を85％以下とする。 

令和７年度においては、上記目標を達成する
ため、経費の効率的な執行に努め、当該経費に
ついて対前年度比3.2％の削減を図る。 

（３）効率的な組織体制の整備及び管理 
業務運営に必要な人員については、業務の質

の低下を招かないよう配慮しつつ、引き続き業
務の効率化を図り、不断の見直しを行う。その
上で、令和５年度から令和９年度末までの常勤
役職員数については、平成30年度から令和４年
度までの実績を上回る削減に努める。 

令和７年度においては、既存業務に係る常勤
役職員数を１人削減する。 

（４）給与水準の適正化等 
役職員の給与水準について、「独立行政法人

改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月
24日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与水
準を十分に考慮し、引き続き適正化を図るとと
もに、取組状況を公表する。 

（５）製表業務の民間委託等に向けた取組 
製表業務について、厳格な秘密の保護、統計

に対する国民の信頼の確保、統計の品質の維
持・向上及び委託業務の適切な管理監督を図っ
た上で、民間事業者を活用する。これにより、
効率的な業務運営を図ることを目的として、令
和７年度は以下の製表業務について、民間委託
等を実施する。 

＜評価の視点＞ 

・調査別要員投入量、

コスト構造等の分析

が行われているか。 

 

・ABC/ABM を基礎とし

たコスト管理ができ

ているか。 

 

＜評価の視点＞ 
・年度目標に掲げた経

費の削減に取り組ん

でいるか。 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 
・年度目標に掲げた常

勤役職員数の削減に

取り組んでいるか。 

 

・業務に応じた機能的

な体制整備等によ

り、能率的な業務運

営が確保されている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 
・国家公務員の給与水

準を十分に考慮し、

適正な給与水準が設

定されているか。 

 

・役職員の給与につい

て、給与水準の上昇

要因等を含めて検証

が行われているか。

１ 業務運営の効率化に関する事項  

（１）計画的な業務運営の効率化に向けた取組 
高品質な公的統計の安定的作成・提供を堅持するため、情報通信技術（ＩＣＴ）や外

部リソースの活用による業務の高度化・効率化を図ることのほか、ＡＢＣ／ＡＢＭを基
礎とした業務マネジメントと各部門間の品質管理を連携・連結させるＴＱＭ*1を実施す
ることにより、ＰＤＣＡサイクルに基づく成果志向の業務運営に取り組んでいる。 

（２）業務経費及び一般管理費の削減 
業務経費及び一般管理費（情報システム関係経費、庁舎維持管理費、製表業務アウト

ソーシングなど推進費、各種法令等により生じる義務的な経費等の所要額計上を必要と
する経費及び周期統計調査に係る経費を除く。）に係る運営費交付金については、新規
追加及び拡充部分を除き、業務の質の確保に留意しつつ、令和５年度から９年度までの
５年間で、令和４年度予算額１億4,121万円に対し85％以下、金額では約2,100万円以上
削減することとされたことから、各年度の業務経費及び一般管理費の予算額を、対前年
度比▲3.2％以上削減することにより、５年間の目標を達成することとしている。 
令和７年度の業務経費及び一般管理費の予算額は、６年度予算額１億3,232万円に対

して１億2,809万円とし、▲3.2％の削減を達成した。 
 

（３）効率的な組織体制の整備及び管理 
公的統計基本計画に基づき、調査票情報等の利用及び提供、政府統計共同利用システ

ムを通じた情報提供機能の強化等に中核的な役割を期待されていること等を踏まえ、担
当課室長等から十分なヒアリングを実施した上で、業務が遅滞することなく確実に遂行
していけるよう、業務量に合わせた適正な人員配置を行うこと等により能率的な業務運
営を確保した。 
雇用制度の運用としては、「国家公務員高齢者雇用推進に関する方針」（平成13年６月

27日人事管理運営協議会決定）及び「国家公務員の雇用と年金の接続について」（平成
25年３月26日閣議決定）に鑑み、国家公務員法に基づいた定年退職者の暫定再任用を実
施しており、今年度は、令和６年11月に暫定再任用職員の募集を行った結果、令和７年
４月に33名（うち、短時間勤務は17名）を採用した。 
また、ＩＣＴや統計理論等に関する高度な知識が求められる業務などにおいて、外部

人材の知見を活用することは、人材確保の重要な手段であることから、以下のとおり高
度な専門性を有する職員を、国家公務員法の任用制度に基づき非常勤として採用した。 

(ｱ) 統計データ利活用センター（和歌山県）に「統計ミクロデータの提供」等の研
究業務に当たる者（３名）を非常勤研究員として採用（継続） 

(ｲ) 令和６年度に７回目を実施した統計データ分析コンペティションの在り方等に
関する研究業務に当たる研究者（１名）を非常勤研究員として採用（継続） 

(ｳ) 統計センターの主要な業務及びシステムの最適化を実現するため、ＣＩＯ補佐
官（１名）を非常勤職員として採用（継続） 

これらの取組により、常勤役職員１人削減する目標を達成した。 

（４）給与水準の適正化等 

役職員の給与水準について、国の機関に在勤する国家公務員の給与水準と比較し、較

差の要因に係る分析・検証を行った上で、当該結果を令和８年６月末にホームページで

公表した。 

令和７年度の統計センターにおける「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の

水準」（対国家公務員指数）は、年齢勘案指数で104.3、年齢・地域勘案指数91.6（令和

６年度はそれぞれ、103.0、91.4）となった。 

年齢勘案指数は、国より4.3ポイント高い指数となっている。これは、統計センター

が主に東京都特別区に所在しており、同じ特別区に所在する国の機関の地域手当

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 
計画的な業務運営の高度化・効 

率化に向けた取組については、 
ＡＢＣ／ＡＢＭを基礎とした業 
務マネジメントと各部門間の品 
質管理を連携・連結させるＴＱＭ 
を実施し、適切なＰＤＣＡサイク 
ルに基づく業務運営に取り組ん 
でいる。業務経費及び一般管理費
の予算額については、対前年度比
▲ 3.2％の削減目標を達成した。 
 
 
 

 
 
効率的な組織体制の整備及び 

管理については、業務が遅滞する 
ことなく確実に遂行していける 
よう、業務量に合わせた適正な人 
員配置を行うことなどにより能 
率的な業務運営を確保した。 
また、雇用制度の運用として 

は、定年退職者の暫定再任用を実 
施するため、職員の募集を行った
結果、令和７年４月に33名（うち、
短時間勤務は17名）を採用した。 
ＩＣＴや統計理論等に関する

高度な知識が求められる業務等 
において、外部人材の知見を活用 
することは、人材確保の重要な手 
段であることから、高度な専門性 
を有する職員を、国家公務員法の 
任用制度に基づき非常勤として 
採用した。 
 
 
 
 
 
役職員の給与水準について、国 

家公務員と比較し、分析・検証を 
行った上で公表した。 
職員の給与水準については、対

国家公務員比で104.3となった。
これは、統計センターが東京都 
特別区に所在しており、同じ特別
区に所在する国の機関の地域手
当の支給割合（20.0％）と同様と
なっていることが影響したもの

 
*1ＴＱＭ（ Total Quality Management）：総合的品質管理。企業活動における「品質」全般に対し、その維持・向上を図っていくための考え方、取組、手法、しくみ、方法論などのこと。統計センターでは、各課室で業務の品質管理を行い、これらを連携させ、統計作成の全プ

ロセスについて、総合的な品質管理を実施している。  
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（４）役職員の給与水準について、「独立
行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）を踏ま
え、国家公務員の給与水準を十分に考慮
し、引き続き適正化を図るとともに、取
組状況を公表すること。 

【指標】 
・適正な給与水準の設定状況
・給与水準の検証結果及び取組状況の
公表の有無

（５）製表業務について、調査票の受付
整理、分類符号の格付等の業務において、
厳格な秘密の保護、統計に対する国民の
信頼の確保、統計の品質の維持・向上及
び委託業務の適切な管理監督を図った上
で、次の統計調査等においては、民間事
業者を積極的に活用すること。
 なお、民間委託に当たっては、格付支
援システムなどの情報通信技術の活用や
期間業務職員の活用等に係るコストと民
間委託に係るコストの分析・比較に留意
しつつ進めること。 

・令和７年国勢調査の調査関係書類の

受付整理、ＯＣＲ入力、調査票保管、

調査票の翻訳及び産業・職業大分類

符号格付業務

・令和６年全国家計構造調査の家計簿

符号格付・入力業務

・令和８年経済センサス‐活動調査の

名簿整備等に係る産業小分類符号格

付業務

【指標】 
・民間委託等の実施状況

（６）情報通信技術の積極的な導入・活
用を図ることにより、生産性を向上させ、
業務運営の効率化を推進するため、以下
の取組を実施すること。
 なお、格付支援システムの格付率及び
正解率については、記入状況等により影
響を受けるが、前回調査と同水準を維持
するよう品質管理を適切に行い、製表結
果の精度確保を図ること。 

・令和７年国勢調査就業状態等基本集

計の産業・職業大分類符号格付につ

いて、格付支援システムを適用し、

業務の効率化を図る。その適用に当

たっては、格付率及び正解率の目標

値をそれぞれ75％以上及び98％以上

とする。

・令和６年全国家計構造調査オンライ

ン調査票の収支項目分類符号格付に

ついて、格付支援システムを適用し、

業務の効率化を図る。その適用に当

たっては、格付率及び正解率の目標

なお、民間委託等に当たっては、「独立行政法
人統計センター情報セキュリティポリシー」
（以下「情報セキュリティポリシー」という。）
に基づき、民間事業者における情報セキュリテ
ィ対策・危機管理体制等の確保を図る。 

① 令和７年国勢調査の調査関係書類の受
付整理、ＯＣＲ入力、調査票保管、調査票
の翻訳及び産業・職業大分類符号格付業務

② 令和６年全国家計構造調査の家計簿符
号格付・入力業務

③ 令和８年経済センサス‐活動調査の名
簿整備等に係る産業小分類符号格付業務

（６）情報通信技術を活用した業務運営の効率
化 

情報通信技術の積極的な導入・活用を図るこ
とにより、生産性を向上させ、業務運営の効率
化を推進するため、以下の取組を実施する。 

① 令和７年国勢調査就業状態等基本集計

の産業・職業大分類符号格付について、格

付支援システムを適用し、業務の効率化を

図る。その適用に当たっては、格付率及び

正解率の目標値をそれぞれ75％以上及び

98％以上とする。

② 令和６年全国家計構造調査オンライン

調査票の収支項目分類符号格付について、

格付支援システムを適用し、業務の効率化

を図る。その適用に当たっては、格付率及

び正解率の目標値をそれぞれ70％以上及

び97％以上とする。

③ 経済構造実態調査の産業小分類符号格

付について、格付支援システムを適用し、

業務の効率化を図る。その適用に当たって

は、格付率及び正解率の目標値をそれぞれ

35％以上及び97％以上とする。

④ 労働力調査の産業・職業中分類符号格付

について、格付支援システムを適用し、業

務の効率化を図る。その適用に当たって

は、格付率及び正解率の目標値をそれぞれ

40％以上及び98％以上とする。

⑤ 家計調査オンライン調査票の収支項目

分類符号格付について、格付支援システム

を適用し、業務の効率化を図る。その適用

に当たっては、格付率及び正解率の目標値

をそれぞれ75％以上及び97％以上とする。

⑥ 令和８年経済センサス‐活動調査の名

簿整備等に係る産業小分類符号格付につ

いて、格付支援システムを適用し、業務の

効率化を図る。その適用に当たっては、格

付率及び正解率の目標値をそれぞれ29％

以上及び97％以上とする。

（７）情報システムの整備及び管理
情報システムの整備及び管理については、デ

ジタル庁が策定した「情報システムの整備及び

また、検証結果及び

取組状況について公

表しているか。 

＜評価の視点＞ 
・製表業務の民間委託

について、事業計画

で示された業務等、

積極的に実施してい

るか。

（20.0％）と同様となっていることが影響したものである。 

年齢・地域勘案指数は、国より8.4ポイント低い指数となっている。これは、中・高

年齢層において、上位級の職員の割合が国の機関に比べて低いためである。 

（５）製表業務の民間委託等に向けた取組 
令和７年度は、令和７年国勢調査、令和６年全国家計構造調査及び令和８年経済セン

サス‐活動調査の名簿整備等の製表業務において、民間事業者の活用を推進した。
民間委託等の実施に向けては、関係課及び統計調査間での連絡調整を円滑に行い、適

正な遂行及び品質の確保を図った。 
民間委託により実施した業務においては、「独立行政法人統計センター情報セキュリ

ティポリシー」（令和６年７月18日改正理事長決定。以下「情報セキュリティポリシー」
という。）に基づく、情報セキュリティ対策・危機管理体制等を確保した上で適切に業
務を行うよう仕様書に定め、さらに、委託事業者の業務履行場所に赴き検査を実施する
などにより管理監督を行った。また、統計センターで納品検査を実施し、合格基準を満
たすまで再納品するよう仕様書で定め、品質の確保を図った。
労働者派遣により実施した業務においては、着実に業務を行うため、また、秘密の保

護等の情報セキュリティ対策を確保するために事務処理要領を定め、それを派遣労働
者に遵守するよう指導した。さらに、履行場所には防犯カメラなどを設置するなどの情
報セキュリティ対策を講じて実施した。 
専門とする民間事業者が存在しないと考えられる分類符号格付業務への入札参加者

の拡大に向けて、加盟事業者数が多い団体への働きかけを継続して行った。さらに、符
号格付業務の概要について、事例を使った視覚的にも業務を理解しやすい資料を用い
た入札説明会を行うなどの対応を講じたことにより、新規の入札参加者が増え、更なる
競争性の確保が図られた。 
また、遠隔地での履行を可能としていることから、「情報セキュリティポリシー」に

基づき、民間事業者における情報セキュリティ対策・危機管理体制等の確保を十分に図
りながら、積極的なＷｅｂ会議の活用やオンラインでのデータ送受方法を導入するな
ど、効率的な業務運営を行い、民間事業者の活用を着実に実施した。 

ア 令和７年国勢調査の調査関係書類の受付整理、ＯＣＲ入力、調査票保管、調査票の
翻訳及び産業・職業大分類符号格付業務

(ｱ)調査書類等の受付整理業務
調査関係書類の受付整理業務については、令和７年12月から８年４月までの予定

で、派遣職員を活用し、統計センターで用意した受付整理用仮設建物において、都道
府県から提出された輸送箱約８万箱の調査関係書類の確認を行っている。 

(ｲ)調査票の翻訳業務
令和２年国勢調査から導入されたインターネット回答の多言語対応に加え、近年

の外国人増加を受けて、民間事業者に委託する外国語回答調査票の翻訳件数も増加
することが見込まれたため、令和２年国勢調査時の翻訳結果を辞書的に活用し、突合
できなかった調査票のみを委託することとした。 
これにより翻訳委託件数が抑制され、民間事業者における翻訳業務に要する時間

の軽減につながり、以降の製表業務も遅滞なく、進捗している。 

(ｳ)産業・職業大分類符号格付業務
令和８年２月から11月までの間、民間事業者が確保した施設において、統計センタ

ーが貸与した調査票コードデータ、調査票部分イメージデータ、調査票翻訳データ及
び分類関係資料等を用いて、格付支援システムにより格付ができなかった調査票の
産業・職業大分類符号格付を行っている。 

(ｴ)調査票等のＯＣＲ入力業務

調査票等のＯＣＲ入力業務については、令和７年12月から令和８年５月までの
間、派遣職員を活用し調査票の入力（予定総数：約4,000万枚）を行っている。ま
た、入力イメージ確認や文字修正等を行っている。 

(ｵ)調査票関係書類の調査票保管業務
調査票関係書類の調査票保管業務については、令和７年12月から令和８年５月まで

の間、調査書類の搬送、調査票保管室内での調査書類の棚入れ及び棚出し等の作業を
派遣職員を活用して行っている。 

イ 令和６年全国家計構造調査の家計簿符号格付・入力業務
令和６年12月から７年６月までの間、民間事業者が確保した施設において、回収さ

れた紙家計簿の一部について、統計センターが貸与した家計簿スキャンデータ、世帯
票コードデータ及び収支項目分類等関係資料等を基に収支項目分類符号の格付及び

であり、同じ特別区に所在する国
の機関と比較した場合の年齢・地
域勘案指数は91.6となった。 
なお、年齢・地域勘案指数は、

国より8.4ポイント低い指数とな
っており、給与水準を適切に保っ
た。 

令和７年度は、令和７年国勢調
査、令和６年全国家計構造調査及
び令和８年経済センサス‐活動
調査の名簿整備等の３つの製表
業務について、民間委託により着
実に実施した。 
仕様書へのセキュリティ要件

の明記、現地検査・納品検査、派
遣現場での事務処理要領と監視
体制の整備により、管理・統制の
実効性を担保した。 
さらに、分類符号格付分野で新

規入札参加者を増やすための団
体への働きかけ、事例を使った視
覚的に理解しやすい入札説明会、
遠隔履行を前提としてＷｅｂ会
議やオンラインデータ送受信を
積極導入しつつ、セキュリティ対
策を強化して効率的な業務運営
を確保したことなど、事業計画書
にない能動的施策を講じ、競争
性・効率性・進捗安定性の向上を
図った。 
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値をそれぞれ70％以上及び97％以上

とする。 

・経済構造実態調査の産業小分類符号

格付について、格付支援システムを

適用し、業務の効率化を図る。その

適用に当たっては、格付率及び正解

率の目標値をそれぞれ35％以上及び

97％以上とする。 

・労働力調査の産業・職業中分類符号

格付について、格付支援システムを

適用し、業務の効率化を図る。その

適用に当たっては、格付率及び正解

率の目標値をそれぞれ40％以上及び

98％以上とする。 

・家計調査オンライン調査票の収支項

目分類符号格付について、格付支援

システムを適用し、業務の効率化を

図る。その適用に当たっては、格付

率及び正解率の目標値をそれぞれ

75％以上及び97％以上とする。 

・令和８年経済センサス‐活動調査の

名簿整備等に係る産業小分類符号格

付について、格付支援システムを適

用し、業務の効率化を図る。その適

用に当たっては、格付率及び正解率

の目標値をそれぞれ29％以上及び

97％以上とする。 

【指標】 
・格付率及び正解率 

（７）情報システムの整備及び管理につ
いては、デジタル庁が策定した「情報シ
ステムの整備及び管理の基本的な方針」
（令和３年 12月 24日デジタル大臣決定）
を踏まえ、適切に実施するとともに、Ｐ
ＭＯによる全体管理を通じてＰＪＭＯを
支援する体制の下、利用者に対する利便
性の向上や情報システムの整備及び管理
の効率化に継続して取り組むこと。 

【指標】 
・情報システムの整備及び管理に係る
取組状況等 

 
 
 

 

管理の基本的な方針」（令和３年12月24日デジ
タル大臣決定）を踏まえ、適切に実施するとと
もに、ＰＭＯによる全体管理を通じてＰＪＭＯ
を支援する体制の下、利用者に対する利便性の
向上や情報システムの整備及び管理の効率化
に継続して取り組む。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

＜評価の視点＞ 
・各統計調査の格付率

及び正解率が、目標

値以上となっている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額等の入力を行った。 

  ウ 令和８年経済センサス‐活動調査の名簿整備等に係る産業小分類符号格付業務 
令和７年８月から８年１月までの間、民間事業者が確保した施設において、統計セ

ンターが貸与した照会票コードデータ、照会票部分イメージデータ及び分類関係資
料等を用いて、格付支援システムにより格付ができなかった事業所及び企業の産業
小分類符号格付を行った。 

（６）情報通信技術を活用した業務運営の効率化 
ＩＣＴを活用した各種製表システムの機能拡充や、その基盤となる情報システムの監

視・維持等により安定運用を確保し、業務全体の効率化を推進した。 
特に、格付支援システムを積極的に活用し、同システムで格付できなかった分類符号

について、民間事業者、期間業務職員及び常勤職員で格付を行った。 

ア 令和７年国勢調査における格付支援システムの適用 
産業・職業大分類符号格付に令和８年１月から格付支援システムを適用し、格付率

及び正解率について、定められた目標値を上回った。 

産業・職業大分類符号の格付結果 

 格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

産業大分類符号 22,555,099 18,649,782 
82.7％ 

（75％以上） 
99.3％ 

（98％以上） 

職業大分類符号 22,555,099 18,179,739 
80.6％ 

（75％以上） 
99.0％ 

（98％以上） 

イ 令和６年全国家計構造調査における格付支援システムの適用 
オンライン調査票の収支項目分類符号格付に格付支援システムを適用し、格付率及

び正解率について、定められた目標値を上回った。 

収支項目分類符号の格付結果 

  格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

収支項目分類符号 5,147,240  4,261,025 
82.8％ 

（70％以上） 
99.7％ 

（97％以上） 
※６年度未計上分の家計簿11月分及び単身モニター分を含む 
 

ウ 経済構造実態調査における格付支援システムの適用 
産業小分類符号格付に令和７年６月から12月まで格付支援システムを適用し、正解

率は定められた目標値を上回ったが、格付率は目標値を下回った。 
事業の内容以外の記載や単に建設業、介護サービス等の場合には、格付支援システ

ムでは判断が難しかったことが原因と思われる。引き続き未格付の分析を行い、格付
率の向上に努める。 

産業小分類符号の格付結果 

 格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

産業小分類符号 35,758 12,428 
34.8％ 

（35％以上） 
99.7％ 

（97％以上） 

エ 労働力調査における格付支援システムの適用 
産業・職業中分類符号格付に格付支援システムを適用し、格付率及び正解率につい

て、定められた目標値を上回った。 

産業・職業中分類符号の格付結果 

 格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

産業中分類符号 512,469 224,787 
43.9 

（40％以上） 
100.0％ 

（98％以上） 

職業中分類符号 512,469 216,062 
42.2％ 

（40％以上） 
99.8％ 

（98％以上） 

 
 
 
 
 
 
 
 
情報通信技術を活用した業務 

運営の高度化・効率化について 
は、以下の調査で格付支援システ 
ムを適用した。 
 

＜令和７年国勢調査＞ 
産業・職業大分類符号格付に格

付支援システムを適用し、格付率
及び正解率ともに、定められた目
標値を上回った。 
 
 
 
 
 
 
 

＜令和６年全国家計構造調査＞ 
オンライン調査票の収支項目

分類符号格付に格付支援システ
ムを適用し、格付率及び正解率に 
ともに、定められた目標値を上回 
った。 
 
 
 
 
 

＜経済構造実態調査＞ 
産業小分類符号格付に格付支

援システムを適用し、正解率は定
められた目標値を上回ったが、格
付率については、事業の内容以外
の記載や単に建設業、介護サービ
ス等の場合には、格付支援システ
ムでは判断が難しかったことか
ら、目標値を下回った。 
 
 
 
 

＜労働力調査＞ 
産業・職業中分類符号格付に格

付支援システムを適用し、格付率
及び正解率ともに、定められた目
標値を上回った。 
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＜評価の視点＞ 
・情報システムの整備

及び管理を適切に実

施しているか。 

 

 

オ 家計調査における格付支援システムの適用 
オンライン調査票の収支項目分類符号格付に格付支援システムを適用し、格付率及

び正解率について、定められた目標値を上回った。 

収支項目分類符号の格付結果 

  格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

収支項目分類符号 15,987,250 12,267,044 
76.7％ 

（75％以上） 
99.9％ 

（97％以上） 

カ 令和８年経済センサス‐活動調査の名簿整備等における格付支援システムの適用 
産業小分類符号格付に令和７年８月から12月まで格付支援システムを適用し、格付

率及び正解率について、定められた目標値を上回った。 

産業小分類符号の格付結果 

 格付対象数 格付数 
格付率 

（目標値） 
正解率 

（目標値） 

産業小分類符号 631,679 215,764 
34.2％ 

(29％以上) 
99.8％ 

（97％以上） 

（７）情報システムの整備及び管理 
ア 統計センターにおけるデジタル戦略 

統計センターでは、「独立行政法人統計センター情報化推進規程」（平成27年11月30
日理事長決定）に基づき、「ＰＭＯ（ポートフォリオ・マネジメント・オフィス）」1を
設置するとともに、「デジタル統括責任者」を委員長とした情報化に係る基本的な方
針等を審議する「情報化推進委員会」を置くなど、情報システムを着実に整備及び管
理する体制を構築し、これを運用している。また、「統計センターデジタル戦略基本
方針」によりデジタル戦略に関する基本的な考え方を示すとともに、毎年度「統計セ
ンターデジタル化実行計画」を策定し、変化の激しい情報技術分野に柔軟に対応でき
るよう業務のデジタル化を推進してきたところである。令和７年度においても「統計
センターデジタル化実行計画」を策定し、実施状況や課題等について、「情報化推進
委員会」において共有するとともに、当該計画やその他デジタルに係る事項について、
デジタル統括責任者を始めとする関係者への報告を行うなど、各事業の進捗状況等の
認識に齟齬が生じないよう意思の疎通を図った。 
「行政の進化と革新のための生成ＡＩの調達・利活用に係るガイドライン」（令和

７年５月27日デジタル社会推進会議幹事会決定）を踏まえ、統計センターの業務にお
けるＡＩの活用に関する事務を統括する「ＡＩ統括責任者」を新たに設置した。 
「ＰＪＭＯ（プロジェクト・マネジメント・オフィス）」2への支援としては、情報

システムに係る調達について、ＰＭＯによる有用性や妥当性の確認のほか、デジタル
統括アドバイザーによる専門的知見からの助言を行うための相談会を常時適切に実
施した。 
また、統計センターにおける情報システムを網羅的に把握することにより、法人内

全体のデジタル化を効果的・効率的に行うことを目的に、「情報システム管理台帳」
に掲載されている情報を最新の状態に保つよう適時更新を行った。 

イ 統計センター情報システム基盤 
統計センター情報システム基盤については令和７年４月から新システムの構築を開

始し、７年12月にシステムの更改を行った。 

ウ 文書管理システム 
文書管理システムについて、テレワーク勤務への対応、ペーパーレス化などに寄与す

るとともに、適切に運用管理を行っている。また、統計センター情報システム基盤の更
改に伴う文書管理システムの移行について、関係部署及び移行事業者と連携しデータ
移行を実施、令和７年11月10日より新基盤での運用を開始した。 

エ 光学式文字読取システム 
光学式文字読取システムの運用・管理を適切に行い、令和７年国勢調査、経常調査及

び受託調査に係る入力業務を円滑に実施した。 
また、統計センター情報システム基盤の更改に対応するため、７月に先行導入機の設

置、11月に全ての機器を設置し、12月から令和７年国勢調査の入力業務を開始した。 

＜家計調査＞ 
オンライン調査票の収支項目

分類符号格付に格付支援システ
ムを適用し、格付率及び正解率に
ともに、定められた目標値を上回
った。 
 
 
 

＜令和８年経済センサス‐活動
調査＞ 
産業小分類符号格付に格付支

援システムを適用し、格付率及び
正解率にともに、定められた目標
値を上回った。 
 
 
 
 
「情報化推進委員会」の運用と

ＰＭＯ体制のもと、デジタル統括
責任者のリーダーシップの下で
「統計センターデジタル化実行
計画」を年度内に策定し、関係者
への報告を徹底し、意思疎通の齟
齬を抑止した。また、ＰＪＭＯ支
援として、調達段階でのＰＭＯに
よる有用性・妥当性の事前検証に
加え、デジタル統括アドバイザー
の相談会を通じ、専門的知見を適
時に投入できる運用を確立する
ことにより、品質確保と調達リス
ク低減の両面で実効性が高い取
組を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ＰＭＯ（ポートフォリオ・マネジメント・オフィス）…統計センターにおける情報化について一元的な管理を行うための組織のこと。情報システム部システムソリューション課を指す。 
2 ＰＪＭＯ（プロジェクト・マネジメント・オフィス）…統計センターの情報化に係る個別のプロジェクトを推進する組織のこと。 
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（８）調査票情報等保管業務の効率化に向けた取組 
調査票情報の保管業務は、人手による作業が多く、時間が掛かる上に、誤りが発生し

ないよう慎重に行う必要があった。 
一方で作業自体は調査票情報（データ）の複写や関係資料からの情報の転記が主であ

るため、条件等を整理した上で、ツールを開発・導入することにより、作業の効率化等
を図った。 
これにより業務の効率化が図られ、１件当たり30分程度かかっていた作業時間が、数

分程度に短縮され、また、手動による転記等のミスの防止にもつながった。 
 

調査票情報等の保管業務にお
いて、人手による作業が多かった
ところ、調査票情報（データ）の
複写や関係資料からの情報の転
記に係る作業について、ツールを
開発・導入することにより効率化
等を図った。 
 
 
 
以上のことから、経費及び常勤 

役職員数の適正な管理に取り組 
み、職員の給与水準（対国家公 務
員）も適切に保っているほか、製
表業務の民間委託についても、積
極的に実施していること。情報通
信技術の導入については、格付支
援システムを積極的に活用し、経
済構造実態調査については、格付
率が目標値を下回ったものの、正
解率は、全ての調査で目標値を上
回ったこと。調査票情報等の保管
業務において、人手による作業が
多かったところ、調査票情報（デ
ータ）の複写や関係資料からの情
報の転記に係る作業について、ツ
ールを開発・導入することにより
効率化等を図ったことなどから
所期の目標を達成していること
から、当該項目の評定をＢとし
た。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 調達等の合理化に関する事項 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 調達等の合理化に関する事項 

（１）公正かつ透明な調達手続による
適切で、迅速かつ効果的な調達を実現
する観点から、統計センターが策定し
た「調達等合理化計画」に基づく取組
を着実に実施すること。 
 契約内容を公開し、随意契約の見直
しや一者応札・一者応募の改善に向け
た取組を行うなど、業務運営の一層の
透明性の確保と効率化を図るととも
に、毎年度その取組状況について公表
すること。 

【指標】 
・「調達等合理化計画」に基づく取
組状況及びその公表の有無 

・随意契約、一者応札・一者応募の
改善に向けた取組状況 

２ 調達等の合理化に関する事項 

（１）調達等合理化計画 
公正かつ透明な調達手続による適切で、迅

速かつ効果的な調達を実現する観点から、「調
達等合理化計画」を策定し、同計画に基づく取
組を着実に実施する。 
また、一般競争入札等を原則とし、公正性・

透明性を確保しつつ合理的な調達を実施す
る。 
さらに、一者応札・一者応募については、真

に競争性が確保されているか、独立行政法人
統計センター契約監視委員会において契約状
況の点検・見直しの状況について審議を行い、
その結果に的確に対応する。 
これらの取組状況、審議概要及び契約内容

については、ホームページを通じて公表する。 

（２）契約内容の監査 

＜評価の視点＞ 

・「調達等合理化計画」

に基づく取組が着

実に実施されてい

るか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 調達等の合理化に関する事項 

（１）調達等合理化計画 

ア 調達等合理化計画の取組 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年５月25日総務

大臣決定）に基づき、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透
明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むために令和７年６月に
策定した「調達等合理化計画」を着実に推進しているとともに、当該計画における策定及
び自己評価については、独立行政法人統計センター契約監視委員会*1（以下「契約監視委
員会」という。）において了承を得ているものである。 
なお、当該計画の取組状況については、ホームページを通じて公表している。 

イ 令和７年度契約実績 
令和７年度の統計センターの調達全体像は表１のとおりである。 
契約件数は全体で43件、契約金額は全体で12.8億円である。このうち競争性のある契約

は35件（81.4％）、競争性のない随意契約は８件（18.6％）、となった。 
新たな「競争性のない随意契約」の締結に当たっては「随意契約適正化検証チーム」に

よる検証を経て、真にやむを得ない契約に限り随意契約を締結した。 
 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 

 「調達等合理化計画」を令和７
年６月に策定し、事務・事業の特
性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクル
により、公正性・透明性を確保し
つつ、自律的かつ継続的に調達
等の合理化を推進した。 
令和７年度の契約件数は43件

で、うち８件（18.6%）は随意契
約となった。随意契約は、真にや
むを得ない契約として適切な調
達を実施した。 
 
 
 

 
*1独立行政法人統計センター契約監視委員会：「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11月 17 日閣議決定）に基づき、平成 21年 11 月に設置され、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25 日総務大臣決定）によ

り、統計センター監事及び外部有識者によって構成される組織。  
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（２）監事による監査において、入札・
契約の内容についてチェックを受ける
こと。 

 

【指標】 
・監事による監査の実施状況 

監事による監査において、入札・契約の内容
について定期的なチェックを受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・随意契約、一者応札・

一者応募の改善に向

けた取組はされてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 令和７年度の統計センターの調達全体像   （単位：件、億円） 

 令和６年度 令和７年度 比較増△減 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

競争入札等 
(86.5%) 

45 

(99.2%) 

72.6 

(81.4%) 

35 

(94.3%) 

12.1 

(△22.2%) 

△10 

(△83.4%) 

△60.6 

企画競争・公募 
(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0.0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0.0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0.0 

競争性のある

契約（小計） 

(86.5%) 

45 

(99.2%) 

72.6 

(81.4%) 

35 

(94.3%) 

12.1 

(△22.2%) 

△10 

(△83.4%) 

△60.6 

競争性のない

随意契約 

(13.5%) 

7 

(0.8%) 

0.6 

(18.6%) 

8 

(5.7%) 

0.7 

(14.3%) 

1 

(29.1%) 

0.2 

合  計 
(100%) 

52 

(100%) 

73.2 

(100%) 

43 

(100%) 

12.8 

(△17.3%) 

△9 

(△82.5%) 

△60.4 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）複数年度契約を締結した案件については、件数、金額ともに契約初年度にのみ計上した。 

（注３）独立行政法人統計センター契約事務取扱要領第23条第１項第13号から第15号まで及び第18号の規

定に基づく金額以下の少額随意契約は除いた。 

（注４）指名競争入札は、いずれの年度においても実施していない。 

（注５）比較増△減の（ ）書きは令和７年度の対６年度伸率である。 

ウ 一者応札・応募の状況 
令和７年度の統計センターの一者応札・応募の状況は表２とおりである。 
前年度と比較すると一者以下の応札が３件減少し８件となった。 
一者以下の応札となった８件（共同調達２件を含む。）については、仕様書の要件

は必要最低限の内容であり、複数者が参加した案件と同様に競争性の障壁となるよう
な記載はなかった。 

 表２ 令和７年度の統計センターの一者応札・応募状況 （単位：件、億円） 

 令和６年度 令和７年度 比較増△減 

２者以上 
件 数 34(75.6％) 27(77.1％) △7(△20.6％) 

金 額 15.0(20.6％) 11.2(93.3％) △3.8(△25.1％) 

１者以下 
件 数 11(24.4％) 8(22.9％) △3(△27.3％) 

金 額 57.6(79.4％) 0.8(6.7％) △56.8(△98.6％) 

合 計 
件 数 45(100％) 35(100％) △10(△22.2％) 

金 額 72.6(100％) 12.1(100％) △60.6(△83.4％) 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注３）比較増△減の（ ）書きは、令和７年度の対令和６年度伸率である。 

エ 重点的に取り組んだ分野 
公平性、透明性、競争性の確保や利便性を向上する観点から以下の取組を実施した。 

(ｱ) 年度末までに翌年度の「入札予定案件」を統計センターホームページに掲載し、新

たに追加になった場合は入札公告（掲載日）の 30日前までに公告するとともに、「入

札予定案件」から直接調達公告を確認できるリンクを掲載 

(ｲ) 競争性が確保されているか仕様書の精査 

(ｳ) 電子メールを活用した入札手続の実施 

(ｴ) 統計センター入札情報配信サービスへの登録促進 

(ｵ) オンラインによる入札説明会の実施に向けた検証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和７年度における一者応

札・応募案件の状況については、
前年度と比較すると一者以下の
応札が３件減少し８件となっ
た。 
一者以下の応札・応募となっ

た８件の仕様書の要求要件は、
必要最低限で、応札や応募の条
件を限定する内容も見当たら
ず、競争性の障壁となるような
ものはなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公平性・透明性・競争性の確保

及び利便性向上に向け、入札予
定案件の事前公表やリンク整
備、仕様書の精査、電子メール・
オンラインを活用した入札手続
の推進、新規参入業者の開拓・ア
ンケート実施、オープンカウン
ターの実施など、８つの取組を
着実に推進した。 
その結果、一者応札の割合は
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＜評価の視点＞ 

・監事による監査が、

適切に行われてい

るか。 

 

(ｶ) 新規参入業者への参入経緯等のアンケートを実施 

(ｷ) 新規参入業者の開拓（インターネットで検索した業者への見積依頼） 

(ｸ) オープンカウンター（ホームページでの少額随意契約案件の公告）の実施 

上記８つの取組を着実に実施したことにより、国の行政機関との共同調達を除いた一者

応札の割合は25.0％となり、過去５年の平均（34.9％）と比較すると減少（▲約10ポイン

ト）しており、一定の効果がみられた。 

オ 調達に関するガバナンス及びコンプライアンスの徹底 

(ｱ) 随意契約に対する内部統制の徹底 

令和７年度に随意契約を行った８件のうち、新たに随意契約を締結した３件につい

て「随意契約適正化検証チーム」により検証を行った。 

検証の結果、独立行政法人統計センター会計規程第 41条第１号（契約の性質又は目

的が競争を許さないとき）及び第３号（競争に付すことが不利と認められるとき）に

基づき、妥当と判断された。 

(ｲ) 不祥事等の発生の未然防止・再発防止のための取組 

新たに検査・監督職員の職責を担う者（新任課長代理相当職８名、新任係長相当職

11 名）を対象に、調達手続全般及び不祥事の事例について研修を実施するとともに、

適正な検査監督業務を遂行する上での注意事項等について周知徹底を図った。 

また、検査・監督職員を含む調達担当者への指導を適時に行うなど、適正な検収が

実施できるよう取り組むとともに、全役職員に向け、イントラネットを活用して、「調

達手続の概要」や、調達に必要な情報の提供を行った。 

さらに、少額随意契約以外の納品成果物（24件）について、検査職員以外の職員（総

務部財務課調達係）も現物確認を行うとともに、履行状況の確認を行い、検収の徹底

を図ることにより、不祥事等の発生を防止した。 

カ 契約監視委員会による点検 
契約監視委員会において、調達等合理化計画の策定及び自己評価の際の点検を受けると

ともに、これに関連して、競争性のない新たな随意契約案件、２か年度連続の一者応札・
応募案件などに該当する個々の契約案件の調達内容及び調達手続等についても点検を受
け、その審議結果を踏まえ、更なる競争性の確保の推進に努めた。 
なお、契約監視委員会の議事概要についてはホームページで公表した。 

キ 共同調達の実施 
  経済性及び事務効率性の向上を図るため、総務省統計局や総務省本省等と合同して調達
を実施した。令和７年度においては、「総務省第二庁舎で使用する電力の購入」他11件に
ついて共同調達を実施した。 

（２）契約内容の監査 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、一般競争入札
を含むすべての入札・契約事務全般の状況について、監事及び監査室による監査を毎月実施
した。 
なお、監査を受けるに当たっては、随意契約や情報開示を含む契約案件全般（※）につい

て、財務課内で厳正なチェックを行い監査体制及び内部牽制の実効性の確保に努めた。 
（※）調達の実施に当たっては、事業部門（調達要求部門）の作成した仕様書等を、財務課の契約担当者がそ

の内容を審査した上で、金額に応じて、理事長、総務部長等が決裁を行うが、この場合においても、財務

課の予算執行管理担当者は事前に審査を行っており、会計部門内での相互牽制を行い、適正な経費執行を

確保する体制を構築し実施した。 

25.0％となり、過去５年平均
（34.9％）と比較して約10ポイ
ント減少するなど、競争性確保
において一定の効果が認められ
た。 
 

 

新たに随意契約を締結した３
件について「随意契約適正化検
証チーム」により検証を行った。 
検証の結果、統計センター会

計規程第41条第１号及び第３号
に基づき、妥当と判断された。 
 
 

不祥事等の発生を未然に防止
するため、新たに検査・監督職員
の職責を担う者（19名）を対象に
調達手続全般及び不祥事の事例
についての研修等を実施した。 
さらに少額随意契約以外の納

品成果物（24件）について、検査
職員以外の職員による確認を行
った。 

 

 
調達等合理化計画の策定及び

自己評価について、契約監視委
員会の点検を受けるとともに、
２か年度連続の一者応札・応募
案件等に該当する個々の契約案
件の調達内容、調達手続等につ
いての点検を受けた。 
 
経済性及び事務効率性の向上

を図るため、国との共同調達を
実施した。 
 

一般競争入札を含む全ての入
札・契約事務全般の状況につい
て、監事及び監査室による監査
を毎月実施した。 
監査を受けるに当たっては、

契約案件全般について、厳正な
チェックを行い監査体制及び内
部牽制の実効性の確保に努め
た。 
 
以上のことから、「調達等合理

化計画」に基づく取組が着実に
実施されており、随意契約、一者
応札・一者応募の改善に向けた
取組も実施された。 
また、契約監視委員会におい

て、契約案件の調達内容、調達手
続等について点検を受け、了承
を得ており、所期の目標を達成
していることから、当該項目の
評定をＢとした。 

146



 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

業務経費及び一般管理費
の削減（※） 

3.2％以上の減 前年度予算額 3.2％減 3.2％減 3.2％減 3.2％減 3.2％減 
 

         
         

         

（※）業務経費及び一般管理費に係る運営費交付金については、新規追加、拡充部分等を除く。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

第３ 財務内容の改善に関する事項 
適正な財務管理を行い、上記第２の

１（２）を達成するとともに、経費全体
の効率的な執行を図ること。 
また、令和７年度においては、上記第

１の２（２）に掲げる調査票情報の二次
的利用に関する取組について、自己収
入の拡充に努めること。 
なお、毎年の運営費交付金額の算定

については、積立金の発生状況にも留
意した上で、厳格に行うこと。 

【指標】 
・目標第２の１（２）に掲げた経費の
削減状況 

・参考指標：調査票情報の二次的利用
による収入額 

 
 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支
計画及び資金計画 
適正な財務管理を行い、上記第２の１（２）

を達成するとともに、経費全体の効率的な執
行を図る。 
また、令和７年度においては、上記第１の

２（２）に掲げる調査票情報の二次的利用に
関する取組について、自己収入の拡充に努め
る。 
予算、収支計画及び資金計画については、

別添のとおりとする。 
 
 

＜評価の視点＞ 

・適正な財務管理がなさ

れているか（年度目標

に掲げた経費の削減

状況含む）。 

  

【参考指標】 

・調査票情報の二次的利

用による収入額 

（１）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
業務経費及び一般管理費（情報システム関係経費、庁舎維持管理費、製表業務アウトソ

ーシングなど推進費、各種法令等により生じる義務的な経費等の所要額計上を必要とする
経費及び周期統計調査に係る経費を除く。）に係る運営費交付金については、新規追加及び
拡充部分を除き、業務の質の確保に留意しつつ、令和５年度から９年度までの５年間で、
令和４年度予算額１億4,121万円に対し85％以下、金額では約2,100万円以上削減すること
とされたことから、各年度の業務経費及び一般管理費の予算額を、対前年度比▲3.2％以上
削減することにより、５年間の目標を達成することとしている。 
令和７年度の業務経費及び一般管理費の予算額は、６年度予算額１億3,232万円に対して

１億2,809万円とし、▲3.2％の削減を達成した。 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 
 業務経費及び一般管理費の予 
算額については、対前年度比▲ 
3.2％の削減目標を達成した。 
また、調査票情報の二次的利用 
に関する取組について、自己収
入 の拡充に努めた。 
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【所要額計上経費等を除く削減対象経費】                                        （単位：千円） 

区   分 

令和４年度 

（基準額） 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

金 額 比 率 金 額 
対前 

年度比 
金 額 

対前 

年度比 
金 額 

対前 

年度比 
金 額 

対前 

年度比 

業務経費 
 

73,597 

 

100.0％ 

 

71,242 

 

96.8％ 

 

68,962 

 

96.8％ 

 

66,755 

 

96.8％ 

  

一般管理費 
67,615 

 

100.0％ 

 

65,451 

 

96.8％ 

 

63,357 

 

96.8％ 

 

61,330 

 

96.8％ 

  

計 
 

141,212 

 

100.0％ 

 

136,693  

 

96.8％ 

 

132,319  

 

96.8％ 

 

128,085  

 

96.8％ 

  

区   分 

令和９年度 

金 額 
対前 

年度比 

業務経費   

一般管理費   

計   

 
 

令和７年度における調査票情報の二次的利用に関する手数料収入については、以下のと
おり であり、調査票情報の二次的利用に関する自己収入の拡充に努めた。  

・調査票情報のオンサイト利用による収入は 73万円 
 ・オーダーメード集計の提供による収入は 714万円 
 ・匿名データの提供による収入は 73万円 

 
 
 
 
 

 
 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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事業計画予算  

令和７年度  

（単位：百万円） 

区  別 
統計調査 

製表事業 

統計データ利

活用推進事業 

公的統計発展

支援事業 

技術研究・国際

協力事業 
法人共通 合 計 

収入 

運営費交付金収入 

受託製表収入 

政府統計共同利用 

システム運用管理等収入 

統計作成支援事業収入 

その他の収入 

計 

 

6,227 

- 

- 

 

- 

- 

6,227 

 

536 

- 

110 

 

9 

- 

656 

 

1,377 

32 

1,105 

 

- 

- 

2,514 

 

175 

- 

- 

 

- 

- 

175 

 

1,061 

- 

- 

 

- 

- 

1,061 

 

9,376 

32 

1,215 

 

9 

- 

10,633 

支出 

業務経費 
経常統計調査等に係る経費 

周期統計調査に係る経費 

受託製表経費 

政府統計共同利用 

システム運用管理等経費 

統計作成支援事業経費 

一般管理費 

人件費 

計 

 

2,614 

1,047 

1,567 

- 

- 

 

- 

118 

3,495 

6,227 

 

82 

82 

- 

- 

110 

 

9 

15 

439 

656 

 

262 

205 

57 

32 

1,105 

 

- 

31 

1,084 

2,514 

 

25 

25 

- 

- 

- 

 

- 

7 

143 

175 

 

83 

83 

- 

- 

- 

 

- 

117 

861 

1,061 

 

3,066 

1,443 

1,623 

32 

1,215 

 

9 

289 

6,022 

10,633 

各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【人件費の見積り】 

期間中 5,007百万円を支出する。 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する

範囲の費用である。 

 

【運営費交付金の算定ルール】 

  運営費交付金 ＝ 人件費 ＋ 業務経費 ＋ 一般管理費 － 自己収入（人件費相当分） 

人件費   ＝ 前年度予算額 × 給与改定率 ＋ 特殊要因（退職手当等） 

業務経費 ＝ 経常統計調査等に係る経費 ＋ 周期統計調査に係る経費 

経常統計調査等に係る経費 ＝ 前年度予算額（「所要額計上経費」を除く。） × 政策係数（α）×  

効率化係数（β） × 消費者物価指数（CPI）（γ） ＋  

当年度の所要額計上経費 

周期統計調査に係る経費については、各年度必要な額を見積り、計上する。 

 

 

 

一般管理費 ＝ 前年度予算額（「所要額計上経費」を除く。） × 効率化係数（β） ×  

           消費者物価指数（CPI）（γ） ＋ 当年度の所要額計上経費 

自己収入（人件費相当分）については、過去実績等を勘案し、当年度に想定される受託製表収入及び統計作成

支援事業収入の見込額のうち人件費相当分を計上する。 

 

予算額計算の前提条件  

１ 政策係数（α）を１．００とする。 

２ 効率化係数（β）を０．９６８とする。 

３ 消費者物価指数（γ）を１．００とする。 

  また、「所要額計上経費」とは、情報システム関係経費、庁舎維持管理費、製表業務アウトソーシング等推進費、

各種法令等により生じる義務的な経費等の所要額計上を必要とする経費とする。 

  

別 添 
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収支計画 

令和７年度 

（単位：百万円） 

区  別 
統計調査 

製表事業 

統計データ利

活用推進事業 

公的統計発

展支援事業 

技術研究・国

際協力事業 
法人共通 合 計 

費用の部 

経常費用 

業務費 

受託製表業務費 

政府統計共同利用 

システム運用管理等経費 

統計作成支援事業経費 

一般管理費 

減価償却費 

財務費用 

5,938 

5,938 

5,907 

- 

- 

 

- 

- 

31 

0 

659 

659 

533 

- 

110 

 

9 

- 

6 

0 

2,939 

2,938 

1,371 

32 

1,098 

 

- 

- 

438 

0 

175 

175 

175 

- 

- 

 

- 

- 

0 

0 

1,062 

1,062 

- 

- 

- 

 

- 

 1,052 

11 

0 

10,773 

10,773 

7,986 

32 

1,208 

 

9 

1,052 

486 

1 

収益の部 

運営費交付金収益 

受託製表収入 

政府統計共同利用 

システム運用管理等収入 

統計作成支援事業収入 

資産見返負債戻入 

資産見返運営費交付金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

賞与引当金見返に係る収益 

退職給付引当金見返に係る収益 

その他の収入 

財務収益 

5,933 

5,577 

- 

- 

 

- 

11 

11 

- 

345 

- 

- 

- 

658 

504 

- 

110 

 

9 

5 

5 

- 

30 

- 

- 

- 

2,524 

1,301 

32 

1,105 

 

- 

16 

16 

- 

71 

- 

- 

- 

175 

165 

- 

- 

 

- 

0 

0 

- 

9 

- 

- 

- 

1,062 

736 

- 

- 

 

- 

10 

10 

- 

41 

275 

- 

- 

10,351 

8,282 

32 

1,215 

 

9 

41 

41 

- 

497 

275 

- 

- 

純利益 

総利益 

△6 

△6 

△1 

△1 

△415 

△415 

△0 

△0 

△1 

△1 

△422 

△422 

各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

注１：当法人における退職手当については、役員退職手当支給規程及び国家公務員退職手当法 

に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするもの 

としている。 

注２：純利益及び総利益については、ファイナンスリースにより取得した資産の会計処理によ 

るもの及び政府統計共同利用システム運用管理等収入により購入した固定資産の減価償 

却費見合いのものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金計画 

令和７年度 

（単位：百万円） 

区  別 
統計調査 

製表事業 

統計データ利

活用推進事業 

公的統計発展

支援事業 

技術研究・国

際協力事業 
法人共通 合 計 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

6,227 

5,908 

305 

14 

656 

653 

2 

0 

2,514 

2,500 

5 

8 

175 

175 

1 

0 

1,061 

1,057 

3 

1 

10,633 

10,293 

316 

23 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

受託製表収入 

政府統計共同利用 

システム運用管理等収入 

統計作成支援事業収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

6,227 

6,227 

6,227 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

656 

656 

536 

- 

110 

 

9 

- 

- 

- 

2,514 

2,514 

1,377 

32 

1,105 

 

- 

- 

- 

- 

175 

175 

175 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1,061 

1,061 

1,061 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

10,633 

10,633 

9,376 

32 

1,215 

 

9 

- 

- 

- 

各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅳ 短期借入金の限度額） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

― 第４ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は、23億円とし、運営費交
付金等の交付時期にずれが生じた場合、不測の事
態が生じた場合等に充てるために用いるものと
する。 

＜評価の視点＞ 

・短期借入金の使用状況 

該当なし。 ＜評定と根拠＞ 

評定：― 

【評定根拠】 
運営費交付金等の交付時期のず

れや、不測の事態等が生じなかっ

たことから、借入れを行うことは

なかったため、評価せず。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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 独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅴ 不要財産等の処分に関する計画） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 不要財産等の処分に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

― 第５ 不要財産等の処分に関する計画 
計画なし。 

 該当なし。 
 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

153



  

 独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅵ 重要な財産の譲渡等に関する計画） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 重要な財産の譲渡等に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

― 第６ 重要な財産の譲渡等に関する計画 
計画なし。 

 該当なし。 ― 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

＜参 考＞（保有資産の管理・運用等について） 

１ 実物資産 
統計センターにおいては、土地、建物は保有していない。現在使用している建物については、独立行政法人統計センター法（平成 11 年法律第 219号）附則第６条の規定に基づき、独立行政法人化の際、専ら使用していた庁舎（総務省

第２庁舎）を無償で使用している。 

２ 知的財産 
知的財産として、製表業務の効率化を目的に独自開発した機械学習型格付支援システム等のプログラムや、統計センターマークの商標登録などを有しているが、収益を得るための財産は保有していない。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ－１ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

― 計画なし。 
 

  施設及び設備に関する計画 
該当なし。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：― 

【評定根拠】 
「計画なし」のため評価せず。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―２－１ 人事に関する計画（人材確保・育成の推進） 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 人材確保・育成の推進 

製表業務に必要な高度な技術の継承・発
展を図るとともに、業務の多様化に対応
し、将来にわたって社会の要請に応える組
織を人材面からも支えるため、統計センタ
ーが策定した「人材確保・育成方針」に基
づき総務省統計局等との人事交流や研修
の実施による職員の資質向上、政府の取組
も踏まえた働き方改革など働きやすい職
場環境の整備を含め、計画的な人材の確保
とその育成を図ること。 
なお、効率的な製表業務の推進に必要な

高度な技術の継承・発展を図るため、研修
等により職員の能力開発を積極的に行う
こと。 

【指標】 
・人材確保に係る取組状況 
・人材育成に係る取組状況 

２ 人事に関する計画 

（１）人材確保・育成の推進 
製表業務に必要な高度な技術の継承・発展を図

るとともに、業務の多様化に対応し、将来にわた
って社会の要請に応える組織を人材面からも支
えるため、統計センターが策定した「人材確保・
育成方針」及び「人材確保・育成実行計画」に基
づき、人材の確保・育成のための４つの方策「積
極的な採用戦略」、「長期的な視点に立った人事管
理」、「個性や適性を活かす人事評価や１on１ミー
ティング」及び「主体的な成長を促す研修の実施」
について、着実に実行する。 

 

＜評価の視点＞ 

・人材確保・育成に係る取

組が、適切に行われてい

るか。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）人材確保・育成の推進 
製表業務に必要な高度な技術の継承・発展を図るとともに、業務の多様化に

対応し、将来にわたって社会の要請に応える組織を人材面からも支えるため、
統計センターが策定した「人材確保・育成方針」（以下この項において「方針」
という。）及び「人材確保・育成実行計画」（以下この項において「計画」とい
う。）に基づき、人材の確保・育成のための４つの方策「積極的な採用戦略」、
「長期的な視点に立った人事管理」、「個性や適性を活かす人事評価や１on１ミ
ーティング」及び「主体的な成長を促す研修の実施」について、働き方改革の
推進等の働きやすい職場環境の整備を含め、着実に実行した。 
計画に基づく令和７年度の具体的な取組は、以下のとおり。 

ア 積極的な採用戦略 
新規採用職員について、引き続き積極的に採用活動を進めた結果、令和７

年度の採用者数は20人となった。 
令和７年度の採用活動として、一般職（大卒程度）試験の第１次試験合格

者を対象とした人事院主催の官庁合同説明会に加え、７月には独自にオンラ
インによる説明会を実施したほか、官庁訪問を実施し、統計センターの概要
や業務説明を行った。その結果、同試験の最終合格者から８年４月１日に14
人を採用した。 
一方、一般職（高卒者）試験を志望する専門学生等を対象として専門学校

が主催する官庁合同説明会については、１都９県の19校（うちＷｅｂ開催2
校）で行った。このほか、専門学校の学生等に統計センターを訪問してもら

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 
一般職（大卒程度）では、人事院

主催の合同説明会に加え、独自の
オンライン説明会と官庁訪問を併
用し、最終合格者から14人を採用
した。一般職（高卒者）相当の層に
対しても、1都9県19校の専門学校
主催説明会、オンライン説明会及
び官庁訪問を組み合わせ、５人を
採用した。 

さらに、令和７年度から開始さ
れた経験者採用（係長級）でも説明
会及び官庁訪問を積極的に実施
し、１人の採用に結び付けた。次年
度採用に向けて、「これが国家公務
員のお仕事です」、「官庁ＥＸＰ
Ｏ」、「関東地区官庁オープンツア
ー」等の主要イベントへ戦略的に
参加し、専門学校での広報も継続

156



 

い、統計センター職員による業務説明を実施するなど、積極的な採用活動を
行った。また、第１次試験合格者に対して、10月にオンライン形式による業
務説明会と官庁訪問を実施し、同試験の最終合格者から８年４月１日に５人
を採用した。 
さらに、令和７年度から新たに実施された経験者採用（係長級）試験にお

いては、11月に人事院主催の官庁合同説明会に加え、官庁訪問を実施し、統
計センターの概要や業務説明を行った。その結果、同試験の最終合格者から
１人を採用した。 
なお、令和８年度の採用活動として、７年12月に国家公務員に興味のある

方を対象とした人事院が主催する「これが国家公務員のお仕事です（各機関
編2025）」、８年２月に国家公務員（主に一般職（大卒程度及び高卒者））を志
望する学生等を対象とした「官庁ＥＸＰＯ」、３月に国家公務員（主に一般職
（大卒程度及び高卒者））を志望する学生等を対象とした「関東地区官庁オ
ープンツアー」に参加して業務説明等を行ったほか、専門学校が主催する官
庁合同説明会に参加して優秀な人材の確保に努めた。 
さらに、インターンシップを実施し、統計作成システムの開発（プログラ

ミング）を実習内容とする５日間のプログラムに応募した８名を実習生とし
て受け入れた。主体となり対応を行った情報システム開発担当は、統計セン
ターにおける一連のシステム開発業務であるデータクリーニングと統計表
集計の演習、最新技術を用いた取組の演習及び国勢調査のシステム開発を体
験できるカリキュラムを策定した。実習生のプログラミングスキルレベルに
合わせた手厚いサポート体制を整備するため、ＯＪＴ形式によるマンツーマ
ン対応を行った結果、実習生から高い満足度が得られた。 
また、適正な採用活動領域に留意した上で、総務省と連携してデータサイ

エンスや理系関係の学部等を擁する４大学を訪問し、理系学生の国家公務員
や統計・情報処理関係への就職動向等を聴取し、意見交換を行った。 

イ 長期的な視点に立った人事管理 
(ｱ) 多様な業務経験を可能とする適切な人事ローテーション 

計画に基づき、同一部署の配置は５年を限度・係員期には複数回の異動
を経験させるなど、多様な業務経験を可能とする適切な人事ローテーショ
ンを実現した。 
また、方針に基づき、職員のキャリアパスの中で対外的な調整部門の経

験や他の機関への出向等は、人材育成上重要な機会でもあることから、そ
の拡大を図るため、原則、四半期ごとに総務省等と人事交流を行った。令
和７年度の総務省等国の行政機関からの転入者は16人（前年度29人）、転
出者数は21人（前年度26人）であった。 

(ｲ) 業務横断的なプロジェクトへの参加支援 
利活用目線を中心とした「外部との関わり」を経験する研修を実施する

とした計画に基づき、７年10月及び８年２月に採用５年目及び６年目の職
員18人を対象として統計データ利活用センターや企業の見学等の出張研
修を実施した。 

ウ 個性や適性を活かす人事評価や１on１ミーティング 
前年度に引き続き、７年６月から37歳以下の若手職員及び希望する職員を

対象として「成長サポート１on１ミーティング」を実施し、同年12月までに
課室長等が計221人の職員との面談を行った。 
この取組は、若手職員の意欲や希望を聴取するとともに、現在身につけて

いる業務スキルについて、振り返りの機会として内省し、職員自身が記述し
た対話シートを上司と共同で確認することにより、上司からは今後習得して
もらいたいスキルを提示しつつ、若手職員は自身の強みを意識し、今後のス
キル向上への「気づき」を得て、自律的に成長できるようにするものである。 

エ 主体的な成長を促す研修の実施 
(ｱ) 内部研修及び専門知識の習得等に係る業務研修の実施 

内部研修では、令和７年５月に実施した課長代理等研修等、マネジメン
ト能力を活性化させ業務の改善・強化を図るための階層別研修を実施した
ほか、人事評価制度と研修制度の関係を強化し、職員個々のより高い職務
遂行能力の発揮や、自己の能力開発への自立的・計画的な意識の醸成を目
的とした技能研修等を実施し、延べ349人（前年度388人）が受講した。 
階層別研修のうち、令和６年度からの新しい試みとして、新規採用職員

対して、統計センター職員に求められるＩＣＴに関する基礎知識（Excel

している。 

また、５日間のプログラミング
実習型インターンシップを８名受
入れ、人材パイプラインの早期形
成に寄与したほか、総務省と連携
した理系学生向け大学訪問によ
り、理系人材の就業動向の把握と
機関の認知向上を図った。 

採用チャネルの多角化、ターゲ
ット層ごとの訴求、インターン等
の早期接点づくりを通じて、令和
７年度の採用者20人（大卒14、高卒
等５、経験者１）を確保した。 

また、ローテーション方針（同一
部署５年を限度、係員期に複数回
の異動）を明確化した上で運用し、
計画が求める多様な業務経験の付
与を実現した。対外調整部門経験・
他機関出向の拡大も方針に沿って
推進し、四半期ごとの総務省等と
の人事交流を原則化するなど、外
部経験の機会を制度化した。令和
７年度の交流実績は、転入16人（前
年度29人）、転出21人（前年度26人）
であり、規模は前年度から変動し
たが、交流スキーム自体は継続的
に機能している。 

また、若手の外部視点を培うこ
とを目的に、採用５年目及び６年
目の職員18人を対象に、統計デー
タ利活用センター見学や企業見学
等の出張研修を実施し、業務横断
型プロジェクトへの参画に有用な
広い視野を身につけることを支援
した。ローテーションと対外経験
を組み合わせ、中長期的な人材育
成につなげた。 

37歳以下の若手及び希望者を対
象とする「成長サポート1on1ミー
ティング」を６月から12月にかけ
て課室長等が221人と面談を行っ
た。職員自身が記述した対話シー
トを用いた内省・可視化を通じて、
上司からの期待スキル提示と本人
の強みの再認識を接続し、自律的
成長を促進した。 

さらに、面談の質を高めるため
に新任等の課室長・副課長等11人
を対象にコーチング研修を実施
し、管理職層の支援スキルを底上
げした。評価制度の運用と育成対
話の質的向上が両輪で進み、個性・
適性を活かすマネジメント基盤を
強化した。 

階層別研修・技能研修を中心に、
内部研修受講は延べ349人、外部研
修受講は延べ388人を記録した。内
部・外部ともに受講者アンケート
で「有意義」以上の割合がそれぞれ
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の基本機能を含む）の習得を目的にＩＣＴ基礎研修を実施し、19人（前年
度24人）が受講した。 
なお、内部研修を受講した職員に対して、研修内容に関するアンケート

を実施した結果、研修成果があったとする者（「大変有意義だった」又は
「有意義だった」と回答した者）の割合は約94．8％と、目標である85％以
上となっている。 
また、情報システム開発担当職員向けの内部研修については、プログラ

ム言語やデータベースに関する知識、統計センターで内製している汎用ツ
ールなど、システム開発業務に関する専門知識の習得とスキル向上を目的
とした研修を実施し、延べ233人（前年度171人）が受講した。受講した職
員に対して、研修内容に関する受講報告書の提出を依頼した結果、研修成
果があったとする者（「大変有意義だった」又は「有意義だった」と回答し
た者）の割合は100%と、目標である85％以上となっている。 

(ｲ) 外部研修の活用 
外部研修については、職員の専門的能力の向上を図るため、各省等が実

施する研修会、セミナーなどを積極的に活用し、延べ388人（前年度415人）
が受講した。 
なお、外部研修を受講した職員に対して、研修内容に関するアンケート

を実施した結果、研修成果があったとする者（「大変有意義だった」又は
「有意義だった」と回答した者）の割合は約95.6％と、目標である85％以
上となっている。 
また、情報システム開発担当職員については、情報処理業務に関する専

門知識の習得とスキル向上を図るため、民間企業が実施する研修へ積極的
に参加し、延べ26人（前年度30人）が受講した。 

(ｳ) 統計データアナリスト補認定に向けた統計研修の必修 
総務省統計研究研修所が開催する本科（総合課程）研修は係長級の昇任

までに受講させることを原則とし、中級研修は若手職員の受講を必修とし
て、職員の受講を推奨している。 
また、「統計データアナリスト」及び「統計データアナリスト補」資格認

定の要件を満たす職員を順次推薦しており、令和７年度は、統計データア
ナリスト６人（前年度12人、計18人）、統計データアナリスト補32人（前年
度70人、計102人）が新たに認定された。 

(ｴ) 自己啓発等の推奨 
次世代を担う若手職員には、人事評価制度と研修制度を連動させた自己

啓発目標を自ら半期毎に設定し、専門的知識の習得及び能力開発の促進を
図った。また、「成長サポート１on１ミーティング」の機会を活用して、課
室長等が職員に対し自己啓発を推奨した。 

(ｵ) 検定等受験者の選任 
政府統計に関わる職業人として求められる基礎能力となる「データサイ

エンスに関する基礎知識」、「デジタル技術に関連した基礎的な知識」等の
知識レベル・理解度を把握することなどを目的として、新たに研修等で知
識を習得した職員の中から検定等に受験者を選任している。令和７年度
は、対象とする検定等に「専門統計調査士」試験を追加し、統計検定２級
11人（前年度４人）、ＩＴパスポート試験３人（前年度６人）、専門統計調
査士４人を選任し、当該職員に検定等を受験させた。 

(ｶ) 管理職層向けの意識啓発 
「成長サポート１on１ミーティング」の実施効果を高めるため、７年６

月に新任等の課室長・副課長等11人を対象に「コーチング研修」を実施し
た。 

(ｷ) 若手職員の専門的知識の習得及び能力開発の促進 
ＩＣＴに関するリテラシーをより多くの職員が基礎スキルとして習得

できる体制を推進するため、外部事業者が提供している新たなＩＣＴ研修
サービスの利用を開始した。全職員向けとして、ＩＴパスポート受験対策、
ＳＱＬの基礎習得及び生成ＡＩ利用に関するコースを確立し、コース作成
のための試用を含め、延べ99名が利用した。また、全職員向けのデジタル
リテラシー、ＤＸ及びプログラミングの基礎を学ぶ３コース、システム開
発担当者向けの１コースを新たに確立し、令和８年度から、計７コースで
運用を行う予定。 
 

94.8％、95.6％と、目標値（85％以
上）を上回り、研修の質が担保され
た。新規採用者向けICT基礎研修を
実施（19人）し、業務に不可欠な基
礎スキルの早期定着を図ったほ
か、情報システム開発担当向け内
部研修では延べ233人が受講と前
年度から増加した。外部研修では
民間研修の活用を含めて継続実施
（情報処理系26人）し、外部知の取
り込みを図った。資格面では、統計
データアナリスト６人、統計デー
タアナリスト補32人の新規認定に
加え、統計検定２級（11人）、ＩＴ
パスポート（３人）、専門統計調査
士（４人）を対象とする受験者選任
を実施し、能力の客観的可視化を
進めた。全職員向けに外部ICT研修
サービスを新規導入し、ＩＴパス
ポート、ＳＱＬ、生成ＡＩ等の基礎
コースを確立、延べ99人が利用す
るなど、自律学習の環境整備を前
倒しで進めた。 

さらに、総務省との合同研修（中
堅係員グループワーク）、役員と若
手の懇談、表彰制度の活用、分類符
号eラーニング、統計基礎・統計調
査・Ｒ・人口統計の勉強会、サイバ
ーセキュリティ講習等、学習機会
の多層化・多様化を図った。 
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(ｸ) 外部の専門的知見の活用等による高度な専門人材育成に関する取組 
      高度な専門知識を有する職員の確保・育成に関する取組として、サイバ

ーセキリティの専門知識や技能を有する人材を育成するため、担当者に情
報処理安全確保支援士講習を受講させ、スキル向上を図った。 

(ｹ) 総務省との合同研修 
総務省・統計センター職員相互の理解と信頼を深め、一体感の醸成を図

ることを狙いとして、令和７年12月に「中堅係員グループワーク」研修を
総務省と合同で新たに開催し、採用後５年を経過した職員14名が参加し
た。 

(ｺ) 役員と職員との懇談 
経営理念を踏まえた自律的な成長の支援を行うには、経営側と職員との

間で意識の共有が図られることが必要なことから、日ごろ役員との直接的
な対話の機会が少ない若手職員を対象として、役員との懇談会を定期的に
開催している。令和７年度は、５月に平成29年～30年試験採用の職員29名
及び新規採用職員19名が参加する懇談会を開催した。 

(ｻ) 表彰制度の活用 
業務改善に成果があったと認められる場合には、速やかにその功労を認

め報奨することで、職員の意欲向上や更なる業務効率の向上につなげるた
め、表彰制度を活用している。令和７年度は、６月及び８年３月に「独立
行政法人統計センター業務改善表彰（通称 グッド・アクション賞）」を行
い、「一般用ミクロデータ作成の取組」、「令和７年度インターンシップに
おけるカリキュラムの工夫」及び「調査票情報等保管業務の効率化に向け
た取組」を表彰した。また、10月には、「令和６年度統計センター業務実績
評価に関する理事長表彰」を行い、顕著な業績をあげた４課室を表彰した。 

(ｼ) 統計編成部における人材育成研修の実施 
産業・職業大分類符号のｅラーニング研修 
将来の統計センターを担う⼈材を育成するため、分類符号格付業務に携

わったことがない職員が、産業・職業分類符号を⼤分類ベースで学ぶこと
により、符号格付の基礎知識の習得を図った。人事係の「統計センター職
員研修実施計画一覧」に産業・職業大分類符号研修を掲載し、受講者を募
ったところ、若手職員及び分類格付業務から期間が空いたことによる復習
目的の職員、合わせて５名が受講した。 
なお、受講した職員に研修内容に関するアンケートを実施した結果、研

修成果があったと回答した者の割合は、「大変有意義だった」が80％、「有
意義だった」が20％だった。 

(ｽ) 職員の基礎能力向上を図る勉強会の実施 
政府統計に関わる職業人として、統計に関する基礎知識等の向上を図る

ため、外部有識者等の専門的な知見を活かした勉強会を以下のとおり開催
した。 

・統計基礎勉強会（初級、中級、上級コース） 
     統計検定の合格を視野に入れ、記述統計的な分析手法、確率・推測統計

及び推測統計学の基礎を習得するため、３級対応講座を全６回（中級コ
ース）、２級対応講座を全10回（上級コース）開催した。 

     また、新規採用職員を対象に、基本的な統計知識の習得等を目的に、オ
ンライン動画視聴形式により全６回の初級コースを開催した。 

・統計調査に関する勉強会 
専門統計調査士の合格を視野に入れ、統計調査の企画から調査結果の集
計・分析等までの知識を習得するため、「統計調査に関する勉強会」を全
７回開催した。 

・Ｒを使ったデータサイエンス勉強会 
国内外で広く活用されている統計処理言語「Ｒ」を用いて調査結果の分
析を行うことを通じ、統計を作成する立場である統計センターの職員が
統計の利活用ユーザーの目線を体感するため、「Ｒを使ったデータサイ
エンス勉強会」を全３回開催した。 

・人口統計に関する講演会 
統計からみた人口の動向、その背景や想定される影響について理解・考
察を深めるとともに、全国及び地域人口の統計的分析のための基礎的方
法を習得するため、「人口統計に関する講演会」を全２回開催した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159



 

 
 

採用においては、ターゲット層
別のチャネル戦略を多面的に実施
し、インターンや経験者採用など
の新規施策も織り込んだ上で、合
計20人の採用につなげた。 
人事管理では、ローテーション

原則の明確化と人事交流の定着に
より、中長期の能力形成を意識し
た運用が図られている。１on１は、
221人への面談実施と管理職向け
コーチング研修の併用により、制
度の量と質の向上を図った。研修
は、内部・外部とも受講満足度が目
標（85％）を大きく上回り、ICT基
礎から専門領域、自己啓発支援、資
格取得、勉強会まで学習機会の裾
野を拡大するなど積極的に取組を
実施している。とりわけ、外部ICT
研修サービスの導入や合同研修等
は、職員の主体的学習を強化する
基盤整備として意義が大きい。以
上のことから、所期の目標を上回
って達成していることから、当該
項目の評定をＡとした。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―２―２ 人事に関する計画（人事評価制度） 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 
         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 人材確保・育成の推進 

製表業務に必要な高度な技術の継承・発
展を図るとともに、業務の多様化に対応
し、将来にわたって社会の要請に応える組
織を人材面からも支えるため、統計センタ
ーが策定した「人材確保・育成方針」に基
づき総務省統計局等との人事交流や研修
の実施による職員の資質向上、政府の取組
も踏まえた働き方改革など働きやすい職
場環境の整備を含め、計画的な人材の確保
とその育成を図ること。 
なお、効率的な製表業務の推進に必要な

高度な技術の継承・発展を図るため、研修
等により職員の能力開発を積極的に行う
こと。 

【指標】 
・人事評価制度の運用状況 

 
 

（２）人事評価制度 

能力評価及び業績評価から成る人事評価制度

により、適正な人事評価を行う。 
 
 
 

＜評価の視点＞ 

・人事評価制度を適正に

運用しているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 人事に関する計画 

（２）人事評価制度 
令和７年度は、職員（再任用職員を含む。）を対象に、能力評価（評価期間：令

和６年10月から令和７年９月まで）及び業績評価（評価期間：前期－令和７年４
月から令和７年９月まで、後期－令和７年10月から令和８年３月まで）を適切に
実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 

職員（再任用職員を含む。）を対 
象に、能力評価及び業績評価を適 
切に実施したことにより、所期の 
目標を達成していることから、当
該項目の評定をＢとした。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ―２－３ 人事に関する計画（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 人材確保・育成の推進 

製表業務に必要な高度な技術の継承・発
展を図るとともに、業務の多様化に対応
し、将来にわたって社会の要請に応える組
織を人材面からも支えるため、統計センタ
ーが策定した「人材確保・育成方針」に基
づき総務省統計局等との人事交流や研修
の実施による職員の資質向上、政府の取組
も踏まえた働き方改革など働きやすい職
場環境の整備を含め、計画的な人材の確保
とその育成を図ること。 
なお、効率的な製表業務の推進に必要な

高度な技術の継承・発展を図るため、研修
等により職員の能力開発を積極的に行う
こと。 

【指標】 
・ワーク・ライフ・バランスの推進状     
況 

 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、
次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120
号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律（平成27年法律第64号）に基づき策定し
た「独立行政法人統計センター一般事業主行動計
画」に基づく取組等を行う。 

 

＜評価の視点＞ 

・ワーク・ライフ・バラン

スの推進に向けた取組

が、適切に行われてい

るか。 

２ 人事に関する計画 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 
ア テレワークの運用 

ワーク・ライフ・バランスの向上のために平成22年度か らテレワークの本
格運用を開始している。令和２年度には、テレワーク勤務日 数制限の緩和、電
子申請・電子承認、フレックスタイム制度との併用のほか、 対象者の範囲の拡
大、勤務時間区分の増設、年次休暇等の取得単位を半日、四半日でも取得可能
とするなど、より柔軟なテレワーク利用を可能とする制度改正を行った。 
令和７年度においても、職員は柔軟な働き方のためにテレワークを利用して

おり、テレワーク勤務が定着している。 

イ 両立支援制度等の整備・推進 
男性職員による育児参加や女性職員の活躍促進を更に進めるため、両立支援

制度の周知・休暇制度の取得に関する意向確認、関連規程の改正等を進め、仕
事と家庭の両立を図るとともに、災害や新型コロナウイルス感染症等の不測の
事態への対応等、働く職員を取り巻く環境が複雑化している状況下においても
全ての職員が心身ともに健康で活躍できる職場を整備することにより、職員の
様々な事情に応じた柔軟な働き方や時間当たりの生産性を高める働き方を推
進している。 
令和７年度においては、非常勤職員の仕事と育児の両立を一層支援し、働き

やすい職場環境の整備を進めるため、育児時間制度の見直しに向けた準備を行

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 

平成22年度からテレワークを本
格運用し、令和２年度には勤務日
数制限の緩和や電子申請・電子承
認の導入、フレックスタイム制度
との併用、対象者の拡大、勤務時間
区分の増設、年次休暇の取得単位
柔軟化など、多角的かつ具体的な
制度改正を実施した。令和７年度
においても、職員は柔軟な働き方
のためにテレワークを利用してお
り、テレワーク勤務が定着してい
る。 
また、男性職員の育児参加促進

や女性職員の活躍推進のため、両
立支援制度の周知徹底や休暇制度
の取得意向確認、関連規程改正を
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

った。具体的には、非常勤職員が育児のために勤務しないことができる制度に
ついて、利用対象となる子の年齢要件を「小学校就学前まで」から「小学校３
年生修了まで」へ拡大する制度改正（令和８年４月１日施行）を円滑に実施で
きるよう、関係規程等を整理した。併せて、制度についての理解を深めてもら
うため、周知資料に盛り込むべき説明事項を整理するなどの整備を進めた。 
なお、前年度（令和６年度）に「独立行政法人統計センター育児休業等規程」

を改正し、常勤職員の育児時間の対象期間を「小学校就学前まで」から「小学
校３年生修了まで」へ拡大したことにより、令和７年度において、育児時間を
取得した常勤職員数は47名であった。 
また、「子育てサポート事業主」としての「くるみん」認定及び仕事と介護を 

両立できる職場環境に取り組んでいる法人の証としてのシンボルマーク （愛 
称：トモニン）の取得により、仕事と育児・介護等の両立支援の推進に努めて
いる。両立支援制度について、イントラネットでの周知を行った。 

 
 

着実に進めた。 
令和７年度においては、非常勤

職員に対する育児時間制度の拡充
に向けた取組を推進した。具体的
には、対象年齢を「小学校就学前」
から「小学校３年生修了」へ拡大す
る制度改正（令和８年４月１日施
行）を円滑に実施できるよう関係
規程の整理を行うとともに、職員
への周知資料に盛り込むべき説明
事項を整理するなど、制度改正の
実効性を高めるための準備を着実
に進めた。 
また、「くるみん」認定や「トモ

ニン」シンボルマークの取得によ
り、仕事と育児・介護の両立支援を
対外的にも明確に示している。イ
ントラネットを用いた周知も行う
ことにより、制度の利活用促進に
つなげた。 
 
以上のことから、所期の目標を

上回って達成していることから、
当該項目の評定をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ－３ 積立金の処分に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

― ３ 積立金の処分に関する計画 

当該事業年度において、独立行政法人通則法第
44条の処理を行ってなお積立金があるときは、そ
の額に相当する金額のうち、独立行政法人統計セ
ンター法（平成11年法律第219号）第13条第１項
の規定に基づき、総務大臣の承認を受けた金額に
ついて、承認を受けた以下の業務の財源に充てる
こととする。 
① 自己収入により取得した固定資産の未償
却残高相当額等に係る会計処理 

② 前事業年度以前にリース資産取得に係る
一括仕入税額控除を受けた消費税のうち、令
和７年度中に発生する消費税の支払 

③ 定年引上げに伴う勤務意思確認により令
和７年度中に発生する退職手当の支払 

④ 令和６年度補正予算（第１号）により措置
された「国民の安心・安全と持続的な成長に
向けた総合経済対策」の一環として、令和７
年度中に発生する統計基盤のデジタル化の
推進経費の支払 

＜評価の視点＞ 

・法令に基づく積立金の

処分状況 

３ 積立金の処分に関する計画 

独立行政法人統計センター法第13条第１項の規定に基づき、令和６年度に総務
大臣の承認を受け、７年度の財源に充てられた貯蔵品、前払費用及び自己収入で
取得した固定資産の残存資産価値等の積立金については、当該事業年度分を適切
に費用化した。 

  また、前事業年度以前のリース資産取得に伴う消費税還付相当額の積立金の処
分についても、７年６月に総務大臣の承認を受け、７年度の消費税納付の財源に
充当した。 

  さらに、定年引上げに伴う勤務意思確認による退職手当の積立金の処分につい
ても、７年６月に総務大臣の承認を受け、７年度の退職手当支払の財源に充当し
た。 

  そして、令和６年度補正予算（第１号）により措置された統計基盤のデジタル
化の推進経費の積立金の処分についても、７年６月に総務大臣の承認を受け、７
年度の統計基盤のデジタル化の推進経費支払の財源に充当した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

【評定根拠】 
計画のとおり、自己収入で取得

した固定資産の未償却残高相当額
等に係る会計処理、前事業年度の
リース資産取得に係る一括仕入れ
税額控除を受けた消費税、定年引
上げに伴う勤務意思確認による退
職手当及び統計基盤のデジタル化
の推進経費のうち、令和７年度中
に発生する支払いのための財源に
充当した。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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独立行政法人統計センター  令和７年度の業務実績に関する項目別自己評価書（Ⅶ その他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ－４ その他センターの業務の運営に関し必要な事項 

当該項目の重要度、困難度 
 

関連する政策評価・行政

事業レビュー 

予算事業 ID 000854（独立行政法人統計センター運営事業） 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         
         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価  

年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

１ 内部統制の充実・強化 

（１）統計センターに期待される役割を
十全かつ適切に果たすため、「「独立行
政法人の業務の適正を確保するための体
制等の整備」について」（平成26年11月
28日総務省行政管理局長通知）等を踏ま
えて整備した体制を基に実効性のある内
部統制システムの運用に努めること。 
 また、これらの取組を実施すること
で、法人の長によるトップマネジメント
を推進する。 

【指標】 
・内部統制システムの運用状況 
・トップマネジメントによる法人運

営・組織風土等の改善状況 

（２）業務運営及び公的統計に対する信
頼性を確保する観点から、事業活動に関
わる法令その他の規範の遵守を徹底する
こと。 

【指標】 

（１）内部統制の充実・強化 

① 「独立行政法人の業務の適正を確保する
ための体制等の整備」について」（平成26
年11月28日総務省行政管理局長通知）等を
踏まえて整備した体制を基に、理事長のト
ップマネジメントにより実効性のある内部
統制システムの運用に努め、引き続き内部
統制の充実・強化を図る。 

② 業務運営及び公的統計に対する信頼性を
確保する観点から、全職員に対してコンプ
ライアンス研修を実施し、事業活動に関わ
る法令その他の規範の遵守の徹底を図る。 

③ 内部監査を実施し、事業計画の達成に向
けた適正かつ能率的な業務運営の確保を図
る。 

（２）情報セキュリティ対策の徹底 
調査票情報、公表前情報その他の保有する情

報を保全し、より高度化する外部からの不正ア
クセスやコンピュータウイルスの侵入等を防
ぎ、業務の確実な実施を確保する観点から、情

＜評価の視点＞ 

・トップマネジメントに

よる内部統制システム

の運用等の法人運営や

組織風土等の改善が適

切に行われているか。 

 

・事業活動に関わる法令

その他の規範の遵守が

徹底されているか。 

 

・内部監査の実施及びそ

の結果の反映が適切に

行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

（１）内部統制の充実・強化 
統計センターでは、年度目標に基づき、法令等を遵守しつつ業務運営の高度

化・効率化を行い、常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活の向
上と社会経済の発展に貢献するという基本的使命を果たすため、内部統制の充
実・強化として理事長のリーダーシップを十分に発揮できる仕組みを整備・運
用している。 
この統計センターの使命を達成するためには、製表結果の精度の確保、提出

期限の厳守等業務の委託元における高い満足を確保するとともに、委託元から
信頼されることが、事業活動を継続していく上で必要不可欠である。これら製
表結果及び統計サービスの品質の維持・向上を図るため、製表業務における品
質管理活動の一層の推進に取り組んでいる。（Ⅰ－５ その他を参照） 
また、統計センターにとって、個人情報や事業所・企業等情報が記載された

調査票情報とハードウェア、ソフトウェアの情報システムが、事業活動を展開
する上で不可欠な資産である。これら情報資産の適切な保護・管理を通じた情
報セキュリティの確保を図るため、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り
組んでいる。（（２）情報セキュリティ対策の徹底を参照） 
その他、内部統制の充実・強化を図るため、令和７年度は次のような取組を

行った。 

ア 内部統制システムの整備 
(ｱ) 統制環境の充実・強化 

統計センターに期待される役割を十全かつ適切に果たすため、「「独立行

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

【評定根拠】 
理事長のリーダーシップの下、

「独立行政法人の業務の適正を確
保するための体制」を踏まえた実
効性のある内部統制システムを適
切に運用した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内部統制推進月間に合わせ、全
役職員を対象とした内部統制eラ
ーニングの実施、重点管理項目に
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・法令遵守の徹底に向けた取組状況 
（３）内部監査が効果的に実施されるよ
う努めること。 

【指標】 
・内部監査の実施状況、監査結果の反
映状況 

３ 情報セキュリティ対策 
調査票情報、公表前情報その他の保有

する情報を保全し、より高度化する外部
からの不正アクセスやコンピュータウィ
ルスの侵入等を防ぎ、業務の確実な実施
を確保する観点から、政府の情報セキュ
リティ対策における方針を踏まえ、更な
る情報セキュリティ対策を講じ情報セキ
ュリティに関する事故の発生を未然に防
止し、情報管理の徹底を図ること。 

【指標】 
・情報セキュリティ対策の実施状況 
・情報セキュリティ教育の実施状況 
・情報セキュリティに関する事故の発
生の有無、発生時の対応状況 

４ 危機管理の徹底 
災害や緊急事態に即応できるような体

制を保持し、危機管理を徹底すること。
危機管理に関する点検・訓練を実施する
とともに周知・啓発を図ること。 

【指標】 
・危機管理体制の整備状況 
・点検・訓練等の実施状況 
・不測の事態が発生した場合におけ
る業務継続に係る取組状況 

５ 環境への配慮 
環境保全の観点から、環境に与える影

響に配慮した適切な対応を図るよう努め
ること。 
【指標】 

・環境に与える影響に配慮した対応の
実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

報セキュリティに関する事故の発生を未然に防
止するため、外部からの不正アクセス、サイバ
ー攻撃及び標的型攻撃メールなどへの対策を講
じるとともに、次の情報セキュリティ教育や情
報管理の徹底を図る取組等を行い、更なる情報
セキュリティ対策を講じる。 

① 全職員を対象とした情報セキュリティに
関するｅラーニングを１回以上実施する。 

② ｅラーニング実施後、情報セキュリティ
ポリシーの内容に対する理解度を把握する
ための確認試験を実施し、全職員が100点を
目指す。 

③ 業務の民間委託等に当たっては、情報セ
キュリティポリシー等を踏まえた対策を講
じることを仕様書等で明確化する。 

④ ISMSに基づくマネジメントシステムを的
確に運用する。ISMSの継続に向けて、情報
資産管理台帳の見直し、リスク分析等を行
う。 

（３）危機管理の徹底 
① 危機管理体制の点検を１回以上実施する
とともに、防災の日等の機会をとらえ、職
員の防災に関する意識の向上に努めるな
ど、災害や緊急事態に即応できるような体
制を保持し、危機管理を徹底する。 

② 大規模な自然災害に伴う様々な緊急事態
に対し、業務が継続できるよう機動的に対
応する。 

③ 製表業務に用いる情報システム等につい
ては、災害や緊急事態に備えてバックアッ
プ体制を保持するなど、危機管理を徹底す
る。 

（４）環境への配慮 
国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律（平成12年法律第100号）に基づき、引き
続き適正な環境物品の調達を図るよう努める。 

（５）職員の安全・健康管理 
① 職員の定期健康診断や産業医等による職
場巡視を実施するとともに、衛生委員会を
定期的に開催することを通じて、職員の安
全衛生や健康管理を推進する。 

② メンタルヘルスについては、講習会の開
催や学習サイトの活用により、職員の基礎
知識の向上を図るとともに、管理監督者に
よるラインケアの向上を図る。また、労働
安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づ
き、全職員を対象にしたメンタルヘルス診
断について、診断ソフトウェアを用いて実
施し、各職員のストレスへの気付きを促
す。診断結果を踏まえた対応により、スト
レスを低減させ、メンタルヘルス不調を未
然に防止するよう努めるとともに、職場内
のストレス度を把握し、職場環境の改善を
図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成26年
11月28日総務省行政管理局長通知）等を踏まえ、内部統制システムを推進
していく上で法人の事業運営が適切に行われていることの合理的な保証を
得ることや、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価（モニタ
リング）する仕組みを整備するなど、実効性のある内部統制システムの運
用に努めている。 
統計センターでは、令和３年度から、各部における内部統制に係る取組

の確認・見直し等を実施するための期間として、「内部統制推進月間」（10
～11月）を設定している。令和７年度は、内部統制推進月間における取組
の一環として、全役職員を対象とした内部統制に関するｅラーニングの受
講、重点管理項目のリスク点検、リスク共有の推進の３つの取組を実施し
た。なお、内部統制に関するｅラーニングについては、確認問題を設ける
ことに加えて、全ての役職員がｅラーニングを修了したことにより、統計
センターにおける内部統制の意義や必要性等の基本的な内容についての理
解を促すことができた。 

(ｲ) 統制環境の整備 
① 組織・業務等の管理 
予算の要求・執行の管理については、随時又は定期に担当部署から理事

長を始めとする役員に報告し、費用対効果、優先度を明確化した上で経営
判断を行い、業務運営の高度化、効率化に取り組んだ。 

② 役員会議等の運営 
毎月、定期的に役員会議等を開催し、各部からの業務の進捗、達成状況

を報告させ、適切な指示等を行うことに加えて、統計センター運営上の重
要事項について、審議を行った。 
また、理事長を始めとする役員等により、各執務室の巡回（ＭＢＷＡ：

巡回管理）を定期的に実施することで、自らが職場の現状を把握・理解
し、職員と問題等を共有することにより、円滑な業務の運営に努めた。 

(ｳ) ミッションの周知徹底 
統計センターでは、毎週開催する会議体を通して重要事項等の情報共有

を行うとともに、毎月「理事長・理事からのメッセージ」を職員に対して
配信している。その中で統計センターを取り巻く状況や課題などについて
役員の考えを職員に伝達し、意識の共有を図るとともに、法人のミッショ
ンについての周知徹底を行っている。 
また、業務改革や身近な改善を推進することにより、職員個々の意欲の

高揚と組織の活性化を図り、その成果を業務の効率化及び品質の維持・向
上に寄与することを目的として、業務改善を実施している。 
令和７年度においては、業務の遂行過程において、主に現場レベルの裁

量で実現した業務改善に資する取組に対する表彰を行い、職員の業務改善
意欲の向上や職場の活性化を図るなど統計センター全体に関わる業務改善
に取り組んだ。 

(ｴ) リスクの把握・対応等 
統計センターでは、年度目標、事業計画に掲げた目標の達成を阻害する

要因、公的統計と統計作成機関に対する信頼を低下させる要因をリスクと
位置付けている。具体的には、役職員の安全への脅威、自然災害等による
統計センター情報システム基盤及び製表業務の遅延・停止、統計公表の遅
延に至る製表システムの停止、人材の喪失などについては重大なリスクで
あることから重点管理項目と位置づけ、これら以外のリスクを日常管理項
目と整理している。 
令和７年度は、日常管理項目と重点管理項目に分けたリスク監視体制に

基づき監視を実施し、重点管理対象項目について報告を受け、適切に監視
を行った。また、内部統制推進月間における取組の一環として、「重点管理
項目」に設定されたリスクについて、「予防策（未然防止策）」及び「発生
時対策」を適切に実施又は措置しているかといった視点から点検を実施
し、全ての重点管理項目について、設定した「予防策（未然防止策）」及び
「発生時対策」を適切に実施又は措置していることを確認するなど、適切
に管理・運用を実施した。 
令和７年度から新たなリスク評価基準を適用することとし、R-Map分析手

法に基づく評価基準として、発生頻度を６区分、影響度を5区分に変更し、
リスクマップを従来の９セル（発生頻度：３×影響度：３）から30セル
（発生頻度：６×影響度：５）に拡大した。この拡大したリスクマップ上

係るリスク点検、リスク共有の推
進等、複層的な取組を実施した。 
これらの取組により、内部統制の
意義・必要性に対する職員の理解
が一層深化し、内部統制の質的向
上に寄与した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
役員会議の定期開催や役員によ

る職場巡回により、業務の進捗管
理や現場の把握等に努めた。 

 
 
 
 

毎週開催する会議体における情
報共有や、毎月の「理事長・理事
からのメッセージ」等により、全
職員に対する方向性・価値観の浸
透を図った。さらに、現場起点の
業務改善を表彰する仕組みを通じ
て、自律的改善と品質・効率の両
立を促進した。 

 
 
 
 

リスク監視体制を「重点管理」
と「日常管理」に整理し、重点管
理項目の定期点検と実施状況の確
認を行った。さらに、R-Map分析
に基づく評価軸を９セルから30セ
ルへ詳細化や課室別リスク一覧の
様式改訂を行うことにより評価の
粒度をより詳細化するとともに、
課室別リスク一覧についてはマク
ロを実装することによって運用効
率を高めた。 
また、令和８年度の課室別一覧

の策定に当たっては、残存リスク
中心だった評価体系を見直し、固
有リスクと残存リスクの両面で評
価する方式へ改めた。さらに、調
査票紛失・情報漏えい等を重点管
理項目に追加し、原因系リスクに
基づく分類へ再整理した。 
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に個々のリスクをプロットすることで、より詳細な評価が可能となった。
さらに、課室別リスク一覧の様式について、新たなリスク評価基準に対応
する項目を追加し、業務効率化を図るマクロを実装するとともに、所属部
門及び課室単位でリスクの絞り込みが可能となるよう工夫する等、様式の
見直しを実施した。 
各課室において「リスク共有の推進」を図るため、例えば、担当内ミー

ティングを活用することにより年度当初に設定した自身が所属する課室に
おけるリスク一覧を確認するとともに、新たなリスク事象の追加やリスク
一覧に掲げる事項の変更（再発防止策の追加、修正等）の有無を点検した
ことにより、リスク発生の低減に向けた対応を図った。 
また、令和８年度以降は、残存リスク中心だった評価体系を見直し、固

有リスクと残存リスクの両面で評価する方式へ改め、固有リスクの発生頻
度・影響度が高いものを重点管理対象とした。さらに、令和7年国勢調査の
調査票紛失事案を踏まえ、「調査票の紛失・盗難等」および「情報漏えい
等」を重点管理項目に追加し、原因系リスクに基づく分類へ再整理するこ
とで、経営判断のツールとして利活用できるように対応した。 

イ 法人価値向上における取組 
(ｱ) 統計センター未来戦略の策定 

事業計画実施の先にある未来を見据えた経営上の重要課題に対して、
様々な取組を進めていく観点から、「令和７年度統計センター未来戦略」を
策定し、経営企画会議と各分科会において具体的内容の企画立案、実施状
況の確認を行い、実現を推進している。 
また、令和７年６月施行の「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推

進に関する法律」や、同年５月に策定された「行政の進化と革新のための
生成ＡＩの調達・利活用に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」とい
う。）等により、生成ＡＩの活用に向けた環境整備が進展しており、当該ガ
イドラインに基づく対応については、各府省のみならず、独立行政法人に
おいても、生成ＡＩの調達・利活用に際し、本ガイドラインに準拠した取
組が期待されている。統計センターではこれまでに、品質を確保できる範
囲で、ＡＩを用いた格付支援システムやＡＩ-ＯＣＲ等を導入し、業務の効
率化・高度化を図ってきたところであるが、ＡＩの急速な発展を踏まえ、
令和７年５月からは、生成ＡＩプラットフォームの「Gaixer」の試行運用
を行い、利活用事例の横展開を目指した共有を実施するとともに、同年８
月から経営企画会議構成員による「ＡＩの利活用に関する懇談会」を開催
し、統計センターにおける今後のAI利活用について、議論を重ねてきたと
ころである。なお、同年10月にはＣＡＩＯ（ＡＩ統括責任者）の設置も行
っている。 
 さらに、理事長直下の推進体制として、経営企画会議の下に「ＡＩ利活
用推進分科会」を設置し、各部と連携しながら検討を進めている。 

ウ 令和７年国勢調査調査票紛失事案に関するリスク管理委員会及び内部統制
委員会等の開催 
令和７年12月に発生した令和７年国勢調査調査票紛失事案について、令

和８年１月23日、２月17日、３月３日に構成員である全課室長以上の職員
を招集して、経営審議役を委員長とするリスク管理委員会を開催し、組織
全体で情報を共有するとともに、令和７年国勢調査に関する業務プロセス
全体の再点検及び必要な対策の徹底を実施した。 
また、統計調査に対する信頼の一層の向上を図るため、他の統計調査を

含めた調査票等の取扱い・管理に関するマニュアルの点検・整備を行うと
ともに、規程等の改訂を始め、調査票等の適正な管理に必要な措置を講じ
た。 
点検に当たっては紛失事案が発生した対象課室のみならず、全課室を対

象として行い、今般の事案以外にも統計センターの業務において、潜在的
なリスクが存在しないかについて入念に確認するとともに、必要に応じて
予防策や発生時の対策等の見直しを行ったことや、リスク事象発生時にお
ける連絡体制の見直しなどの改善を図った。 
統計センター理事長を委員長とする内部統制委員会を３月９日に開催

し、リスク管理委員会で対応した総務省から令和８年１月21日に発出され
た「調査票等の適正な管理の徹底について」（指導文書）を踏まえた点検結
果の取りまとめを審議した。 
さらに、今般の事案に関して、役員と幹部職員との対話等を通じて、当

該事案を活用する組織として、組織全体でその価値の最大化を目指すこと

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「令和７年度統計センター未来
戦略」を策定し、経営企画会議・
各分科会において、未来戦略に掲
げた各課題の実現に向けた取組を
行った。また、生成ＡＩに関して
は、政府ガイドラインを踏まえ、
Gaixerの試行運用、利活用事例の
共有、ＡＩ懇談会の設置、ＣＡＩ
Ｏ（ＡＩ統括責任者）の任命と、
理事長直下の「ＡＩ利活用推進分
科会」設置準備など、ガバナンス
の枠組みも整え、各部と連携しな
がら検討を進めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年国勢調査の調査票紛失
は、公的統計への信頼確保の観点
から極めて重大な事案である。本
事案は、ケース固定の不備や強風
時対策の不徹底が主な要因であっ
たことから、即時に運搬手順・固
定方法の強化、屋内作業の徹底、
マニュアル改訂、派遣職員を含む
追加研修等の再発防止策を実施し
た。 
 また、全部課室長を参集したリ
スク管理委員会を複数回開催し、
全課室対象の再点検等を行った上
で、内部統制委員会に再点検結果
の確認等を行った。 
さらに、ISMS審査会社や総務省

への再点検結果の報告や、他統計
調査への横展開など、ガバナンス
ラインを通じた組織横断的な是正
措置を徹底した。 
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＜評価の視点＞ 
・情報セキュリティ対策

を適切に講じている

か。 

 

・情報セキュリティ教育

を適切に実施している

か。 

 

・情報セキュリティに関

する事故が発生した場

合には、適切な対応が

行われているか。 
 

 

 

 

 

 

 

を目的とした意見交換会を実施した。当該事案を学習の機会と捉え、自身
での振り返りや考えなどについて忌憚のない意見交換が行われた。 

エ コンプライアンスの徹底 
業務運営及び公的統計に対する信頼性の確保を図るとともに、職員の倫理

意識を高揚させ、公正な職務遂行を徹底することを目的として、令和７年12
月の国家公務員倫理月間・ハラスメント防止週間において、倫理監督官から
注意喚起、イントラネットによる情報提供のほか、全職員を対象とした階層
別のｅラーニング教材を用いた倫理研修及びハラスメント防止研修、研究業
務に従事する職員を対象とした研究活動に係る倫理及び不正行為の防止研修
を実施する等の啓発活動を行った。 
また、７年４月、７月、10月及び８年１月に新規採用職員（非常勤職員を

含む。）を対象として、人事院が主催する国家公務員の服務・懲戒制度及び倫
理制度ｅラーニング研修を受講させた。 

オ 内部監査の実施 
内部監査計画に基づき、統計センター業務の執行状況を監査するととも

に、前年度内部監査のフォローアップ等を行うことにより、ＰＤＣＡが機能
し、適切かつ効率的な業務運営の確保を図った。 

カ 監事監査等の実施 
(ｱ) 定期監査等 

監事は、定期監査のほか、役員会議等の各種重要な会議に出席し、業務
運営の進捗状況、課題等を把握することや入札・契約事務全般及び月次決
算の報告に対して監査を実施し、その結果を監査報告として取りまとめ、
６月に理事長へ提出した。 

(ｲ) 臨時監査 
令和７年国勢調査調査票紛失事案に関し、調査票輸送における再発防止

策の履行確認が必要であると認められたことから、令和８年３月に監事に
よる臨時監査を実地に行い、適正かつ確実に履行されていることを確認し
た。 

   (ｳ) 外部監査人による会計監査等 
監事は、定期監査のほか、役員会議等の各種重要な会議に出席し、業務

運営の進捗状況、課題等を把握することや入札・契約事務全般及び月次決
算の報告に対して、監査を実施することにより、監査報告書を取りまと
め、６月に理事長へ提出するとともに、必要に応じて改善点等について指
摘を行った。 
また、監事による監査のほか、財務諸表の信憑性・透明性の確保の観点か

ら、法定外監査として外部監査法人による会計監査を実施し、その結果につ
いては、監事及び理事長に報告を行った。 
 
 

（２）情報セキュリティ対策の徹底 
ア 情報セキュリティ対策 
(ｱ) 情報セキュリティポリシーの徹底 

統計センターでは、｢情報セキュリティポリシー｣において、統計センタ
ーが行うべき情報セキュリティ対策基準について、対策項目ごとに遵守す
べき事項の基準を定めている。 

さらに、国民の個人情報を大量に取り扱う統計センターが、万が一、情
報漏えい等の事故を引き起こせば、統計センターのみならず、政府統計に
対する国民の信頼を大幅に低下させることに直結することから、ＩＳＭＳ
認証を取得することにより、公的な認証基準に則った管理の枠組みを構築
し、情報セキュリティポリシーの徹底のため、職員一人ひとりの意識をさ
らに向上させていくとともに、統計センターの信頼性の維持・向上に努め
た。 

(ｲ) サイバー攻撃への対応等 
統計センター情報システム基盤等への攻撃や、標的型攻撃メール等のサ

イバー攻撃への対応として、ウイルスチェック、不審なメール及び通信の
ブロック、不正侵入防止装置による監視、標的型攻撃対策装置による解析
等の対策に加え、第三者による情報セキュリティ監査を実施した。 
 

 
 
 
倫理月間・ハラスメント防止週

間に合わせ、倫理監督官からの注
意喚起、イントラネットでの情報
提供、全職員向けの階層別eラー
ニング、研究倫理・不正防止研修
を実施するなど、職務倫理とハラ
スメント防止を図った。 
 
 
 

年度計画に基づく内部監査を実
施し、前年度監査指摘のフォロー
アップ等を行うことにより効率的
な業務運営の確保を図った。 
 
監事は、定期監査に加え、重要

会議への出席や入札・契約、月次
決算の監査を通じてガバナンスに
関与し、監査報告を理事長に提
出、必要な指摘を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報セキュリティポリシーの周
知徹底を図り、ISMS認証の更新を
受けるなど、公的な認証基準に基
づく管理体制を維持した。また、
令和７年６月には全職員を対象と
した情報セキュリティe-ラーニン
グを受講するとともに受講後の確
認試験では全員が満点を獲得する
など、職員のセキュリティ意識向
上に務めた。さらに、第三者監査
の実施や不審メール訓練、情報セ
キュリティパトロール、自己点検
の実施により、情報セキュリティ
に関する取組を推進した。 
 
 
 
 
 
 

170



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・危機管理体制を適切に

整備しているか。 

 

・危機管理体制の点検・

訓練を適切に行ってい

るか。 

 

・不測の事態が発生した

場合には、業務継続に

係る取組が適切に行わ

れているか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ｳ) 情報セキュリティに関するｅラーニングの実施 
情報セキュリティ対策として、情報セキュリティポリシーの浸透をより

一層深めるため、統計センター全職員（役員及び期間業務職員等を含む。）
を対象に、情報セキュリティに関するｅラーニングを令和７年６月に実施
し、その後、情報セキュリティに関する確認試験を実施（ｅラーニング受
講率100％、確認試験 全員が100点を取得）するとともに、各種内部研修に
おいて情報セキュリティの単元を設け、講義やｅラーニングを実施した。 
また、令和７年７月に総務部に対する「情報セキュリティ対策の監査」

を、令和８年２月には「不審メール訓練」及び「情報セキュリティパトロ
ール」を実施した。 
さらに、職員自らが情報セキュリティポリシーに準拠した運用を行って

いるか否かについて点検する「情報セキュリティ対策の自己点検」につい
て、１回目を令和７年６月に実施し、２回目を令和８年２月に実施した。
これらの実施結果に基づく指摘事項等に対して改善を行い、情報セキュリ
ティへの取組の推進を図った。 

イ 民間委託における対策 
業務の民間委託に当たっては、情報セキュリティポリシーと同等の情報セ

キュリティ対策を委託先において講じるよう、要求要件を仕様書等に明記
し、情報セキュリティ対策の確保に努めている。 

ウ ＩＳＭＳ認証 
ＩＳＭＳ認証について、令和７年度は、情報資産管理台帳の見直し、リス

ク分析、リスク対応、内部監査及びマネジメントレビューを実施し、９月に
認証機関による更新審査を受けて、統計編成部、情報システム部及び統計技
術・提供部について、ＩＳＭＳ認証取得組織として認証更新が承認された。
今後も、定期的に監査等を実施し、継続的に情報セキュリティマネジメント
システムの改善に努める。 

エ 個人情報の取扱い 
個人情報ファイルの保有状況等を確認し、個人情報保護委員会へ報告を行

った。また、個人情報を取り扱う上でのルールや注意事項等の知識を習得す
ることを目的に、全役職員に対してｅラーニング研修を実施し、職員の意識
向上を図った。 

（３）危機管理の徹底 
ア 危機管理に対する対策及び周知 
(ｱ) 連絡体制、危機対応の整備及び職員への周知 

「独立行政法人統計センター緊急事態対応規程」（令和４年３月１８日規
程第39号）に基づき、自然災害等の緊急事態発生時に必要な食料、飲料
水、衛生用品等の備蓄を行うとともに、緊急時の危機管理担当者間の連絡
体制を整備している。また、業務の継続が機動的に対応できるよう「独立
行政法人統計センター災害、事故等への対応及び事業継続計画」（令和４年
３月１８日危機管理責任者決定）や地震時の行動マニュアル等を統計セン
ターイントラネットの「統計センター危機管理ホームページ」に掲載し、
職員への周知徹底を図っている。 
危機管理関係者連絡用メーリングリストについては、これまで役員及び

全管理職で一括りにしていたが、令和７年国勢調査の調査票紛失事案を踏
まえ、リスク事象発生時の連絡体制の見直しを行ったことに伴い、関係部
署に応じた柔軟な情報共有等が可能となるよう、役員のみや部単位に細分
化したメーリングリストを追加し、利便性の向上を図った。また、緊急時
に確実に運用できるよう配信状況確認のためのテストを実施した。 
 

(ｲ) 訓練の実施 
総務省との合同による緊急地震速報訓練を令和７年６月18日及び11月５

日に実施するなど、防災に関する意識の向上や避難行動への周知徹底を図
った。 
また、７年11月５日の訓練に併せて、実際に火災が発生したと想定した

避難訓練を実施し、災害時の避難路の確認等を行った。 
さらに、役職員等の安否確認等を迅速かつ的確に行うために導入してい

る安否確認サービスを用いた安否確認訓練を７年９月１日に実施した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
緊急時対応規程や事業継続計画

を整備し、備蓄品の準備や、連絡
体制の見直し等に努めた。職員へ
の周知もイントラネットを利用し
徹底した。令和７年には総務省総
務省との合同地震速報訓練や火災
想定避難訓練、安否確認訓練を実
施し、職員の危機意識向上と行動
力強化を図った。情報システム面
では、堅牢な地震対策を行ってい
るデータセンターに設置している
ことや、遠隔地バックアップを実
施し、サイバー攻撃対策も多層的
に講じた。 
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＜評価の視点＞ 
・環境に与える影響に配

慮した対応を図ってい

るか。 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・職員の安全・健康管理

に関し必要な措置を講

じているか。 

 

イ 情報システム等に対する危機管理 
統計センター情報システム基盤は、安定的な運用、情報セキュリティ対策

を考慮し、ＰＣの仮想化を行うとともに、サーバ等の主要な機器を強固な地
震対策、電力の安定供給対策、情報セキュリティ対策等が施されているデー
タセンターに設置し、かつ災害時の業務継続性を確保するため、遠隔地への
バックアップを行っている。 
また、統計センター情報システム基盤への不正アクセス・サイバー攻撃の

対策として、不正侵入防御装置による監視等を実施し、統計センター内のデ
ータを標的とした攻撃への対策としては、電子メールのウイルス等検知（検
知数：891,465件)、ＷＥＢ閲覧におけるウイルス等検知（検知数：58件）な
どを講じているほか、利用者からの不審メール受信報告機能（報告数：131
件）やＷＥＢフィルタリングによる閲覧規制等の対策を講じることにより、
情報漏えい等の発生なく、適切な情報セキュリティ対策を講じている。 

（４）環境への配慮 
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100

号）に基づき策定した、統計センターにおける「令和７年度環境物品等の調達
の推進を図るための方針」に掲げた目標を達成するため、業務に必要な物品等
については、 環境物品の調達を図り、環境への負荷の低減に努めた。 
 また、令和７年度においても、照明を消費電力の少ないＬＥＤタイプへ一部
交換しており、これにより消費電力を抑制し、温室効果ガスの排出の削減に努
めた。 

（５）職員の安全・健康管理 
ア 職員の安全・健康管理 

衛生委員会の開催（月１回）、産業医（年６回）及び衛生管理者（週１回）
による職場巡視等を実施することにより、室温・湿度、不要物品等の確認を
行い、職場環境の整備、備品の耐震措置等の状況を把握し職員の安全管理を
図った。 

感染症への対策として、手指及び共用物品の日々の消毒のために消毒液を
購入し、職場における感染リスクの軽減を図った。各課室からインフルエン
ザ及び新型コロナウイルス感染症の発症連絡を受けた際は、一覧にまとめ、
感染状況を把握し、関係者への連絡、報告を速やかに実施し、同ウイルス感
染に関する情報共有を図った。 

イ メンタルヘルス 
職場における心の健康づくりの一つの支援策として、職場のメンタルヘル

スの基礎知識向上とストレスへの対処方法、管理監督者の相談応対等につい
て、毎年外部講師によるメンタルヘルス講習会の開催（課室長：１回、課長
代理：１回、係長：１回、全職員対象：１回）及び前年度に引き続き学習サ
イトの活用により、職員のメンタルヘルスへの意識向上を図った。 

また、情報提供の機会を増やす取り組みとして、セルフケアにおける知っ
ておきたいストレスへの気づきや対処法、コミュニケーション能力アップの
アイデア等を提案するコンテンツを新規に導入し、心の健康対策（メンタル
ヘルスケア）のより一層の充実を図った。 

令和７年６月には全職員に対してストレス診断を行った。診断結果を個々
に配信し、自分のストレスへの気付きと対処を促すとともに、管理監督者等
には職場ごとのストレス度を集計・分析した「仕事のストレス判定図」を配
布し、より効果的な職場環境の改善に努めた。 

また、新規採用者、採用後丸３年を経過した職員、新任係長及び新任課長
代理についてはカウンセラーによる面談を実施し、職場環境や自身につい
て、積極的に話す機会を設け、心の健康の保持増進を図った。 

併せて、カウンセラーによる職員相談業務を週３回行うことにより、職員
が心身ともに健康で勤労意欲を失うことなく職務を遂行できるよう努めた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境物品等の調達推進方針に基
づき、業務に必要な物品の環境配
慮調達を実施した。また、消費電
力削減を目的としたＬＥＤ照明へ
の交換を進め、温室効果ガス排出
削減に寄与した。関連法令を遵守
し、環境負荷低減に積極的に取り
組んだ。 
 

衛生委員会の定期開催や、産業
医・衛生管理者による巡視によ
り、職場環境の安全性・衛生状況
の把握と改善に努めている。感染
症対策も適切に実施され、発症報
告の速やかな把握・共有を図っ
た。また、メンタルヘルス面で
は、外部講師による多層的な研修
の実施や学習サイトの活用により
基礎知識の向上を促進し、ストレ
ス診断の実施と結果分析に基づく
対応、管理監督者への情報提供も
適切に行った。さらに、カウンセ
ラー面談や相談業務の継続的な運
用も行うことにより、職員の心身
の健康保持に貢献した。計画に掲
げた安全・健康管理措置が着実に
実施され、職員の健康維持に資す
る体制を整備した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
理事長のリーダーシップの下、

内部統制システムの充実・強化に
加え、情報セキュリティ対策、危
機管理体制、環境配慮、職員の安
全・健康管理の各分野において計
画的かつ実効性の高い取組を推進
した。 
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また、令和７年国勢調査調査票
紛失事案については、組織的に対
応し、再発防止策の策定・実施等
を通じて信頼回復に努めた。 
情報セキュリティ対策は全職員

の意識向上とＩＳＭＳ認証維持に
より高度な管理体制を保持した。
危機管理は基盤整備と訓練実施に
より即応体制を確立している。 
なお、環境配慮及び職員の健康

管理も計画的かつ効果的に実施し
た。 
以上のことから、所期の目標を

上回って達成していることから、
当該評定をＡとした。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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